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令和４年第３回大分県議会定例会会議録（第１号） 

 

令和４年９月７日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第１号 

             令和４年９月７日 

              午前１０時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期決定の件 

第３ 第７０号議案から第９８号議案まで 

   （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 第７０号議案から第９８号議案まで 

     （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 公安委員長        岩本 光生 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 労働委員会会長      深田 茂人 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

御手洗議長 おはようございます。 

 開会に先立ち、先般新たに副知事に就任され

た吉田一生君から御挨拶があります。吉田一生

君。 

  〔吉田副知事登壇〕 

吉田副知事 おはようございます。去る６月の

県議会で選任の同意をいただき、７月１日付け

で副知事を拝命した吉田一生と申します。もと

より微力ですが、広瀬知事の下、尾野副知事と

共に、県政の発展に全力を尽くす所存です。御

手洗議長始め、議員各位におかれては、格別の
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御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いします。

（拍手） 

御手洗議長 次に、先般新たに総務部長に就任

された若林拓君及び商工観光労働部長に就任さ

れた利光秀方君から御挨拶があります。若林拓

君。 

若林総務部長 ７月２５日付けで総務部長を拝

命した若林拓と申します。何とぞ御指導よろし

くお願いします。（拍手） 

御手洗議長 利光秀方君。 

利光商工観光労働部長 ７月１日付けで商工観

光労働部長を拝命した利光秀方です。どうぞよ

ろしくお願いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

午前１０時３分 開会 

御手洗議長 ただいまから令和４年第３回定例

会を開会します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。 

 まず、監査委員から、地方自治法第２３５条

の２第３項の規定により、６月及び７月の例月

出納検査の結果について、それぞれ文書をもっ

て報告がありました。 

 なお、調書は朗読を省略します。 

 次に、知事から、損害賠償の額の決定につい

てなど、３３件の報告及び書類の提出がありま

した。 

 なお、報告書等は、いずれもお手元に配布の

議案書の末尾に添付してあります。 

 次に、会議規則第１２５条第１項ただし書の

規定により、お手元に配布の表のとおり議員を

派遣しました。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配布の議

事日程第１号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

御手洗議長 日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、元吉俊博君及び守永信幸君を指名し

ます。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 会期決定の件 

御手洗議長 日程第２、会期決定の件を議題と

します。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

ら２６日までの２０日間としたいと思います。

これに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立多数であります。 

 よって、会期は２０日間と決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第７０号議案から第９８号議案ま

で 

      （議題、提出者の説明） 

御手洗議長 日程第３、第７０号議案から第９

８号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第７０号議案 令和４年度大分県一般会計補正

予算（第２号） 

第７１号議案 令和４年度大分県港湾施設整備

事業特別会計補正予算（第１号） 

第７２号議案 令和４年度大分県工業用水道事

業会計補正予算（第１号） 

第７３号議案 職員の高齢者部分休業に関する

条例の制定について 

第７４号議案 職員の定年等に関する条例等の

一部改正等について 

第７５号議案 職員の育児休業等に関する条例

の一部改正について 

第７６号議案 職員の特殊勤務手当支給条例の

一部改正について 

第７７号議案 大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について 

第７８号議案 工事請負契約の締結について 

第７９号議案 工事請負契約の締結について 

第８０号議案 工事請負契約の変更について 

第８１号議案 工事請負契約の締結について 
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第８２号議案 大分県建築基準法施行条例の一

部改正について 

第８３号議案 損害賠償請求に関する和解をす

ることについて 

第８４号議案 令和３年度大分県病院事業会計

決算の認定について 

第８５号議案 令和３年度大分県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定につ

いて 

第８６号議案 令和３年度大分県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について 

第８７号議案 令和３年度大分県一般会計歳入

歳出決算の認定について 

第８８号議案 令和３年度大分県公債管理特別

会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第８９号議案 令和３年度大分県国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第９０号議案 令和３年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９１号議案 令和３年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９２号議案 令和３年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９３号議案 令和３年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計歳入歳出決

算の認定について 

第９４号議案 令和３年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第９５号議案 令和３年度大分県県営林事業特

別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第９６号議案 令和３年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９７号議案 令和３年度大分県港湾施設整備

事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第９８号議案 令和３年度大分県用品調達特別

会計歳入歳出決算の認定につい

て 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 提出者の説明を求めます。広瀬知

事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 令和４年第３回定例県議会の開会に

あたり、県政諸般の報告をし、あわせて今回提

出した諸議案について説明します。 

 初めに、県政諸般の報告です。 

 新型コロナウイルス感染症ですが、オミクロ

ン株の亜種、ＢＡ．５への置き換わりが進んだ

ことから、県内では７月以降、感染が再び急拡

大しました。新規感染者数はかつてない規模で

推移してきたところですが、ここに来て、よう

やく減少傾向に転じようとしています。心配さ

れた病床使用率も、最近は５５％を切るところ

まで下がってきました。しかし、これまでの経

験から、いつ、どんな形で反転するか、安心で

きる状況にはなく、なお緊張感を持って対応し

ています。 

 一つは、検査体制の強化です。特に高齢者入

所施設はクラスターが多発していることから、

陽性者が発生した際の即座の検査はもとより、

全職員分の抗原検査キットを無償配布し、定期

的な検査をお願いしています。また、症状が軽

く、若年で重症化リスクの低い方には、抗原検

査キットを郵送又は医療機関窓口で直接、無償

配布し、自宅等での自主検査と陽性確認時のＷ

ｅｂ登録をお願いしています。 

 二つは、医療提供体制の拡充です。関係機関

の御協力をいただきながら、現在、入院病床を

５３５床、宿泊療養施設を１，３７０室と、過

去最大数を確保しています。この宿泊療養施設

を活用し、また、自宅療養もできるだけ行って

いただくことで、医療関係者の負担軽減に努め

ています。 

 三つは、ワクチン接種です。県民の皆様の御

理解、御協力により、随分と進捗してきました
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が、３回目、４回目の追加接種がお済みでない

方は、職場や家庭での感染を広げないためにも、

早期の接種をお願いします。今後、接種開始が

予定されているオミクロン株対応のワクチンに

ついても、市町村と連携しながら、遅れること

なく対処していきます。 

 こうして所要の対策を講じる中、先月２４日、

政府は感染者の全数把握を見直し、県の判断で、

医療機関から保健所への発生届を高齢者等に限

定してもよいという方針を示しました。早速、

最前線の医療関係者に相談したところ、適切な

医療提供を続けるには、やはり従前どおりの全

数把握が必要であり、これに伴う業務負担につ

いては大幅な簡素化も進められていることから、

何とか対応は可能とのことでした。このため本

県では、引き続き、医療機関の御協力をいただ

きながら、県民の命と健康を最優先に、全数把

握を継続しています。 

 なお、その後に政府はいろいろな議論を経て、

今月２６日から、全数把握の見直しを全国一律

で導入する意向を表明しましたが、届出対象外

となった方の体調急変時の対応など、現場の懸

念が払拭されるのかどうか見極めていきたいと

考えています。 

 今回の大波を抑え切るかどうか、事態が改善

に向かいつつある今が大事なときです。県民の

皆様には、小まめな換気や適切なマスク着用な

ど基本的な感染対策を引き続き徹底していただ

くよう、ぜひともお願いします。 

 次に、社会経済の再活性化と県経済の復興に

ついてです。 

 新型コロナウイルスの感染者が県内で初めて

確認されてから３０か月、社会経済は相当に傷

んでいます。加えて、ロシアによるウクライナ

侵略に端を発したエネルギー、原材料価格の高

騰や、最近の急激な為替変動もあり、経済動向

には十分な注意が必要です。こうした中、国内

景気は厳しいながらも、このところ緩やかな持

ち直しの局面にあります。本県の５００社企業

訪間調査でも、これからの景況に期待感が見ら

れたところですが、その一方で、やはり県内企

業は物価高の影響やサプライチェーンの混乱な

どを懸念しており、先が見通せないとの声もあ

りました。社会経済活動の停滞が今後も長引く

ようなことになれば、家計の厳しさも増し、ま

た、本県経済の大宗を占める中小企業・小規模

事業者の経営は、さすがに耐え切れなくなるも

のと思います。感染対策に万全を期すことはも

ちろんですが、社会経済の再活性化も喫緊の課

題です。 

 そのため、まずは生活福祉資金の特例貸付を

始め、県制度融資や雇用調整助成金など、資金

面での対策が生活者、事業者まで迅速確実に届

くよう、遺漏なく対処していきます。また、国

土強靱化予算等による公共事業の確保やプレミ

アム商品券による消費喚起、新しいおおいた旅

割による観光振興など、できる限りの景気刺激

策を打ちながら、県経済を上向かせていきたい

と考えています。 

 そして、多方面にわたる地域課題の効率的、

効果的な解決を促進し、その過程における新ビ

ジネスの創造など、新しい大分県の流れを生み

出していくため、先端技術への挑戦も続けてい

きます。 

 特にドローンに関しては、これを利用したい

方と県内ドローン事業者をつなぐ民間プラット

フォームが動き出すまでに実用化が進んできま

した。この枠組の下、高精度、短時間での士木

測量や、水産養殖場の水中撮影によるリアルタ

イムでの生育点検など、現在、約４０種類の多

彩なサービスが商品化されています。県内企業

が量産するアバターについても、遠隔地からの

ミュージアム見学やホテルの館内警備など、様

々な使い方が試されるようになりました。用途

に応じた本体開発の進展などで利活用シーンが

さらに広がり、こうした先端技術がより身近な

ものになっていくことを望んでいます。 

 世界的に伸びゆく宇宙産業にも目が離せませ

ん。大分宇宙港を日本やアジア全体の宇宙産業

の拠点として活用していこうという大きな期待

の実現に向けて、関係者一丸でプロジェクトを

鋭意推進していきます。 

 これから県経済を民需主導の自律的な成長路

線へと戻していくためには、成長と分配の好循
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環の実現も急がれます。 

 この８月、大分地方最低賃金審議会は、本県

の最賃を過去最大幅となる３２円引き上げ、８

５４円とするよう答申を行いました。現状、中

小企業等にとって賃上げは厳しい選択ですが、

消費者物価の動向や労働力確保といった観点な

ども踏まえ、労使が慎重に議論を重ねた末に至

った結論だと思います。県としても、労務費の

上昇分を適切に価格転嫁できるよう、企業間取

引の適正化を後押ししていきます。また、国の

業務改善助成金や、その事業者負担を軽減する

県奨励金などの活用も促しながら、地場企業が

賃金底上げに踏み出せる環境づくりに努めてい

きます。 

 さて、コロナ禍で疲弊した社会経済を立ち直

らせ、そして新たな挑戦を進めるにあたって、

時代は、デジタル変革、ＤＸを求めています。 

 ＤＸといえば、事業の合理化や行政の効率化

といったことだけに目が奪われがちですが、肝

腎なことは、その実践により、企業であれば

「サービスが向上した」と顧客の評価が上がり、

「仕事が楽しくなった」と従業員に喜ばれる、

また、行政であれば「手続等に職員の思いやり

が行き届くようになった」と県民に実感しても

らうことが大事です。 

 デジタル技術は単なるツールでしかなく、Ｄ

Ｘもそれ自体が目的ではありません。私どもは、

顧客や県民の視点を第一に、将来のありたい姿

に思いを巡らせて、それを実現するためにデジ

タル技術を導入していくという、デザイン思考

でのＤＸを目指しています。そのためにも、企

業や行政は、システム開発会社などにＤＸを丸

投げするのではなく、自ら顧客等の立場を考え、

これを創り上げていくことが大事になってきま

す。 

 そこで欠かせないのが、やはりデジタル人材

です。政府は、今後５年間で全国２３０万人も

の新たな人材が必要との試算を示しました。都

市圏偏在の課題もある中、県内にデジタル人材

を確保できるよう、前広に対策を講じていきま

す。 

 即効性が高いのは、社員の学び直しです。こ

れを応援するため、ＡＩや衛星データなどの利

活用に関する学習機会を多く提供するほか、例

えば、ものづくり中小企業には、若手技術者等

が現場レベルのスキルを身に付けることのでき

る実践講座を開講します。小規模事業者のＤＸ

に向けては、まずもって商工会議所、商工会の

経営指導員が、デジタルの強みをいかした高度

な指導力を発揮できるよう、そのリスキリング

を支援しています。もちろん、離職者等を対象

とした職業訓練にも注力し、人材の裾野を拡大

していきます。 

 コロナ禍における都市から地方への人の流れ

は、移住・定住促進のチャンスと言われていま

す。そうしたトレンドを、デジタル分野におけ

る人的資源の獲得という観点からもいかしてい

きます。現在、連携協定を締結している富士通

株式会社からは、社員１３人が転職なき移住で

大分に移り住み、ソフトウエア開発などの仕事

を続けています。そのような都市圏ＩＴ企業の

人材を、県で整備を進めているサテライトオフ

ィス等に迎え入れ、スキルや知見を県内事業者

の課題解決につなげていければと考えています。

また、昨年来、移住希望者に対するＩＴ技術の

習得を支援しており、これまでに約４０人の若

いデジタル人材が移住しています。あわせて注

目したいのは、その約半数を女性が占めている

ことです。若年女性の県外流出が続く中、社会

動態をよりよい形で改善させる取組としても、

引き続き、このスキルアップ移住を推進してい

きます。 

 教育関係では、大学等における専門人材の育

成に期待が集まっています。このため、さきの

全国知事会議においては、情報系学部などの定

員純増や教授陣の確保に関する政府要望を取り

まとめたところです。その実現を目指し、県と

しても大学や高専と話をしながら、今後の準備

を進めていきたいと思っています。これに関連

して、県立工科短期大学校では、来年度の学科

改編により、製造ラインヘのＩｏＴ導入などに

対応できる人材を育成していきます。情報科学

高校や津久見高校でも、デジタル分野の即戦力

を県内企業へ多数輩出できるよう、来年度、関
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係学科を改編します。なお、令和６年度には、

大分宇宙港の地元、国東高校に宇宙関連コース

を設置することが決まりました。スペースポー

ト大分の魅力や宇宙ビジネスの将来像を広く情

報発信し、宇宙に挑む若者を全国募集したいと

考えています。 

 他方、教育現場における先生方の御努力によ

り、子どもたちの基礎的な学力も、九州トップ

レベルを維持しています。今年度の全国学力・

学習状況調査でも、小学校、中学校ともに全て

の教科で全国平均以上の成績を収めることがで

きました。こうした確たる学力の下、ＤＸの時

代、これからは地球規模の思考ができるグロー

バル人材の育成や、創造性を育むＳＴＥＡＭ教

育にも一層重点を置いていかなければなりませ

ん。先生方には、さらなる御奮闘をお願いした

いと思います。 

 女性活躍推進についても申し上げます。 

 多様化する社会において、県勢浮揚には女性

の力が欠かせません。このため、キャリア形成

の手本となるロールモデルの紹介や、再就職等

にあたってのスキル習得支援などを通じ、女性

が自ら望む形で活躍できるよう応援を続けてい

ます。特に本県では、製造業やサービス業など

幅広い分野の２６６社が女性活躍推進宣言企業

となり、女性の管理職登用や誰もが働きやすい

職場環境づくりを積極的に進めています。女性

の起業や地域活動も盛んであり、今年度で１９

回目となる内閣府主催の女性のチャレンジ賞を、

これまでに県内８団体、個人が受賞しました。

とりわけ、この５年間は大分県関係者が連続で

受賞しており、大変心強く思っています。 

 他方、男性だから、女性だからといった、男

女の役割分担に関する無意識の偏見、アンコン

シャス・バイアスが身近に根強く残っています。

ジェンダー平等に向けた障壁の一つと言われて

おり、その解消にあたっては、私ども一人一人

が、この問題を自分ごととして受け止めること

が大切です。そのため、ｅラーニング研修やワ

ークショップの開催を手始めに、啓発動画も広

く配信しながら、県民各層の気付きと行動変容

を促していきます。 

 次に、提出した諸議案について、主な内容を

説明します。 

 第７０号議案令和４年度大分県一般会計補正

予算（第２号）については、主に原油価格・物

価高騰の厳しい現状を踏まえた諸施策を、前回

６月の補正に続き、追加で措置するものです。

補正額は９２億８９８万４千円であり、これに

既決予算額を合わせると、７，３２０億９，８

７２万８千円となります。 

 以下、主なものを説明します。 

 まず、高齢者施設や保育所、病院といった公

的価格として利用料金等が定められている施設

などを対象に、電気代高騰分の一部を助成しま

す。あわせて省エネ化を促進するため、ＬＥＤ

照明や複層ガラスなどの導入に対する補助制度

を設けます。 

 中小企業等にも、太陽光発電などを利用した

自家消費型エコエネルギー設備の整備に対して

助成します。また、コスト高で利幅が低下して

いる事業者の資金繰りなどを支援するため、県

制度融資に関連メニューを追加します。 

 農業分野では、畜産飼料の輸入依存度が高い

酪農経営の厳しさが顕著になっています。この

ため、現在、配合飼料価格安定制度の生産者積

立金に対して臨時に助成するとともに、自給飼

料の生産拡大に資する機械導入などを支援して

います。加えて、本年１１月に乳価が増額改定

されるまでの間、輸入粗飼料の価格上昇分に対

する助成金を４月に遡って交付します。 

 今後の展開に向けて、今回の補正では、企業

誘致を一層強化していくための手だても講じま

す。特に半導体に関しては、これからも旺盛な

国内投資が見込まれており、シリコンアイラン

ド九州復活への機運が高まる中、関連企業を呼

び込めるよう備えていかなければなりません。

その場合、不可欠なのは、工業用地の整備はも

とより、企業ニーズを満たす量、質の用水を安

定的に確保することです。このため、県内各所

で利用可能な用水の量や調達手法、浄化コスト

などを調査し、誘致対策の立案や立地検討企業

への説明などに活用していきます。 

 県有施設の整備についても、建設資材等の価
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格高騰が続く中、ホーバークラフト発着地の建

築、港湾工事や、国東市にある水産種苗生産施

設の建替工事を円滑に進捗させるため、請負代

金の上昇分を予算措置します。 

 予算外議案として、第７４号議案職員の定年

等に関する条例等の一部改正等については、令

和５年度より定年年齢を段階的に引き上げ、令

和１３年度に６５歳とするなど、改正地方公務

員法の趣旨を踏まえた定年延長に伴う諸規定を

整備するものです。 

 以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願い申し上げます。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 これをもって提出者の説明は終わ

りました。 

 以上で本日の議事日程は終わりました。 

 お諮りします。明８日、９日及び１２日は、

議案調査のため休会としたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明８日、９日及び１２日は休会と決

定しました。 

 なお、１０日、１１日は県の休日のため休会

とします。 

 次会は、１３日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時３０分 散会 
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令和４年第３回大分県議会定例会会議録（第２号） 

 

令和４年９月１３日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第２号 

            令和４年９月１３日 

              午前１０時開議 

第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邉 隆司 

 監査委員事務局長     河野 哲郎 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

御手洗議長 おはようございます。 

 開議に先立ち、先般新たに公安委員会委員に

就任された平川加奈江君から御挨拶があります。

平川加奈江君。 

平川公安委員会委員 ９月８日付けで公安委員

会委員に就任した平川加奈江です。どうぞよろ

しくお願いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

午前１０時 開議 

御手洗議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配布の議

事日程第２号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 代表質問 

御手洗議長 日程第１、これより代表質問に入

ります。 
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 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。古手川正治君。 

  〔古手川議員登壇〕（拍手） 

古手川議員 １６番、自由民主党、古手川正治

です。本議会で代表質問の機会をいただき、誠

にありがとうございます。知事始め、執行部の

皆さんよろしくお願いします。 

 それでは、早速ですが、質問に入ります。 

 まず、県政運営について。 

 第５期県政の総括について伺います。 

 広瀬知事におかれては、平成１５年の就任以

来、県民中心の県政という基本理念のもと、安

心・活力・発展の大分県づくりに一貫して邁進

してこられました。 

 今期においても、引き続き現場主義を徹底し、

県政ふれあいトークなどにより各地域の県民の

思いを直接受け止めながら、本県最大の課題で

ある大分県版地方創生の加速前進や、地域課題

の解決や新産業の創出に向けた先端技術への挑

戦、県民の安全・安心につながる強靱な県土づ

くりなど、関係施策を積極的に展開されていま

す。 

 第５期県政を振り返ってみると、３歳児未満

の第２子以降の保育料の全額免除や昨年度過去

最高となった移住施策の推進、裾野の広い農林

水産業の成長産業化や地域に雇用と活力を生み

出す企業誘致など、知事自ら先頭に立ち、大き

な成果をあげています。また、大分空港を宇宙

港として活用するプロジェクトやホーバークラ

フトの復活など、本県の将来の発展を見据えた

取組も果敢に進めてこられました。 

 他方、この２年半は、新型コロナとの戦いの

日々であったと思います。これまで感染症対策

と停滞する社会経済の再活性化にあらゆる対策

を講じ、実行してこられたところですが、依然

として感染の収束の見通しは立っていません。

県民生活や県経済への影響が長期化する中、こ

れまでの自粛傾向の社会生活が続けば、観光業

や飲食業等は経営的にもさらに厳しい状況にな

ることが予想されます。今後は、将来を見据え

た感染症対策と社会経済再活性化の両立を図る

コロナとの共生が重要な時期になっていると思

います。 

 加えて、世界的には、ロシアのウクライナ侵

略などにより、国際情勢は緊迫度を増しており、

国内にも物価高騰など様々な面で影響が出てき

ています。 

 こうした国内外の社会情勢が激動する時代に

あって、ポストコロナを見据え、県民が将来に

夢と希望を持てる県政運営の必要性がますます

高まっていると考えています。 

 そこで伺います。残り半年余りとなったこの

任期での県政運営をどのように総括し、将来に

つなげていこうとしているのか、知事の考えを

お聞かせください。 

 次に、県経済についてです。 

 ７月に公表された６月の全国企業短期経済観

測調査では、景況感を示す大企業製造業の業況

判断指数のＤＩが前回調査から５ポイント下落

し、２四半期連続で悪化する一方、大企業非製

造業は２期ぶりに改善しています。これは飲食

や観光業でコロナ禍からの回復が進む一方、長

引く原材料高と部品の供給不足が製造業の重荷

になっていることを示しています。 

 景況感と並び注目されたのが、値上げを急ぐ

企業の姿が浮き彫りになったことでした。大企

業製造業の販売価格判断ＤＩはオイルショック

の影響が残る１９８０年５月以来４２年ぶりの

高水準となるなど、資源価格上昇の影響などに

より、販売価格を引き上げている状況が読み取

れます。 

 一方で、価格交渉力が大企業に比べて弱い中

小企業が実際に価格転嫁を行い、値上げの動き

が広がるかは不透明です。 

 大企業製造業の販売価格ＤＩが３４、仕入価

格ＤＩが６５でその差が３１なのに対し、中小

企業は販売価格ＤＩが３５、仕入価格ＤＩが７

９で差が４４もあり、中小企業が大企業と比べ

仕入価格上昇の影響を価格に転嫁できていない

状況があり、中小企業が多い本県にとって懸念

材料となっています。 

 さらに、今後の中小企業を取り巻く環境に大

きな影響を与えるのが最低賃金の引上げです。

人手不足が深刻化しており、優れた人材を確保
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するためにも賃上げが必要であるという側面は

理解できます。一方で、ウクライナ情勢の混迷

長期化等による資源、エネルギー価格の高騰や

ゼロコロナ政策が足を引っ張る中国経済の下振

れ、さらに、円安の進行といった外部的要因に

より、中小企業の経営環境は非常に厳しい状況

となっています。この上に単純に最低賃金の引

上げを行うことは、人件費の高騰により経営を

さらに圧迫し、中小企業によっては、健全な事

業運営ができなくなるところも懸念されます。 

 一方で、消費者物価も上昇しており、最低賃

金の引上げによる労働者側の生活環境の確保も

重要です。この二律背反的な課題に対処するこ

とは非常に難しい課題であることは理解してい

ますが、解決にあたっては、県内の全産業の生

産性の向上による利潤の拡大と人材への重点投

資を図っていくべきであると考えます。 

 前回の６月補正や今回の９月補正にもコロナ

禍以降停滞してきた県経済を動かすための経済

対策が盛り込まれていますが、これら施策を一

つ一つの矢とすることなく、有機的にダイナミ

ズムをもって政策展開し、産業政策を積極的に

進めていくことが重要です。 

 現下の県経済の状況を踏まえ、どのように経

済を動かし、中小企業等の生産性の向上などに

つなげていくのか、知事の御見解を伺います。 

 次に、今後の財政運営についてです。 

 先頃、県の令和３年度決算と９月補正予算案

が発表されました。３年度決算においては、コ

ロナ対策はもとより、社会経済の再活性化など

に積極的に取り組んだ結果、歳入、歳出ともに

大幅に増加し、また県税の増収などもあいまっ

て、単年度の黒字である実質収支が過去最高と

なったということであり、ひとまず安心しまし

た。 

 しかしながら、今後に目を転じると、短期的

には現下の円安に伴う企業業績の悪化が税収に

影響を与える可能性があります。また、物価高

騰や労務単価上昇による諸経費の増などの影響

も避けられないと思われます。 

 長期的には、災害等の多発による県債の本格

的な償還が始まることから、公債費の増加が懸

念されるところです。さらに今後金利が上昇す

るリスクもあります。 

 加えて、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢

者になることから、社会保障関係費の高い伸び

が確実であり、今後の財政運営について心配し

ています。 

 国においては、骨太の方針２０２１において、

令和６年までは国の一般歳出の取組と基調を合

わせつつ、交付団体を始め、地方の安定的な財

政運営に必要となる一般財源の総額について、

２０２１年度地方財政計画の水準を下回らない

よう実質的に同水準を確保するとされています。 

 一方で、地方財政全体では財源不足が続いて

おり、本来は法定率の引上げにより地方交付税

総額を安定的に確保することが望ましいところ

です。現在、代替策として実施している、財源

不足を国と地方で折半するルールは本年度が期

限となっており、今後の地方財政、とりわけ一

般財源総額の確保については予断を許さない状

況にあります。 

 そのような中、刻々と変化する世の中の動き

を捉えながら、必要な政策対応を行い、また、

財政健全化目標への取組を進めることは、どち

らかに偏ってしまうのではなく、バランスが大

変重要だと考えますが、今後の財政運営につい

て総務部長に伺います。 

 次に、農業再生に向けた今後の展望について

です。 

 まだ記憶に新しい方もいると思いますが、約

１年半前、農業産出額の落ち込みや農家数の減

少により、県農業は危機的状況にあるとして、

大分県農業非常事態宣言が発出されました。 

 その後、県では、非常事態宣言とあわせて設

置された大分県農業総合戦略会議において、生

産者、ＪＡグループ、市町村などの関係者と議

論を重ね、昨年１０月には、今後の県農業の再

生に向けた羅針盤とも言える農業システム再生

に向けた行動宣言が公表されました。これを受

けて、広瀬知事は、反転攻勢に向けて思い切っ

た農業振興策を打ち出すとともに、農業再生の

最後のチャンスと明言され、不退転の覚悟で農

業の再生に取り組む決意を示されました。 
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 この行動宣言によって、大分県の農業施策は

大きく方針転換しました。象徴的なものの一つ

に、短期集中県域支援品目の新設が挙げられる

と思います。これまでの、あれもこれもと多く

の品目を支援するのではなく、マーケットニー

ズが高く、短期間での産地拡大が期待できるも

のを短期集中県域支援品目として、ねぎ、ピー

マン、高糖度かんしょ、ベリーツの４品目に厳

選し、県域での産地拡大と、それに伴う集出荷

体制の整備を行うこととして、県も全面的にバ

ックアップし、県農業の再生に向け、全力で取

り組むことになりました。 

 先日、その短期集中県域支援品目の決起集会

が開催されました。この決起集会は、生産者や

関係者が一堂に会し、一層の一体感を高め、生

産拡大に向けた取組を加速させるために開催さ

れたもので、生産者が主体となって意欲喚起を

図るような大きな決起集会は、平成１５年以来、

１９年ぶりの開催とのことでした。出席された

御手洗県議会議長、太田農林水産委員長からも、

そのときの会場の話を伺い、生産者の意気込み

の大きさが十分に伝わりました。これまでの県

農業の課題として、県と団体、生産者の目標設

定がばらばらであることが指摘されてきていた

中で、今回、生産者自らが決意を述べ、関係団

体や行政と同じ目標を共有することは、今まで

になかったことであり、今後の本県農業の可能

性が大いに感じられ、農業再生に向けた大きな

一歩になったのではないかと思います。 

 このように、農業総合戦略会議を中心にして、

生産者の機運向上、関係団体の組織改編、県施

策の転換など、生産者、関係団体、行政の３者

がしっかりとスクラムを組み、県農業を取り巻

く環境に好循環が生まれているものと思います

が、今後は、これらの行動宣言や行動計画が絵

に描いた餅にならないように、引き続き戦略会

議の場において、しっかり進捗管理していくこ

とが重要であると考えます。 

 そこで、知事に伺います。行動宣言から現在

に至るまでの農業総合戦略会議における進捗状

況と、農業再生に向けた今後の展望について、

知事の御見解を伺います。 

 次に、県土の強靱化について伺います。 

 まず、県土強靱化の検証と今後についてです。 

 本県は、内陸部に九州の屋根と呼ばれるくじ

ゅう連山を始めとする山々が連なり、県土の約

７割を林野が占めています。これら山系から流

れ出る水流は、筑後川、山国川、大分川、大野

川、番匠川といった主要河川を成し、豊富な水

資源を与えています。豊かな自然を利用して、

農林水産業を始め、多くの産業を発展させ、多

様な気候や地理的特性のもとで地域色豊かな文

化を育むなど、自然の恩恵を受けた生活が営ま

れてきました。 

 半面、その地理的、地形的、気象的な特性ゆ

えに、災害の大きな要因ともなっています。過

去１０年間を振り返ってみても、平成２４年７

月の九州北部豪雨、２８年４月に発生した熊本

地震、２９年には５月に朝地町綿田地区での地

滑り、７月の九州北部豪雨、さらに９月の台風

１８号では私の地元、津久見市が大規模な浸水

被害を受けました。３０年４月には、中津市耶

馬溪で発生した山地崩壊、そして今もなお復旧、

復興が進められている令和２年７月豪雨と、気

候変動に伴い自然災害が激甚化、頻発化してき

ており、深刻な被害が連続しています。 

 国においては、平成２５年に公布、施行され

た強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法に基づ

き、国土強靱化の取組を効果的、効率的に展開

するために国土強靱化基本計画を平成２６年に

閣議決定しました。さらに平成３０年には、近

年の災害から得られた教訓や社会経済情勢の変

化等を踏まえ、計画を変更し、中長期的な目標

や施策分野ごとの推進方針を明らかにしていま

す。 

 県においても国に準じて、大分県地域強靱化

計画を平成２７年に策定、令和２年３月には見

直しを行い、年次計画により進捗管理を行うこ

ととしています。 

 このような中、特に緊急的かつ集中的に事業

を実施するため、平成３０年度から７兆円規模

の防災・減災、国土強靱化３か年緊急対策が、

そして引き続き令和３年度から１５兆円規模の
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５か年加速化対策が講じられたことから、本県

でも積極的に事業実施に取り組んできました。

その結果、津久見川の改修や綿田地区の地滑り

対策工事は完成のめどが立ってきており、地元

の方々は喜んでいます。 

 しかしながら、今年７月には九州北部に線状

降水帯が複数発生し、玖珠町及び日田市で記録

的短時間大雨情報が発表されるなど、大規模な

災害がいつ発生してもおかしくない状況であり、

激甚化、頻発化する災害に備え、今後も計画的

に推進する必要があると考えます。 

 そこで、お尋ねします。県土の強靱化につい

て、さきの３か年緊急対策と合わせて５年間に

わたり緊急対策を進めてきましたが、これまで

の効果を検証するとともに、今後加速化対策を

どのように進めていくのか、知事の見解を伺い

ます。 

 次に、工業用水道施設の老朽化対策について

です。 

 対策を講じなければならないのは県土の強靱

化ばかりではありません。高度成長期時代に建

設された施設の老朽化も忘れてはならない問題

です。 

 愛知県では、工業用水の取水先の堰である明

治用水頭首工で、本年５月に大規模な漏水の発

生によって川の水位が低下し、取水が不能とな

りました。これに伴って、豊田市や刈谷市等に

集積されている自動車関連企業等１３１社への

給水が一時的に不能となりました。国が原因を

調査中ですが、頭首工の造成後、６０年以上経

過していることから老朽化が漏水の原因となっ

た可能性が指摘されています。 

 工業用水道は、工業の健全な発達と地盤の沈

下の防止に資することを目的として、高度成長

期に全国的に大都市臨海部の工業地帯の産業イ

ンフラとして急速に整備が進みました。 

 本県においても、昭和４０年代半ばに、日本

国内有数の製鉄所と石油化学コンビナートを備

える複合的な大分臨海工業地帯が建設され、現

在、本県企業局では、主にこれらのコンビナー

トに立地する４６の事業所と５５万４，３３０

立米の工業用水の給水を契約し、安定的に供給

しています。 

 その給水施設である大津留浄水場や判田浄水

場の施設や送水管は、昭和４０年代の整備から

約５０年が経過しており、老朽化による施設の

損傷によって、受水企業への給水が不能となっ

た場合には、県経済への多大な影響が懸念され

るところです。 

 そこで、お尋ねします。工業用水道施設の老

朽化に伴う対策をどのように進めているのか、

企業局長に伺います。 

 次に、日出生台演習場の使用等に関する協定

についてです。 

 現在、ロシアのウクライナへの侵略など国際

情勢が緊迫度を増しています。こうした背景も

あり、政府・与党においては、我が国や国際社

会の平和と安全を確保するため、年内には国家

安全保障戦略などの改定や、防衛費のＧＤＰ２

％も念頭に置いた議論が行われています。 

 防衛力の強化にあたっては、装備品の充実や

確保とともに、個々の自衛隊員の練度向上が大

変重要です。 

 こうした中、今月１６日には、自衛隊の日出

生台演習場の使用等に関する協定等が更新時期

を迎えます。本県にある日出生台演習場は西日

本最大の面積を有し、陸上部隊に必要な様々な

訓練が制約なく実施できる演習地であると聞い

ています。 

 さきほども言いましたが、防衛力の強化にあ

たっては、やはり自衛隊の練度向上は極めて重

要と考えます。 

 そこで、協定の更新に向けた現在の状況につ

いて知事に伺います。 

 次に、地域共生社会の推進についてです。 

 近年、ダブルケアやヤングケアラー、８０５

０問題など、世帯が抱える課題が多様化、複雑

化する中、地域共生社会の推進は喫緊の課題で

あると考えます。 

 地域共生社会とは、制度・分野ごとの縦割り

や支え手、受け手の関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源

が世代や分野を超えてつながることで、住民一

人一人の暮らしと生きがい、地域をともにつく
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っていく社会です。 

 そうした地域共生社会を国レベルでさらに推

進するため、昨年４月に社会福祉法に基づいた

新たな事業、重層的支援体制整備事業が創設さ

れました。 

 これは、これまでの子ども、障がい者、高齢

者、生活困窮者といった対象者ごとの支援体制

にこだわらず、包括的に困り事などを受け止め

ながら、課題解決に向けて取り組んでいく体制

の整備を市町村が中心となって行うものです。 

 県内では、津久見市が既に昨年度から当事業

に取り組んでおり、九州内でも先進事例となっ

ています。 

 津久見市では、つくみＴＴプロジェクトと題

して、どの機関に相談があっても丸ごと受け止

める包括的な相談支援体制の構築や、社会との

つながりを回復するために就労体験などを行う

参加支援、孤立させないための居場所づくりや

見守り体制を構築する地域づくり支援などに取

り組んでいます。 

 市役所の社会福祉課、市民生活課、税務課、

そして市社会福祉協議会、地域包括支援センタ

ーなどを福祉まるごと相談窓口として位置付け、

どんな相談事であっても一旦受け止めています。

こうして寄せられた相談は、必要に応じて関係

者が集まる福祉まるごと支援協議会で情報を共

有され、スムーズに必要な支援策につなげられ

ています。 

 ぜひこうした取組を県内全域に広げていただ

きたいと考えますが、地域共生社会の推進のた

め、県としてどのように市町村を後押ししてい

くのか、福祉保健部長に伺います。 

 次に、脱炭素に向けた取組についてです。 

 まず、産業界の省エネルギー及びＧＸに向け

た取組について伺います。 

 ガソリンや電気、ガスなど燃料高の状態が続

いています。 

 また、グローバルな企業を中心に、自社のみ

ならずサプライチェーン全体でのカーボンニュ

ートラルを目指す動きが広がっており、日本の

企業も次第に他人事ではいられなくなってきて

います。これから我々には、燃料高への対応と

カーボンニュートラルの二兎を追わなければな

らないという大変難しい課題への挑戦が待ち構

えていると考えた方がよさそうです。 

 中長期的な視点からは、水素エネルギーなど、

温室効果ガスを排出しないエネルギーへの転換

を可能にする技術への投資を行うとともに、そ

れを受け入れる社会の変革を着実に進めていく

ことが大切だと思います。そうしたことからも、

本県が取り組もうとしている地熱を利用したグ

リーン水素の製造やコンビナートをいかすこと

のできる水素サプライチェーンの構築が、時代

を先取りするものになることを期待しています。 

 同時に、現状の燃料高に対応しつつ、カーボ

ンニュートラルへの一歩を踏み出すためにも、

再生可能エネルギーへの転換等を進めるグリー

ントランスフォーメーション、いわゆるＧＸな

ど、今できる取組を速やかに開始することも必

要かと思います。 

 資源の乏しい我が国では、長年にわたって省

エネの努力を続けてきたところですが、クリー

ンエネルギー戦略の議論によれば、中小事業者

についても、経済合理的な範囲でまだ１０％前

後の省エネ余地があるとされています。 

 本県では、これまでも京都議定書の目標達成

や、東日本大震災後の電力不足への対応などで、

県内企業の省エネ等の取組を支援してきたと思

いますが、昨今取り巻く情勢が再び大きく変化

しています。燃料高対応や脱炭素を見据え、産

業界における省エネルギーやＧＸをさらに後押

しする取組も必要だと思いますが、商工観光労

働部長に伺います。 

 次に、県有施設における再エネルギー電力等

の導入についてです。 

 脱炭素に向けた取組は、県自らが地域脱炭素

の旗振り役として公共部門から率先して取り組

み、社会変革を先導していく必要があります。 

 そこでまず、県の公用車における電動車の導

入状況と今後の導入の方針について、会計管理

者に伺います。 

 また、再生可能エネルギーにより発電された、

いわゆる再エネ電力についても、昨年度、県有

施設の一部に、提案公募により導入を始めたと
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聞いています。再エネ電力に関して、現在の県

有施設への導入状況と今後どのように取組を進

めていくのか、あわせて伺います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

御手洗議長 ただいまの古手川正治君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 ただいま古手川正治議員から自民党

を代表して御質問いただきました。 

 まず、私から答弁します。 

 初めに、県政運営についての御質問でした。 

 私は、就任以来、一貫して安心・活力・発展

の大分県づくりを基本に県政を進めてきました。 

 今任期は新型コロナ対応に忙殺されて思うよ

うに動けなかった面もありますが、やはり同じ

基本を理念に、具体的な対策を講じてきたとこ

ろです。 

 安心の分野では、三つの日本一の実現に向け

た取組を加速させ、保育所待機児童の解消や、

さくらの杜高等支援学校の開校などを進めてき

ました。特に健康寿命については、大変うれし

いことに、男性全国１位、女性４位にまで躍進

したところです。 

 急激な人口減少を緩和するため、当面の対策

として移住にも力を入れてきました。お陰で県

外からの移住者数は、昨年度過去最多を更新す

るとともに、外国人の入国制限緩和もあり、今

年の社会動態は、平成１９年以来１５年ぶりの

転入超過となる見通しです。 

 県土強靱化にも取り組んできました。地方を

挙げて要望してきた国の５か年加速化対策予算

を積極的に活用し、令和２年７月豪雨からの復

旧、復興はもちろん、ダムや護岸整備など予防

対策も計画的に行っています。 

 活力の分野では、県内全域に展開する農林水

産業の成長産業化に力を尽くしてきました。最

近、ようやく米作から園芸への転換が見えてき

たところです。 

 今や県経済を支える商工業では、中小・小規

模事業者に対してあらゆる対策を講じています。

特に、産業の基盤を広げる企業誘致に力を注ぎ、

昨年度過去最多の誘致を実現しました。 

 近年は先端技術の時代と言われており、地域

課題の解決や新産業の創出にいかしています。

とりわけドローンは、民間プラットフォームが

動き出すまでに実用化が進んできました。 

 世界的に伸びゆく宇宙産業も目が離せません。

大分宇宙港を日本やアジアの宇宙産業の拠点と

して活用するという大きな期待の実現に向けて、

関係者一丸となって推進しています。 

 発展の分野では、将来の大分県を担う子ども

たちの教育が重要です。今や学力、体力は九州

トップレベルを維持しており、これをベースに、

地球規模で思考ができるグローバル人材の育成

や創造性を育むＳＴＥＡＭ教育に力を入れてい

ます。 

 それでも、新型コロナの世界的流行や緊張高

まる国際情勢など、時代は急激に変化していま

す。 

 例えば、世界では、膨大なデータをネットワ

ークに乗せて、あらゆる分野で活用するＤＸが

急速に進んでいます。また、宇宙産業でも、ヴ

ァージン・オービット社が韓国で打ち上げを検

討するなど、国際競争が激化しています。さら

に、カーボンニュートラルの動きは、九州唯一

のコンビナートがある大分県にも多大な影響を

及ぼすことが考えられます。 

 今は将来に展望を開く大事なときです。時代

の潮流を捉えて、乗り遅れないよう気を引き締

めて県政を進めていきます。 

 次に、県経済についての御質問をいただきま

した。 

 長引くコロナ禍で社会経済は相当に傷んでい

ます。加えて、ロシアによるウクライナ侵略に

端を発したエネルギー、原材料価格の高騰など

もあり、県経済の動向には今後も十分な注意が

必要です。特に、原材料高は、本県の５００社

企業訪問調査で、今後の経営上の課題として多

くの企業が挙げています。また、７月の中小企

業団体の調査でも、原材料の値上がりを販売価

格に転嫁できずに、苦慮する中小企業の声が聞

かれています。 

 こうした中で、疲弊した県経済を民需主導の
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自律的成長路線へと戻していくためには、成長

と分配の好循環の実現も急がれます。 

 このため、県では、事業者が価格転嫁を行い

やすく、また、賃金底上げに踏み出すことので

きる環境づくりを、生産、流通、消費の各段階

で、同時に進めることとしています。 

 一つは、消費の活性化です。売上回復や価格

転嫁を促進するため、市町村と連携して第２弾

のプレミアム商品券を発行します。今月から多

くの市町村で利用が始まる予定で、年末にかけ

て消費を盛り上げていきます。 

 二つは、価格転嫁への取組です。同業者の動

向や取引の打切りを警戒し、価格交渉を躊躇す

る事業者を後押しするため、９月末までを大分

県価格交渉促進期間として、国の協力も得て、

県内各地で価格交渉促進セミナーを開催します。

下請Ｇメンによる指導やパートナーシップ構築

宣言等の国の取組や、産業創造機構の下請かけ

こみ寺、県の取組等を紹介し、価格転嫁への理

解と協力を広く促します。 

 三つは、物価上昇局面で従業員の生活を守り、

有為な人材を維持、確保するための賃金の引上

げです。本県の最低賃金は、過去最大幅となる

３２円の引上げが決定されました。現状、中小

企業等には厳しい選択ですが、国や県では、賃

上げを行う事業者の設備投資や人材育成による

生産性向上の取組を支援していきます。 

 また、成長への新たな挑戦や、生産性向上を

図るためには、ＤＸの取組も重要です。そのた

め、県では、自社だけでＤＸに取り組むことが

困難な事業者と、専門的知見を有するパートナ

ー事業者との共創を促進します。加えて、多く

の中小企業を直接支援する経営指導員のＤＸ対

応や経営者のＤＸへの理解促進、データ分析や

ＡＩ活用ができるデジタル人材の育成等にも取

り組みます。 

 このような取組を効果的に連携させながら、

物価上昇に対応する適切な価格転嫁を進め、賃

金を上昇させるとともに、生産性向上や人材投

資を促進し、疲弊した県経済を好循環に戻して

いきたいと考えています。 

 農業再生に向けた今後の展望についても御質

問いただきました。 

 昨今の国際情勢の急変は、グローバル経済の

中で日本農業が抱えたリスクを顕在化し、国全

体に大きな課題を投げかけたと感じています。

一方で、この状況に果敢に対応し、堆肥活用や

自給飼料の増産に取り組もうとする本県生産者

の姿を通じて、本県農業の今後の可能性も強く

感じています。 

 生産者の努力に応えるためにも、行動宣言を

確実に実行し、構造改革を進めていきます。 

 まず、園芸では、短期集中県域支援品目につ

いて農地確保から流通販売までパッケージで支

援しています。白ねぎでは目標とする１８４ヘ

クタールを上回る農地を僅か５か月で確保し、

担い手とのマッチングを進めた結果、今現在、

約１１０ヘクタールもの生産拡大となっている

のを始め、各品目とも着実に拡大を進めていま

す。並行し、選果場の整備に着手するなど、あ

らゆるボトルネック解消に向けて取り組んでい

ます。 

 畜産においては、キャトルステーションの建

設地が決定するとともに、全共日本一を目指す

取組も県内各地で加速しています。 

 こうした動きに応え、県農協も、真に農業の

成長を支えるべく、共済との営業兼務を改めて、

指導に集中する専任指導員１５５人を配置しま

した。また、地域に密着した拠点として、１０

月から新たに６か所の営農経済センターを設置

するなど、改革を強化しています。 

 担い手の確保も加速します。産地による主体

性と責任を持った担い手確保に向けて作成した

産地担い手ビジョンは、既に１６市町５１ビジ

ョンが策定され、活用が始まっています。 

 これらに加えて、戦略会議では新たな取組に

も着手しています。長年の課題であった耕畜連

携については、県域流通の実現に向けて需給バ

ランスを責任持って調整する堆肥マッチングチ

ームを立ち上げました。また、中山間地農業に

ついては、活性化の柱となる集落営農法人等か

ら幅広く意見を伺い、経営強化と人材確保に向

けた方針を取りまとめました。 

 農業を取り巻く環境は厳しさを増しています
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が、世界人口が増加する中で間違いなく成長す

る産業であり、大切なことは、課題を一つ一つ

クリアして成長の舞台に乗り続けることです。

本県では今、戦略会議を軸に関係者が協力して、

課題に向き合って産地を育てる農業システムへ

と、再生の展望が開かれつつあります。先日の

決起集会には私も参加しましたが、今後、産地

の中心となって活躍する若手生産者の力強い決

意表明を通じて、再生にかけるエネルギーを直

に感じることができました。県も、そうした思

いに応えて、生産者、農業団体、行政が三位一

体となって農業の振興に取り組んでいきます。 

 県土強靱化の検証と今後の取組についても御

質問いただきました。 

 県では、国の３か年緊急対策及び５か年加速

化対策を積極的に活用しながら、県土強靱化の

取組を三つの柱で進めており、着実にその成果

が現れています。 

 一つは、治水・土砂災害対策です。待望久し

かった玉来ダムがいよいよ今年完成を迎え、治

水の要として機能を発揮します。 

 また、河川の災害復旧に際しては、再度災害

を防止する観点から、河道拡幅等の改良復旧を

積極的に採用しています。平成２９年に被災し

た日田市大肥川では、流れの悪い湾曲部に今年、

捷水路が完成しました。バイパスですね。増水

した河川の水が分かれて流れる様を見た地元の

方から、大変安堵の声を伺いました。 

 さらに、議員御指摘の２９年台風１８号で被

災した津久見川でも、川幅を約１０メートル広

げるとともに、橋脚のない橋梁への架け替えも

終わって、市中心部の治水対策完成に向けてあ

と一歩まで来ています。 

 あわせて、砂防、治山ダム等を、昨年度新た

に県下全域で１２１か所事業化するなど、土砂

災害対策も加速させています。 

 二つは、地震・津波、高潮対策です。２９年

度に着手した大分コンビナートの護岸強化では、

加速化予算により整備がスピードアップしてお

り、約３３％の進捗に達しています。 

 加えて、本年１月の日向灘の地震で被害を受

けた漁港施設を始め、橋梁や農業用ため池の耐

震補強等も大切であり、優先度を勘案しながら

計画的に進めています。 

 三つは、広域道路ネットワークの整備です。

令和２年の豪雨では、大分自動車道が法面崩壊

で一時通行止めになりましたが、４車線あった

お陰で、３日という短期間で解除することがで

きました。命の道を確保するためには、やはり

高速道路の４車線化が必要不可欠です。現在、

東九州自動車道では、県北の香下トンネル、県

南の臼杵トンネルなど、延長２０．７キロメー

トルの区間で着々と工事が進められています。 

 あわせて、これらの高速道路を補完する中津

日田道路や中九州横断道路も重要な役割を担っ

ており、そのミッシングリンクの解消を戦略的

に進めています。 

 加えて、既存施設の老朽化対策も待ったなし

の課題です。道路、河川等の公共インフラや農

業水利施設等の対策にも取り組んでいます。 

 このように総合的かつ計画的に県土の強靱化

を推進していますが、まだまだ道半ばです。こ

のため、政府・与党を始め、関係機関に対し、

全国知事会国土交通・観光常任委員長として、

加速化対策終了後においても、引き続き国土強

靱化に取り組むよう訴えています。議員各位に

もぜひその線で御支援のほどお願いします。 

 年々激しさを増す自然災害から県民の生命、

財産を守るため、災害に屈しない県土づくりに

全力で取り組んでいきます。 

 日出生台演習場の使用等に関する協定につい

て御質問いただきました。 

 昨今、国際情勢の緊迫化とともに、我が国周

辺における安全保障環境も大きく変化していま

す。とりわけ、南西諸島方面で緊張が高まって

きており、決して楽観できない状況と認識して

います。 

 こうした中、５年ごとに期限を迎える陸上自

衛隊との日出生台演習場の使用等に関する協定

については、今正に、その期限が迫り、大詰め

の協議を進めています。 

 課題となっているのは、りゅう弾砲の実弾射

撃訓練の時間です。現在の協定では、７時から

２１時までと定めていますが、県と地元３市町
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の要望により、日曜日と祝日の開始時間は朝８

時から、秋分の日から春分の日までの冬期の終

了時間は２０時までに自粛することとしていま

す。 

 県としては、今後も可能な限り周辺住民の静

穏な生活を守るため、射撃訓練の時間短縮につ

いては譲れないものと主張しています。 

 また、この協定は、米海兵隊による沖縄県道

１０４号線越え実弾射撃訓練に対して援用され

ており、このことも念頭に置いて、慎重に考え

る必要があります。 

 もとより、日出生台での米軍実弾射撃訓練に

対する基本的なスタンスは、将来にわたる縮小、

廃止であり、米軍の訓練拡大につながるような

協定内容の変更は認められないと考えています。 

 確かに、国際的な情勢変化の中、自衛隊の練

度向上が一層必要となっている状況は理解でき

ます。加えて、九州、沖縄を担当し、日出生台

演習場を管轄する陸上自衛隊西部方面隊におい

ては、南西シフトと言われる部隊の編成、配置

が進んでいるとの報道もあります。こうしたこ

とから、自衛隊の訓練ニーズは高まっているも

のと思われますが、私どもとしては、県民の安

全・安心を第一に考えていかなければならない

と思っています。 

 このため、今回の協定更新にあたっても、実

弾射撃訓練の時間について、これまでどおりの

自粛を継続するよう、地元市町と共に折衝を重

ねています。 

御手洗議長 若林総務部長。 

  〔若林総務部長登壇〕 

若林総務部長 今後の財政運営について答弁し

ます。 

 長期化するコロナ禍や緊迫化する国際情勢に

よる原油・物価高騰など本県経済を取り巻く環

境は刻々と変化していると認識しています。 

 こうした状況に迅速に対処するとともに、社

会経済の再活性化や人口減少に対応し、安心・

活力・発展の大分県づくりに即した政策を強力

に進めていくためにも、同時に安定した財政運

営を行うことが不可欠であると考えています。 

 予算編成にあたっては、歳入、歳出の両面か

ら取組を実施していきます。 

 歳出面では、ＥＢＰＭに基づく効果の最大化

に重点を置いた政策形成を進めながら、効果の

低い事業の再編を加速していきます。 

 歳入面においては、臨時交付金など国の財政

措置を活用するとともに、各種の基金等の効果

的な活用も検討していきます。また、自主財源

確保に向けた新産業への挑戦や労働生産性向上

を支援し、県税収の増加を図ることも重要と考

えています。 

 さらに、国に対して、安定的な財政運営に必

要となる一般財源総額の確保、充実について、

引き続き強く求めていきます。 

 こうした取組を通じ、財政調整用基金残高の

確保、また、県債残高の適正管理といった行財

政改革推進計画の目標の達成を念頭に置きつつ、

安定した財政運営が行えるよう努めます。 

御手洗議長 磯田企業局長。 

  〔磯田企業局長登壇〕 

磯田企業局長 工業用水道施設の老朽化対策に

ついてお答えします。 

 大分の豊かな水をいかし、低廉で質の高い工

業用水を安定供給することにより、県経済の推

進に寄与することは企業局の使命であると考え

ています。 

 工業用水道施設は、古いものでは６３年が経

過し老朽化が見受けられます。加えて、近年、

自然災害が頻発し、激甚化も顕著です。被害拡

大防止や災害リスク低減を図る上でも、施設の

老朽化対策は喫緊の課題であると考えています。 

 そのため、アセットマネジメントに基づく施

設整備実施計画を作成し、計画的に予防保全対

策を行うことで、事故の未然防止や修繕コスト

の低減を図っています。 

 送水施設では、災害時の代替性強化を目的に、

各送水系統を相互補完した給水ネットワークの

構築を急いでおり、主要ルートについては平成

２８年に完成しました。現在、これを活用し、

隧道、埋設管路の調査や維持補修、更新を緊急

度に応じて実施しています。大津留や判田の浄

水場では、沈砂池等の補強や電気・機械設備の

補修、更新を順次実施しています。今後、将来



第３回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 19 - 

的な全面更新も含めて調査、検討しています。 

 今後も工業用水の安定供給に努めるとともに、

補正予算案にある新たな用水確保に向けた調査

に商工観光労働部と連携して取り組んでいきま

す。進出企業の発展とさらなる県勢の進展に、

これからも寄与していきます。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

  〔山田福祉保健部長登壇〕 

山田福祉保健部長 地域共生社会の推進につい

てお答えします。 

 地域住民が抱える様々な課題を包括的に受け

止め解決を図る手法として、重層的支援体制整

備事業は有効であると認識しています。 

 県内では、昨年度いち早く取組を開始した津

久見市に続いて、本年度からは、中津市、竹田

市、杵築市が取組を始めたところです。 

 また、次年度以降の開始に向け、大分市、由

布市、九重町が、事業の一部を試行的に実施し

ています。 

 県では、本事業の制度化以前から、包括的な

相談に対応できる人材の養成や、住民と協働し

た地域づくりを担う人材配置への支援を行って

きたところです。 

 昨年度からは、大分大学と連携して、地域福

祉の実践者や社会福祉協議会等の多様な関係者

から成る実務者ネットワークを設置し、津久見

市などの好事例の紹介や、本事業の活用に向け

た助言等を行っています。 

 今年度は新たに、市町村職員等が具体的な事

例検討を行う実践的な研修会なども開催するこ

ととしています。 

 今後とも、地域共生社会の実現に向け、関係

者と連携して、市町村の取組を積極的に後押し

していきます。 

御手洗議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 産業界の省エネルギー

及びＧＸに向けた取組についてお答えします。 

 脱炭素に係る国際的な動向や国の方針に加え、

足下のエネルギー価格を踏まえると、県内企業

のエネルギー消費量のさらなる低減や、再生可

能エネルギーへの転換などによるグリーントラ

ンスフォーメーション、いわゆるＧＸの重要性

はますます高まっているものと認識しています。 

 まず、省エネルギーについては、地道な取組

が不可欠です。事業者向けセミナーの開催や、

省エネコーディネーターによる企業訪問などを

継続して実施しています。 

 さらに、省エネルギー型の設備導入を促進す

るため、今定例会では、地域産業振興資金に融

資メニューを創設する補正予算を提出していま

す。 

 また、ＧＸについては、コスト競争力のある

代替エネルギーなどの技術確立が課題であり、

関連する研究開発などに挑戦する県内企業を後

押ししています。例えば、水素透過金属膜を活

用した水素高純度化装置の開発や、竹の熱分解

による水素製造の実証などを支援しています。

さらに、今補正では、水素サプライチェーン構

築などの研究開発に対する補助枠を拡大すると

ともに、太陽光発電などの自家消費型エネルギ

ー設備の導入補助を提案しています。 

 脱炭素の挑戦は難しい課題ですが、地方創生

や産業活性化にもつながるものであると考えて

います。経済と環境のバランスを保ちつつ、も

のづくり未来会議おおいたなどを通じ、企業と

も一体となり取組を加速していきます。 

御手洗議長 廣末会計管理者兼会計管理局長。 

  〔廣末会計管理者兼会計管理局長登壇〕 

廣末会計管理者兼会計管理局長 県有施設にお

ける再エネ電力等の導入についてお答えします。 

 まず、電動車の導入についてです。 

 温室効果ガス削減のため、公用車の更新時に

合わせ、ハイブリッド車など電動車への転換を

進めています。 

 現在の電動車の導入状況は、公用車１，１９

２台のうち７３台、率にして６．１％となって

います。そのうち、ハイブリッド車が６９台、

プラグインハイブリッド車が２台、電気自動車

が２台です。 

 電気自動車については、現在、国内販売のほ

とんどが乗用車であるが、今後普及の加速とと

もに、公用車の中心的車種である小型貨物、軽

貨物の販売が始まるとされています。 
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 こうした点を踏まえ、電動車の普及に向け、

代替可能な電動車がない場合などを除き、率先

して電動車への転換に取り組んでいきます。 

 次に、再エネ電力の導入についてです。 

 再エネ電力については、昨年度、提案公募等

により、産業科学技術センターなど知事部局の

６施設に試行的に導入したところです。これに

より、知事部局使用電力の約１２．３％が再エ

ネ電力に転換されました。 

 今後の取組については、試行の検証結果及び

燃料高騰、電力需給逼迫の影響を考慮しながら、

本県の地球温暖化対策実行計画に定める温室効

果ガスの削減目標に向け、段階的に導入施設を

増やしていきたいと考えています。 

御手洗議長 以上で古手川正治君の質問及び答

弁は終わりました。木田昇君。 

  〔木田議員登壇〕（拍手） 

木田議員 おはようございます。県民クラブの

木田昇です。今回初めて会派代表質問の機会を

いただきました。大変光栄ですし、ありがたく

思っています。 

 もうすっかり秋であり、スポーツの秋とも言

いますが、先日９月１０日、１１日、両日にわ

たり、厳しいコロナ禍を乗り越えての県民スポ

ーツ大会が開催されました。私も今回初めて大

会の役員として携わらせていただきました。と

いうのも、ライフル射撃競技の選手とのつなが

りがあり、県のライフル射撃協会の会長を今年

度から務めることになりました。初仕事が今回

のスポーツ大会での由布市での競技会場の開会

式と表彰式を担当して、無事に何とか２日間の

競技を終えることができました。県のライフル

射撃協会の選手の皆さんも、国体等で大変活躍

されています。そしてまた、先日報告がありま

したが、埼玉県で開催されているジュニアオリ

ンピックカップで、女子エアライフル（ＡＲ）

の競技で県選出の高校代表の選手が優勝し、他

の選手も上位入賞しているので、ぜひ今後も選

手の育成、また強化に様々な面から御支援いた

だきたいと思っています。 

 今回のスポーツ大会は、コロナ対策が非常に

皆さん苦労されて、大会会長を務められた広瀬

知事始め、大会役員、スタッフの皆さん、本当

にお疲れ様です。感謝と御礼申し上げたいと思

っています。 

 本日の質問は、コロナ禍、なかなか先行きは

見通せませんし、物価高も同様です。それらの

課題等々に対して、正に骨を折りながら１２項

目の質問項目を作り上げてきました。知事始め、

答弁される皆様方、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 それでは、１項目め、まずは社会経済の変容

を踏まえた地方創生の取組について伺います。 

 広瀬知事は、この第５期の任期において、大

分県版地方創生を加速前進させるとし、三つの

日本一の実現や、新たな人を呼び込む魅力ある

仕事づくりなど、人と仕事の組合せによる魅力

ある地域づくりに取り組んでこられました。 

 その中で、長きにわたる新型コロナ感染症の

拡大を契機として、社会生活を取り巻く環境や

日常生活は大きな変化を現しました。 

 外出自粛やテレワークなど、感染防止のため、

非接触、非対面志向の活動の長期化は、オンラ

インビジネスを活性化させるなど、新たなビジ

ネスの創出につながりました。また、テレワー

クの普及は、働き方改革を加速させるとともに、

東京圏の人口減少に見られるよう、地方回帰へ

の流れを生む契機ともなりました。 

 一方、米中の対立で世界規模でのサプライチ

ェーンの分断が懸念されていたところに、コロ

ナ禍とロシアによるウクライナ侵攻が加わった

ことにより、その動きが一気に拡大し、国内外

での企業活動に大きな影響を及ぼしています。 

 このような社会経済等の変容は、大分県版地

方創生実現の取組に少なからず影響があったの

ではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、大分県版地方創生実

現への影響と今後の取組について知事の考えを

お聞かせください。 

 次に、物価高騰下における賃金の引上げにつ

いてお尋ねします。 

 ウクライナ危機などの影響により、世界規模

で不確実性が高まり、原油や穀物の供給不足が

長期化し、世界的に物価高騰の状況が続いてい
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ます。このような中、我が国においては、コロ

ナ禍の長期化に加え、利上げを進める米国との

金利差拡大による円安の進行が物価高にさらに

拍車をかけています。 

 総務省が８月に発表した全国消費者物価指数

は、昨年同月を２．６％上回り、１１か月連続

で上昇しています。また、内閣府の発表した今

年４月から６月期の実質国内総生産は、３四半

期連続のプラス成長となっていますが、コロナ

禍やウクライナ危機の長期化、物価の高騰、欧

米での金融引締めの動向など、景気の先行きは

不透明であり、国を挙げて実効性ある景気・物

価高対策を継続していくことが重要であると考

えます。 

 一方、８月に厚労省が発表した毎月勤労統計

調査によると、物価変動の影響を除いた６月の

実質賃金は前年同月比で０．６％減少しており、

３か月連続のマイナスとのことです。物価だけ

が上がり賃金が上がらない状況が続けば、個人

消費は落ち込み、景気回復の逆風となりかねま

せん。 

 こうした中、８月９日、大分地方最低賃金審

議会は、２０２２年度の県内の最低賃金を３２

円引き上げ、８５４円とする答申を大分労働局

長に提出し、本年１０月５日から適用されると

のことです。 

 そこで、お尋ねします。賃金の引上げは物価

高に苦しむ家計への支援となるとともに、少な

からず個人消費拡大を後押しするものであり、

県経済を下支えするために非常に重要であると

考えますが、現下の経済状況では、企業側も思

い切った賃上げに慎重にならざるを得ません。

実質賃金が上がらず、物価高に苦しむ労働者を

支援するため、賃金が上がる経済を目指し、県

としても賃上げを促進していくべきと考えます

が、知事の見解を伺います。 

 次に３項目め、大分空港・宇宙港将来ビジョ

ンについてお尋ねします。 

 ２０１８年度に大分空港の乗降客数は１６年

ぶりに２００万人を突破しましたが、その後、

現在まで続くコロナ禍により、利用者数が大き

く減少し、２０２１年度は９０万人を割り込み

ました。 

 コロナ禍の収束は完全には見通せませんが、

県は航空会社や空港アクセス事業者、経済団体、

観光団体などからなる大分空港利用促進期成会

からの提言を受け、大分空港の目指すべき将来

像を明確にし、その実現に向けての戦略的内容

を取りまとめた大分空港・宇宙港将来ビジョン

（素案）を本年７月に策定しました。 

 この将来ビジョンでは、大分空港としては初

めてとなる乗降客数の目標数値が示され、策定

から１０年後に約２６０万人を目指すこととし

ています。１９９７年度の２０７万人を最多と

する大分空港にとって、この数値は非常に高い

目標ですが、来年度に再就航となる国内唯一の

ホーバークラフトを有し、アジア初の水平型宇

宙港としてスタートを切る大分空港は十分なポ

テンシャルを備えていると思います。 

 また、国内外の新規航空路線の開設も重要で

す。将来ビジョンにおいて、空港の一体的な運

営に民間の資金とノウハウを活用するコンセッ

ション方式の導入についても検討を進めるとな

っていますが、現状のコロナ禍のような不可避

な要因による空港利用者の減少への対策も課題

になると考えます。 

 ポストコロナにおける大分県経済や観光等の

反転攻勢、また、地方創生の加速前進のため、

本県の空の玄関口である大分空港の活性化がそ

の原動力になるものと考えるところであり、知

事のリーダーシップの下、関係団体と一致団結

してビジョンに掲げた取組を推し進め、この目

標をぜひ達成していただきたいと思います。 

 そこで、今回のビジョン策定にかけた意気込

みと狙い、さらに、このビジョン実現のために

必要なポイントについて、知事の考えをお聞か

せください。 

 次に、子どもに関する施策についてお尋ねし

ます。 

 近年深刻化する少子化、児童虐待、子どもの

貧困、孤独、孤立など、子どもを取り巻く課題

が山積する中、来年４月に子ども政策の司令塔

となるこども家庭庁が発足します。 

 また、国連の子どもの権利条約を批准しなが
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らも対応する国内法が整備されてこなかった中

で、こども家庭庁設置法と同時にこども基本法

が成立したことは、日本の子ども政策にとって

大きな前進だと言えます。 

 こども基本法では、全ての子どもの基本的人

権が保障されることのほか、自己に関する事柄

への意見表明の機会の確保や子どもの意見が尊

重することなどが定められ、子ども本位の政策

が進んでいくことを期待しています。 

 子どもや若者が抱える問題は表面化しづらく、

何か問題を発見しても氷山の一角にすぎず、調

べればほかにも多くの事柄が判明することもあ

ります。近年注目されるヤングケアラーもその

一つではないでしょうか。こども家庭庁におい

ては、そのような問題を放置することなく、迅

速に発見、支援する取組を進めていただきたい

と考えます。 

 こども家庭庁は、児童虐待や子どもの貧困対

策など、主に厚生労働省や内閣府が所管してき

た施策を一元的に担うこととされた一方で、幼

児教育や義務教育は、引き続き文部科学省が担

当するとのことです。 

 子どもを取り巻く様々な問題をめぐっては、

福祉と教育の両方で並行して対応する必要があ

ると考えるので、教育部門に関しても、こども

家庭庁が積極的に関与できるようになってもら

いたいと考えます。 

 そこで伺います。こども家庭庁の設置、こど

も基本法の施行を契機とし、こども家庭庁に県

は何を期待し、また、今後どのように子どもに

関する施策に取り組んでいくのか、知事の見解

をお聞かせください。 

 次に、コロナウイルス感染症対策における情

報発信についてお尋ねします。 

 新型コロナウイルス感染拡大の波は回を重ね

るごとに大きくなり、この第７波では、本県で

も新規感染者数が３千人を超え、他の自治体で

も過去最多の感染者数を連日記録する事態とな

りました。 

 こうした状況から、医療機関、保健所の業務

は全国各地で逼迫し、国は新型コロナウイルス

感染者の全数把握を見直す方針を示しました。 

 本県においては、緊急事態の対応に困るとの

医師の声があるとのことで、広瀬知事は、全国

一律での見直しについては、現場の懸念が払拭

されるのかどうか見極めていきたいとの意向を

示されました。全国的には、これまで行政が主

体となって進めてきた感染者の健康管理を個人

や社会一般に委ねるという流れができつつある

のではないかと考えます。そうした中、本県に

おいても、新型コロナウイルスに関する情報に

ついて、改めて県民の皆さん一人一人に正しく

認識していただき、適切に対応していただける

ような環境を整えておく必要があるのではない

でしょうか。 

 県はこれまで、ホームページ等で日々、ＰＣ

Ｒ等検査実施結果や感染状況の評価、ステージ

等を公表し、県内の最新の感染状況を知らせる

とともに、新型コロナウイルスの感染症に関す

る今後の対応等のメッセージを発し、基本的感

染対策の徹底などを呼びかけてきました。事あ

るごとにこうした呼びかけを行うことは、大変

重要であると思います。 

 しかし、デジタル情報の入手が困難な人もい

れば、情報量の多い資料から適切に内容を理解

するのは難しいと感じる県民も少なくないので

はないでしょうか。 

 発熱等があるなど感染の疑いを感じたときに、

どこに相談すべきか、どのような対応が必要な

のかといった基本情報を、どのようなタイミン

グと手段で確実に県民の皆さんに提供するのか、

いま一度検討する必要があると考えます。国が

発表した全国一律見直しの方針もあり、今後、

全数把握しないようになれば、保健所が接触し

ない、行政と距離ができる感染者が出てくる可

能性もあります。このような中、情報発信の在

り方を整理し、検証の上、提供すべきと考えま

すが、福祉保健部長の見解を伺います。 

 次に、業務継続計画についてお尋ねします。 

 マグニチュード８から９の規模が想定される

南海トラフ等を震源とする巨大地震の今後３０

年以内の発生確率は７０から８０％と予測され

ていましたが、政府の地震調査委員会は、本年

３月に地震発生の長期評価を見直し、南海トラ
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フに隣接する日向灘等でも、マグニチュード８

の巨大地震が起き得ると公表しました。 

 県では、このような大規模地震の発生に備え、

県の行政機能を維持し、県民の生命、財産を保

護するため、最優先されるべき災害応急業務及

び優先すべき通常業務等を特定するなど、災害

時においても適正な業務執行が図られるよう、

大分県業務継続計画を策定しています。 

 しかしながら、県の業務の継続が困難となる

ような事態は、地震などの自然災害だけではあ

りません。現在直面している新型コロナのよう

な感染症のパンデミックや、サイバー攻撃など

による情報システムのダウン等により、県行政

の各組織での業務継続が困難になる事例も想定

しなければならないと思います。 

 どのような状況においても、県の機能を維持

し、県民の生命、財産を保護するという県の責

務を果たすことができるよう、それら想定され

る様々な事態を対象として、本県の業務継続計

画を見直すべきではないかと考えますが、県の

見解を伺います。 

 次に、半導体産業の活性化についてお尋ねし

ます。 

 デジタル化の急速な進展により、世界的な半

導体の供給不足が続き、国内での安定調達が課

題となる中、半導体受託生産の世界最大手であ

る台湾のＴＳＭＣの熊本県進出が決定しました。

これを契機に同県内では、半導体関連企業の進

出や設備増強が続いており、地元銀行の試算で

は、生産が開始される２０２４年からの２年間

で生じる経済波及効果は１兆８千億円が見込ま

れるとのことです。 

 １９８０年代には世界市場の５０％の売上高

を占めていた日本の半導体産業も大幅に縮小し

たとはいえ、大手製造拠点や関連企業は現在で

も集積しており、世界的にニーズの高い半導体

供給体制の構築によるシリコンアイランド九州

の復活が期待されています。 

 九州には約千社の半導体関連企業が集積し、

本県には福岡県、熊本県に次ぐ数の企業が立地

しています。ＴＳＭＣ進出に関連し、福岡、佐

賀、熊本、鹿児島の４県では、総額５２億円を

超える事業費を今年度当初予算に計上したと報

じられていますが、本県においても半導体産業

の活性化の取組が急務であると考えます。 

 今後、半導体産業の活性化にどのように取り

組んでいくのか、商工観光労働部長の考えをお

聞かせください。 

 次に、大分港大在地区の利用促進についてお

尋ねします。 

 大分港は、国内有数の臨海工業地帯である大

分コンビナートに立地する日本の代表的企業の

ほか、多くの企業の生産物などの物流を支える

重要港湾であり、外貿コンテナ輸送による国際

物流拠点として、また、首都圏や近畿圏と東九

州をつなぐ国内物流拠点として重要な機能を果

たしています。 

 近年、ドライバー不足などから、陸上輸送か

ら海上輸送へのモーダルシフトが進んでおり、

大分港大在地区では、関東向けＲＯＲＯ船の便

数は九州１位で、近年は貨物取扱量が過去最高

を記録しています。 

 一方で、シャーシ置場の不足等が課題となり、

２０２０年度から大分港大在西地区複合一貫輸

送ターミナル整備事業が進められています。 

 この事業により、１年間に約４万台の貨物を

新たに海上輸送することが可能になるとのこと

であり、その能力を最大限に発揮するためには、

より一層のポートセールスの推進が重要です。

県が中心となって情報収集を行い、港運事業者、

運送・倉庫事業者や立地企業等の関連事業者と

情報共有しながら、大分港大在地区並びに大在

西地区の利用促進に一体的に取り組まなければ

ならないと考えます。 

 今後、東九州自動車道の４車線化の進展、中

九州横断道路の整備促進による物流増が期待さ

れる中、どのように大分港大在地区、大在西地

区の利用促進を図るのか、県の見解をお聞かせ

ください。 

 次に、ポストコロナを見据えた観光振興につ

いてお尋ねします。 

 コロナ禍の長期化は、本県の観光にも大きな

影響を与えています。観光庁宿泊旅行統計調査

の令和３年の確報値によると、県内延べ宿泊者
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数は約４１６万人で、過去最高であった令和元

年と比べ約４７％の減、令和２年に続き、調査

開始以来過去最低となりました。 

 今年は行動制限などもなく、昨年に比べ回復

傾向にあり、県民割は９月末まで延長されたも

のの、国による全国旅行支援は、感染再拡大の

ため延期になるなど、先行きは不透明な状況で

す。 

 そのような中で、６月１０日から観光客の受

入れが一部再開されたインバウンドは、日本政

策投資銀行等による調査において、コロナ収束

後に訪れたい国・地域で日本が３回連続１位に

なるなど、本県の観光にとって明るい話題も見

えています。 

 ラグビーワールドカップの本県開催を契機と

し、欧米・大洋州から多くの観光客が来県しま

したが、コロナ禍により、それも途絶えてしま

いました。ポストコロナを見据え、本県観光産

業を振興し、ツーリズムを推進していくために

は、インバウンドが大きな柱になると考えます。

一旦途絶えたインバウンドの復活、また、新た

なインバウンド需要の開拓に今後どのように取

り組んでいかれるのか、観光局長の見解を伺い

ます。 

 次に、部活動の地域移行についてお尋ねしま

す。 

 文部科学省が２０２３年度以降、学校の休日

の部活動の運営主体を学校から地域に移す方針

を決定したことを受け、本年６月にはスポーツ

庁の設置した有識者会議が、運動部の運営主体

を民間クラブなど地域社会に移すための対応策

を取りまとめました。また、文化部活動に関し

ても、８月に文化庁の有識者会議が提言を同庁

へ提出していますが、いずれも来年度から３年

間で休日を中心に移行を進めるとしています。 

 顧問を務める教員の過度な負担や、少子化に

よる部員不足で学校単位の活動が困難になるケ

ースもあるなど、制度の限界が顕在化し、見直

しの議論が進んできたものと思います。 

 しかしながら、議論の中で、受皿となる組織

や指導者の確保、保護者の費用負担、地域間格

差等の問題を指摘する意見もあれば、そもそも

部活動と子どもたちの関わり合いを見直すべき

との声も聞かれるし、教員の働き方改革も実現

しなければなりません。本県においても、教員、

生徒やその保護者など関係者は、今回の部活動

の地域移行に戸惑っているのではないかと思い

ます。 

 県教育委員会としても、早々に推進計画を策

定するとともに、地域移行の現場を担う各自治

体に対し、財政措置や人的支援を行う必要があ

ると思います。こうしたことを踏まえ、部活動

の地域移行についてどのように取り組んでいく

のか、教育長の見解をお聞かせください。 

 次に、将来を担う県職員の確保についてお尋

ねします。 

 急速な少子高齢社会の進行、新型コロナの感

染拡大や経済情勢の急変等、県民生活を取り巻

く環境が大きく変化する中、安心・活力・発展

の下、地方創生を力強く推進する広瀬県政にと

って、県政を支える優秀な人材の確保は極めて

重要です。 

 そのような中、人材を確保する採用試験をめ

ぐる動きとして、人事院は６月に公表した年次

報告書において、国家公務員採用試験の申込者

数は２０２１年度まで５年連続で減少し、行政

を支える人材の確保にとって危機的な状況とし

て、若年人口の減少に加え、採用試験に対する

負担感や、民間企業の採用活動の活発化、早期

化等が志望者減少の要因として考えられると分

析しています。 

 本県の職員採用試験についても、ここ１０年

では２０１２年度の１，８６６人をピークに、

昨年度は１，５８０人と受験者数は減少してき

ており、競争率も低下しています。 

 民間企業を始め、国や他の自治体等との人材

獲得競争が激化しており、受験者確保に苦労し

ているのではないかと推察しています。 

 そこで、本県の将来を担う優秀な人材の確保

について、今度どのように取り組んでいくのか、

人事委員会事務局長に伺います。 

 最後に、労働委員会における相談体制につい

てお尋ねします。 

 ２０１９年４月から、働き方改革関連法が順
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次施行され、これまでに残業時間の上限を原則

として月４５時間、年３６０時間とするなどの

労働時間法制の見直しや、同一企業等における、

いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者と

の間の不合理な待遇差の解消を目指す、同一労

働、同一賃金の導入が進められました。 

 また、職場におけるパワーハラスメント防止

措置が本年４月から中小事業主まで拡大された

ほか、来年４月からは中小企業に対しても月６

０時間を超える時間外労働の割増賃金率を５０

％とすることが義務化されるなど、労使を取り

巻く環境は近年大きく変化しています。 

 一方、長期化するコロナ禍や原油・物価高等

で経済環境が急変する中、労使関係においても

様々な課題が生じているのではないかと懸念し

ており、労働者救済機関である労働委員会の存

在が重要視されます。 

 しかし、労働者や労働組合にとって労働委員

会は必ずしも身近なものでないかもしれません。

より広範囲に労働者救済や労使間の課題解決を

図るためにも、労働委員会をより身近に感じて

もらい、気軽に相談できる体制を整える必要が

あると思いますが、労働委員会事務局長の見解

を伺います。 

 以上で私の代表質問となりますが、この時代

の潮流変化を考えると、さきの大戦を軸に考え

れば、明治維新から大戦終結までが７７年、そ

して、戦後７７年が今年です。現在のコロナの

状況、そしてまたウクライナ、あるいはまた物

価高騰の大変厳しい状況、今年で何とかピリオ

ドが打たれて、新しい時代が訪れることを強く

念願しながら、私の代表質問を終わります。御

清聴ありがとうございました。（拍手） 

御手洗議長 ただいまの木田昇君の質問に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 木田昇議員には県ライフル協会会長

として、早速、先日の県民スポーツ大会で御活

躍いただき、誠にありがとうございました。こ

れからも国体に向けて競技力強化の課題があり

ます。引き続きぜひよろしくお願いします。 

 ただいまは、県民クラブを代表して御質問い

ただきました。まず、私から答弁します。 

 社会経済の変容を踏まえた地方創生の取組に

ついて御質問いただきました。 

 新型コロナウイルスの感染者が県内で初めて

確認されてから３０か月が経過しました。長期

にわたるコロナ禍は、地方創生にももちろん大

きな影響を与えています。 

 一つは地方回帰の流れです。コロナ禍を通じ

た価値観の変化等により、地方移住への関心が

高まっています。本県独自の移住施策もあいま

って、昨年度の本県への移住者は過去最高とな

り、５年連続の千人超えとなりました。 

 こうした移住施策の成果とあわせて、水際対

策の緩和による外国人材の流入等により、本年

１０月の社会動態は、平成１９年以来、１５年

ぶりに転入超過となる見込みです。 

 今後とも気を緩めることなく、時代のニーズ

に即した社会増対策を進めていきます。 

 二つはＤＸの加速です。コロナ禍以降、ｅコ

マース市場の急成長により、県内企業にとって

も国内外に売り込むチャンスが広がりました。

また、テレワークが浸透するなど、デジタルに

よる働き方も変化しています。ＤＸは今や時代

の要請となっています。県としても、中小企業

等に対する伴走型支援やデジタル人材の育成な

どを含めて、社会、経済、そして行政など、全

般にわたりＤＸを進めていきます。 

 三つは出生数の減少です。コロナ禍での婚姻

数減少等により、本年の出生数は過去最低を更

新する見込みです。苦戦が続いていますが、も

とより少子化に歯止めをかけるには息の長い取

組が重要です。昨年度から開始したオンライン

お見合いなど、出会い応援の強化を始め、結婚、

妊娠、出産、子育てに至るまで、切れ目のない

支援をこれまで以上に進めていきます。 

 コロナ禍に加え、これまでの米中の対立やロ

シアによるウクライナ侵略等に端を発した、エ

ネルギー、原材料価格の高騰や、急激な為替変

動により、我が国の経済に厳しい影響を与えて

います。 

 こうした傾向が今後も長引くようなことにな

れば、さすがに家計も、事業者の経営も耐え切
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れなくなるものと思って心配しています。県と

して、できる限りの対策をし、県経済を上向か

せていきたいと考えています。 

 国際情勢の時流をうまく捉えていくことも必

要です。昨年度の企業誘致件数は、サプライチ

ェーンの見直しによる国内回帰等の流れもあり、

過去最多となりました。 

 また、円安の進行は、海外誘客の好機です。

インバウンド完全復活に向けて、先手を打って

誘客対策を進めます。 

 社会経済等の変容を的確に捉え、人を大事に

し、仕事をつくる、人と仕事の好循環で地方創

生を加速していきます。 

 次に、賃金の引上げについて御質問いただき

ました。 

 国の進める新しい資本主義では、成長と分配

の好循環の早期の実現を目指しています。その

中で、働く人への分配を強化する賃金引上げの

推進については、労働生産性を上昇させるとと

もに、それに見合った形で賃金を伸ばすために、

官民で連携して取り組んでいくこととされてい

ます。 

 本県においても、国内の賃金、物価が上昇し、

人材の流動性や働き方の多様性が増す中で、質

の高い多様な人材を確保でき、地域経済の持続

的発展を可能にする賃金水準を目指す必要があ

ると考えています。 

 このような中、今年度の本県の最低賃金改定

では、国が示した目安額３０円を上回る３２円

の引上げという過去最大の上げ幅で８５４円と

なり、昨年度に引き続き九州では福岡県に次い

で２番目の高い金額となりました。 

 長引くコロナ禍に加え、原油・原材料価格の

高騰が続く中での改定ですが、労使で慎重に議

論を重ねた結果と認識しています。 

 最低賃金の大幅な引上げは、家計負担の緩和

につながる一方で、中小企業・小規模事業者の

雇用や事業継続への影響が懸念されます。 

 そこで、さきの６月補正で、昨年度の９月補

正と同様に、国の業務改善助成金の対象となる

事業者の負担を軽減する制度を予算化しました。

加えて、国の助成対象外となるものの、生産性

向上と賃金引上げをあわせて行う事業者を支援

する制度も今回新たに創設したところです。 

 大分県中小企業団体中央会において、８月１

日から受付を開始しており、既に２００件を超

える問合せが来ています。引き続き必要な事業

者に情報が行き届くよう、労働局や商工団体等

と連携して、一層の活用を促していきます。 

 一方、持続的な賃金引上げを可能とするには、

消費の活性化等を通じた売上回復や、労務費の

上昇分を適切に価格転嫁できる企業間取引の適

正化などを支援することも必要です。 

 国においても、賃上げ税制の抜本的な拡充、

持続化補助金等への賃上げ特別枠の設定、下請

取引の監督体制強化などを進めています。 

 県としても、地域経済の活性化に寄与するプ

レミアム商品券事業や、各種旅割を活用した県

内誘客、今後拡大が見込まれるインバウンド需

要の取り込み等により消費を下支えしていきま

す。 

 また、８月２９日から９月３０日を大分県価

格交渉促進期間として、国の協力も得て、県内

各地での価格交渉促進セミナーを開催し、価格

転嫁への理解と協力を広く促していきます。 

 加えて、多様な人材の確保や定着、生産性向

上による中長期的な所得の向上につながる働き

方改革の取組も支援していきます。 

 今後とも中小企業等が賃金底上げに踏み出せ

る環境づくりに取り組んでいきます。 

 大分空港・宇宙港将来ビジョンについて御質

問いただきました。 

 大分空港は、本県唯一の空の玄関口であり、

地域発展のための重要な交通基盤です。観光振

興や企業誘致、関係人口の増加など、本県の地

方創生を加速させるためには、その活性化を図

る必要があります。 

 そこで、このたび、大分空港の目指すべき将

来像を官民で共有し、一体となって戦略的に取

組を推し進めるために、大分空港・宇宙港将来

ビジョンの素案を策定しました。 

 策定にあたっては、産学官の関係者から、宇

宙港やホーバークラフトなど、大分空港には世

界の拠点空港となるポテンシャルがある、将来
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的な有人宇宙旅行の実現を見据えるべきなど、

夢のある意見を多数いただきました。 

 こうした意見を踏まえながら、県では、コロ

ナ禍前には最高約２０７万人であった乗降客数

について、１０年後に約２６０万人を目指すこ

ととして、実現に向けた四つの施策展開の方向

性を示したところです。 

 まず一つは、航空ネットワークの拡充です。

国内線では、東京、大阪、名古屋路線の増便や

新規路線の誘致等を検討します。国際線では、

韓国路線の早期再開に最優先で取り組むととも

に、台湾、中国等の路線誘致を検討します。 

 二つは、アジアと宇宙をつなぐ宇宙港の実現

です。有人宇宙旅行などの将来的な輸送ビジネ

スへの対応を見据えるとともに、宇宙港を核と

して関連産業が集積する、アジアにおける宇宙

ビジネスの中核拠点化を目指します。 

 三つは、空港アクセスの充実です。ホーバー

クラフトの令和５年度中の就航に向けて、船舶

の調達や発着地整備など、着実に準備を進めて

います。また、バスやタクシー、鉄道等の交通

手段を最適に組み合わせ、空港と目的地を結ぶ

ルートの検索、予約、決済等を一括で行うこと

を可能にするＭａａＳの導入を進めて、便利で

快適なアクセスを実現します。 

 四つは、空港機能の拡充及び魅力向上です。

最先端の技術やシステムの導入などにより、空

港利用者の満足度を高めるとともに、航空機利

用を目的としない人でも、日常的に集い、楽し

むことができる空港を目指します。 

 そして、これらの方向性に沿って戦略的に空

港を運営するため、民間運営により、民間のノ

ウハウや資金を活用するコンセッション方式の

導入についても、官民のリスク分担に関する国

の検討状況等を注視しつつ、引き続き検討を進

めます。 

 こうした取組を通じ、大分空港が陸、海、空、

そして、宇宙につながる唯一無二のドリームポ

ートおおいたとして、国内外から広く愛され、

選ばれる空港となるよう、官民一体となって力

強く取組を進めます。 

 子どもに関する施策についても御質問いただ

きました。 

 私も、こども家庭庁の設置は子ども政策推進

の大きな一歩と考えており、６月には国に対し、

困りを抱える子どもに対する支援体制の強化や、

子育て世帯への経済的支援の充実等について、

要望、提言を行ってきました。 

 こども家庭庁には、次の三つについて、大い

に期待しています。 

 一つは、強い司令塔機能の発揮による縦割り

の打破です。私はこれまでも、出会いから結婚、

妊娠、出産、子育てまで、切れ目のない支援に

全力で取り組んできました。 

 今年度は、発達が気になるなど、困りを抱え

る子どもたちを支援するため、小学校の就学前

後における関係機関の連携体制構築に向けて、

ガイドラインの作成に取り組んでいます。 

 ヤングケアラーについても、昨年度、大規模

な実態調査を行って、その結果も踏まえて、福

祉保健部と教育庁が連携して支援体制の整備を

進めています。いずれの政策についても、こう

した横の連携が欠かせません。 

 今度できるこども家庭庁には、ぜひ省庁の縦

割りを排すべく大胆な調整機能を発揮し、年齢

や制度の壁を越えた、切れ目のない支援策を強

力に推進していただきたいと考えています。こ

れが一つです。 

 二つは、子どもの視点に立って、子どもの最

善の利益を常に第一に考える、こどもまんなか

社会の実現です。子どもが個人として尊重され、

適切な養育や教育を受ける機会が保障されるた

めには、その意見を表明する機会の確保が必要

です。 

 本県では、全国に先駆けて令和２年度から、

子どもの意見表明支援員、いわゆるアドボケイ

トをこれまでに約８０人養成し、児童養護施設

の入所児童等を定期的に訪問して意見を聞く、

権利擁護の取組を行っています。 

 今回制定されたこども基本法には、全ての子

どもの基本的人権の保障や意見の尊重が盛り込

まれており、こうした取組がしっかり進められ

ていくものと期待しています。 

 三つは、子ども政策を後押しする安定財源の
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確保です。本県では、子ども医療費の助成や第

２子以降の３歳未満児の保育料を全額免除する

取組などにより、子育て世帯の経済的負担の軽

減を図っています。 

 こども家庭庁創設を機に、思い切った支援の

拡充と、そのための安定的な財源確保に取り組

んでいただくよう期待します。 

 今後、こども家庭庁と連携して、全ての子ど

もが誰一人取り残されることなく、健やかに育

つことのできる大分県を築いていきたいと思い

ます。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

  〔山田福祉保健部長登壇〕 

山田福祉保健部長 新型コロナウイルス感染症

対策における情報発信についてお答えします。 

 県では、コロナに関する一般的な相談窓口と

診療・検査医療機関を紹介する受診に関する相

談窓口の二つの電話相談窓口を設け、ホームペ

ージ等で案内して、２４時間対応しています。 

 また、感染状況を適宜分析し、グラフ等を用

いてホームページで分かりやすく情報提供を行

っています。 

 一方、デジタル情報の入手が困難な方に対し

ては、感染状況や感染対策上注意すべき点につ

いて、報道機関に対する毎日の資料提供や定期

的な記者会見を行うことで、テレビや新聞等に

よる情報発信にも努めています。 

 加えて、全戸配布の県広報誌も活用し、常時

の換気や不織布マスクの着用等の基本的な感染

対策の徹底や、受診相談窓口の案内など、必要

な情報が全ての年代に行き渡るよう取り組んで

います。 

 他方、感染者に対する情報提供については、

ショートメールで健康観察方法の案内や療養中

の留意点などを迅速に伝えており、スマートフ

ォンを持たない高齢者等に対しては直接電話で

丁寧に説明を行うこととしています。 

 今後とも県民一人一人に必要な情報がタイム

リーに届くよう、積極的かつ効果的な情報発信

に努めていきます。 

御手洗議長 若林総務部長。 

  〔若林総務部長登壇〕 

若林総務部長 業務継続計画についてお答えし

ます。 

 災害や感染症等の蔓延、サイバー攻撃の発生

時等に、県民の生命、財産を守るために必要な

業務を継続させる備えは重要であると認識して

います。 

 今般のコロナ禍においては、多くの職員が出

勤停止になるおそれが高まったことから、令和

２年度に業務継続計画（ＢＣＰ）の見直しを行

いました。 

 感染症を含む非常事態が発生した際に優先す

べき通常業務を整理するとともに、担当外の職

員が円滑に業務を行うためのマニュアルの作成

や専門的な知識、資格を持つ応援職員のリスト

アップを行ったところです。 

 また、ＢＣＰの実効性を高めるため、防災関

係のシステムなど、特に早期の復旧が求められ

る２３のシステムについては、今年度ＩＣＴ－

ＢＣＰを策定しました。今後、その他の基幹シ

ステム等についてもＩＣＴ－ＢＣＰを策定して

いきます。 

 ７月の地方機関でのクラスター発生の際には、

さきほど言ったＢＣＰを適切に運用することに

より、優先すべき業務を応援の職員により継続

して、県民サービスに大きな支障を与えること

なく対応がなされたものと認識しています。 

 今後とも、優先すべき業務の見直しやマニュ

アルの充実等を毎年行うことによって、多様な

非常事態に対応可能となるよう業務継続に対す

る備えを進めていきます。 

御手洗議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 半導体産業の活性化に

ついてお答えします。 

 半導体産業は、国の半導体戦略においても中

長期的に需要は右肩上がりの傾向であるとの予

測が示されています。これからも旺盛な国内投

資が見込まれる中、シリコンアイランド九州復

活への機運が高まっています。 

 本年３月、国主導で九州の半導体産業の基盤

強化に向け、産学官のコンソーシアムを立ち上

げ、人材育成やサプライチェーン強靭化の議論
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を開始したところです。調査事業やＷｅｂ研修

などに着手されています。本県も積極的に関与

し、広域的な取組を推進していきます。 

 県内では、産業振興に取り組むＬＳＩクラス

ター形成推進会議を他県に先駆けて平成１７年

に設立しています。台湾と大分での相互商談会

や、最新動向をフォローするフォーラムや交流

会を開催し、企業がビジネスチャンスを逃すこ

とがないように支援してきました。 

 本年４月に立ち上げたものづくり未来会議お

おいたでは、半導体も柱の一つとなっています。

２０３０年、５０年を見据えた産業のありたい

姿から人材育成やＳＤＧｓの視点を踏まえた取

組を議論しています。 

 さらに、関連企業のさらなる呼び込みに備え

て、企業ニーズに応じた量、質の用水の安定的

な確保に向けた調査の補正予算を提出していま

す。 

 国の施策と連携しつつ、九州と県内における

様々な施策の相乗効果も図り、本県の半導体産

業の活性化とさらなる集積を推進すべく努めて

いきます。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

  〔島津土木建築部長登壇〕 

島津土木建築部長 私から、大分港大在地区の

利用促進についてお答えします。 

 大在地区では、県内外から貨物を呼び込むた

め、運送事業者等関係者と一体となって企業訪

問やセミナーに取り組み、地理的優位性や豊富

な便数、輸送経費への助成制度を積極的にＰＲ

してきたところです。 

 こうした取組や高規格道路の開通も追い風に、

大分発ＲＯＲＯ船のシャーシ台数は昨年度まで

の６年間で３．９倍に増加し、定期コンテナ船

の取扱貨物量も４年連続で過去最高を更新して

います。 

 今後もモーダルシフトに伴う他港との競争激

化が予想されることから、関係者との連携を密

にしつつ、利用ニーズを踏まえた助成の在り方

を検討しながらポートセールスを積極的に推進

していきます。 

 こうした中、大在地区ではＲＯＲＯ船やコン

テナ船、バルク船が混在し、取扱貨物量の増加

とあいまって埠頭用地が手狭になるなど、課題

が顕在化しており、施設の機能強化が必要とな

っています。 

 このため、大在西地区に新たなＲＯＲＯ船タ

ーミナルを整備し、シャーシ置場を拡張するほ

か、シャーシの自動管理等ＤＸによる荷役の効

率化を図っていきます。 

 加えて、大在地区においてもコンテナヤード

の拡張や老朽化したガントリークレーンの更新

を進めていきます。 

 今後も計画的なハード整備と積極的なポート

セールスの両面から大分港の利用促進を図り、

物流の拠点化を推進していきます。 

御手洗議長 秋月観光局長。 

  〔秋月観光局長登壇〕 

秋月観光局長 私からは、ポストコロナを見据

えた観光振興についてお答えします。 

 議員御指摘のとおり、日本への旅行意欲の高

まりに加えて、受入制限の段階的な緩和、円安

の進行など、海外誘客の好機が訪れています。 

 県では、こうした機会を逃すことなく、１０

か国・地域に設置した戦略パートナーと共に、

現地での誘客活動を既に再開しています。留学

生を活用した観光動画制作など、海外の方に響

く効果的な情報発信にも取り組んでおり、６月

以降、県内へのツアーが催行され始めています。 

 今後、本格化するインバウンドを確実に取り

込むため、次の取組を強化していきます。 

 一つは、コロナ禍前、外国人観光客の約８割

を占めた韓国、台湾、香港など、東アジアのリ

ピーター層の復活です。県内事業者と連携して、

現地旅行会社との対面での商談など、ツアー造

成に直結する取組を積極的に進めていきます。 

 二つは、今後の誘客の伸びが期待される中国

や欧米等からの新たなインバウンドの獲得です。

アドベンチャーツーリズムのコンテンツ造成や

ガイド育成など、観光資源の磨き上げに取り組

み、コロナ禍で多様化したニーズへも対応して

いきます。 

 インバウンドの完全復活に向け、受入制限の

さらなる緩和を引き続き国に要望するとともに、
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先手を打って誘客対策を進めていきます。 

御手洗議長 岡本教育長。 

  〔岡本教育長登壇〕 

岡本教育長 部活動の地域移行についてお答え

します。 

 県では、昨年度から運動部の、今年度からは

文化部の地域移行に係る調査研究に取り組んで

います。これまでに専門的な指導による満足感

や教員の負担軽減などの成果が見られた一方で、

指導者の確保などの課題も明らかになっていま

す。 

 調査研究校の中には、今年度、生徒の希望に

応じてバドミントン部を新設するなど、再編を

行った結果、参加する生徒が増加したり、教員

の負担軽減につながった事例も見られるところ

です。 

 現在、各市町村教育委員会を訪問し、調査研

究校の取組を情報提供するとともに、国に先ん

じて検討委員会を設置し、地域の実情に応じた

移行の在り方について検討するよう助言を行っ

ています。 

 また、スポーツ庁の検討会議の提言では、国

がガイドラインを改訂し、各都道府県において

具体的な取組やスケジュールを定めた推進計画

を策定することが明記されています。このため、

県としては、国のガイドライン改訂を受けて推

進計画を策定したいと考えています。 

 今後も国の動向を注視しながら、市町村と連

携し、円滑な部活動の地域移行に努めていきま

す。 

御手洗議長 後藤人事委員会事務局長。 

  〔後藤人事委員会事務局長登壇〕 

後藤人事委員会事務局長 将来を担う県職員の

確保についてお答えします。 

 若年人口の減少や、活発な民間企業の採用活

動等の影響により、本県の職員採用試験の受験

者も減少傾向にあり、特に技術系職種の人材確

保は大変厳しい状況となっています。 

 これまでも受験者確保に向け、任命権者と連

携した大学訪問やガイダンスの開催等を通じて、

県職員の仕事のやりがいや魅力を伝える積極的

な情報発信に努めてきました。 

 また、行政と総合土木の上級試験に関しては、

６月の試験に加え、４月に特別枠試験を実施し

ています。その教養試験には、民間で広く使わ

れているＳＰＩ３を取り入れ、行政では専門試

験をなくすなど、民間企業を志望する方も受験

しやすい試験内容としています。 

 こうした見直しに加え、今年度は新たに職員

採用ポータルサイトを構築し、受験者のニーズ

に応えられるよう、情報発信をさらに強化する

こととしています。 

 あわせて、従来の試験や特別枠試験の検証等

を踏まえ、より多くの方が受験しやすいよう、

受験機会の拡大や受験者負担の軽減等の試験方

法のさらなる見直しも検討していきます。 

 今後とも積極的な情報発信に努めるとともに、

様々な試験手法の研究を進め、将来を担う優秀

な人材の確保につなげていきます。 

御手洗議長 田邉労働委員会事務局長。 

  〔田邉労働委員会事務局長登壇〕 

田邉労働委員会事務局長 労働委員会における

相談体制についてお答えします。 

 労働委員会に寄せられる労働相談は、年間３

００件余りで件数は横ばいですが、賃金の未払

いや雇止め、配置転換、いじめやパワハラなど、

内容は多様化、複雑化しています。 

 職場での課題を抱える労働者や使用者が、労

働委員会を始め、労働相談に対応する機関を利

用しやすいようにするとともに、関係機関が連

携しながら、相談内容に応じ、より適切な対応

等につなげることが大事です。 

 労働委員会では、商工観光労働部や大分労働

局等と連携した労働相談の充実に加え、県のホ

ームページやＳＮＳ、市町村の広報誌への掲載

など、広報の強化に取り組んでいます。 

 また、労働者、使用者、公益の３者で構成さ

れた労働委員会の特性や活動内容を知っていた

だき、より身近に活用してもらえるようになる

ことも重要です。 

 このため、昨年度から商工会議所等の経済団

体や労働組合を直接訪問し、改めて労働委員会

の周知を図るとともに、あっせんなどの申請手

続を電子化し、申請者の負担軽減も図ったとこ
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ろです。 

 引き続き広報の充実強化や相談等をしやすい

環境の整備などを進め、労使紛争の早期解決と

安定的な労使関係の構築に努めていきます。 

御手洗議長 以上で木田昇君の質問及び答弁が

終わりました。 

 暫時休憩します。 

午後０時１４分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時１５分 再開 

古手川副議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 代表質問を続けます。河野成司君。 

  〔河野議員登壇〕（拍手） 

河野議員 ３７番、公明党の河野成司です。代

表質問の機会をいただき感謝します。 

 本日は、感染拡大の波を繰り返す新型コロナ

ウイルスへの対応、物価高の中での賃上げ問題、

エネルギー供給不安等、直面する重要課題のほ

か、地に足をつけて取り組むべきいくつかの課

題について取り上げるので、知事を始め、執行

部の皆様、よろしくお願いします。 

 まず、大項目の１、新型コロナウイルス蔓延

による医療逼迫についてです。 

 新型コロナウイルスの感染第７波、特に児童

生徒を含む若年感染者の増加が顕著となり、感

染経路としての職場内、家庭内感染の激増を招

いたことが過去最大の感染となった要因とされ

ています。若年感染者の増加に伴い、医療現場、

介護現場、福祉現場等のエッセンシャルワーカ

ーにおける陽性者、濃厚接触者等も増加し、一

定期間就労不能となったことから、通常のサー

ビス提供が困難となる事例も増加しています。

特に全国的にはクラスターが多発した医療機関

や高齢者施設、福祉施設の陽性者については、

医療機関や宿泊療養施設への受入れが困難とな

る状況も生じ、そのような施設では陽性者や濃

厚接触者となった職員の職場からの離脱が長期

化し、本来期待されていた機能が満たされなく

なるという事態が多発しています。さらには、

今夏のお盆明けの期間では、医療機関の発熱外

来に患者が殺到し、一般診療体制が維持困難と

なるケースも報じられています。 

 そこで、医療等の提供能力の逼迫対策につい

て何点か伺います。 

 その１、全数把握の見直しについてです。 

 岸田総理が表明した陽性者の全数把握の見直

しに関し、報告を要する者を都道府県の判断で

高齢者や重症化リスクの高い基礎疾患保有者等

に絞り込むことが可能とされました。 

 しかし、報告対象から外れた若年者やリスク

が低いとされた者の中でも、特に単身生活者で

は急激な病状の悪化に行政の目が届きにくくな

るといった不安を感じる方々もおり、これまで

も単身陽性者で死亡してから発見されたケース

も全国的には報じられています。この政府方針

に対して、先日の県議会コロナ対策特別委員会

で、当面本県は政府に独自判断の届出を行わな

い方向性との説明を受けました。 

 さらにまた岸田総理は、９月２６日から全数

把握の見直しを全国一律で実施すると表明しま

した。さきほどの当面の方向性とは別に、全国

一律での全数把握の見直しという政府方針につ

いて、本県では届出対象外となった方の体調急

変時の対応策など、現場の懸念が払拭されるの

か見極めたいとの意向を示されましたが、その

考え方について知事に伺います。 

 あわせて、考慮される一般診療や救急医療も

含む医療提供体制への影響、行政機関の負担、

自宅療養者のケア体制の維持等の課題について

もお聞かせください。 

 続いて２番目、若年者の感染予防対策につい

て伺います。 

 主な感染経路としての職場や教育機関におけ

る若年者、特に児童生徒の感染予防対策をどの

ように講じており、それをどう強化するのか伺

います。 

 オミクロン株対応の新ワクチンも薬事承認さ

れましたが、あわせてワクチン接種の促進策に

ついてお聞かせください。 

 三つ目として、医療、介護現場の人員確保に

ついて伺います。 

 今般の感染第７波についてはようやくピーク

アウトしたのではとされていますが、この秋以
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降、気候が寒冷化して換気がおろそかになれば

再びの拡大局面に至ることも懸念されています。

そのような場合に備え、人的支援が逼迫する医

療や介護、福祉現場で緊急的なバックアップ体

制が必要となる場合への人員の融通制度等の準

備状況についてお聞かせください。 

 その４、システムによる陽性者登録について

も伺います。 

 保健所や医療機関等の陽性者発生時の対応余

力が感染者の急増で逼迫しており、応援職員の

配置等では間に合わない事態も想定されていま

す。その問題の対策としての陽性者自らがＷｅ

ｂ上で登録するシステムも始まりましたが、そ

のメリット、デメリットはどのようなことが想

定されているのでしょうか。ネットスキルやネ

ット環境のない人たちへの対策はどのように講

じるのか、あわせて伺います。 

 続いて大項目の２、エネルギー問題について

伺います。 

 まずはローカルエネルギーについてです。 

 ロシアのウクライナ侵攻による石油、天然ガ

スの供給不安からのエネルギー資源の国際価格

の高騰が国内の物価高を招いています。日本の

エネルギー自給率は２０１９年度で１２．１％

と他のＯＥＣＤ諸国と比べても低く、１次エネ

ルギー供給構成を見ても、石炭、石油、天然ガ

スなどの化石燃料依存度が８４．８％となって

います。このように、エネルギー資源を海外か

らの輸入に頼っている日本では、今回のエネル

ギー資源の高騰が電気代を上昇させるなど、企

業や家庭にも影響を及ぼしています。 

 また、東日本では６月に電力の逼迫を受け、

経済産業省が東京電力管内に電力逼迫注意報を

発令しました。これは火力電力所の休・廃止や

猛暑による冷房需要により安定的な供給ができ

なくなることが予想されたためですが、全国的

にも政府により７年ぶりに節電要請がされるな

ど、暮らしの中でも節電を意識した夏でした。

さらに、今年の冬も電力逼迫が予想されており、

エネルギー自給率を向上させ、国際情勢に左右

されずに電力需給を安定化する取組が必要です。 

 一方、エネルギーを語る上で欠かせないのが

カーボンニュートラルです。政府は２０５０年

までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

する、いわゆるカーボンニュートラルを目指す

ことを宣言しています。そのために、２０２５

年までの集中期間に脱炭素先行地域を選定し、

そこで得られた効果的な重要施策を全国で実施

することで脱炭素ドミノを全国に伝搬させてい

くこととしています。中でも重要な取組の一つ

が再生可能エネルギーの導入です。本県は地熱

発電の供給量が高いなど、再生可能エネルギー

によるエネルギー自給率が全国トップクラスで

すが、今後はさらなる地域に眠るエネルギー源、

いわゆるローカルエネルギーを積極的に開拓す

る必要があるのではないかと考えます。 

 具体的には、急峻な地形をいかした小規模水

力発電、林地残材や畜産廃棄物を活用したバイ

オマス発電やメタノール生産、地熱を活用した

水素生産、洋上風力、潮力、潮汐力等、各地で

進む民間事業者の活力を取り込んだ多様な再生

可能エネルギー開発や、生産の拠点を本県に招

致するための条件整備を盛り込んだ戦略を策定

すべきと考えます。 

 また、系統電力網のみに頼らずに、ローカル

エネルギーを地域内の電力需要に組み込む仕組

みづくりの検討も必要ではないでしょうか。こ

うしたことを踏まえ、本県の恵まれた自然環境

の持つポテンシャルを引き出すためのローカル

エネルギーの開発について、知事の御見解を伺

います。 

 ２として、クリーン電力の売電について伺い

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の世界的流行やロ

シアのウクライナ侵攻による原油、液化天然ガ

ス価格の高騰によって、旧一般電気事業者のみ

ならず、市場から電力を調達して割安な料金設

定をしていた新電力会社についても、電力調達

コストが高止まりした状態が続いて経営が圧迫

され、電力事業からの撤退も見受けられます。

電力を取り巻く情勢は混沌としており、企業や

県民等の需要家にとっては負担が増大していま

す。 

 その一方で、世界的にカーボンニュートラル
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に向けた取組が進められる中、発電事業者にと

っては、このような状況だからこそビジネスチ

ャンスと捉えることができるのではないでしょ

うか。 

 そこで、これまでも議会の委員会審議等で執

行部に質問し、提案してきましたが、企業局に

よる売電に関し、取り巻く環境が変化している

ことから、改めて伺います。 

 本県企業局では、電気事業を展開しており、

１２の水力発電所と一つの太陽光発電所を所有

し、固定価格買取制度による契約分を除いた全

量を九州電力へ売電しています。現在は基本契

約にのっとり、令和７年度まで九州電力への売

電を継続するようですが、現在のような電力の

需給状況や小売電気事業者を取り巻く環境を踏

まえると、カーボンフリーな水力発電をクリー

ン電力として有利販売を行い、電気事業におけ

る収益の向上やＳＤＧｓの観点からの社会貢献

として積極的に活用するなどの取組を進めては

いかがでしょうか。企業局長の見解を伺います。 

 続いて大項目の３、中小企業への支援につい

ても伺います。 

 さきほどはエネルギーの高騰について言いま

したが、加えて物価全般が上昇しています。日

本銀行が発表した７月の国内企業物価指数は速

報ベースで前年比８．６％、昨日また新たに１

０％を超える企業物価が上がっているという話

も報道でありましたが、円安などにより輸入物

価指数は対前年比４８．０％増となっています。

それに伴い、企業の業績に影響が出ており、全

国的には物価高倒産が過去５年間で最多ペース

となっており、県内でも７月の企業倒産がコロ

ナ禍の影響を受けて３件発生したと報じられま

した。業種別の倒産件数を見ると、全国的には

運送業が全体の３割を占めてトップ、建設業や

卸売業が続いています。食品や飲食関連の倒産

も多く、県内の７月倒産には飲食店運営会社と

旅館が含まれています。 

 円安の進行はまずは輸出企業の売上げを押し

上げることから、製造業などの大手企業は高い

収益を上げることができ、特に価格転嫁が進ん

でいる鉄鋼、輸出が好調な情報通信機械、業務

用機械が好調な収益を牽引しています。しかし

ながら、原材料価格の高騰により売上原価の増

加を十分に価格転嫁できない中小企業は収益性

を悪化させています。 

 第７波の拡大により、今後とも経済活動への

影響の長期化が懸念される中、特に中小企業が

大宗を占める県内の重要産業である観光業、運

送業へのダメージは深刻であり、政府系の融資

で支えられてきた企業からも、返済のめどがつ

かない融資をこれ以上借りることは困難といっ

た声や、返済の猶予が切れる頃には経営が行き

詰まるとの声もあります。 

 岸田総理は、４月に原油価格、物価高騰対応

分として創設した１兆円の地方創生臨時交付金

のさらなる増額を指示しました。この交付金を

活用し、本県でも物価高騰対応中小企業等業務

改善支援事業や地域公共交通燃料高騰緊急支援

事業など既に事業者支援に取り組んでいますが、

このような地方創生臨時交付金の活用のみなら

ず、県としても倒産を防止し、事業継続の後押

しとなる中長期的な中小企業への支援策の強化

が必要と考えますが、知事の御見解を伺います。 

 大項目４として、最低賃金の引上げに向けた

取組について伺います。 

 さきほども代表質問の中で取り上げられまし

たが、大分地方最低賃金審議会は、先月９日、

本年度の県内の時給としての最低賃金を３２円

引き上げて８５４円とするよう大分労働局長に

答申しました。この引上げは、国の中央最低賃

金審議会が示した目安の３０円を上回っており、

この結果、九州では福岡県に次いで２番目の上

げ幅水準となる見込みです。 

 しかしながら、この引上げ額については労使

双方から不満の声が上がっています。原材料価

格や商品の仕入値の高騰で経営環境の厳しい県

内中小企業については、さらに商品価格やサー

ビスの対価への価格転嫁を円滑に実施できる対

策が必要であり、一方、労働者については物価

高騰に見合った賃金上昇がなければ購買力が低

下し、消費行動に重要な影響もあり得ることか

ら、賃金のアップは経済対策としても早期に実

現する必要があります。 
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 折しも国は例年９月を価格交渉促進月間と設

定し、今後の持続的な発展に向け、ある程度の

物価上昇を受け入れる社会へと変化させるため、

価格転嫁と賃上げによる所得向上を進めていく

ことが重要としています。本県でも同様に価格

交渉促進期間を設定し、企業への支援に取り組

むこととしています。このことについては、最

終的には賃上げによる経済の好循環を生み出し

ていくことが重要ですが、まずは企業が労働者

に支払わなければならない最低賃金の引上げを

しっかり進めていくことが重要です。最低賃金

の１０月からの引上げに向けたこれら課題につ

いて対策をどのように取られるのか、商工観光

労働部長に伺います。 

 加えて、就労していない年金生活者等への支

援策も検討する必要があるのではないでしょう

か。急激な物価上昇と消費の減退対策として、

自治体によるフードクーポンの支給といった地

域内消費を喚起する取組は検討できないか、あ

わせて見解を伺います。 

 続いて大項目の５、特別支援教育について伺

います。 

 発達障がいなどにより、支援学校への進学は

望まないが、通常学校での特定科目の履修に問

題を抱える児童生徒の増加に対応して、一部の

授業を別室で受ける通級指導を受ける児童生徒

が全国で過去最高の１６万人を超えたとの報道

がありました。文部科学省では、発達障がいと

診断される子どもが増えていることや通級指導

の存在が広く知られるようになったことが背景

にはあると分析しています。 

 通級による指導とは、大部分の授業を小、中、

高等学校の通常の学級で受けながら、一部障が

いに応じた特別の指導を特別な場である通級指

導教室で受ける指導形態で、障がいによる学習

上、又は生活上の困難を改善し、又は克服する

ための指導が行われています。障がいに応じた

きめ細かな配慮が可能だということで近年需要

が増加しているようですが、この通級指導を含

めた特別支援教育全体についていくつか質問し

ます。 

 まず１番目として、本県の通級指導の実態に

ついてです。 

 本県における通級指導を希望する児童生徒の

状況と、実際に通級指導を受けている児童生徒

の実態及びそれら近年の増減の状況について伺

います。 

 さらに、４年前から通級指導が始まった高校

では、指導を受けられなかった対象者が全国で

１，１００人に上り、障がい特性に応じた教育

の充実強化に向けた方策が必要ではないかとの

声が上がっています。本県の高校での通級指導

は希望者全員に行き渡っているのか、また、希

望がかなえられなかった生徒へはどのように対

応しているのかについて伺います。 

 その２として、特別支援教育における教員の

状況について伺います。 

 過去にも障がいを持つ児童生徒への専門教育

を担う教職員の配置が、それを必要とする児童

生徒の増加に追い付かず、教職員の養成が懸案

となってきました。通級指導を含めた障がい児

生徒の特別支援教育の教員の適正配置に向けた

取組状況についてお聞かせください。 

 その３として、特別支援教育の体制強化につ

いて伺います。 

 本県でも支援学校の定員超過と支援学級の需

要の増加が顕著で支援学校の新設もあります。

特別支援教育の長期的な体制強化に向けた取組

はどのように推進されてきたのでしょうか。今

後の見通しも含めてお聞かせください。 

 大項目の６番目です。多胎児の出産や育児へ

の支援について伺います。 

 近年、不妊治療の充実等により双子や三つ子

といった多胎児の出産も増えていますが、妊娠

中は複数の赤ちゃんがおなかにいるため、母体

への負担が単児に比べて大きく、つわりや早産、

妊娠糖尿病などの合併症が単児妊娠に比べて起

こりやすいと言われており、出産前に管理入院

が必要となることも多くなります。そのため、

母親にとっては単児との違いによるちょっとし

た周囲の言葉に不安になって傷ついたりするこ

ともあり、母親にとっては身体的、精神的な負

担が大きいと言われています。不妊治療の一般

化により、このような多胎妊娠・出産の事例が
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増加したことについて、そのような家庭への支

援が求められていると思います。 

 そのような中、県は子育て満足度日本一を目

指す取組の一環として、双子や三つ子といった

多胎児の出産、育児や同時に２人以上の乳幼児

を抱えた家庭への支援策として、本年度助産師

による家庭訪問制度を創設されました。この制

度の狙いと当事者の評価、利用状況はどのよう

になっているか、お聞かせください。 

 また、この制度の利用者から寄せられた様々

な相談内容や御意見にはどのようなものがあり、

そのうちに新たに子育て支援策として取り組む

べき課題はないのか、お聞かせください。 

 大項目の７です。東アジア文化都市事業につ

いて伺います。 

 東アジア文化都市事業は、日中韓３か国にお

いて、芸術文化による発展を目指す都市を各国

が選定し、その都市の芸術文化を始め、伝統文

化、生活文化など、多彩な文化芸術イベントを

１年にわたって実施するもので、本年は日本は

我が大分県、中国は温州市と済南市、韓国は慶

州市が選定されました。 

 大分県では、東アジア文化都市のオープニン

グとなる開幕式典を５月２２日に開催し、マル

タ・アルゲリッチさんによる開幕記念演奏や、

関連行事として由布はさま太鼓、津久見樫の実

少年少女合唱団など県を代表する団体の演技も

披露されました。東アジア文化都市事業の成功

は、県民一人一人の文化に対する関心、情熱を

高めるだけでなく、中国、韓国を始め、東アジ

ア地域に対し大分の文化を発信できる絶好の機

会ですが、その実現には課題もあるのではと思

います。東アジア文化都市２０２２大分県の基

本構想では、「県民総参加で大分の文化を発信

し、東アジアとの交流によって新たな文化を切

り拓く」を開催テーマに掲げており、若者から

高齢者までの県民総参加で取り組むことが成功

の鍵となると思います。 

 その一方で、コロナ禍により中国、韓国との

交流が様々な制限を受ける中で協調した取組が

難しくなっているのではないかと懸念していま

す。また、東アジア文化都市事業の県民の認知

度についてもまだまだ低いのではないかと思い

ます。 

 こうした状況を踏まえ、さらに、インバウン

ドの再開というこの機会を捉えて、東アジア文

化都市事業について、現在の進捗状況と今後の

取組について、企画振興部長に伺います。 

 最後の大項目です。監査の充実強化について

です。 

 監査委員事務局は、監査委員の指揮の下で、

県の機関が適正かつ効率的に事務執行を行って

いるのか、所期の目的を達成しているのかとの

視点で監査を実施し、県行政に対して是正、又

は改善に向けた指導、助言を行う重要な役割を

担っています。 

 これまで県庁内の全所属に加え、財政的援助

団体等含めて毎年度３５０を超える機関を対象

に職員監査を行っています。 

 こうした中、急速に進む人口減少、少子高齢

化に加え、最近では頻発・激甚化する災害対応

や長期にわたるコロナ禍で疲弊した社会経済活

動の再活性化等の喫緊の課題に対応するため、

行政事務が多様化、複雑化しており、これに伴

い、監査の対象範囲も広がっているのではない

でしょうか。 

 また、各所属では課題であるデジタルトラン

スフォーメーションへの対応、この導入により

各種手続のオンライン化や電子化等が進んでお

り、監査においてもデジタル関連の知見が監査

をする側には必ず求められるようになっている

ということです。 

 こうした環境変化の中、監査には引き続き県

行政に対するチェック機関としての役割をしっ

かりと果たすことがますます求められています

が、監査委員事務局においては、限られた人員

の中で迫られる高度な知見を身に付けた職員の

配置と、どのように監査の充実や強化を図って

いくのか、監査委員事務局長に伺います。 

 最後になりましたが、今般の様々な課題が山

積する中にあって、この大分県をかじ取りされ

ている知事において、また、執行部の皆様にお

いて、本当に御苦労されていることと思います。 

 そのような中で、政府は様々な予算措置を講
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じようとしています。その予算をしっかりいか

した形で県民にぜひ大きな希望を与えていただ

きたい、このことをお願いし、私の代表質問と

します。御清聴ありがとうございました。（拍

手） 

古手川副議長 ただいまの河野成司君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 河野成司議員から、公明党を代表し

て御質問いただきました。私からまずお答えし

ます。 

 初めに、新型コロナの感染症に関連し、全数

把握の見直しについての御質問です。 

 国は、初め医療機関や保健所の業務逼迫を緩

和し、適切な医療を提供することを目的に、９

月２日以降、医療機関から保健所への発生届を

都道府県知事の判断により限定できることとし

ました。 

 しかしながら、自宅療養中の届出対象外の方

には健康観察など保健所の関与がなくなるため、

体調急変時の受診、入院調整等に懸念が残り、

急な受診や救急要請により一般診療や救急医療

にも影響を与えかねません。県内の医療関係者

からも、届出項目が既に大幅に削減されている

こともあり、何とか対応できるという御意見を

いただきました。これらの状況に鑑み、大分県

では、これまでどおり全ての感染者について医

療機関から保健所への発生届を継続しています。 

 こうした中、国は先週８日の対策本部におい

て、ウィズコロナに向けた新たな段階に移行す

るという考え方を示し、具体的には次のような

方向で、今月２６日から全国一律で全数届出の

見直しを行うと決定しました。 

 まず、感染が疑われる方は、診療・検査医療

機関を受診していただいた上で、高齢者や妊婦、

医師に入院や投薬治療が必要と判断された方は

保健所に発生届が提出され、重点的に健康観察

や入院調整等が受けられます。 

 他方、それ以外の若い軽症者等については、

国では新たに健康フォローアップセンターを整

備して、自宅療養中の体調急変時にも相談対応

や医療機関の紹介等を受けられる体制を整える

ことにしています。 

 このセンターの機能を強化して、医療機関を

受診せずに自己検査により陽性になった方も含

めて、希望する方全てが登録できるようにする

ことで、フォローアップセンターからの支援を

スムーズに受けられるようになります。これは

地方の工夫でそういう機能強化をすればという

ことです。 

 そこで、県としてはこうした体制を整備する

ことによって、当初の心配を払拭できるのでは

ないかと考えていますが、現在、医療関係者の

御意見を伺うとともに、保健所の設置市である

大分市とも協議を行っています。 

 これらを踏まえ、県として取るべき対応につ

いてしっかり見極めたいと考えていますが、何

よりも大切なのは県民の命と健康を守ることで

す。国に対して主張すべき点は主張しながら、

新型コロナ対策に万全を期すとともに、社会経

済活動との両立を図っていきます。 

 続いて、ローカルエネルギーについての御質

問をいただきました。 

 本県は、日本一の発電規模を誇る地熱や九州

一の発電ポテンシャルを持つ農業用水路など、

多様かつ豊かなエコエネルギー資源を有してい

ます。平成１５年に大分県エコエネルギー導入

促進条例を施行し、長年にわたりこのような環

境に優しいエネルギー、エコエネルギーの導入

を積極的に進めてきました。 

 また、本条例に基づき、令和６年度までを計

画期間とする大分県新エネルギービジョンを策

定し、エコエネルギー導入量の目標を設定する

とともに、エコエネルギーを活用した産業振興

や地域振興に資する取組を推進しています。 

 このエコエネルギーは、条例により定められ

た本県独自の考え方であり、地熱や水力など地

域の自然や産業の特色をいかしたエネルギーを

指しています。正に議員御提案のローカルエネ

ルギーと同じ趣旨であると思います。 

 県としては、新エネルギービジョンに沿い、

エコエネルギーに関して二つの取組を推進しま

す。 

 一つは、地熱や小水力など地域における再生
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可能エネルギーのさらなる導入促進です。導入

を進めるためには自然の特性を十分に理解する

ことが重要です。例えば、小水力発電では、発

電装置を現地に合わせて製作するため、地形や

水の状況などの調査が必要です。再生可能エネ

ルギーの新たな活用に向けて、可能性を探る県

内企業を支援していきます。 

 なお、忘れてはならないのは地域との共生で

す。県としても環境アセスメントや開発行為の

手続を通じ、必要に応じた住民説明の要請や合

意形成の指導を事業者へ行っていきます。 

 二つは、県内エネルギー産業の振興です。県

では、エネルギー関連企業を育成するため、新

たな研究開発等への挑戦を後押ししています。

例えば、姫島村における太陽光で充電した電気

自動車を観光に活用する取組や、臼杵市におけ

る半導体産業から発生する廃棄物を利用した水

素製造実証等を支援してきました。また九重町

では、大手企業２社による豊富な地熱や木質チ

ップを活用したグリーン水素の製造実証が進捗

しています。貯蔵、運搬から利活用に至る検証

を行って、大分県版水素サプライチェーンの構

築を進めていきます。地域の強みと魅力を引き

出す再生可能エネルギー等の活用をビジネスチ

ャンスと捉え、新たな事業に取り組む企業を引

き続き後押しします。こうした取組は、エネル

ギーの地産地消を促し、地域のエネルギー自給

率の向上にも貢献します。 

 今回の補正予算では、太陽光発電等を利用し

た自家消費型エコエネルギー設備導入への助成

を提案しています。県内企業の電力コスト削減

に加え、エコエネルギーの地産地消をさらに拡

大していきます。引き続き経済と環境のバラン

スを保ちながら、持続可能性の視点を持って、

県民や企業とも一体となって取組を加速させて

いきます。 

 次に、中小企業への支援について御質問いた

だきました。 

 県内の倒産件数は、コロナ前と比べて顕著な

動きはなく推移していますが、コロナ禍が長引

く中、関連融資の返済が始まるこれからが事業

者にとって正に正念場です。引き続き必要な支

援を届けていく必要があります。 

 まずは倒産の回避です。県では、資金の借換

えや追加資金のニーズに対応する制度資金を用

意するほか、金融機関や信用保証協会には中小

企業からの返済期間延長等の相談に対し柔軟に

対応するよう繰り返し要請しています。また、

商工団体や金融機関、専門家等による中小企業

再生支援協議会では、再生計画の策定や金融機

関との調整支援を行っています。 

 こうした資金繰り支援とあわせ、プレミアム

商品券や旅割等の事業でヒト、モノの流れを呼

び起こし、消費を喚起することで事業者の業績

回復を下支えしていきます。 

 一方、長らく続くコロナ禍はビジネスを取り

巻く環境に大きな変化をもたらしました。事業

者は、その変化に的確に対応し、中長期的な視

点に立って経営体質を強化していく必要があり

ます。 

 このため、国ではリアルからｅコマースへの

業態転換や成長分野への新規参入など、前向き

に挑戦する事業者を事業再構築補助金で支援し

ています。また、持続化補助金やものづくり補

助金、ＩＴ導入補助金により、中小企業の販路

開拓や整備投資、ＩＴシステムの導入を後押し

しています。コロナ対応、賃上げ、グリーンと

いった特別枠を適宜設けるなど、社会のニーズ

に合わせた柔軟な支援を行っています。 

 県でもオリジナル商品の開発に取り組む飲食

店、訪問サービスを開始する美容室など、新た

な事業活動を行う中小企業を経営革新制度で支

援しています。ポストコロナに向け経営革新計

画を策定する事業者は増加しており、その実現

をしっかりとサポートしていきます。 

 また、生産性の向上を図るため、ＩoＴやＡ

Ｉなどを活用したデジタルものづくりの支援や、

デジタル企業との共創によるＤＸのモデル事例

づくりに引き続き取り組んでいきます。 

 こうした様々な支援策を県内の中小企業に届

けていくためには商工団体の存在が欠かせませ

ん。コロナ禍における事業者の補助金活用のサ

ポート件数はコロナ前に比べて倍増しました。

令和３年度では５５１件に達しています。加え
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て、最近では新たにＤＸのプロジェクトチーム

を発足させ、経営指導のＤＸも進めています。 

 今後とも商工団体を始めとする関係団体と連

携して、県内中小企業の事業継続や成長をしっ

かりと支援していきます。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

  〔山田福祉保健部長登壇〕 

山田福祉保健部長 私からは４点お答えします。 

 まず１点目は、若年者の感染予防対策につい

てです。 

 行動が活発な２０代以下の若年者は感染者の

約４割を占めており、その感染予防対策が重要

なのは議員御指摘のとおりです。若年者であっ

てもやはり基本となる感染対策は変わらず、日

常的な健康観察や３密の回避、マスクの着用、

手洗いの励行、換気等の徹底をお願いしていま

す。中でも集団活動が多い学校では特に換気が

重要であることから、換気状態を可視化し、効

果的な換気が行えるように、７月には全ての小、

中、高校、特別支援学校、合わせて４９２校に

二酸化炭素濃度計を配布し、活用を促しました。 

 また、ワクチン接種については、ツイッター

やインスタグラムを活用した広報を行うととも

に、県営接種センターでは、平日の夜間や土曜

日に開設することで児童生徒や若年者の接種機

会の拡大に努めています。 

 今般、５歳から１１歳へのワクチン接種が努

力義務化されたことから、その有効性や安全性

について市町村と連携して保護者等への周知を

図り、接種を促進していきます。 

 続いて、医療・介護現場の人員確保について

です。 

 県では、クラスターが発生した医療機関や介

護施設等を支援するため、県医師会や県看護協

会、県社会福祉協議会と職員の応援派遣協定を

締結しています。今年度は感染管理の指導のた

め、８３の病院や施設に感染管理認定看護師等

を派遣しました。 

 他方、代替要員の派遣については、これまで

に延べ１７８人を４施設に派遣しましたが、今

年度は感染の急拡大により、各施設とも応援要

請に応じる余裕がなく派遣できていません。こ

のため、人員不足となった施設や医療機関では、

通所・訪問サービスを一時的に縮小して入所サ

ービスに必要な人員を確保したり、急を要しな

い手術を延期したりして急場をしのいでいる状

況にあります。 

 他方、協定外の取組として、地域の医師会が

医師等の輪番制によるドライブスルー型の発熱

外来を開設し、地域の診療体制を支える動きも

見られます。 

 県としてはこうした取組を支援するとともに、

高齢者施設への全職員の定期検査のための抗原

検査キットの無料配布や各施設、医療機関への

感染管理認定看護師の派遣等を継続し、施設内

感染を防ぐことで医療や介護サービスが機能不

全とならないよう努めていきます。 

 三つ目はシステムによる陽性者登録について

です。 

 発熱外来の逼迫回避のため、先月２４日、重

症化リスクの低い若年軽症者に対し、希望に応

じて抗原検査キットを郵送し、自己検査の上、

Ｗｅｂ上で陽性登録ができる体制をスタートし

ました。対象者がこの仕組みを利用することで

安心して療養できるとともに、重症化が心配さ

れる高齢者や基礎疾患のある方、妊娠中の方が

速やかに医療機関を受診できるようになると考

えています。昨日までに検査キットの配布を１，

９０４人、陽性者の登録を１５６人が利用して

おり、簡便で助かる、小さな子どもがいるので、

自宅で検査、登録ができるのはありがたいなど

と、利用者からは大変好評をいただいています。 

 デメリットとしては、郵送となるため、検査

キットが御自宅に届くまでに時間を要する点が

挙げられます。このため、本県ではコロナの診

療・検査医療機関に御協力いただき、お急ぎの

方には直接配布も行っています。 

 今回のシステムは、対象年齢を１２歳から３

９歳までに絞り込むことで、ネットスキルやネ

ット環境のある方を前提とした仕組みとしてい

ます。このような環境にない方については、代

理申請をいただくか、又は従来どおり医療機関

での受診をお願いすることとしています。 

 ４点目、多胎児の出産や育児への支援につい
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てお答えします。 

 本県における多胎児出産は、令和２年で８５

組に上っており、その支援は重要です。昨年、

県内の多胎児ママサークルが行ったアンケート

では、多胎育児の経験者から、産後は余裕がな

く、出産前に情報が欲しいとか、経験者からの

支援が欲しいといった声が聞かれました。 

 そこで、多胎育児の困難さを軽減するため、

助産師や多胎育児経験者であるピアサポーター

による妊娠期からの訪問支援を今般事業化しま

した。事業着手にあたり、まず、助産師やピア

サポーター、地域で多胎児や多胎妊産婦の支援

を行う保健師等約１３０人に対し、多胎育児の

理解や支援方法に関する研修を実施しました。

その上で、先月から市町村の母子保健窓口や産

科、小児科を通じて相談希望者の募集を開始し

たばかりであり、現時点の実績は訪問済みが１

件、予約が１件となっています。訪問した家庭

では、助産師が不安を抱える妊婦に子育て支援

の紹介や入院、産後の準備等について助言した

ところ、専門職に相談ができてとても安心でき

たといった感想をいただきました。 

 今後も事業の周知に努めるとともに、当事者

の声に耳を傾けながら、多胎妊産婦が抱える課

題の把握と解決に努めていきます。 

古手川副議長 磯田企業局長。 

  〔磯田企業局長登壇〕 

磯田企業局長 私からクリーン電力の売電につ

いて御答弁します。 

 企業局は、豊かな水をいかして約５万６千戸、

県内全世帯の約１２％分の電力量に相当するク

リーンな電力を安定供給し、県経済の振興や地

域社会の発展に寄与しています。 

 現在の契約を締結した平成２０年当時は、電

気事業法により売電先が限定されており、本県

においては九州電力一者と長期安定的な内容で

随意契約しています。 

 売電価格は、総括原価方式により、発電に要

する費用に一定の利益を加えて算出しています。

直近では１キロワットアワー当たり１０．６３

円で現在売電しています。 

 その後、東日本大震災を受け、平成２８年に

法が改正され、現在は県内外に複数の売電先が

存在するという状況になっているので、令和８

年度以降の契約では、収益の向上や安定性を前

提に入札による契約も検討していきます。 

 また、電力の地産地消による県内企業や県民

への安定供給の確保、地場産業の育成といった

視点も含めて検討を進めていきます。 

 今後も拡大するクリーン電力需要に対応して、

新たな電源開発も検討しながら、県勢発展に向

けて地方公営企業としての役割を果たしていき

ます。 

古手川副議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 最低賃金の引上げに向

けた取組についてお答えします。 

 今年度の最低賃金の改定は、コロナ禍に加え、

物価上昇の中、労使で慎重に議論した結果と認

識しています。 

 最低賃金引上げは、労働者の処遇改善や人材

確保、消費拡大などが期待できます。一方、中

小企業や小規模事業者には２年連続の大幅な引

上げは大きな負担となるものと認識しています。 

 このため、県では事業者が賃金底上げに踏み

出すことのできる環境づくりを生産、流通、消

費の各段階で同時に進めていきます。６月補正

において賃金引上げを生産性向上とあわせて行

う中小企業などを対象とした県独自の業務改善

助成金などの支援制度を設け、県のホームペー

ジや商工関係団体などを通じて活用を呼びかけ

ています。 

 また、労務費やエネルギー、原材料価格など

の上昇分を適切に価格転嫁できるよう、９月末

までを大分県価格交渉促進期間とし、振興局単

位でのセミナー開催などを行っており、価格転

嫁への理解と協力を広く促していきます。 

 加えて、個人消費を喚起し、経済の好循環を

生み出すため、市町村と連携し、プレミアム商

品券の第２弾を実施します。日常生活に欠かせ

ない地域の小売店や飲食店などで広く利用可能

であり、年金生活者などの生活の後押しにも資

するものと考えています。疲弊した県経済を立

て直し、成長と分配の好循環の実現に向け、今
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後も必要な対策を講じていきます。 

古手川副議長 岡本教育長。 

  〔岡本教育長登壇〕 

岡本教育長 ３点についてお答えします。 

 まず、通級指導の実態についてです。 

 小中学校の通級指導教室の利用者数は、この

１０年間で１０教室、２４１人増加し、今年度

は５月１日現在で５９教室、４７０人となって

います。昨年度、市町村の就学指導委員会で通

級指導教室での学びが必要とされた児童生徒の

うち、１６人が自校に通級指導教室がないなど

の理由で受けられていません。 

 通級には、自校通級のほか、他校で指導を受

ける他校通級と通級担当者が対象児童生徒の学

校を訪問する巡回通級があります。本県では約

８割が自校通級を利用しており、他校通級と巡

回通級がそれぞれ約１割となっています。 

 今後は、通級指導教室が設置されていない学

校の児童生徒が巡回通級を利用できるよう、小

中学校通級指導教室充実事業で巡回通級のモデ

ル校を設定し、ノウハウの共有を進めていきま

す。 

 高等学校においては、爽風館、由布、佐伯豊

南、中津南高耶馬溪校の４校を拠点校として通

級による指導を実施しています。それぞれの学

校で入学後に全員を対象に希望調査を行い、希

望者と面談を行った上で決定していますが、希

望する４８人全ての生徒に対して通級指導が実

施できている状況です。 

 特別支援教育における教員の状況についてお

答えします。 

 現在、専門的な知識が必要な特別支援教育を

担う人材の育成に向け、特別支援学校と小、中、

高等学校との人事交流等を進めています。 

 特別支援学校教諭免許状を有しない者につい

ては、特別支援学校に異動後、免許取得を促す

とともに、特別支援学校で採用された教諭を、

その専門性が発揮できるよう、小中学校の特別

支援学級担任として配置しています。 

 加えて、特別支援学校の教員が特別支援教育

コーディネーターや個別の指導計画推進教員と

して市町村立学校を支援しています。 

 昨年度、文部科学省の特別支援教育を担う教

師の養成の在り方等に関する検討会議において、

特別支援教育に関する教師の専門性向上に向け

た方策が取りまとめられました。この中で、特

別支援教育の教員育成指標への位置付けへの明

確化や専門性を有する人材の育成、キャリアパ

スの構築などが求められており、現在、大分県

公立学校教員育成指標の見直しを進めています。

今後とも特別支援教育を担う全ての教員の専門

性の向上を図っていきます。 

 最後に、特別支援教育の体制強化についてで

す。 

 特別支援教育に対する年々高まるニーズに対

応するため、平成２０年３月に大分県特別支援

教育推進計画を策定し、その後、更新を行いな

がら様々な体制強化に取り組んできました。 

 小中学校においては、特別支援学級の新増設

を進め、今年度は１０年前と比べ３１２学級増

の７４５学級となっています。 

 特別支援学校では、児童生徒数の増加に対応

するため、平成２１年度に中津支援学校の前身

となる宇佐支援学校中津校を新設しました。さ

らに、令和６年４月には大分市内３校目となる

知的障がい特別支援学校を開校する予定です。

本年４月に開校したさくらの杜高等支援学校で

は、一般就労を目指す生徒を対象とした職業教

育に取り組んでいます。 

 学校や学級の新設のみならず、各特別支援学

校に配置している特別支援教育コーディネータ

ーや外部の専門家による個別相談など、校内支

援体制の強化も図っています。 

 今後も国内外の動きや児童生徒の教育的ニー

ズを捉えながら、特別支援教育の体制強化に取

り組んでいきます。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

  〔大塚企画振興部長登壇〕 

大塚企画振興部長 東アジア文化都市事業につ

いてお答えします。 

 東アジア文化都市事業では、５月の開幕式典

を皮切りに、本県の特色ある芸術文化イベント

としてのコア事業と、県内の芸術文化団体等に

よる連携事業を展開しています。 
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 コア事業では、８月から混浴温泉世界の塩田

千春展を開催しており、今後は、大分アジア彫

刻展の中国、韓国での作品展示や、中国、韓国

のアーティストとＤＲＵＭ ＴＡＯのコラボラ

イブなどを予定しています。 

 連携事業では、県内各地の１１６団体や市町

村による様々なジャンルの芸術文化イベントの

開催を後押しし、広く周知にも取り組んでいま

す。中には交流都市を訪問し、現地でパフォー

マンスを行うなど、コロナ禍でも工夫し、直接

的な交流に取り組む団体もあります。 

 １１月の閉幕行事では、県立美術館前を歩行

者天国にし、公募した県民がメインステージで

パフォーマンスを行うなど、できるだけ多くの

方々に芸術文化を楽しんでもらえるイベントを

予定しています。 

 また、閉幕式典では、都市間交流を末長いも

のとするための共同宣言も行うこととしていま

す。 

 東アジア文化都市事業を一つの契機として、

関係３都市との交流を深め、本県の芸術文化の

さらなる発展につなげていきます。 

古手川副議長 河野監査委員事務局長。 

  〔河野監査委員事務局長登壇〕 

河野監査委員事務局長 監査の充実強化につい

てお答えします。 

 監査にあたっては、効率的、効果的に行うこ

とを基本に、各所属の業務執行におけるリスク

に着目し、重点を絞るなど、メリハリを利かせ

ています。例えば、今年度の監査では、新型コ

ロナ感染拡大に対応した補助事業の種類や件数

が急激に増加していたことなどから、補助金事

務を重点項目として監査を実施しました。 

 また、不適切な事務処理を未然に防止するこ

とが結果的に監査の効率化にもつながることか

ら、実地監査では、各所属が主体的に行う内部

統制の実施状況を確認するとともに、業務改善

に関する助言も行っています。 

 あわせて、過去の監査結果や指摘等に対する

措置状況報告等を検索するシステムを事務局で

開発し、先般、全庁向けに公開したところです。 

 さらに、各所属でＤＸが推進され、専門性の

高いシステム関連の契約が増えていることから、

監査にあたってＩＴ関連の専門家である外部ア

ドバイザーに助言を求めるなど、デジタル化へ

の対応も行っています。 

 今後も県民に説明責任を果たし、県政への信

頼が得られるよう、監査の充実強化に努めてい

きます。 

古手川副議長 以上で河野成司君の質問及び答

弁は終わりました。 

 これをもって代表質問を終わります。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 以上をもって本日の議事日程は

終わりました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日はこれをもって散会します。

お疲れ様でした。 

午後２時１９分 散会 
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令和４年第３回大分県議会定例会会議録（第３号） 

 

令和４年９月１４日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第３号 

            令和４年９月１４日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邉 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

御手洗議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配布の議

事日程第３号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

御手洗議長 日程第１、第７０号議案から第９

８号議案までを一括議題とし、これより一般質

問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。平岩純子君。 

  〔平岩議員登壇〕（拍手） 

平岩議員 おはようございます。３４番、県民

クラブの平岩純子です。質問の機会を与えてい

ただきました。今日は大変朝早くから傍聴に来

てくださった皆さんもいらっしゃいます。本当

にありがとうございます。そして、お茶の間で
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テレビを御覧の皆さん、それから、会社で見て

いらっしゃる方もいるかもしれませんが、本当

にありがとうございます。 

 それでは、知事、そして執行部の皆さん、よ

ろしくお願いします。 

 最初は、人権尊重社会づくりについてです。 

 ここ数年、世界で起こる様々な事象を受け止

めながら、決して心穏やかに生活できる状況で

はないことに、いつもいら立ちや不安や無気力

感を覚えています。そして、何も現状を変える

ことのできない、余りにちっぽけな自分を感じ

ています。 

 私にとっては最後の質問になると思うので、

この大きなテーマについて触れます。 

 ８月６日に広島は、被爆７７年を迎えました。

平和宣言の中で松井一實広島市長は、冒頭、広

島で被爆し、地獄絵図のような経験をした１６

歳の少女の話を語られました。そして、ロシア

によるウクライナ侵略では、国民の生命と財産

を守る為政者が国民を戦争の道具として使い、

他国の罪のない市民の命や日常を奪っているこ

とを非難しました。さらに今、世界中で核兵器

による抑止力なくして平和は維持できないとい

う考えが勢いを増していることに警鐘を鳴らし

ました。 

 日本は民主主義国家だと教えられ、それを享

受してきた私たちですが、現在は、民主主義を

唱える前に人としての何かが欠落している社会

が目の前に広がっています。 

 殺人、詐欺、強姦、暴行、虐待。毎日の報道

される事件を聞き悲しくなります。人を殺して

自分も死刑になりたかったと捕らえられた人が

言う言葉を聞くたびに力を失います。 

 孤独や孤独死と向き合えない社会です。さら

に大阪の富田林では、２歳になる子どもが長時

間、暑い部屋の中でおりにつながれ熱中症で命

を落としました。パパ、ママ許してと書き残し

た結愛ちゃん、お父さんから虐待を受けていま

す、助けてくださいと訴えながら死んでいった

心愛ちゃんの死の後、私たちは二度とこのよう

なことが起こらないようにとみんなで考えてき

たのに繰り返される虐待事案。 

 このような時代になった原因は何なのでしょ

う。私は、背景にあるのは、人権意識の欠落で

はないかと考えます。 

 次の世代に希望を持ちながらバトンを渡すた

めには、多様性を認め合い、人は皆平等なのだ

と思う心がみんなの心の中にあることが大切で

す。 

 そして、松井市長が言われたトルストイの言

葉「他人の不幸の上に自分の幸福を築いてはな

らない。他人の幸福の中にこそ、自分の幸福も

あるのだ。」ということをかみしめながら、お

互いの人権を尊重し、地域で支え合って生きて

いくことが県民一人一人の幸福につながるので

はないかと感じています。 

 県では、自己決定の尊重と自己実現が追求で

きる社会、差別や不合理な格差の是正、解消に

取り組む社会及び一人一人の多様な生き方を共

に支え合う社会を実現することを基本理念とし

た条例を制定し、人権尊重社会づくりに取り組

んできました。 

 知事は、この厳しい時代の中で、精力的に行

政を担ってこられましたが、県民一人一人が幸

福を実感できる社会の実現に向けて、多様性を

認め合い、お互いの人権を尊重し、地域で支え

合っていくためのこれまでの取組をどう総括さ

れますか。そして、次の世代にどのようにつな

いでいきたいとお考えですか。 

  〔平岩議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの平岩純子君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 冒頭、平岩議員には、最後の御質問

になるかもしれないという話がありました。そ

うでないことを願っていますが、もしそうであ

ればということで、本当に長きにわたる御活躍、

そして、いろいろな御功労に対して心から敬意

を表し、また、感謝を申す次第です。この場を

借りて、厚く御礼を申します。 

 さて、人権尊重社会づくりについて御質問を

いただきました。 

 さきの大戦の惨禍を経験し、人類は国際連合

を設立して、全ての人間は生まれながらにして
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自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等で

あるとする世界人権宣言を定めました。 

 ２１世紀は人権の世紀と期待を込めて言われ

ましたが、貧困や虐待など生きづらさを生む社

会的構造や、またもや究極の人権侵害である戦

争が勃発するなど、人の尊厳や命がないがしろ

にされる現状に心が痛みます。 

 私はこれまで、人を育て、仕事をつくり、人

と仕事の好循環で地域を活性化させる大分県版

地方創生を県民と共に進めてきました。 

 少子高齢化、人口減少に加え、近年のコロナ

禍による経済の停滞など課題は様々ありますが、

人権意識の醸成も極めて重要です。 

 そのため、平成２０年に大分県人権尊重社会

づくり推進条例を制定し、二つの柱を掲げて、

着実に進めているつもりです。 

 一つは、人権教育・啓発の取組です。講座や

啓発イベントなど、人権について学び考える機

会を県民に提供し、昨年は企業や地域等で約４

万人の方々に参加いただきました。 

 二つは、相談、支援、権利擁護の充実です。

若者が多く利用するＳＮＳを活用した心の相談

窓口の開設や、児童虐待への対策強化など、市

町村やＮＰＯ等と緊密に連携しながら取り組ん

できました。 

 こうした積み重ねの成果もあり、平成３０年

の県民意識調査では、差別や人権侵害を受けた

ことがあると答えた方は、条例制定前と比べて

３．７ポイント減少しています。 

 また、ここ数年、千人を超える移住者からは、

大分の人は温かく暮らしやすい、障がい者への

理解が進んでいるなどの声をいただいているこ

とも心強く感じています。 

 一方、部落差別問題を始め、根強く残る人権

問題に加えて、近年、ネット上の誹謗中傷、性

的少数者への偏見、新型コロナに関連する差別

なども深刻化しています。 

 こうした情勢を踏まえて、本年３月に人権条

例を改正して、決意を新たにしました。 

 自分は差別とは関係ないと思い込まずに、無

意識の偏見、アンコンシャス・バイアスに気付

き、生きづらさの声に自分ごととして寄り添う

ことが大切であると考えます。 

 さらに、地域で支え合う子ども食堂や認知症

カフェのように、社会的課題解決に向けて行動

する人の輪を広げていきたいとも思っています。 

 多様な価値観が認められ、個々の能力を存分

に発揮できる人権尊重の温かい大分県づくりに

しっかりとこれからも取り組んでいきます。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 本当にお優しい言葉をありがとうご

ざいました。また、丁寧な御答弁も本当にあり

がとうございました。 

 何と生きづらさを抱えている人が多いことだ

ろうというのをつくづく感じます。目も耳も塞

いでいて、何も見ないでおけばもっと楽なのか

もと思いますが、でも、人は人と関わる中で生

かされて、そして、自己肯定感や満足感を味わ

って成長していくと思えば、やっぱりそれは失

ってはいけないことだと思います。 

 私はいつも家を出るときに、お仏壇にお参り

して、そして、人は皆平等ですよねと伝えて出

ていくのですが、でも、一歩外に出ると、やっ

ぱり強い人に何か気を遣いそうになったり、そ

れから、忖度しそうになったり、私自身が自分

の立場で誰かを傷つけているのかもしれないと

思うこともあります。やっぱりこれは人間のさ

がなんだなと思いますが、でも、やっぱり多様

性を認め合って、一人一人の存在が大切にされ

る大分県づくりについて、私もあと７か月頑張

っていくので、よろしくお願いします。 

 では次に、関係人口について聞かせてくださ

い。 

 総務省が８月９日に発表した人口動態調査に

よると、外国人を含む総人口は今年１月１日現

在で１億２，５９２万７，９０２人でした。人

口減は４６都道府県に拡大し、大分県は１万６

４４人減の１１３万１，１４０人とのことです。 

 総務省は、長期的な定住人口でも短期的な交

流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関

わる者を関係人口と定義しています。この概念

は、各自治体が子育て支援や住環境整備などを

アピールして移住者を増やすことに力を入れて

いるという自治体同士の定住人口争奪戦が行わ
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れる中で改めて注目されています。 

 県でも、関係人口に着目した広報事業「大分

で会いましょう。」を展開してきました。今年

度は、関係人口創出事業で地域活性化を図るた

め、都市圏在住で地域課題の解決に積極的に取

り組む人材と地域のキーパーソンがミーティン

グなどを通じて協働を進めています。 

 一方で専門家は、関係人口と地域住民との間

に多層的な信頼関係を築くことで地域住民その

ものが主体的に地域課題の解決に動き出すとし、

地域住民が新たに地域再生の主体として形成さ

れることが関係人口の現代的な意義であると論

じています。 

 また、そういう意味で関係人口は量ではなく、

地域住民との関係の質が重要であり、関係人口

創出、拡大を量的な目標として設定すべきでは

ないと提唱しています。 

 そこで、お尋ねします。今後、関係人口創出

事業によって生み出される関係人口に対して、

地域社会との人間関係の深化を後押しする仕組

み、すなわち量から質への転換にどう取り組む

のか。そして、受け入れる側である地域の対応

も重要になると思われますが、具体的な体制整

備をどのように進めていくのか、企画振興部長

に伺います。 

 量から質へとは言いましたが、関係人口その

ものを増やす取組も必要です。特定地域に関心

を持ち、その地域のために何かしたいと考えて

いる人が関係人口へと一歩踏み出すきっかけづ

くりも大事だと思います。周辺地域の住民や都

市在住で地域との関係性を持たない人など、多

様なターゲットに合わせたアプローチを重ねな

がら、地域との関わりを生み出す情報発信をど

のように進めていくのか、あわせてお尋ねしま

す。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 お答えします。 

 関係人口の創出、拡大は、地域課題の解決や

将来の移住者確保の観点から有効な取組です。

地方創生を加速させるためには、知見に富んだ

多様な人材を関係人口として地域に呼び込むこ

とも重要と考えています。 

 これまでも、例えば、地域おこし協力隊が地

域に入り、集落のサポートや魅力発信などを通

じて地域に活力をもたらしています。加えて、

今年度から地元のキーパーソンと地域貢献した

い都市圏人材を結び付け、外部人材ならではの

地域活性化等の解決策を提案する関係人口創出

事業を実施しています。 

 本事業の参加者には、将来の移住を見据え、

県内でつながりを築きたい人や、ビジネス機会

を探している人もいます。こうしたニーズに応

えるため、例えば、地元のキーパーソンが仲介

する先輩起業家や地元生産者など、地域住民と

の交流の場を設け、関係が深まるよう支援しま

す。 

 さらに、関係人口の数を増やす取組として、

ＳＮＳやＷｅｂサイトを駆使して関係人口から

移住者になった方の経験談などの情報も発信し

ています。 

 こうした取組を通じ関係人口の創出をさらに

促進していきます。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 ありがとうございました。他県から

入ってこられた方が、大分はすばらしいと、さ

きほど知事も温かく暮らしやすいと言われまし

た。車の運転はちょっと乱暴な点もありますが、

大分のすばらしさを地元の人間は気付かないこ

とがとても多いんだと思います。 

 関係人口は自分だけの得ではなくて、地域の

良さを住民に気付いてもらって、それを商品開

発したり、地域を盛り上げることにつながって

いく事業だと思うので、両者をつなぐ情報発信

がとても大切なことだと思います。 

 そこで、もう一つ質問しますが、関係人口と

いう概念にも変化が起きていると感じます。特

にコロナ禍によりリモートやオンラインが身近

になり、地域への定住のみを重視する価値観か

ら開放されたバーチャルでの関わり方の存在感

も高まっているのではないでしょうか。関わり

方のバリエーションが増えることは、地域にと

っても関係人口にとっても望ましいことだと考

えます。 

 今後、存在感を増すことが予想されるオンラ
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イン関係人口に対する県の捉え方についてお聞

かせください。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 オンラインが身近なものに

なり地域に足を運ばない関わり方も確かに増え

ています。例えば、インターネット経由で農家

とつながり、産地直送の野菜を購入したり、あ

るいはおんせん県おおいたオンラインショップ

で県産品を購入したりする方などです。 

 このような大分県とつながりを特に意識して

いない方を広い意味での関係人口と捉えること

もできると思います。そうした方に対して、工

夫しながら大分や地元の情報を届け、大分によ

り関心を持ってもらうことも大切なことだと思

います。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 ありがとうございました。最初はリ

モートでつながって、でも、やっぱり見て触っ

て感じてということにつながっていくんだと思

うので、期待します。 

 では次に、女性支援法に基づく取組について

質問します。 

 ２０２２年５月１９日、困難な問題を抱える

女性への支援に関する法津が衆議院本会議にお

いて全会一致で成立しました。保護施設などの

支援機関の働きかけにより、超党派の女性議員

が中心となり取り組まれた議員立法であると認

識しています。 

 現行の婦人保護事業は、社会環境浄化のため

に売春をするおそれのある女性のため、保護更

生を目的につくられています。戦後の混乱期に、

貧困などを背負った女性たちには、処罰ではな

く救済が必要だとして創設されました。 

 売春防止法から６６年。現在の女性が置かれ

ている状況も変わってきています。女性が抱え

ている就労、貧困、暴力、家族関係など様々な

問題に対する女性支援の考え方が、これまでの

保護を目的とした考え方からどのように変わっ

ていくのか、福祉保健部長に伺います。 

 また、婦人相談所の名称も変わるとされてい

ます。厳しい環境で生きている女性への住まい

や医療の支援、生活保護から仕事につなげるに

は、いろいろな立場の人との連携がこれまで以

上に必要になると考えますが、婦人相談所と民

間団体などとの協働は進んでいくのでしょうか。 

 ２年後の法の施行に向けて、新法の趣旨も踏

まえながら、女性とその子どもを守ることを目

的としてどのように取り組んでいくのか、あわ

せて伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 女性支援法に基づく取組に

ついてお答えします。 

 現行の婦人保護事業は、売春防止を目的とし

ながら、時代の流れに応じて、家庭関係の破綻

に悩む方やＤＶ被害者、ストーカー被害者等に

も対象を広げ、実質的に困難を抱える女性への

支援を担ってきました。 

 婦人相談所への相談件数は、令和３年度に３，

７１１件と過去最多となり、その相談内容も、

精神不安やＤＶ、住居や離婚、子ども等の家庭

の問題など多岐にわたっています。 

 今回の新法は、こうした流れを受け、女性の

人権尊重や複雑多様化する課題への対応を現状

に即し法的に明確化したものと認識しています。 

 新法では、国の基本方針に基づいて県の基本

計画の策定、また、民間団体との協働による支

援を行うことが新たに規定されました。 

 県ではこれまで、ＤＶやひとり親など困りを

抱える女性への支援に関する計画を策定してい

ます。また、婦人相談所とアイネスを中心に、

ＤＶや性暴力被害者などへの支援に際して、Ｄ

Ｖシェルターや性暴力救援センターを運営する

民間団体と連携しています。 

 今後、令和６年４月の法施行に向け、関係部

局と共に計画策定を進め、困難を抱える女性へ

の支援の充実を図っていきます。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 ありがとうございました。つらく厳

しい状況に置かれているのは決して女性だけで

はないことは分かっているつもりです。お年寄

りもいる、子どももいる、若者もいると思って

いますが、でも、これはコロナによって浮き彫

りになった部分もありますが、やっぱり女性が

本当に厳しい状況に置かれている。それは自助
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努力が足りないからではなくて、社会構造的に

つくられてきた女性の地位とか暴力に関する歴

史をずっと振り返っていくときに、私はこの新

法に大きく期待しています。 

 一つ再質問しますが、婦人相談所の在り方が

変わっていくのでしょうか。婦人相談所は相談

員の熱意や、そして、一生懸命支援する努力に

支えられてきたと思うんですね。でも、８５％

が非正規の方たちで支えられている状況です。 

 新たに相談員を正規の方にしていくとか、継

続的な研修をしていくことも必要だと思います

が、婦人相談所がどう変わっていくのか、考え

があったら少しお聞かせください。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 ただいま議員から御指摘が

あった婦人相談員のことです。 

 婦人相談所には婦人相談員が設置されており、

これは現行の法律上、都道府県知事が社会的信

望があり、熱意と識見を持った者のうちから委

嘱すると法に規定されており、これを受けて、

全国大半の都道府県が非常勤職員を配置してい

ます。 

 本県においても、非常勤職員３人、会計年度

任用職員ですが、配置しており、この３人いず

れの方も保育士とか教員とか社会福祉士の資格

を持って、豊富な知識と経験を有する方ばかり

です。また、正規職員も４人配置して、この婦

人相談員をしっかりとサポートする体制を取っ

ています。研修も毎年、国が行う研修に派遣し

てスキルの向上に努めています。 

 今回の新法では、婦人相談員を女性相談支援

員と改めて、必要な能力と専門知識、経験を有

する者の登用に配慮して配置すると規定されて

おり、この新法の趣旨を踏まえながら、６年度

の新法の施行に向けて、適切な組織の在り方を

検討していきます。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 ありがとうございました。今お聞き

して、大分県はやっぱり進んでいる、しっかり

支える体制ができていると思いましたが、また

新法に合わせて変わっていくこともあると思う

ので、そこはよろしくお願いします。 

 女性の衣食住の脆弱さというのをいつも思う

んですね。女性労働を象徴するＭ字型カーブが

最近本当に変わってはきているのですが、でも、

困窮する女性たちの存在はずっと残っていてク

ローズアップされていると思います。 

 これは一つの例ですが、私の知人が最近離婚

しました。子どもを抱えて小さなアパートに移

ったのですが、都内は非常に家賃が高いので、

生活が大変です。そんな中で、別れた夫が養育

費をきちんと払ってくれるだろうかとか、面会

をきちんと守ってくれるだろうかとか、１１月

には七五三があるのに、来年は小学校に入るの

に、大丈夫だろうかと本当にいろんな苦労を抱

えながら、独りで踏ん張っているのを見たとき

に、やっぱり私は女性の背景に、離婚を含む未

婚化もあるなと感じました。 

 よくも悪くも、生涯を保障してきた結婚とい

うセーフティーネットがなくなってしまったと

きに、そのときに本当に女性たちが厳しい状況

に置かれているというのを、経済力さえあれば

何とかずっといける。でも、そこが本当に今厳

しい状況に置かれていると思うので、自立した

女性がしっかり生きていけるような方向性をま

たみんなで考えていきたいとも思います。 

 この女性支援法は、三つ視点があると思いま

す。さきほど部長も言われました。当事者の意

思や尊重、その人の抱えている問題や背景を心

身の状況に応じて適切に支援することができる

ようになるということですね。そして、さきほ

ど基本計画を立てると言われていたので、本当

にそこが大変大きなポイントだと思います。 

 そしてもう一つは、民間との協働ですね。民

間は組織的には小さいが、いろんなところに気

が付いて、これまでの経験で細かいことにも動

きが取れているところがあるので、民間と行政

がしっかりタッグを組んでやっていけば、少し

はいい方向になるのでは──少しはではいけな

いが、思います。 

 そしてもう一つは、女性が直面する困難の解

決には、やっぱり性差別の在り方を問うていか

なければならないと思います。一番最初に質問

した人権尊重社会づくりの中に、人権擁護とか
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男女平等とか、そういうことが当たり前に唱え

られていけるようになっていくといいなと思う

ので、ぜひそこをよろしくお願いします。 

 では、次に進みます。教育をめぐる諸課題に

ついてです。 

 教職員不足への対応についてです。 

 コロナ発生から２年半経ちました。学校の現

場は混乱の中に置かれ、その対応に追われてき

ました。長い休校が明けてからは、行事や活動

は制限されたまま続いています。 

 そんな学校現場には、いくつもの課題が山積

していますが、私はその一番の原因は、教員配

置が完全にできていないことではないかと感じ

ています。人員が不足する中で最も神経を使い、

疲労こんぱいしている教員の状況が、ひいては

子どもたちを不安定な学習環境の中に置くこと

になっています。 

 そこで、これまでも質問されてきましたが、

現段階で県下の義務制、特別支援学校、高等学

校で教職員の配置が不完全な状況は産休、育休、

病休代替も含めてどのくらいなのか伺います。

さらに、その対策として新たにどのようなこと

を検討しているのか、お聞きします。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 教員の確保は依然として厳しい状

況が続いており、９月１日時点の欠員は市町村

立学校で４９人、特別支援学校で２人、高等学

校で２人の合計５３人となっています。 

 欠員の補充にあたっては、校務分掌を見直し

た上で、他教科の臨時講師や、常勤ができない

者を非常勤講師として採用するとともに、非常

勤講師が近隣の学校を兼務するなど、これまで

以上に弾力的な人員配置を行っています。 

 また、教育職員免許法の改正により、免許状

失効者の再授与に必要な手続きの簡素化を行う

とともに、新聞やラジオ、全戸配布の県広報誌

などにより周知を図り、新たな臨時講師候補者

の掘り起こしに努めています。 

 さらに、教職課程のある県内大学と連携して、

将来教員を目指す県立高校生を対象にしたガイ

ダンスを今年度初めて実施することとしており、

教員志望者の早期確保に向けた魅力の発信も行

っていきます。 

 今後とも採用試験の見直しや再任用の促進を

図るとともに、あらゆる手段を講じて人材確保

に取り組みたいと考えています。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 ありがとうございました。４月当初

から少し増えているような状況で、まだまだ多

いと思います。学校に伺うと、１学期の初めは、

あれが足りないんだ、これが足りないんだと校

長も一生懸命言って、人も探していたんですね。

でも、２学期になって伺うと、もうどうせ来な

いんだろう、だからもう諦めている、いる人間

で何とかするしかないと、半ば諦めのような、

居直りのような言葉も聞こえてくるので、これ

では学校はうまくいかないと正直思っています。 

 どうしてこんなに先生を希望する人数が少な

いのか。今、教育長が言われたこともいろいろ

背景があると思うし、教員免許を取得する人自

体が少なくなっている。また、特別支援学級も

できたこともあると思いますが、もう一つ、お

おむね１０年、３地域という２０１１年から入

れてきた制度が、大分県を敬遠してしまう教員

をつくっているのではないかとも思っています。

この制度も１１年過ぎて、いろんな弊害が出て

いますが、学校の先生が落ち着いてそこの地域

の中にはまって安心して生活ができる状況には

つくられていないと思います。私はこのおおむ

ね１０年、３地域がいろんなことで悪影響を与

えて、今年の競争倍率も小学校、中学校１．０

でした。これは九州管内の他県と比べても、こ

れほどひどい状況ではない。これだけひどいと

いうことは、来年はもっと先生になる人が少な

いんだという状況を示していると思うので、解

決策として、人事交流の広域人事も含めた見直

しをする検討会をもう立ち上げてもいいのでは

ないかと思いますが、考えをお聞かせください。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 広域人事ですが、これは全県的な

教育水準の維持、向上、若手教員の人材育成、

それから、教職員の意識改革の三つの観点から

取り組んできたものです。特に若年期の広域異

動は、周辺部の市町村教育委員会を中心に、教
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育水準の維持、向上のために必要だという声を

数多くいただいています。 

 見直しについては、これまでも異動年数の弾

力的運用とか、一定の臨時講師経験を１地域と

して見直すなど、必要に応じて行ってきました。 

 教職員の結婚や育児、介護など個別事情にも

十分配慮しながら教職員の広域人事を進めてい

きたいと考えています。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 １０年間、広域人事の正当性をずっ

と私は歴代教育長から聞いてきたんですね。確

かにそういういい面もあるかもしれないが、も

っとひどい状況がそれによってつくられている

のも事実だと思うので、そこはいろんな関係者

を中に入れて、もう一回人事を見直すことを教

育委員会としてやっていくべきだと思います。

この制度は今の教育長が入れた制度ではありま

せん。前の前の前の人たちがつくった制度です

が、やっぱり今ここに来て、本当に綻びを出し

ていると思います。 

 教員は少ない中で、何とかやりこなしていま

す。そして、いろんなことに取り組んでいます

が、それが子どもたちにやっぱりぎりぎりの状

態でやっているということは、安全性も担保し

てあげられない、十分なゆとりもないまま、時

間を削ってやっているということは、決して子

どもにはいいことではないと思います。 

 保護者の人たちが、充足しているところはま

だいい、足りないところは、ここの学校は何人

足りませんというのをきちんと出していったら

本当に驚かれると思うし、それはとてつもなく

恐ろしいことだと思います。地域の中で育てら

れるのが教員だと思うし、地域の人と関わって、

地域の中でしっかりと根付くためには、やっぱ

りある程度の人数が必要。その人数が確保でき

ない状況をつくっている背景の大きなものが広

域人事だと思います。でも、すぐには変えられ

ない部分があると思います。これまでも少しず

つ少しずつ変えていったが、でも、変えられる

ところはもっと変えて、もう少し各市の状況も

聞きながらやっていっていただきたいと思いま

す。 

 今、大分市に多くの先生が集中していると思

います。それは交通の利便性がいいから、大分

から通えばと。そうすると、大分だけいっぱい

になって、地域には本当に地域の人がいない状

況がつくられているので、やっぱりここはもう

一度再考して、いろんな関係者を交えて、抜本

的に変えていかなければいけない。でも、子ど

もたちの時間は決して失われていい時間ではな

いので、これは本当に継続していかなければい

けないから、早急な対応が必要だと思います。

来年もまた先生が足りない、足りないという状

況、日本列島全部そうだと言われるかもしれな

いが、特に大分県が厳しい状況にあることはお

互いに共通認識していると思うので、私はこの

対策について、解決策のために動いていただき

たいと思います。それを要望して、次に行きま

す。 

 外国人生徒の特別入試についてです。 

 第２回定例会で羽野議員が質問した帰国・外

国人生徒の高校入試について、なぜ受験言語を

英語に限定しているのかという質問に対して、

まずは、別府翔青高校のグローバルコミュニケ

ーションに力点を置く取組の確実な実施と検証

をし、日本語指導が必要な児童生徒数の推移や

他県状況も踏まえて研究を重ねたいと答弁され

ています。 

 この答弁は、一見説得力があるように聞こえ

ましたが、別府翔青高校の取組は、グローバル

なコミュニケーション能力を備えた人材育成を

目的としているため、その検証や研究をしても

外国人生徒に多様な選択肢がないという課題に

対する正面からの取組とはならないように映り

ました。 

 他県では、幅広い生徒を救済しようと、日本

語、英語を組み合わせて受験している県が多く、

来日間際の生徒には、自国語での受験配慮を実

施している県もあります。 

 県でも、入試の際に時間延長や問題にルビを

振ることを実施しています。その配慮は、日本

語が母国語ではない生徒に対して支援してきた

多くの方々が積み重ねてきた声に、県教委が応

えてくれた成果だと思います。 



第３回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 51 - 

 ただし、この特別措置だけでは来日して間も

ない日本語習得が困難な生徒が救済できません。

背景や事情に限らず、日本で高校進学、就職の

壁を越えようとしている生徒のために、特別入

試枠の言語制限や対象校の見直しが必要です。 

 また、外国人生徒が点在することから、より

多くの生徒が制度を活用し、将来設計していけ

るように、対象校及び対象言語の拡大の検討が

急がれます。 

 高校入試の受験言語や入試内容へ配慮するこ

とで、日本語を母国語としない生徒は、日本人

生徒と同じように多様な選択肢から学校を選べ

るようになります。今後、外国からの生徒が増

えることが予想される中で、外国人生徒の進学

率を上げるためには、さらにきめ細かく推し進

めていくことが必要だと考えます。教育長の見

解をお聞かせください。 

 夜間中学開設についてです。 

 第１回定例県議会で質問した際、今後ニーズ

調査を深く探っていくと答えられました。 

 ５月２９日に、県民クラブで夜間中学を題材

にしたＤＶＤ視聴と講演会を持ちました。 

 講師の元夜間中学教員、関本保孝さんからの

報告では、２０２０年の国勢調査から見える大

分県の義務教育を修了していない人が９，２８

０人いるとの報告がされました。この人数には

形式卒業者は含まれていないので、夜間中学入

学への該当者は、外国の方も含めるとかなりの

数になるのではと予想しています。前回の回答

から約５か月経ちます。ニーズ調査がどのよう

に深掘りされているのか現状を伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ２点についてお答えします。 

 まず、外国人生徒の特別入試についてです。 

 県立高校の帰国・外国人生徒に係る入学者選

抜において、日本語以外での入試に対応してい

るのは、九州では大分、熊本、長崎の３県とな

っています。 

 本県では、別府翔青高校の英語による特別入

試以外にも、全ての県立高校において配慮申請

があれば、ルビ振りや検査時間の延長などの対

応をしています。 

 帰国・外国人生徒に対しては、入試段階の対

応だけでなく、所定の教育課程の下で単位を習

得できるかといった入学後の学習について考え

ることも必要です。別府翔青高校では、英語を

主とした教育課程の設定や、生徒間のコミュニ

ケーションツールとして英語が多用されている

ことから、英語での特別入試を行っています。 

 受験言語や実施校の拡大については、小中学

校における外国人児童生徒の在籍状況や県立高

校に在籍している外国人生徒の学習状況も踏ま

え、どういう対応が可能か研究していきたいと

考えています。 

 次に、夜間中学についてです。 

 平成２９年以降、アンケートや日本語教室な

どでの聞き取りでニーズ調査を行ってきました。 

 夜間中学の入学対象は、まず一つ目に、満１

６歳以上で中学校を卒業していない方、二つ目

には、中学校の既卒者であるが事情があって登

校できていない方、それから三つ目として、本

国で義務教育を修了していない外国籍の方で、

毎日通学ができることが求められます。 

 これまでの調査で得た、延べ２００人以上の

回答を精査した結果、高校や大学の既卒者であ

ったり、毎日は通学できないなどを除き、対象

と考えられるのは延べ９人です。 

 内訳は日本国籍が４人、外国籍が４人、国籍

無回答が１人となっており、年齢は１０代が４

人、３０から４０代が２人、６０から７０代が

１人、無回答が２人となっています。設置の希

望地としては大分市、別府市、杵築市、日田市

と多岐にわたっています。 

 アンケートは、これまで３万６，５００枚を

配布しました。特に昨年度は国際交流団体の協

力を仰ぎ、２千人を超える会員に意向を聞きま

した。質問表は多言語とし、回答はＷｅｂでも

できるようにしましたが、夜間中学入学希望者

の数は少数にとどまっており、同様の手法では

これ以上の把握は難しいと考えています。 

 今後は、対象者の把握について、これまでと

は違ったアプローチも考えながら、検討を進め

ていきたいと考えています。 

御手洗議長 平岩純子君。 
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平岩議員 ありがとうございました。お手元に

義務教育未修了者の一覧を１８市町村の分を乗

せましたが、９，２８０人ということで、該当

者はいます。だから、そこにどうつなげていく

か。今回答を聞いていると、前回とほとんど変

わらない状況で、でも、これから踏み込んでい

くぞという決意をお聞きしたので、ぜひお願い

します。 

 宮崎市が再来年、宮崎市情報教育センターに

設置することを打ち出しているので、やっぱり

どこの県もみんなやっているということは、そ

れだけニーズがあるということで、大分県だけ

が少ないということではないと思います。それ

はたくさんの数はいないかもしれないが、本当

に学びたい、学び直しがしたい人に情報をいか

に届けていくかが大きな大きな課題だと思うの

で、ぜひそこは協力してやっていきたいと思い

ます。ぜひ協力したいと言いながら、この５か

月間、私、十分な協力ができていなかったもの

ですから、また一緒に考えていきたいと思いま

す。 

 それから、外国人生徒のことですが、どうし

ても特別入試枠と特別措置とごっちゃになって

いて、とても難しいなと思いますが、特別入試

枠は、その入学の枠の外にこれだけの枠を設け

ますよということで、それが別府翔青高校だと

思います。この特別入試枠のある県がだんだん

広がってきているのは事実だと思います。しか

も、受験のときに、教科の科目を減らして、面

接だとか、論文だとか、そういうことに切り替

えているところもあると思うので、できるだけ

多くの人が不利にならないように広げていって

いただきたいと思います。 

 それから、特別措置は、入試のとき、普通の

人と同じように高校入試を受けます。でも、そ

のときにルビを振ったり、時間を延長したり、

辞書の持込みを許されたり、別室での試験がで

きるということで、それは措置されていますが、

でも、ルビを振っても、やっぱり言葉が分かっ

ていない子どもには、漢字を平仮名に置き換え

ても分からないということもあるので、みんな

対応が難しいのですが、さきほど言っていただ

いた進学の後の支援もしていくのだということ、

本当にありがたいことだと思います。 

 今、１６人が五つの学校に通っていると思い

ますから、そこもしっかり支援していただきた

いし、大分県内に点在する人たちが８５人いま

す。その人たちに本当に日本語指導は十分やっ

ていただいているが、もっともっと充実させて

いただきたい。これは本当に、この夜間中学校

も外国人生徒も数はそんなに多くないが、学び

たいということの表れだと思うし、生活言語は

１年や２年で覚えていくが、学習言語能力は７

年も８年もかかると言われているので、息の長

い支援が必要だと思うので、よろしくお願いし

ます。 

 それでは最後に、コロナの感染症について質

問します。 

 代表質問でも質問が出ていました。コロナに

関して県の最新状況とこれからの方向性につい

て聞きます。 

 第７波も落ち着いてきましたが、一時的に検

査キットが足りないという声が高齢者施設から

聞こえていました。薬局で検査キットが買えな

い状況もありました。今後の検査キットの配布

は確実に行われるのか伺います。 

 私は３月末にコロナから回復した者の一人で

すが、後遺症が残っていて生活する上で困難を

生じています。コロナ患者は軽症者が多く、後

遺症については余り報道されていませんが、私

のようにきつい思いをしている人も多いのでは

ないかと考えます。 

 コロナ感染症の後遺症の課題について、どの

ように情報発信し、どう取り組んでいるのか、

以上２点について福祉保健部長に答弁を求めま

す。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 新型コロナに関する諸問題

についてお答えします。 

 高齢者施設の検査キットについては、全職員

の定期検査用として、先月、高齢者入所施設１，

１００か所余りに約７万個を配布しました。 

 この結果、高齢者入所施設のクラスターは、

８月第４週は２３か所であったものが、翌週は
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１３か所と一定の効果が認められたことから、

先週、同じ規模で検査キットを再び配布しまし

た。 

 このほか、無症状者には県内８２か所に無料

検査場を設けるとともに、若年の有症状者には

検査キットの無料配布を行うなど、検査体制を

強化しています。 

 コロナの後遺症については、今回、５５８か

所の新型コロナの診療・検査医療機関に対し調

査を実施し、約７割の医療機関から回答があり

ました。そのうち、３割の１３３の医療機関が

後遺症患者を診療しており、その症状としては、

国の調査と同様に、咳や息切れ、疲労、倦怠感

や頭痛などが多く確認されています。 

 また、多くの医療機関から後遺症の診療が可

能との回答をいただきました。現在、こうした

医療機関の公表に向けて調整を進めています。 

 加えて、今月末から第６波の患者、約２千人

を抽出して、後遺症の症状や日常生活への影響

などより詳細な調査を行う予定であり、その結

果を今後の対策に生かしたいと考えています。 

御手洗議長 平岩純子君。 

平岩議員 ありがとうございました。第７波が

もうピークアウトしていくのだろうと思います。

でも、亡くなる方が増えているのはとても懸念

しています。 

 コロナに関してですが、私は春からずっと体

調が悪かったのですね。鬱的傾向も入ってきて、

ふだんならやり過ごしていることができない、

なぜなんだとずっと悩み続けてきました。でも、

ずっと考えたら、ああ、コロナになった、その

後の時期から重なっているなと思って、何とな

く自分の中で原因が分かった気がして少し楽に

なったのですが、やっぱりコロナによってきつ

い思いをしている人は、目立たないがたくさん

いると思うので、医療機関がしっかり診てくだ

さって、自分一人ではない、そして、解決方法

があるんだということが分かれば、とてもあり

がたいことだと思います。 

 今、６．１人に一人がコロナにかかる時代と

言われていて、大分県も１６万人以上がかかっ

ているのですが、やっぱりかかると本当につら

いです。ですから、皆さんもかかるかもしれな

いが、かからないように、ぜひ努力していただ

いて、元気に過ごしていただきたいと思います。

大変雑駁ですが、これで質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手） 

御手洗議長 以上で平岩純子君の質問及び答弁

は終わりました。井上明夫君。 

  〔井上（明）議員登壇〕（拍手） 

井上（明）議員 皆さんこんにちは。自民党の

井上明夫です。 

 質問の機会を与えていただいた同僚、先輩議

員に感謝します。 

 さて、７月８日、安倍晋三元総理大臣が選挙

応援演説中に凶弾に倒れるという悲惨な事件が

発生しました。今から９０年前にも私の地元で

ある、当時の日田郡大鶴村出身で日銀総裁や大

蔵大臣を歴任した井上準之助も選挙の応援演説

中に凶弾に倒れました。言論を暴力で封殺する

という民主主義を真っ向から否定する暴挙に怒

りと悲しみを禁じ得ません。安倍晋三元総理の

御冥福をお祈りするとともに、日本国民が一つ

になって民主主義を守り抜くという決意を新た

にすることを願うところです。 

 かつて、大蔵大臣井上準之助の時代に全線開

通に向けて大きく前進した日田彦山線について

の質問から始めます。 

 平成２９年７月の九州北部豪雨により、日田

彦山線は大きく被災し、５年経った現在も不通

が続いています。復旧方法の決定までには紆余

曲折ありましたが、ＢＲＴ方式による復旧に決

定し、来年夏の開業を目指し、ＪＲにより開業

準備が進められています。 

 このほど、日田彦山線ＢＲＴの駅設置計画が

発表されました。ＢＲＴひこぼしラインと名付

けられた同線では、これまでの鉄道駅１２駅に

加え、新たに２５駅のＢＲＴ駅を増設し、合計

３７駅となる予定とのことで、開業が待ち遠し

いところです。 

 発表によれば、専用道を経由し定時制の確保

を実現するとともに、学校や病院など生活に密

着したエリアにＢＲＴ駅が増設されるなどによ

り、利便性が高まるということであり、地域住
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民も期待しています。 

 ただし、ＢＲＴの開業が終わりではありませ

ん。ＢＲＴが持続可能な交通手段として維持さ

れるよう、沿線住民に対する二次交通の充実を

図るほか、域外からの利用者の増加にも工夫が

必要です。加えて、復旧後の地域振興や観光振

興は、沿線地域における地方創生を加速してい

くためにも非常に重要なことです。 

 そこで、お尋ねします。ＢＲＴひこぼしライ

ンの開業まで１年を切った今、同線の復旧・開

業を見据え、継続的な運行の確保はもとより地

域振興なども含めた広く地域全体の将来像を考

えていく必要があると思うが、知事の考えを伺

います。 

  〔井上（明）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

御手洗議長 ただいまの井上明夫君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 井上明夫議員から、日田彦山線ＢＲ

Ｔ開業に向けた地域振興について御質問をいた

だきました。 

 日田彦山線は地域住民の誇りであり、通勤、

通学等の日常生活を支える重要な路線です。 

 平成２９年７月の発災以来、被災地域に何度

も足を運び、復旧、復興への強い思いをお聞き

しました。 

 平成３０年４月から復旧会議の場等で福岡県

や沿線自治体、ＪＲ九州と真摯に議論を重ね、

令和２年７月にＢＲＴによる復旧が決定したと

ころです。そして、このたび、開業時期が公表

され、あとは来年夏の運行開始を待つばかりと

なりました。 

 このＢＲＴは地域の皆さんのニーズに合わせ

て学校や病院などに通いやすいように駅を増設

するほか、バスの現在位置や待ち時間を案内す

るロケーションシステムが導入される予定です。

さらに、自然に優しい電動車両の導入や地域の

象徴を待合ブースにあしらうなど工夫も施され

ています。 

 鉄道に比べ、利便性だけでなくて魅力も格段

に向上しているので、地域の皆さんに今まで以

上に活用していただき、長く愛される交通手段

になることを期待しています。 

 路線の復旧はめどが立ちましたが、真の復興

は沿線住民の皆さんに、地域が以前よりよくな

ったと思っていただくことです。そのためには、

ＢＲＴと地域振興の相乗効果で人を呼び込むこ

とが重要になります。 

 例えば、農産物直売所を生かした誘客拠点の

整備、歴史ある酒蔵や大肥川の桜並木をＢＲＴ

で巡る旅、グリーンスローモビリティを活用し

た観光や二次交通などが考えられます。 

 折しも令和６年度に大分、福岡の両県でＪＲ

デスティネーションキャンペーンが開催されま

す。県境の東峰村や添田町と一体となった誘客

イベントなども、にぎわいづくりにつながると

思います。 

 こうした地域資源の磨き上げやにぎわいづく

りを進める上で大事なことは、地域の皆さんが

プランを練り、コンセンサスを形成していくこ

とです。 

 沿線地域には、令和３年２月に立ち上げた大

肥の郷まちづくり会議があり、現在、ワーキン

ググループなどでの議論を踏まえ、災害からの

復旧、復興に向けた将来ビジョンの策定が進め

られています。 

 議論の中で、大鶴駅と今山駅では地域の皆さ

んが集う拠点の整備、夜明駅ではアクセスの改

善など、様々なアイデアが寄せられています。 

 私は、こうした皆さんの声をしっかりと受け

止め、地域の元気回復なくしては復興なしとの

決意で、地域の思いが実現できるように力強く

支援していきます。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 力強い御支援をいただけると

いうことで、大変ありがとうございます。 

 令和２年７月１６日の日田彦山線復旧会議で

の合意事項によると、ＪＲ九州、福岡県、大分

県、東峰村、添田町、日田市が連携して沿線の

観光振興や利用促進に努めるという趣旨の記述

があります。 

 この間、福岡県側は被災した区間が複数の自

治体にまたがるというそれなりの事情があった
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からだとは思いますが、地域振興のために１０

億円の基金を積んで、既に取組を始めています。

これを見た大鶴、夜明地域の住民からは、大分

県側はどうなるのだろうかと心配する声も上が

っています。そのような中、広瀬知事、先般７

月５日にふれあいトークで大肥においでいただ

いたのですが、そのときの大明地区の振興を約

束していただいたので、参加者の皆さんも大変

喜んでいます。本日いただいた答弁でさらに期

待が大きくなったと思うので、どうぞよろしく

お願いします。 

 次に、鉄道等公共交通ネットワークの活性化

について質問します。 

 ７月に国の鉄道事業者と地域の協働による地

域モビリティの刷新に関する検討会の提言が発

表されました。それによれば、危機的な状況の

ローカル線区については、沿線自治体、特に都

道府県が中心となり、法定協議会等を設け、利

用者や地域戦略の視点に立ち、将来に向けた地

域モビリティの在り方について関係者と検討を

進めていくことを基本原則としつつ、基本原則

がうまく機能しない地域においては、鉄道事業

者又は自治体の要請を受け、国が特定線区再構

築協議会を設置し、廃止ありき、存続ありきと

いう前提を置かずに協議することとされました。 

 その対象は、利用者の著しい減少等を背景に、

利便性及び持続可能性が損なわれており、対策

を講じることが必要と認められることとされて

おり、具体的には、ＪＲのローカル線区につい

ては輸送密度が１日に千人未満、かつピーク時

の１時間当たり輸送人員５００人未満を一つの

目安としつつ、より厳しい状況にある線区から

優先順位をつけながら総合的に判断などとされ

ています。 

 本県でも日豊本線の佐伯－延岡間が１日に４

３１人であるほか、豊肥本線の宮地－豊後竹田

間が１日に１２９人であるなど、主に県境の区

間を中心に平均通過人員が厳しい区間もありま

す。 

 しかしながら、鉄道ネットワークは国全体、

地域双方にとって重要であり、一たび廃止とな

れば容易に復活できないものです。幸いにも日

田彦山線はＢＲＴという形で廃線は免れました

が、地域住民の足であり、観光のための基礎イ

ンフラ等でもある鉄道が失われていくのではな

いかと懸念しています。 

 そこで、お尋ねします。県内にさきの国の提

言が示す該当路線があるのでしょうか。また鉄

道事業者はコロナ禍でますます厳しい経営状況

となっていますが、今後、鉄道等公共交通ネッ

トワークの活性化にどのように取り組んでいく

のか、企画振興部長に伺います。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 お答えします。 

 県内のＪＲ各線は、路線全体で見れば、いず

れも輸送密度が千人以上であり、また貨物列車

や特急列車が走行している基幹的な鉄道ネット

ワークを形成する線区でもあることから、該当

路線には当たらないと認識しています。 

 ただし、日豊本線の佐伯－延岡間、豊肥本線

の宮地－豊後竹田間など、被災に伴う区間運休

やコロナ禍の影響も加わって厳しくなっている

区間があることは承知しています。 

 鉄道は住民生活や経済活動等、地方創生に不

可欠な基盤であり、一たび廃止等がなされれば

容易に復活はできません。 

 このため、利便性が向上し、利用者数の増加

にもつながるよう、沿線自治体と連携し、駅舎

のバリアフリー化や通勤、通学時間帯の増便、

ＩＣカードの導入などを国やＪＲ九州に対し要

望しています。 

 今後とも沿線自治体、事業者と緊密に意見交

換しながら、県民の利便性の確保に資するよう

公共交通ネットワークの活性化に取り組んでい

きます。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 鉄道経営は非常に厳しいとこ

ろがあるわけですが、近年のトレンドのＳＤＧ

ｓの観点からも見直されて、大量の輸送ができ

て、エネルギー効率が高いということで、最近

は新幹線の貨物列車も検討されているというニ

ュースもあります。そういう意味で、地域住民

の足というだけでなく、いろいろな意味で貴重

なインフラである鉄道をしっかりと維持してい
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く施策の充実を望みます。 

 大きな２項目めとして、地方創生をめぐる課

題について質問します。 

 まず、人口増に向けた結婚支援についての質

問です。 

 今年６月に国が公表した人口動態統計による

と、令和３年の出生数は８１万１千人と前年か

ら約３万人の減となり、少子化に歯止めがかか

っていません。婚姻件数についても５０万１千

組と、前年から約２万４千組減少し、戦後最少

を記録しています。 

 本県も国と同様の傾向で、令和３年の出生数

は７，３２７人と、前年より２５５人減少し、

減少の一途をたどっている状況です。婚姻数に

ついては、いわゆる令和婚の影響により、令和

元年こそ増加に転じましたが、その後は２年連

続で減少しており、今後、少子化の進行にさら

に拍車がかかることを大変心配しています。 

 少子化の要因としては、若年女性の都市部へ

の流出に加え、晩婚化や晩産化、生涯未婚率の

増加などが挙げられますが、長期にわたるコロ

ナ禍により、若者の将来不安が増大し、また、

人と人とが交流する機会が減少したことで出会

いの機会も減っています。コロナ禍で婚活を取

り巻く環境はさらに厳しくなっていると言えま

す。 

 令和４年版男女共同参画白書では、２０代の

男女の半数以上が結婚意思ありと回答している

一方で、結婚意思なしと回答した２０代、３０

代の女性の約半数が結婚するほど好きな相手に

巡り合っていないことを理由として挙げていま

す。ライフスタイルが多様化する中で、結婚や

家族形成に対する考え方も変化してきており、

個人の希望する生き方を尊重することはもちろ

ん大切ではありますが、この白書のデータは、

よい出会いがあれば、結婚の意思がない方も結

婚を前向きに考える契機になるということを表

しているのではないでしょうか。 

 本県では、平成３０年度に出会いサポートセ

ンターを開設し、１対１のお見合いによる出会

いの機会創出に取り組んできましたが、今後は

こうした取組をさらに強化するとともに、若者

を結婚へと後押しする、もう一歩踏み込んだ積

極的な支援も必要ではないかと考えます。 

 地方創生の根幹である自然増に向け、結婚を

希望する若者に対して、今後、県としてどのよ

うな支援に力を入れていくのか、知事の考えを

お聞かせください。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 人口増に向けた結婚支援について御

質問いただきました。 

 結婚１５年以上の夫婦が持つ子どもの数は、

県民が理想とする２．７７人には及びませんが、

平均２人前後を維持していることを踏まえると、

結婚支援の充実は人口増対策としても大変重要

だと考えています。 

 県では、結婚を希望しながら、適当な相手に

巡り合えないという独身者への出会いの機会の

創出に取り組んできました。 

 ５年目を迎えた出会いサポートセンターでは、

会員数が１，７００人を超え、それも男女バラ

ンスよく分かれています。これまでに１２５組

の成婚カップルが誕生しており、開設当初に設

定した令和６年度末の目標９０組を既に上回っ

ています。 

 今後は、さらなる成果に向け、次の三つを重

点に結婚支援に取り組みます。 

 一つは、センターの機能強化です。 

 年齢や収入等の特定の条件で相手を検索する

現在のシステムでは、価値観の合う方となかな

か巡り合えないことや、自らお見合い申請する

ことにためらいがちな方もいるという課題があ

りました。 

 そこで、１２月から新たにＡＩを活用したマ

ッチングシステムを導入します。このシステム

では、会員が事前に１００項目を超える価値観

診断テストを受けることにより、ＡＩが相性の

よい相手をお見合い候補として紹介します。客

観的な相性一致度を示すことで、会員のお見合

い申請を後押しし、さらなる出会いの機会の増

加につながるのではないかと期待しています。 

 １００項目ですから、これまでの数項目の事

前情報に比べると、相当相手に対する情報が多

くなって機会が増えていくのではないかと思っ
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ています。 

 二つは、企業や団体との連携強化です。 

 県内には、出会いや結婚を応援する３４５の

企業や団体が、結婚おうえん団として登録され

ています。おうえん団の方には、レストラン等

での出会いイベントの企画、開催や結婚を希望

する従業員に対するセンターの周知に御協力を

いただいています。こうした企業や団体とのさ

らなる連携により、結婚への機運醸成を図って

いきます。 

 三つは、県外在住の独身者への働きかけです。 

 ７月に開催した子ども・子育て応援県民会議

では、県外在住者に向けた結婚支援を充実して

ほしいとの御意見をいただきました。そこで早

速、県外在住の本県出身者が登録するオオイタ

カテテ！メンバーへのメール配信や各地の県人

会を通じてセンターを紹介したところです。 

 加えて、今年度は福岡在住の女性向けに、県

のＵＩＪターン促進拠点であるｄｏｔ．を活用

した婚活イベントを開催し、大分県の魅力と出

会いサポートセンターについてもあわせて紹介

する予定です。 

 こういういろんな形で、私どもでできること

をやっていこうと思っています。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 ありがとうございます。 

 出会いサポートセンターは県が運営している

ということで、非常に安心感があるという声も

聞いています。 

 １２月からＡＩマッチングを取り入れるとい

うことで、今後、交際率がアップすることを期

待します。 

 ただ、最近はお見合いはちょっとハードルが

高いとか、すぐに結婚とは思わないが、ちょっ

と気軽に付き合ってはみたいとか、そういう方

も増えています。 

 また、職場ではなかなか出会いがないとか、

これは要望ですが、県が音頭を取って安心して

気軽な感じで参加できる出会いの場、そういう

ものもつくることも検討していただけたらと思

います。 

 次に、空き家対策についての質問です。 

 先日、ある有名人が空き家となった実家を売

却するまで苦労したエピソードが報道されてい

ました。私の周りでも実家が空き家になり、管

理が大変だという声をよく耳にします。 

 国の調査によると県内には、賃貸用の住宅や

別荘等を除き約４万８千戸の空き家があるとの

ことですが、少子化や、より利便性の高い地域

への転出等に伴い、この数は今後も増えていく

ことが予想されます。また、空き家の所有者が

分かっている場合はまだいいのですが、相続さ

れないまま所有者が分からない空き家もありま

す。 

 空き家の増加については、近隣トラブルや災

害時の危険につながるなど多くの問題を抱えて

います。その半面、上手に活用すれば移住者の

住居に生まれ変わるなどメリットにもなり得る

ところです。 

 空き家の問題は多くの県民に直結する課題で

あり、県民一人一人が自分のこととして考え、

解決に向けて取り組まなければならない問題だ

と思います。 

 第１回定例会では、今後の空き家対策につい

ては、県と市町村、そして民間のノウハウも最

大限に活用して対策強化を図っていくとの答弁

がありましたが、あらゆる力を総動員して取り

組むべきと考えます。 

 そこで、現時点での空き家対策の進捗状況や

今後に向けた課題などについて企画振興部長に

伺います。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 お答えします。 

 空き家の放置は、景観や防災にも影響を与え

る重要な課題です。今年度から一層対策を進め

るため、所有者の空き家問題への気付きと、き

め細かな相談対応などを強化しています。 

 所有者の気付きに対する取組として、まずは

６月から全市町村で官民連携空き家対策会議を

順次開催し、関係者が一堂に集い空き家対策を

協議しています。 

 会議を踏まえ、７月からは地域の自治会や民

生委員の会合に出向き、空き家の危険性を説明

するなど、一人一人の問題として認識してもら
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う取組を進めています。 

 また、相談対応の充実を図るため、これまで

の相談窓口に加え、移住者等の空き家取得など

を支援するマッチングチームを編成しています。

既に５１件の相談が寄せられ、マッチングに向

けた具体的な調整を進めています。 

 今後は特により早い段階での意識啓発が大事

になると考えています。空き家になる前から所

有者や関係者に我が事として空き家問題を捉え

てもらえるよう、さらに取組を進めていきます。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 空き家が増加すると、非常に

環境を悪化させて人口流出の原因にもなるとい

うことですが、また空き家をリノベーションし

て地方創生につなげたという事例もあるという

ことなので、マッチングもいろいろやるという

ことなので、こっちもＡＩを使ってとか、そう

いうマッチングもいいのではないかと思います。 

 それをやろうとしても、やはり所有者不明の

物件が非常にネックになると思います。今年５

月に公布された所有者不明土地の利用の円滑化

等に関する特別措置法の一部を改正する法律で

は、市町村を始めとする地域の関係者が実施す

る所有者不明土地対策を支える仕組みが新たに

盛り込まれています。 

 こういう法改正も追い風に空き家を生かして

地方創生につなげる施策を求めるところです。 

 大きな３項目めとして、森林等をめぐる課題

について質問します。 

 一つは、森林環境譲与税の活用についての質

問です。 

 平成３１年３月に森林環境税及び森林環境譲

与税に関する法律が成立しました。 

 この法律は、所有者や境界が分からないなど

の理由により、適切な整備が行われない森林の

増加が課題となっていることから、ＣＯ２排出

削減目標の達成や山地災害防止等を図るため、

森林整備等に必要となる地方財源を安定的に確

保する観点から創設されたものです。 

 国税として一人当たり年間１千円が課税され

る森林環境税は、令和６年から納税が開始され

る予定ですが、市町村及び都道府県への交付は

森林環境譲与税として令和元年度から前倒しで

始まっており、今年度で４年目を迎えています。 

 森林環境譲与税は、主に市町村に対して交付

され、市町村が主体となった間伐等の森林整備

の促進や、担い手の確保、育成などへの活用が

想定されており、都道府県分は、市町村が実施

する森林整備などの施策の支援等に活用するこ

ととされています。 

 しかし、前倒し交付にもかかわらず、令和２

年までに全国の市町村に配分された５００億円

のうち、半分以上の２７２億円が使われずに基

金として積み立てられている現状があります。 

 このような状況を受けて行われた自民党の地

球温暖化防止のための森林吸収源対策プロジェ

クトチームによる全国の主だった市町村に対す

るヒアリングによると、活用されていない原因

として、使途としての具体的な範囲の判断が困

難なことや、専門知識を持った担当職員が不在

であることといった課題が浮き彫りとなりまし

た。このため、プロジェクトチームでは、林野

庁などに対し、具体的な使途を整理したポジテ

ィブリストの作成や、体制が不十分な市町村に

対する国と都道府県が連携した支援等について

の提言を行ったところです。 

 これは本県においても同様で、県内市町村へ

の配分額の半分が未使用という状況であり、県

では今年４月に市町村への助言や技術指導の相

談窓口として森林環境譲与税活用支援センター

を設置する等の対策を進めています。 

 とはいえ、既に４年が経過しています。災害

の激甚化や気候変動が進む中でもあり、森林整

備による山地災害の未然防止や放置林の解消な

ど、譲与税の恩恵をより多くの県民が、より早

く享受することが大事です。そして、それこそ

が森林整備の貴重な財源である森林環境税及び

森林環境譲与税への理解を深めていくことにつ

ながると考えます。また高齢化等により減りゆ

く担い手の確保も待ったなしです。 

 そこで、市町村による森林環境譲与税の有効

活用に向けて、県としてこれまでどのように取

り組み、今後どのように支援していくのか、森

林環境譲与税活用支援センターのこれまでの活
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動状況とあわせて知事に伺います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 新設された森林環境譲与税の活用に

ついて御心配をいただきました。 

 県土の７割を超える森林は、水源涵養や災害

防止、木材生産など、県民に広く恩恵をもたら

しており、森林環境の保全と適正な整備は重要

な課題です。 

 このため、県では平成１８年に県独自の森林

環境税を創設し、森林の保全や循環利用、森林

づくり意識の醸成等に取り組んでいます。 

 国においても、地球温暖化や災害の防止等を

目的に、令和元年度に森林環境税と譲与税の制

度を創設し、市町村主体による未整備森林の解

消に向けた取組が始まったところです。 

 この取組を進めるにあたっては、まず森林資

源の詳細な情報や未整備森林の所在等を把握す

る必要があります。県では、日田市などで航空

レーザー測量を実施し、精度の高い森林資源情

報を把握するとともに、間伐などの施業履歴や

林道等の情報とあわせ、４月から森林クラウド

システムの運用を開始しました。 

 これらの情報を基に、市町村による森林整備

を推進するため、二つの課題の解決に取り組み

ます。 

 一つ目は、市町村での森林整備など専門的な

業務を担う人材の育成です。市町村には林業技

術職員の配置が少ないことから、森林所有者へ

の意向調査や森林整備の企画立案などを行う地

域林政アドバイザーの育成を図っています。こ

れまでに森林組合のＯＢや林業関係団体職員な

ど１３人が受講しており、今後の活躍が期待さ

れます。 

 あわせて、市町村の担当職員には、県の林業

研修等への参加を促し、知識の習得に努めてい

ます。 

 二つ目は、円滑な事業実施です。制度創設当

初は譲与税の具体的な活用基準が曖昧であった

ため、県では令和元年度に全国に先駆けて使途

の目安となるガイドラインを作成しました。今

年６月には、国が活用に向けての事例を示した

ため、その内容も反映させ、事業実施の参考に

していただいています。 

 さらに、市町村での取組を加速するため、４

月に森林環境譲与税活用支援センターを設置し

ました。センターでは、個別訪問等により市町

村からの相談に応じているほか、電線沿いの立

木を災害に備え伐採する事業の提案や森林整備

に向けた技術指導など、きめ細かに支援を行っ

ています。 

 このような取組により、今年度は市町村全体

の事業費がその配分額を初めて上回るとともに、

累積の活用率も７割を超えて、有効活用に向け

た取組が着実に進んでいます。 

 今後とも市町村や関係団体と連携しながら、

森林整備にしっかりと取り組んでいきます。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 森林環境譲与税、特に活用支

援センターに対する期待は大きいと思うのです

が、まだできて半年なので、本格的な動きはこ

れからだとは思いますが、市町村に対して譲与

税が使えていないことを指摘するだけでなく、

林業の専門的知識を背景として具体的な活用方

法のアイデアを示せば、より効果が上がるので

はないかと思います。今後、活用支援センター

にはそのような人材配置をぜひ要望します。 

 また、森林環境譲与税は、高齢化等により減

りゆく担い手の確保というのも一つの大きな使

い道になっているので、ぜひともこちらに重点

的に使うような指導をよろしくお願いします。 

 次に、森林関連の課題として盛土規制法に基

づく今後の取組について質問します。 

 令和３年７月、静岡県熱海市で梅雨前線豪雨

により盛土が崩壊したことに伴い、大規模な土

石流災害が発生し、関連死を含め死者２７人、

行方不明者１人など多くの尊い生命や財産が失

われました。 

 この災害を受け、大分県では盛土緊急点検を

３９５か所、さらに国からの依頼に基づく盛土

総点検を３２７か所実施しました。その結果、

措置が必要な箇所が６か所あったものの、不特

定多数の人に被害を与えるような盛土がないこ

とを確認したと聞き、ひとまず安心することが

できました。しかしながら、今後、新たに行わ
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れる盛土等に対し、昨今の頻発化する豪雨など

がきっかけとなって土石流災害が発生するので

はと不安に感じる県民も少なくありません。 

 このような中、静岡県熱海市での被害が二度

と繰り返されることがないよう、国民の生命、

財産を守る観点から、盛土等を行う土地の用途

や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律

の基準で規制する宅地造成等規制法の一部を改

正する法律、通称、盛土規制法が令和４年５月

２７日に公布されました。 

 この盛土規制法では、盛土等による土石流災

害への対策が期待されるとともに、都道府県等

が基礎調査や規制区域の指定など新たな役割を

担うことになると伺っています。 

 そこで、盛土規制法に基づく県の役割と今後

の取組について土木建築部長に伺います。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 お答えします。 

 熱海市での大規模な土石流災害を踏まえて公

布された盛土規制法は、都道府県、政令市、中

核市が法の運用主体となっています。 

 その具体的な役割は、一つ、規制区域を指定

すること、二つに許可申請に対する計画審査や

工事の中間検査、完了検査を行うこと、三つと

して違反工事等に対し工事の施工停止や災害防

止措置の命令等を行うことなどです。 

 規制対象範囲は宅地だけでなく森林や自然公

園等も含め広範に及ぶなど、関係部局と緊密に

連携を図る必要があることから、円滑な運用に

向けた執行体制について検討を進めています。 

 本県では区域指定に必要な基礎調査を法施行

予定の令和５年からおおむね５年間で実施しな

がら、順次区域指定することを検討しています。 

 現在、国においては、基礎調査や区域指定に

必要なガイドライン等を策定中であり、その情

報収集にも努めています。 

 引き続き盛土に伴う災害の未然防止に向け、

しっかりと取り組みます。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 近年のゲリラ豪雨とか線状降

水帯、これまでの常識をはるかに超えた豪雨災

害がもたらしているので、この盛土規制法を自

治体が最大限に活用して減災につなげていって

ほしいと思います。 

 大きな４項目めとして、教育をめぐる課題に

ついて質問します。 

 一つ目は教員の人材育成についてです。 

 ソサエティ５．０時代の到来や新型コロナウ

イルスの感染拡大などにより、急激に変化する

予測が困難な時代の中で、一人１台端末等のＩ

ＣＴを活用したＧＩＧＡスクール構想の実現や

ＳＴＥＡＭ教育の推進など、教育を取り巻く状

況も大きく変化しつつあります。 

 このような中、ＩＣＴの活用により、全ての

子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学

びや協働的な学びを実現するためには、教員一

人一人が社会の変化を前向きに受け止め、求め

られる知識・技能が変わっていくことを意識し、

自律的に学ぶという主体的な姿勢を持って継続

的に学び続けることが必要です。それにより教

員の資質能力を維持、向上させることが重要だ

と感じています。 

 今回、国は教育公務員特例法及び教育職員免

許法を改正し、教員免許更新制を本年７月１日

から発展的に解消しました。そして、今後は校

長及び教員ごとの研修等に関する記録の作成や

校長及び教員に対し資質の向上に関する指導、

助言等を行うといった新たな研修制度の導入に

より、教員の資質能力の向上を図ることとして

います。 

 そこで、生涯を通じて主体的に学び続けるこ

とができる新たな研修制度への対応や、教員に

求められる資質のさらなる向上を図るべきと考

えますが、今後どのように教員の人材育成を進

めていくのか、教育長に伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 今回の法改正を受け、教員の研修

履歴の記録や、それを活用した対話による受講

奨励など、今後の研修の在り方が先月、国から

示されました。 

 また、小中学校等の特別支援学級に在籍する

児童生徒の増加や、ＧＩＧＡスクール構想など、

子どもの多様化や社会の変化を踏まえ、国から

は、これからの教員に求められる資質能力もあ
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わせて示されています。 

 県では、昨年度、研修の受講履歴を一括管理

するエールシステムを構築しています。このシ

ステムでは受講手続の簡素化やオンライン研修

の充実も図り、学校現場からも好評を得ていま

す。 

 さらに、県内の教員養成大学、市町村教育委

員会及び学校長の代表による協議会を先月開催

し、大分県公立学校教員育成指標の見直しにも

着手したところです。 

 今後は時代の要請に応える教員の育成に向け

て研修履歴を活用した受講奨励や育成指標を踏

まえた研修の見直しを行い、教員の主体的で継

続した学びの充実を進める所存です。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 教員免許更新制を導入した目

的というのは、やはり教員の知識や技能をアッ

プデートして、旧態依然とした教員にならない

ようにすることがあったと思うのですが、この

制度が時間的な負担が大きいとか更新制度の仕

組みが複雑だとか、更新する人が減って人手不

足となる心配が出てきたとか、いろんな問題が

出てきて、今年７月で廃止になったということ

ですが、保護者や子どもたちにとっては教員の

皆さんの知識や技能のアップデートが必要なこ

とに変わりはありません。すなわち、教育再生

の流れを止めてはいけないと思うので、新たな

制度を有効活用して、教員の人材育成につなげ

るようよろしくお願いします。 

 続いて、理工系分野を志望する女子生徒の育

成についての質問です。 

 内閣府が今年３月に公表した、女子生徒等の

理工系分野への進路選択における地域性につい

ての調査研究報告書によると、２０２１年度入

学の大学生の分野別進路状況について、入学者

に占める女性の比率は、理学分野では３０．２

％、工学分野は１５．２％であったとのことで

す。 

 同じく内閣府の第５次男女共同参画基本計画

には、女子学生・生徒の理工系分野の選択促進

及び理工系人材の育成が掲げられています。ま

た、おおいた男女共同参画プランにおいても、

女子中高生が科学技術に興味、関心を持つ機会

を増やし、保護者、教員に対し、理工系選択の

メリットの意識啓発やキャリア教育の推進を図

る必要があるとしています。 

 もちろん生徒自身が主体的に進路を選択する

ことが大切ですが、本年度からは私立学校でも

理工系女子生徒の育成が始まっているようです。

こうしたことを踏まえ、今後、県立学校におい

て、理工系分野を志望する女子生徒の育成に向

け、どのように取り組んでいくのか、教育長に

伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 昨年度の県立高校卒業生の大学入

学者に占める女性比率は、理学分野が２７．６

％、工学分野で１８．４％と、全国平均とほぼ

同等となっています。 

 教育委員会では、理工系分野の人材育成に向

けて、次世代人材育成推進事業を実施していま

す。昨年のＳＴＥＡＭフェスタやＳＴＥＡＭ探

求講座への参加者は、その半数が女子生徒であ

りました。 

 また、私学振興・青少年課で行っています理

工系女子育成支援事業にも、県立高校の女子生

徒が参加しています。 

 さらに、大分女性活躍推進事業では、女性起

業家マインドやＳＴＥＡＭ的思考等に触れる取

組を行っています。大分豊府中高で行った第１

回特別講演会では、何も考えずに文系志望だっ

たが、よく考えてみようと思った、あるいは数

学を通して彼女──これは講師のことですが、

彼女のようなライフスタイルを目指したいなど

意欲的な感想がありました。 

 今後も理工系学部への興味、関心が高まるよ

うな取組を行っていきます。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 最近は男女問わずですが、い

わゆるデジタル人材の需要が非常に高まると言

われています。その分野への女性の進出という

のも大いに期待されています。 

 そういうことで、本県の将来を見据え、理工

系女子を始めとする人材育成を全県的に進めて

いくことが大事であると思います。 
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 また、忘れてならないのが地域での人材育成

であり、教育委員会でも魅力ある学校づくりに

取り組んでいただいていますが、残念ながら、

地域の県立高校では定員割れとなっているのが

実情です。 

 私の地元である日田林工の林業科では、今年

４０人の定員に対し１５人もの欠員が生じてし

まっています。そのような中、今後の県立高校

の魅力づくりなど、学校、学科の在り方につい

ての将来ビジョン、県立高校未来創生ビジョン

を策定する旨の公表がありました。 

 これから先考えられることとして、例えば、

日田林工高校の林業科に全国公募枠を設けて日

本有数の林業地である日田市に全国から林業科

を目指す生徒を集める、そういう思い切った見

直しが必要ではないでしょうか。教育長の見解

を伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 地域の高校においては、魅力ある

学校づくりに継続的に取り組む中で地域とも連

携が深まり、定員確保につながった学校も見ら

れます。 

 全国募集については、他校にない学びなど、

学校の一層の特色化や県内外の生徒が切磋琢磨

できる環境づくりを進めることで、学校の活性

化につながると考えています。 

 全国募集を行う上では、生活環境の確保とい

う点においても、地域との連携、協力体制の構

築が必要不可欠であると考えており、その方策

としてコミュニティスクールというものもある

のではないかと考えています。こうした制度の

活用も視野に入れつつ、学校と地域との連携の

状況を踏まえながら、県内の先行事例を参考と

して検討していきたいと考えています。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 そのように特色ある学校、学

科の生徒を全国から募集することは大分県のＰ

Ｒにもなるのではないかと思うので、ぜひ今後

の検討をよろしくお願いします。 

 次に、私立高校におけるＩＣＴ環境について

質問します。 

 コロナ禍は、学校活動にも様々な影響を及ぼ

しました。子どもたちの学びの保障に向けた教

育の提供に全力を挙げた結果、教育現場では一

人１台端末の配備といったＩＣＴ環境の整備が

一気に進みました。特にＧＩＧＡスクール構想

により全国的に配備が進んだ小中学校だけでな

く、高校にも本県独自に一人１台端末を配備し

たことは大変すばらしく、知事の御英断にこの

場を借りて感謝します。 

 その活用に課題が移っている中、気になるこ

ともあります。県立高校には１００％配備され

たのですが、高校教育の両翼を担う私立高校の

中には、いまだに全員には端末が配備されてい

ない学校もあるようで心配しています。 

 もちろん私立学校は学校設置者の経営判断の

下、特色ある教育を行っているものと認識して

いますが、今や基礎インフラとなった一人１台

端末が配備されないままでの教育により影響を

受けるのは生徒本人ということになります。 

 こうしたことを踏まえ、公教育の一端を担っ

ている私立高校でのＩＣＴ環境整備の現状をど

う分析し、一人１台端末の整備をどのように促

進していくのか、生活環境部長の考えを伺いま

す。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 私立高校におけるＩＣＴ環

境についてお答えします。 

 本県では国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、

私立高校の一人１台端末を含むＩＣＴ環境の整

備を積極的に支援してきました。 

 私学における端末の整備については、各学校

設置者が公的補助の活用を始め、経営状況など

も踏まえて、総合的な判断の下、行っています。 

 国が今年４月に行った小中学校を含む私立学

校のＩＣＴ環境整備状況調査というのがありま

すが、これによると、県内の端末整備率は全国

平均と同じ４２％でした。ちなみに、九州では

佐賀県、長崎県に次ぐ順番でした。 

 この調査によると、一人１台端末の整備を完

了した全国の私立高校の７５％は個人購入であ

り、本県の私立高校に対して今後の方針を聞き

取ってみたところ、大半が個人購入による整備

を検討しているということでした。 



第３回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 63 - 

 この場合には、ただ、個々人に応じた学習ア

プリが活用できる、あるいはまた卒業後も継続

的に使えるメリットもある一方で、経済的負担

が生じることにもなっています。 

 こうしたことから、一人１台端末については、

各学校での議論を踏まえ、効果的な促進策を検

討していきたいと考えています。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 私学関係の団体からも私立学

校でのＩＣＴを活用する教育の推進支援につい

てという要望の項目も出されています。公立、

私立が同じレベルの教育環境の中で切磋琢磨す

ることが大分県の教育レベルの充実につながる

と思うので、よろしくお願いします。 

 最後に、県職員の定年引上げについて伺いま

す。 

 今議会に、令和５年４月１日を施行期日とす

る定年引上げに伴う一連の条例改正議案が上程

されています。定年の引上げは、能力と意欲の

ある高齢期の職員にこれまで以上に活躍しても

らうとともに、次の世代に対し知識、技術、経

験などを継承していく必要性から国において法

改正が行われ、現行の定年６０歳を令和５年度

から段階的に引き上げて、最終的に６５歳とす

るものです。 

 公務員の定年年齢が見直されるのは、昭和６

０年に６０歳定年を定めて以来のことであり、

対象となる職員だけでなく、県内自治体や県内

企業・団体、また公務員を目指す生徒や学生等

にとっても、県の制度設計は関心事であろうと

思います。 

 今回は新たに６０歳時点で役職定年制が導入

されると伺っています。職員にとっては環境変

化であり、負担があると推察されますが、モチ

ベーションの維持についても心配されます。 

 また、定年年齢が段階的に引き上がる２年に

一度のタイミングにおいては、定年で退職する

職員が一人も出ないこともあり得るということ

です。退職者数を採用により補完する原則から

すると、３月末で誰も退職しなければ、４月か

ら新たに職員を採用できないことになってしま

います。 

 優秀な人材を安定的に確保するという観点だ

けでなく、地域に若者の雇用の場を維持し、県

職員になりたい生徒や学生等の門戸を閉ざさな

いためにも、毎年、採用していく姿勢を示すこ

とが必要であると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県職員の定年引上げ

による諸課題への対応と職員採用の今後につい

て総務部長に伺います。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 お答えします。 

 人生１００年時代と言われる中、経験豊富な

高齢者が活躍できる環境を構築していくことが

重要であり、県職員についても６５歳まで士気

高く、その能力を存分に発揮できる働き方を確

立していくこととしています。 

 一方で、管理職が長くそのポストに在職する

と、中堅若手職員の昇進機会の減少や士気の低

下を招くことも考えられます。 

 そこで、６０歳以降は管理職等のラインポス

トから高度な専門性を持つスタッフ職に位置付

けを変え、年々割合が高まる若手職員へ業務を

通じて技術を伝承していただいたり、支援を行

っていただくこととしています。これは人材育

成や組織の活力維持の観点からも有効であると

考えています。 

 職員アンケートを行ったところ、６０歳以降、

県以外への就業や県での短時間勤務など、定年

延長以外を希望する職員が半数を超えたという

結果でした。 

 このため、定年退職者がいない年度において

も、一定程度の退職者が見込まれるところでし

て、今後も毎年しっかり新規採用を行っていく

考えです。 

御手洗議長 井上明夫君。 

井上（明）議員 公務員、民間を問わず、何の

仕事でも業務の継続性を維持することは非常に

大切なことなので、ただいま御答弁いただいた

取組が成果を得ることを期待するとともに、昨

日答弁があった職員採用のポータルサイトをつ

くりたいということで、そこでも若手職員のサ

ポートについて、そういう情報発信をするとい

いのではないかと思います。 
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 これで私の質問を終わります。（拍手） 

御手洗議長 以上で井上明夫君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５４分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

古手川副議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 一般質問及び質疑を続けます。吉村哲彦君。 

  〔吉村議員登壇〕（拍手） 

吉村議員 皆様こんにちは。公明党、吉村哲彦

です。 

 それでは、早速、質問に入ります。 

 若者の県政への参画について伺います。 

 １８歳選挙権を実現する改正公職選挙法が２

０１６年６月に施行され、本年４月からは成人

年齢が１８歳に引き下げられました。 

 少子高齢化が進む今、これからの未来の担い

手を育てていくことは非常に重要だと考えます。

そして、私たち大人が、子どもや若者を地域の

一員として向き合い、子ども・若者時代を過ご

す地域において、地域の担い手であるという自

覚を促していくことが非常に重要ではないかと

思っています。 

 また、若者を始め、幅広く県民の声を聞き、

何に困り、何を求め、何を希望としているのか

を県政に反映させることは非常に重要なことで

す。 

 私たち県議会としては、出張おんせん県議会

若者ＤＡＹや議員出前講座、さらには今後行う

予定の新たな広聴事業等により、若者の声に耳

を傾けるよう努力を重ねています。また、知事

におかれても、県政ふれあいトーク等を積極的

に実施されていると思います。 

 しかしながら、各選挙の投票率や様々なデー

タを見ても、若者の声を十分に生かせていると

は必ずしも言えない状況であると考えます。今

後さらなる高齢化時代を迎える中、将来にわた

り負担と責任を負うことになる若者が、政策決

定を含む社会づくりに参加する仕組みや機会が

少ないのは不合理とも言えるのではないでしょ

うか。 

 各選挙の投票率が約８割を超えるスウェーデ

ンの若者の多くは、自分は社会に影響を与えら

れる、社会を変える力がある、このように考え

ていると言われます。 

 愛知県新城市では若者議会を設置しています。

新城市の取組が他と違うのは、この若者議会が

予算提案権を持ち、予算の使い道を若者自らが

考え、政策立案しています。さらにそれを市長

に答申し、市議会の承認を得ることができれば、

市の事業として実施されます。また、他県では

審議会の委員を選任する際に、若者の任命に配

慮する取組を行っている事例もあるようです。 

 これは一例ですが、このように若者に政治、

自治の場における居場所と出番をつくるなど、

若者の声を聴き、施策に反映させることが、今

後の県政にとって非常に重要になってくると考

えます。 

 現在、全国旅行支援もよく耳にしますが、コ

ロナ禍において、周囲の人が旅行に行くことに

ついて、若年層は賛成が多い、つまり、旅行に

対して寛容な姿勢が見受けられるものの、年代

が上がっていくにつれ、感染リスクを恐れる場

合もあると思いますが、反対の割合が高まって

いく、このようなデータもありました。これは

観光施策をめぐっての一つの例ですが、ある一

つの政策の実施についても多様な意見があるこ

とから、施策を構築するためには、若者も含め

た多様な意見を反映させることが肝要です。 

 近年はＩＣＴの技術革新等により、リモート

方式など若者も参加しやすい手段も増えていま

す。県でも「宇宙ノオンセン県オオイタ」など、

若者の目を引く面白い広報を進めていますが、

それに比べて、広聴は余り若者向けの取組が少

ないのではないかという気もします。 

 こうしたことを踏まえ、今後の県政の運営に

あたり、どのように若者の声を聴き、施策に反

映させていくのか、知事の考えを伺います。 

 以下、対面席より行います。 

  〔吉村議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの吉村哲彦君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 
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  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 吉村哲彦議員から、若者の県政への

参画について御質問いただきました。 

 少子高齢化の進展とともに、若年層の絶対数

が減少していく中、将来の大分県を担っていく

若い人たちの意見をいかにして吸い上げ、その

思いをどのように反映していくかは、県政にと

って重要なことだと考えています。 

 私は、日頃から県民中心の県政を心がけ、若

者から高齢者まで幅広く意見を伺いながら、県

民の思いを我々の思いとして、県政に取り組ん

でいくよう心がけています。 

 これまでも、県政ふれあいトークを始め、あ

らゆる機会を通じ、直接県民から話を伺ってい

ますが、特に将来、その地域を支え、また、地

域の中心となって活躍してくれる若者の声には

心に響くものがあります。 

 今年度も人口減少が進む中で、地域振興に奮

闘する商工団体青年部の皆さんや、ファーマー

ズスクールで新規就農に向けて学ぶ若者たち、

地域に溶け込み、パブリックナースとして活躍

する御夫婦などから様々なヒントをいただきま

した。今年３月、竹田市に新規就農者向けのス

タートアップ圃場がオープンしたのも、若手農

業者の皆さんとの意見交換会がきっかけでした。 

 また、県政モニター制度においても、学生モ

ニターの皆さんに御協力いただいており、若い

感性を生かした発想での御提言は、幅広に新た

な風を吹き込んでいただいています。 

 一方で、県が実施している事業については、

若い人たちに積極的に関わってもらうことで、

県の施策に興味を持ってもらい、県政に参画す

る意識を醸成していくことも大事です。 

 例えば、２０５０年のカーボンニュートラル

実現に向けて、未来を担う大学生１８人を学生

推進員に任命し、小学生向け環境学習ツールの

作成など、地球温暖化対策の普及啓発に取り組

んでもらっています。 

 また、おおいた子ども・子育て応援県民会議

では、現役の大学生にも委員として御活躍いた

だき、妊娠や出産などのライフデザインを早い

時期から考えるための啓発本作成につながって

います。 

 行政に若者の感性や活力を取り込んでいくこ

とは、施策をよりよい方向に深めていくととも

に、将来を担う人材育成にも資するなど、非常

に大きな意義があります。 

 これからも、より多くの若者が県政に積極的

に関わっていただくように、心して各分野にお

ける参画の機会を増やしていきたいと考えてい

ます。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 知事、ありがとうございました。さ

きほど若者の声は心に響くといった話、また、

現実に今取り組まれている様々な若者の声を聴

く取組、心から感謝します。ぜひとも大きく広

げていただければと思っているので、重ねてお

願いします。 

 １点、総務部長に伺います。 

 政治自治の場における若者の居場所、出番づ

くりという点で、県における各審議会等に具体

的な若者枠を設ける等の取組も考えられるのか

なと考えていますが、御見解を伺います。 

古手川副議長 若林総務部長。 

若林総務部長 現在、審議会等については指針

という形で、私の方で考え方を示している立場

です。現在の審議会の委員については、各界各

層のほか、幅広い年齢層から適切な人材を選任

していくこととしています。御指摘の具体的な

年齢とか、そういったものの枠はありません。 

 こうした審議会の中には、若者の意見を施策

に反映させる観点から、２０代の若者を登用し

ているものもあるし、委員の中には３０代、４

０代の方々が入っているものも複数あります。 

 一方で、審議会においては強制力を伴う行政

処分の執行を答申するものなど、高い専門性に

加えて豊富な経験が特に求められる性格の審議

会もあります。 

 それぞれ審議会の目的とか、果たすべき機能、

そういったものも踏まえながら、議員御指摘の

県民等の多様な意見を反映させて、しっかり機

能を果たしていくことについて、若者の登用も

含めて、それぞれの審議会で、まずは適切に判

断いただくべきものかと思います。 
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古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございました。ぜひ今後

も若者が参画しやすい県政を何とぞよろしくお

願いします。 

 では、次の質問に移ります。ラグビーワール

ドカップ２０１９のレガシー継承について伺い

ます。 

 ２０１９年のラグビーワールドカップから既

に３年が経とうとしています。本県で準々決勝

を含む５試合が開催され、海外から延べ１０チ

ーム、国内外から１７万３千人もの観客が訪れ、

大分がワンチームとなって大いに盛り上がった

と思っています。 

 令和２年度のスポーツ実態調査では、成人の

７０．４％がラグビーワールドカップ２０１９

を通じて、感動し印象に残っていると回答して

います。ラグビーワールドカップ２０１９で得

たラグビーの魅力と感動の共有、グローバル人

材の育成や海外との継続的な交流など、レガシ

ーを将来にわたってつないでいくことが重要で

す。 

 そのような中、本年からキヤノンイーグルス

のセカンダリーホストエリアとして本県を登録

いただいたことで、チームの皆様による学校訪

問など、ラグビーの普及活動や県民の観戦機会

の拡大を通じて、ラグビーの持つ品位、情熱と

いったグローバルな精神を県民と共有し、ラグ

ビーワールドカップのレガシーとして地域の元

気づくりを進めていくことになったのは大きな

成果です。 

 さらに昨年は東京オリンピック・パラリンピ

ックも開催され、県内にも多くの海外選手が来

県しました。陸上男子三段跳びでは、大分市で

合宿を行ったポルトガルのペドロ・ピチャルド

選手が金メダル、同じく女子三段跳びではパト

リシア・マモナ選手が銀メダルを獲得し、県民、

関係者に大きな喜びを届けてくれました。 

 その他、ラグビーの国際試合の開催等、関係

者の皆様の並々ならぬ御努力により、大分にお

けるラグビー熱、スポーツ熱はその炎を絶やさ

ず燃え続けているのではないでしょうか。この

場をお借りして、心から御礼申し上げます。 

 このように、県としてもラグビー文化の定着

はもとより、海外との継続的な交流、インバウ

ンドの多角化など、そのレガシーを育み、広げ

る取組を行っていますが、これまでの交流の実

績等を生かし、この３年という節目にさらなる

進化を遂げていく必要があると思います。 

 そこで、この３年間のラグビーワールドカッ

プ２０１９のレガシー継承の成果と、今後どの

ように取組を進めていくのか、知事に伺います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 ラグビーワールドカップ２０１９の

レガシー継承について御質問いただきました。 

 アジア初の開催となったラグビーワールドカ

ップ２０１９は、本当に県民の皆さんの総力を

挙げた御尽力のお陰で、日本中が沸き上がり、

本県でも海外からの６万人の観客と共に、多く

の県民が世界最高峰のプレーに触れて、ラグビ

ーの魅力や感動を分かち合うことができたと思

います。この大会で得られた様々なレガシーを

ぜひとも継承していきたいと考えています。 

 一つは、情熱、結束、尊重といったグローバ

ルなラグビー精神の共有です。県ではキヤノン

イーグルスや元ラグビー日本代表キャプテンの

廣瀬俊朗さんと連携し、ラグビー教室や講演会

等を開催しています。こうした取組を通じて、

多様性を認め合うことのできる、ラグビーの持

つ幅広い魅力の普及に取り組んでいます。 

 二つは、ラグビーの魅力を若い世代が体感で

きる機会をつくることです。大分開催の成功が

背景にあったからだと思いますが、昨年に引き

続き、今年もラグビー男子日本代表候補が別府

で合宿を行っています。予定ではメディア向け

のみの公開練習でしたが、明日、一般公開の練

習時間を設けるということです。こうした機会

は、県内の子どもたちにとって、世界で活躍す

るラグビー選手を身近に感じられる大変よい機

会になると思います。 

 三つは、海外との継続的な交流です。インバ

ウンドの多角化に向けた機運の高まりは、将来

の誘客につながる大事なレガシーです。残念な

がら、新型コロナ感染症のパンデミックによっ

て、海外からの誘客は大きく影響を受けました
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が、欧州とは新たな交流が始まっています。 

 ラグビーワールドカップをきっかけに交流が

始まった英国ウェールズ政府との間で、今年３

月、五つの分野でのＭＯＵを締結したところで

す。その一環として、ウェールズ国立博物館と

県立美術館との相互協力関係の構築やウェール

ズの男声合唱団オンリー・ボーイズ・アラウド

との交流計画など、芸術文化の分野で具体的な

交流が着々と進展しています。 

 こうしたラグビーの魅力普及や若い世代に引

き継ぐ取組、さらには海外との交流といったワ

ールドカップのレガシーは、これからも大事に

していかなければなりません。そのためにも引

き続き、できるだけ多くの県民にラグビーの魅

力を伝え、新たなラグビーファンの獲得に取り

組む必要があります。 

 タグラグビー教室やラグビーリーグワン公式

戦への子ども招待を始め、ＭＲやＶＲなどの先

端技術を活用したラグビー体験会を展開します。

加えて、国内トップレベルのキヤノンイーグル

スとの連携を一層強化していきながら、これま

で積み上げてきたレガシーをさらに磨いていき

たいと思っています。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 知事、ありがとうございました。特

に文化的なつながりも生まれているということ

で、非常にうれしく思っています。 

 その上で、１点御要望します。 

 現在、スポーツ庁を中心に、第３期スポーツ

基本計画に示された新たな三つの視点とか、昨

年の東京オリ・パラのレガシー継承という部分

で、国立競技場で開催されているスタジアムツ

アーなど、コロナ禍、そして東京オリンピック

・パラリンピックを通じてスポーツの在り方や

関わり方も大きく変化してきていると思ってい

ます。 

 恐らくいろんな部局横断的にだと思います。

企画振興部、教育委員会、そして、土木建築部

等、スポーツ、また、スポーツ公園に関係する

部署が横断的に取組を進めながら、ラグビーに

とどまらず、できれば陸上も含んでいただいて、

スポーツ公園自体の価値をさらに高め、レガシ

ーを広げていただければと思っています。 

 例えば、先日、中学校の陸上大会、九州大会

がスポーツ公園で行われました。急な雨が降り、

すぐにドームの屋根が閉まったわけですが、そ

の姿を見て、この九州各県の指導者の皆さんは、

冗談半分ではありますが、毎年、大分でやろう

と、こんなにすばらしい競技場があるのであれ

ば、大分でいいではないかという話も出るほど、

このスポーツ公園、昭和電工ドーム大分の持っ

ているポテンシャルは非常に大きなものがある

と感じています。 

 あとは芝生の問題等ありますが、どう活用し

ていくかという部分なのかなと思っています。

そういった面でいえば、ラグビーだけにとどま

らず、大分県のスポーツそのものを大きく広げ

ていくチャンスではないのかなと思うので、で

きれば高校生、中学生がスポーツ公園で競技が

できることを目標にできるような、そういった

大分の国立競技場と言えるような価値あるもの

に育てていただければと思っているので、ぜひ

横断的な取組をお願いします。 

 では、次の質問に移ります。福祉をめぐる諸

課題について、３点にわたって質問します。 

 初めに、がんになっても安心して暮らせる社

会づくりについて伺います。 

 令和元年度の国民生活基礎調査によると、が

ん検診の受診率は全国で６割から４割、大分県

においては５割から４割程度と、半数の方が検

診を受けられていない現状があります。 

 高齢化の影響を除いたがん全体の年齢調整罹

患率で見ると、減少又は横ばい等の統計も見ら

れますが、現実はがんの罹患率、死亡率ともに

増加傾向にあることは周知のとおりです。 

 国立がん研究センターが公表している最新の

診断数データを見ると、前立腺がんは９万４，

７４８人であり、この１０年間で約１．６倍と

急増しています。また、がんの統計２０２２で

は、男性において前立腺がん、膀胱がんが、が

ん診断総数の２割を占めており、部位別でも前

立腺がんは男性の罹患率１番目となっています。 

 また、同センターによる２０２１年発表のデ

ータでは、がん全体の５年相対生存率６７．５
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％に対し、前立腺がんは９８．４％と示されて

おり、要は、非常に多くの方が社会復帰を果た

しています。 

 しかしながら、術後の副作用として患者さん

が経験されるのが尿漏れです。前立腺を全て摘

出した場合、３か月から６か月でおおむね回復

するとは言われているものの、摘出直後は全て

の患者さんが尿漏れを経験し、中には尿漏れが

続き、苦しまれている方もいらっしゃるようで

す。 

 その際、欠かせないのが尿漏れパッドです。

現在は非常に優れたパッドも発売されており、

早期の社会復帰に役立っています。しかし一方

で、使用済みの尿漏れパッドを捨てる場所がな

く、人知れず外出先での捨て場所に苦慮してい

る、このような声も聞くところです。 

 このような課題に対応するため、他県におい

ては、県庁舎など男性個室トイレにもサニタリ

ーボックスを設置する動きも出てきています。 

 このような排せつ行為は、人の大切な尊厳の

一つではないかと考えます。病気で苦しまれ、

社会復帰した後も排せつ等で大変な思いをされ

ている方がこの大分にもいらっしゃいます。男

女ともに健康寿命日本一、あるいは地域共生社

会の実現を目指す大分県としては、がん患者が

尊厳を持って安心して暮らせる社会づくりにも、

ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと考えま

す。 

 男性トイレにサニタリーボックスを設置する

ことの考えも含め、がんになっても安心して暮

らせる社会づくりをどのように進めていくのか、

福祉保健部長の見解を伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 県では第３期大分県がん対

策推進計画において、がん患者が尊厳を持って

安心して暮らせる社会の構築を目標の一つに掲

げ、その対策に取り組んでいます。 

 患者や家族からの不安や悩みに対しては、が

ん診療連携拠点病院と協力病院の計９か所にが

ん相談支援センターが設置され、治療や療養生

活等のサポートを行っています。 

 また、治療と就労の両立に向けては、医療用

ウィッグや乳房補整具等の購入費用を支援する

ことで、社会参加を後押ししています。 

 男性トイレのサニタリーボックスについては、

がん患者はもとより、加齢に伴う尿漏れに悩む

方も含め、安心して外出できる環境づくりとし

て重要なことから、まずは公共施設を中心に設

置を呼びかけていきます。 

 今後ともがん患者の不安や生活のしづらさに

目を向け、がんになっても自分らしく、生き生

きとした生活を送れる社会環境の整備に努めま

す。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。では、１点

再質問しますが、男性トイレへのサニタリーボ

ックス設置については、例えば、熊本県でも大

きな取組で進んでいます。県庁のホームページ

を拝見すると、まずは熊本県庁の本庁舎に率先

して設置していることを情報発信する。その上

で民間施設での設置も働きかけているようです。 

 本県においても、まず、県庁の本庁舎から男

性トイレへのサニタリーボックス設置と、その

設置が分かるような表示を始めてみてはと思い

ますが、庁舎管理者である会計管理者の見解を

伺います。 

古手川副議長 廣末会計管理者兼会計管理局長。 

廣末会計管理者兼会計管理局長 現在、本庁舎

に９か所ある多目的トイレには、全てにサニタ

リーボックス、少し大きめのサイズのものを備

え置いています。一方、男性用トイレの個室部

分には、これまで要望等いただいていなかった

こともあり、現在設置していません。 

 ただいまの話で、がんの副作用等により尿漏

れ等の悩みを抱えている方のためには、より細

やかな配慮が必要と思われます。そのため、本

庁各階にある男性用トイレについて、手始めに、

個室部分は複数ありますが、その個室のうちの

１部屋ずつに備え置くことを検討します。あわ

せて、表示についても分かりやすくなるように

工夫します。 

 その上で、それ以上の設置が必要であるかど

うかは、また利用状況を継続して見ていきます。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 
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吉村議員 ありがとうございました。ぜひよろ

しくお願いします。 

 では、次の質問に移ります。発達障がいの子

どもを持つ親の支援について伺います。 

 現在、県では支援学級における教員の育成等、

発達障がいのある子どもたちへの支援を進めて

います。当事者の皆さんや現場の先生方からは、

特別支援教育コーディネーターやスクールソー

シャルワーカーの活用、連携など、さらなる声

が上がっています。ぜひ関係する部局が横断的

に連携を取り、支援拡充に向けた取組を進めて

いただきますようお願いします。 

 さて、本日は目線を変えて、親の立場から質

問します。 

 先日、発達障がいの子どもを持つ保護者の集

まりに参加しました。様々な御意見を頂戴した

ところですが、その中で、親が元気で余裕があ

ってこそ、子どものＳＯＳに気付ける、親への

支援もぜひお願いしたい、このような切実な声

をいただいたところです。 

 そのような中、県で実施しているペアレント

プログラムが話題となりました。これは発達上

の困難や発達障がいを持つ子どもの育てにくさ

等に悩みを抱える保護者に対して、関わり方を

学ぶ研修です。この研修を受講することで、子

どもの行動を否定することなく受け入れる能力

を身に付けることができ、保護者の心理的不安

がかなり軽くなると言われています。 

 実際に参加した保護者も、ペアレントプログ

ラムのお陰で子どもへの接し方が変わった、こ

の子らしさを受け入れることができるようにな

ってきた、少しでも不安がある保護者に受けて

もらいたい、このような感想を話されていまし

た。一方で、その研修そのものを知らなかった、

私も参加したかった、こういった声があったの

も事実です。 

 現在、発達障がいは脳の機能障がいというこ

とで一般的な理解は進んでいるものの、外見か

らは障がいが分かりにくいことから、育て方の

せいにされたり、周囲から厳しい目で見られる

ことも多く、悩んでいる保護者はたくさんいら

っしゃいます。 

 また、発達障がいの特性があるものの、診断

基準は満たさない状態にある、いわゆるグレー

ゾーンの場合、診断基準を満たす場合と比べ困

難は少ないと思われがちですが、理解や支援が

得られにくいなど、グレーゾーンならではの悩

みもあります。 

 最近は、発達が気になる子どもへの早期療育

を行う例も増えています。早期から介入し、子

どもに合った環境の中で学ぶことで、必要なス

キルを身に付けやすくなります。また、抑鬱な

ど二次的な問題が起こるのを予防できるとも言

われます。 

 こうしたことを進めるためには、ペアレント

プログラムなどを通じた保護者の理解と支援を

深めることが肝要です。 

 そこで、県として、このような保護者への支

援に今後どのように取り組んでいくのか、特に

参加者の評価が高いペアレントプログラムは重

要な取組だと思いますが、その取組をどのよう

に周知し広げていくのか、福祉保健部長の見解

を伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 発達障がいの子どもを持つ

親の支援についてお答えします。 

 ペアレントプログラムは、発達障がいを始め、

育てにくさ等の悩みを抱える保護者を対象に、

県内６圏域ごとにワンクール７回の講座を年３

回実施しています。参加者からは大変好評の声

をいただいています。 

 平成３０年度以降、３６７人が受講していま

すが、参加者一人一人に寄り添った支援が必要

であることから、少人数によるグループワーク

方式で開催しているため、対象児童の多い圏域

では、議員御指摘のとおり、受講ニーズに十分

応えられていない状況にあります。そのため、

今後、県下全域でバランスよく開催できるよう、

受託可能な児童発達支援センターの開拓やファ

シリテーターの養成などを進め、受講機会の拡

充を図ります。 

 また、取組の周知については、ＳＮＳや母子

手帳アプリ等も活用するなど、情報発信も強化

していきます。 
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 このほか、保護者の相談にワンストップで対

応する子どもの発達支援コンシェルジュや、発

達障がい児の養育経験のあるペアレントメンタ

ーの派遣なども活用して、保護者の不安や悩み

の解消を図っていきます。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。ぜひ取組を

進めていただければと思います。 

 １点再質問しますが、１歳半や３歳等の健診

で、特に発達障がいなどの診断がつかなければ、

我が子に発達障がいがあるかもしれない、この

ような考えに至りにくいんだと、当事者の話も

伺っています。その場合、御自身の育て方など

を責めてしまい、相談や支援につながることが

できないケースを耳にします。まずは広く発達

障がいとその支援について、障がいがある、な

いにかかわらず、周知することも必要なのかな

と考えますが、いかがでしょうか。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 議員御指摘のとおり、乳幼

児期の軽度の発達障がいを見極めるのは大変難

しいと言われています。長期的に観察をするこ

とが必要だと思います。 

 そこで、県としては、発達障がいの特性や対

応方法について、分かりやすく記載したリーフ

レットを毎年７千部作成して、市町村や保育所、

幼稚園等を通じて配布しています。また、発達

障がいについての理解を深めるため、広く県民

向けの講演会も開催しています。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。今言われた

リーフレット、また、講演会が幅広く皆さんの

耳に、目に届くように、さらなる取組をお願い

します。 

 では、次の放課後等デイサービスについて伺

います。 

 発達障がいのある子どもへの療育の重要性は、

さきほど簡潔に述べました。放課後や長期休暇

中に日常生活動作の指導や集団生活の適応訓練

等の療育を継続的に行うのが放課後等デイサー

ビス事業所です。県が指定した事業所は、本年

４月時点で１０９か所、また、大分市が指定し

た事業所は９７か所となっています。 

 事業所が障害児通所給付費の受給に必要な指

定を受ける場合、職員の人員基準として児童指

導員、また、保育士といった専門性を有する人

材の配置が必要であり、職員数の最低基準につ

いては、利用者数が１０人以下の場合は２人以

上、利用者数が１０人を超える場合、さきの２

人に加え、利用者が５人以内増えるごとに１人

の加配が必要となっています。 

 こうした中、現場からは、児童指導員任用資

格を持つ人はなかなか集まらない、保育士は当

然保育所に就職するから、うちには来ない、こ

のような声もあり、人材確保に苦慮している事

業所もあるようです。 

 その他の職員については、無資格、未経験で

あっても、障害児通所給付費の算定対象にはな

るものの、有資格者に比べ低額であることから、

事業所の人員配置が促進されず、人手不足の一

因となっていると伺っています。 

 この放課後等デイサービスは、平成２４年に

児童福祉法に位置付けられた比較的新しい支援

制度ですが、発達障がいの認知の広がりや女性

の就労率の上昇等に伴い、１０年間で利用者数

の増加とともに、そのニーズも多種多様となっ

ています。 

 また、利用者数の増加を背景に、多様な業種

が事業所を開設しており、県内においても、１

０年間で８倍に増加するなど拡大傾向にあると

言えます。そのため、各事業所における職員数

の確保に加え、適切な運営や提供するサービス

の質の確保も課題ではないでしょうか。 

 実際に複数の事業所を利用している保護者か

らは、各事業所での支援の違いに戸惑う声もあ

れば、その子に合った支援に喜びの声もありま

した。サービスに差が生まれていることから、

どの事業者がよいのか、情報交換が欠かせない

んだと、こういった声もあります。 

 サービスの差は各事業所の特徴であり、その

多様性は必要です。しかし、療育という事業所

の役割をしっかり果たし、当事者、家族が満足

できる質を確保することは欠かせないことでは

ないでしょうか。何より利用する子どもたちの
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将来につながることが重要です。 

 保護者からは、発達障がいの子どもは学校と

家庭以外の場にまだまだ入りにくい、放課後等

デイサービスが第三の居場所なんだとの声もあ

り、その役割、ニーズはますます高まっていま

す。 

 そこで、今後の放課後等デイサービス事業所

における人材の確保とサービスの質の向上に対

し、県としてどう支援していくのか、福祉保健

部長の見解を伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 放課後等デイサービスは、

利用者、事業所ともに増加する中で、支援の質

の低下を懸念する声もあることから、県として

も対策を講じています。 

 まず、優秀な人材の確保のためには、賃金向

上が不可欠です。最高で月額３万７千円相当の

処遇改善加算が受けられるよう、事業所に対し、

必要条件となる研修の実施やＩＣＴの活用など

を促しています。この加算を受けた事業所には、

本年２月分の賃金から、月額９千円相当の加算

が追加されており、引き続き処遇改善の強化を

図っていきます。 

 次に、サービスの質の向上については、まず

は国のガイドラインの遵守が基本であり、県で

は独自に開設３か月後の調査を実施するほか、

定期的に行う指導、監査の際にも、重ねて丁寧

に指導しています。 

 加えて、児童発達支援管理責任者や療育担当

者向けに、発達障がい児への対応や困難事例の

解決手法等の習得を目的とする実務研修を行い、

スキルの向上を図っています。 

 今後も利用児童の健全な育成が図られるよう、

放課後等デイサービスの支援に力を入れていき

ます。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。今後も人の

確保、そして、質の向上に向けて、県としての

取組をお願いします。 

 １点質問しますが、保育士の育成については、

その支援として、保育士修学資金貸付の返還免

除、また、再就職に係る就職準備金貸付の返還

免除など、こういった支援を行っていると思い

ますが、放課後等デイサービス事業所は返還免

除の対象になるのか、伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 保育士の修学資金は、放課

後等デイサービスに就職した場合も返還免除の

対象になります。一方、再就職の際の就職準備

金については、国の実施要綱上、放課後等デイ

サービスは対象外という取扱いになっています。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。修学資金は

返還免除になるということです。知らない事業

者さんもたくさんいらっしゃるように見受けら

れるので、ぜひこの部分はまた今後、事業者へ

の周知も含めてお願いします。 

 では、次の質問に移ります。環境に配慮した

行動の促進について伺います。 

 国は消費者のエコな行動について、ポイント

還元を通じて見える化し、行動変容につなげて

いくことを目的に、グリーンライフ・ポイント

推進事業を行っています。これは新たなポイン

ト制度が用意されるものではなく、既に各企業

等が実施しているポイント制度にグリーンライ

フ・ポイント分が上乗せされる仕組みとなって

おり、消費者の行動変容を促す企画、サービス

を提供する企業、自治体の後押しなどを目的と

しています。現在、３２団体が採択されていま

すが、県内の自治体、企業は残念ながら、今の

ところ含まれていません。 

 本県においても、昨年、第５期大分県地球温

暖化対策実行計画を策定し、カーボンニュート

ラルに向けた取組を進めています。国内の温室

効果ガス排出量の約６割が、衣食住を中心とし

た家計関連が占めていることから、地球温暖化

対策計画にも挙げられている、２０３０年度の

温室効果ガス排出量を１３年度比で４６％減、

５０年度の実質ゼロという目標達成には、家庭

における意識転換が必要不可欠です。 

 そのような中、北九州市ではこのグリーンラ

イフ・ポイント推進事業により、小型電子機器

の回収や宅配便の初回受取に対してポイントを

付与するなど、市民の意識転換を促す取組を進
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めています。 

 本県でもグリーンライフ・ポイント推進事業

などを活用しながら、日常生活の中で県民一人

一人の意識転換を図る必要があると考えます。 

 そこで、身近な家庭から、そして、日常生活

の中から、地球温暖化防止やエコな行動への転

換など、環境に配慮した行動をどのように促し

ていくのか、生活環境部長に伺います。 

古手川副議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 環境に配慮した行動の促進

についてお答えします。 

 地球温暖化対策を進める上で、身近な家庭や

日常生活で取り組む環境配慮行動は極めて重要

だと考えます。 

 本県では今年度、小、中、高生を対象に、プ

ラごみアートプロジェクトを実施して、その制

作活動や環境学習を通じ、身近なごみ問題から

地球温暖化に対する意識を高める契機としてい

ます。 

 また、買物をする際に、消費期限の近いもの

から選ぶ手前取りキャンペーンを実施し、家庭

での食品ロス削減にも取り組んでいます。 

 加えて、ポイント付与制度は環境配慮行動の

インセンティブということで有効だと考えるの

で、本県でも実は昨年からグリーンライフ・ポ

イントに先駆け、九州７県合同でスマホアプリ

のエコふぁみというソフトを導入しています。

このエコふぁみは、家庭での節電、ごみの分別

など身近なエコ活動をポイント化し、取組を進

めるものです。 

 利用者を増やし、さらなる行動変容を進める

ため、今後、アプリの機能充実、あるいは対象

行動の拡大について、前広に議論していきます。 

 あわせて、グリーンライフ・ポイント事業に

ついては、独自のポイント制度を有する小売の

事業者等に対し、その活用を働きかけていきま

す。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。現在、県で

やっている事業をさらに広げていただくととも

に、企業、行政、そして、家庭と、あらゆる面

からの推進を、国の施策も十分に活用しながら

取組を進めていただきたいと思うので、お願い

します。 

 では次に、庄の原佐野線の整備について伺い

ます。 

 先日、地元期成会の皆さん、行政関係者の皆

さんと共に、庄の原佐野線の早期完成を斉藤国

交大臣に要望してきました。席上、大臣からも、

一日も早く完成するようにとの話もいただき、

関係者一同、大変喜んでいます。 

 さて、２年前の第３回定例会でも庄の原佐野

線について取り上げましたが、下郡、明野、ま

た大分市東部の皆様にとっては、早期完成を非

常に強く望まれている区間であります。 

 当時の部長答弁では、平成２９年度に事業化

した下郡工区で用地取得を進め、令和４年度に

は工事に着工、早期完成を目指すとの話をいた

だき、現在、正にその答弁どおりに事業が進ん

でいることに心から感謝します。 

 しかし、依然として、加納西交差点や下郡工

業団地入口交差点などを中心に、深刻な渋滞が

発生します。特に朝夕の通勤時間帯や雨などの

悪天候時には、通行に何倍もの時間を要するこ

ともあります。 

 こうしたことから、下郡バイパスと米良バイ

パスを結ぶ下郡工区を一日でも早く完成させる

とともに、さらに東部の下郡・明野工区に延伸

し、東西骨格軸の整備を推進する必要があると

考えます。 

 そこで、庄の原佐野線の現在の取組状況と下

郡・明野工区の早期事業化も含め、今後の見通

しについて、土木建築部長の見解を伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 庄の原佐野線の整備につい

てお答えします。 

 まず、平成２９年度に事業着手した下郡工区

では、地域の方々に御協力いただきながら、鋭

意事業を進めており、先月末の用地契約率は、

面積ベースで約８０％に達したところです。引

き続き丁寧に交渉を進めながら、残る用地の早

期契約に努めていきます。 

 用途取得が完了した箇所では、本年１１月か

らいよいよ橋梁の下部工工事に着手します。工
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程上、最も重要となるＪＲ豊肥本線をまたぐ橋

梁は、ＪＲ九州に工事を委託する予定で、年度

内の契約締結及び来年度の工事着手を目指し、

現在、実施協議を進めています。引き続き、下

郡工区の早期完成に向けて、事業の推進に努め

ていきます。 

 次に、米良バイパスから明野地区を結ぶ下郡

・明野工区については、本年２月、事業評価監

視委員会の審議で事業実施が妥当とされたとこ

ろであり、今後、事業実施に必要な都市計画変

更を行うこととしています。 

 県としても、補助事業採択に向け、その必要

性を国土交通省など関係機関へ強く訴えており、

今後も大分市や地元期成会と連携を密にしなが

ら、新規事業化に向け積極的に取り組んでいき

ます。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。先日の要望

の際にも、道路を含めて、つながってこそ意味

があるという話もいただきました。ぜひとも、

一日も早いこの取組をお願いします。 

 あわせて、明野南から明野東交差点まで、こ

の区間も渋滞が非常に厳しい区間です。地元と

しては、明野東交差点までの４車線化を望む声

も現状強くあるので、今後も検討を進めていた

だくようお願いします。 

 それでは、最後に部活動のＤＸについて伺い

ます。 

 現在、県においては、部活動の地域移行に向

けた調査研究を進めています。実際に取り組む

ことで様々な成功事例を積み上げるとともに、

多くの課題も見えてきていることと思います。 

 国は２０２３年度より３年間を集中期間とし、

休日の部活動から段階的に地域移行を進めるよ

う取り組んでいますが、私も現場で部活動を見

ている一人として、賛否両論あると感じていま

す。大変な御苦労だと思いますが、主役の子ど

もたちが戸惑うこくとなく、自分らしく部活動

に取り組めるよう、丁寧かつ大胆な大分ならで

はの枠組みを何とぞよろしくお願いします。 

 さて、様々な分野で進められているＤＸです

が、さいたま市ではスマート部活動の実証実験

が２０１８年より行われています。運動部活動

のＤＸにより、データに基づいた効率的、効果

的な指導法や、個別最適化された多様なトレー

ニングが実現できるのではないかと評されてい

ます。 

 さいたま市の担当者は、従来の部活動には正

解やロールモデルがなく、部活動の指導方法は

先生によって十人十色、その中で、勝つためな

ら何でもやる勝利至上主義や明確な根拠のない

根性論、先生の知識や経験に頼った指導などが

見られるため、科学をベースにした最適な指導

法を確立する目的で、スマート部活動の実証実

験に取り組んだと話をされています。 

 指導の場に身を置く一人としても、このこと

は大変共感するし、本県においても同様の課題

は間違いなく存在しています。もちろん、時と

場合によっては、また、子どもへの声かけの場

面において、根性論や指導者の知識、経験も重

要だと思います。その上で、現在得ることので

きる科学的データを裏付けとし、かつ、子ども

の成長に合わせた部活動指導が大事ではないで

しょうか。 

 さいたま市で主に使用されているツールは、

映像による課題分析をするスプライザ・ティー

ムス。気質、コンピテンシーを可視化するアイ

・グロー。そして、コンディショニング、栄養

状況を可視化するツールであるワン・タップ・

スポーツとのことですが、これらを使用するこ

とで、子どもたちの成長、技術の向上のみなら

ず、顧問の先生方の負担軽減にもつながった事

例も見受けられます。また今後、より優れたツ

ールが出てくることも想像できます。 

 予算面やソフト、ハードともに課題はあると

思いますが、部活動のＤＸを進め、このような

ツールを使える人材を育成するとともに、科学

的なデータを根拠とした部活動指導を広げてい

くことが大切だと考えますが、部活動のＤＸに

ついて教育長の見解を伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ＩＣＴを活用し、データと理論に

基づいたトレーニングの実施や栄養管理などを

行うことは、生徒にとって合理的で効率的、効
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果的な部活動につながるものと捉えています。 

 他方、部活動のＤＸを進めるには、コストの

問題やツールを使いこなすまでに時間を要する

など課題も多く、プロチームや企業、大学など

での活用実績はありますが、中・高等学校の部

活動への導入例は少ないのが現状です。 

 本県では運動部活動指導者講習会において、

ＩＣＴを活用した短時間で効果的な部活動の事

例や医科学を活用した取組の講義を通して、指

導者としての知識の習得と指導力の向上を図っ

ています。 

 また、高校ではオンラインを活用して、優秀

指導者、時には日本代表チームの専属コーチに

お願いしたりすることがあるし、あるいは栄養

士による遠隔指導が行われている事例がありま

す。中学校では、部活動の地域移行での活用も

期待されるところです。 

 今後もＩＣＴを活用した部活動指導の先進事

例の情報提供など、指導者講習会の充実を図り、

適正な運動部活動が行われるよう努めていきま

す。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございます。急にこの機

器、また、ソフトの導入は、人材の面からも難

しい部分もあるかと思います。ぜひともできる

ところから、子どもたちのための取組をお願い

します。 

 ここで１点伺いますが、今、競技側面の強い

運動部活動について伺ったところですが、現在

は勝ち負けにこだわらない、いわゆるゆる部活

というものも進んでいます。県内でそういった

取組の事例があれば伺いたいと思うし、県とし

てこのゆる部活、どのように考えているのか、

御見解があれば伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 手元に資料がないので正確なこと

はお答えできませんが、私、県立高校を回って

いると、ダンスのような緩い部活動をやってい

るという声は結構聞きます。 

 そういった取組であっても、要は児童生徒が

楽しめるのが一番大事だろうと思っているので、

応援していきたいと思います。 

古手川副議長 吉村哲彦君。 

吉村議員 ありがとうございました。競技とし

ての部活動に加え、さきほどのゆる部活など、

新しい部活動の在り方が求められています。ク

ラブチームの中体連参加なども来年度からスタ

ートする予定です。報道だけで先に情報が流れ

ると、いろんな声が届いてくるので、ぜひこの

部活動について正確な情報を幅広く、迅速にお

伝えいただくよう、よろしくお願いします。 

 以上、質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

古手川副議長 以上で吉村哲彦君の質問及び答

弁は終わりました。今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕（拍手） 

今吉議員 ５番、自由民主党の今吉次郎です。

今回、質問の機会をいただいた先輩議員には感

謝します。今日最後ですが、頑張るので、よろ

しくお願いします。 

 ウクライナの問題にしても、いろいろと、今、

大変な時代ですし、物価高騰とかあります。ま

だ株も、昨日ニューヨークの株価が１千ドル落

ちたり、なかなか大変な経済界です。まだまだ

収束が見えない新型コロナ感染症ですが、医療

関係者を始め多くの人々がパニックで大変だと

思います。今度着任された、厚生労働省から来

られた副知事と、９月７日でしたか、勉強会で

交流しました。医療体制について大変詳しくて

よかった。ぜひとも広瀬知事を助けて、県職員

と皆様と一緒になって、地方医療の実情も理解

して、福沢諭吉の独立自尊の気持ちを持って頑

張ってください。副知事も壱万円お札せんべい

を食べたと思いますが、独立自尊も染み込んで

いますから、ぜひとも頑張ってください。期待

しています。 

 では、ＤＸの推進について質問します。 

 最近、よく知事はいろんなところでＤＸの話

をされて、デジタル変革で加速、安心、活力、

発展の大分県を掲げています。今議会での提案

理由の説明の中でも、デジタルの変革に見合う

人づくりと挙げているし、国・地方も含め、コ

ロナ禍の中で補助給付やワクチン接種等で問題

になったのがデータの共有化が進んでいないと
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いうことで、手続とか大変だと思います。デー

タで共有できれば、いろいろと変革が進み、変

わると思うし、逆に、データの管理等いろいろ

な問題もありますが、ＤＸの推進に頑張ってほ

しいと思います。 

 さきほどの吉村議員もＤＸの質問がありまし

たが、ＤＸはこれからも大変大事になります。

それで、ＤＸの生産性の向上について質問しま

す。 

 ウクライナ侵攻や供給制約、円安など様々な

要因により、物価の上昇が続いています。急激

な上昇に対しては、激変緩和措置として政府が

石油元売への補助を続けていますが、ある程度

の物価上昇は今後も続いていく可能性がありま

す。適度な物価上昇と経済成長という好循環に

つなげていくためには、企業サイドの賃上げが

重要と言われていますが、その前提として企業

は賃上げを可能にする生産性の向上を図る必要

があります。 

 生産性の向上については、これまでもたびた

び経済の課題として取り上げられ、議論されて

きましたが、依然として厳しい数字が並んでい

るようです。政府の新しい資本主義実現会議に

よれば、２０１０年から２０１９年までの我が

国の労働生産性の伸び率はＧ７諸国で最低の０．

３％、２０１９年時点の絶対水準に比較しても、

やはりＧ７で最低となっています。その原因に

ついては、人材投資を含む無形資産投資の不足

など、いろいろなことが考えられますが、デジ

タル化への対応の遅れがその一つではないかと

思います。 

 コロナ禍はいみじくも、そのデジタル化の遅

れを白日の下にさらすようなことになりました

が、これを契機に、ＤＸ、デジタルトランスフ

ォーメーションの推進という形で、改めてデジ

タル化は国を挙げて進めている状況です。ＤＸ

では、これまでの反省も踏まえ、単にＩＴシス

テムを導入するだけではなく、デジタル技術や

データを活用して、業務そのものや組織、さら

には企業文化まで変革することを目指しており、

結果として、生産性の向上につながっていくこ

とも考えられるのではないかと思います。 

 また、ＤＸの推進は、いろいろな情報をうま

く利用して、地域での医療、交通、教育、産業

など様々な課題を解決する切り札として期待さ

れているため、県庁全体として幅広く連携しな

がら取り組んでいくことが肝要です。 

 こうした中、県では、本年３月に大分県ＤＸ

推進戦略を策定し、今年度からは産業のＤＸに

ついても取組を本格化させようとしています。

具体的には、ＤＸを支援するパートナー企業と

ＤＸに取り組もうとするＤＸ宣言企業を募集し、

そのマッチングを図ることにより、県内企業の

ＤＸを進める戦略と聞いています。ＤＸを生産

性の向上につなげることにより、この取組は賃

上げや経済の持続的な成長に貢献する施策にな

るのではないかと思います。 

 こうしたことを踏まえ、ＤＸによる生産性の

向上について今後どのように進めていくのか、

知事に伺います。 

 あとは対面席からお願いします。 

  〔今吉議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの今吉次郎君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 今吉次郎議員から、ＤＸによる生産

性の向上について御質問をいただきました。 

 日常生活のあらゆる面でデジタル化が進展し、

暮らしや産業活動を取り巻く環境は大きな変革

の時期を迎えています。 

 県では、本年３月にＤＸ推進戦略を策定して、

暮らし、産業、行政の各分野で全庁を挙げてＤ

Ｘを推進しています。 

 特にコロナ禍の影響に加え、エネルギー、原

材料価格の高騰など厳しい経済環境の中で、成

長への新たな挑戦や生産性向上を図るためには

ＤＸの取組が重要です。 

 ただし、ＤＸはこれ自体が目的ではなく、デ

ジタルも解決のツールにすぎません。ＤＸで大

事なことは、顧客等の視点を第一に、どこに不

便や不足があり、それをどう便利にし、充実さ

せていくか、そして、顧客満足度等を上げてい

くか、将来のありたい姿に思いをめぐらせるこ

とが大事です。その上で、デジタル技術を導入
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して実現するというデザイン思考で取組を進め

ることが重要だと思います。 

 本県経済の大宗を占める中小企業・小規模事

業者が、限られた人材で自社だけでＤＸに取り

組むことには困難が伴うと思います。議員御指

摘のとおりです。そのため、県では経営者のＤ

Ｘへの利益促進や、データ分析等ができるデジ

タル人材の育成に加え、商工団体の経営指導員

のＤＸ対応にも取り組んでいます。経営者、従

業員、そして、商工団体等のＤＸ対応に取り組

んでいるところです。 

 さらに、事業者が専門的な知見を有するパー

トナーとの共創により、ともにＤＸを推進する

取組を進めています。 

 まず、ＤＸの考え方を広めるため、本年６月

に県内６か所でキックオフイベントを開催し、

２００人を超える多くの事業者に参加いただき

ました。参加者からは、ありたい姿の重要性に

共感できた、今後の取組にわくわくしているな

どとの声があり、ＤＸへの理解の深まりに手応

えを感じています。 

 続いて、ＤＸに取り組もうとする事業者が、

パートナー事業者と共に、自社のありたい姿を

描く座談会形式のセミナーを７月から連続して

６回開催しました。延べ約２８０人が参加し、

ＤＸに挑戦する事業者と支援する事業者のコミ

ュニティが形成されつつあります。 

 現在、ＤＸに取り組むことを経営者自ら宣言

するＤＸ宣言事業者は５８者、パートナー事業

者は５５者の応募があり、ＤＸの機運の高まり

を実感しています。 

 今後、選抜した宣言事業者１０者程度が、パ

ートナー事業者の伴走支援を受けながら、それ

ぞれが思い描くありたい姿の実現に向けて、Ｄ

Ｘによる業務変革に取り組みます。また、創出

されたモデル事例については、事例集の作成や

発表会等を通じて、身近なお手本として横展開

していきたいと思います。 

 引き続き、広く県内事業者がＤＸによる生産

性向上や新たな挑戦に踏み出すことのできるよ

うに、きめ細かな支援に努めていきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 やはりいろいろな組織と連携して、

県全体で生産性を上げていくようにぜひとも頑

張ってください。 

 では、次に、そのためには行政のＤＸについ

ても質問します。 

 これからの時代は、国もデジタル田園都市国

家構想を掲げ、全国どこでも誰もが便利で快適

に暮らせる社会を目指していくとされています。

本県でも安心、活力、発展の大分県を目指し、

デジタル変革で加速し、少子高齢化、過疎化の

進行等地方が直面するいろいろな課題を解決す

る切り札としても期待しています。 

 行政のＤＸのためには、情報のデータ化だけ

でなく、行政事務の業務全体のデジタル化が重

要です。これが土台となって、目的である県民、

企業の利便性の向上、行政の情報価値の向上及

び新たなサービスの創出につながります。 

 国では、国・地方間、地方、準公共企業間な

どの分野横断によるサービス創出を促進するた

めに、データ連携基盤の構築を進めることとし

ています。これを受け、各地方でもどのような

データを連携していくのか検討していく必要が

あります。そのために県の職員の人材育成はも

とより、知見を持った外部の専門家の知恵をお

借りすることも大事です。 

 先頃県が取り組むＤＸの推進にあたって、ビ

ジネスの第一線で活躍するプロフェッショナル

人材の専門的な知見や経験も借りようと、公募

を行った結果、全国から３００人もの応募があ

ったと聞きました。その動機を伺うと、本職で

培ったスキルや経験を自治体の立場になって試

していきたい、あるいは大分県のＤＸ推進戦略

のデザイン思考やありたい姿という価値観に共

鳴したという方が多くいらっしゃったというこ

とで誠に頼もしい限りです。結果として５人の

アドバイザーを委嘱したと伺いましたが、これ

は入口であり、これからが本番です。こうした

ことを踏まえ、アドバイザーと共に庁内でも連

携を進めながら、今後どのようにデジタル行政

基盤の構築や人材の育成等、行政のＤＸを進め

ていかれるのか、総務部長に伺います。 

古手川副議長 若林総務部長。 



第３回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 77 - 

若林総務部長 行政の分野においても、ＤＸの

大きな変革を捉え、行政サービスの利便性向上

やデジタル行政基盤の構築、また、人材育成を

進めていく必要があると考えています。 

 現在、行政手続の１００％電子化や公金収納

のキャッシュレス対応について、令和６年度ま

での完了を目指し、計画的に取り組んでいます。 

 また、今年度から、例えば、福祉と土木など

分野の異なるデータを蓄積し、活用していくた

めの基盤の構築に着手したところです。この基

盤がデータに基づく政策立案にいかせるよう、

検討にあたりＤＸ推進アドバイザーからデータ

の分析手法や活用方法等の知見をいただきなが

ら進めています。 

 また、県庁内の人材の育成、確保も重要と考

えています。アドバイザーの協力の下、デザイ

ン思考やデータ分析等の研修を充実するほか、

社会人経験者採用にＩＣＴ枠を設置することで

人材の確保にも取り組んでいます。こうした取

組により、県民の皆様がデジタル技術の恩恵を

享受できるよう、そういった社会の実現を目指

して取り組んでいきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 総務部長も壱万円お札せんべい食べ

ましたよね、福沢諭吉さん。ぜひ頑張ってくだ

さい。よろしくお願いします。 

 ＤＸは、さきほど言いましたが、人材が大変

ですが、スマホやＰＣで従来の作業ができるよ

うにすることではなくて、不要な操作、作業か

ら人を解放することですから、やはり今言いま

したが、人との連携もありますが、自治体同士

の連携とか、全庁的、横断的な推進体制をぜひ

構築の第一歩として頑張ってほしいと思います。

よろしくお願いします。 

 では、３番目に、被災調査や定期点検におけ

る先端技術の活用について質問します。 

 河川や道路、砂防施設の被災などの調査につ

いては、災害の頻発化、激甚化によりマンパワ

ーだけでは迅速な調査を進めることは難しくな

っています。このような分野こそ、先端技術を

活用し、早期復旧につなげるべきだと考えます。 

 また、技術者不足の中、非常時だけでなく定

期点検などにも有益と考えます。 

 例えば、河川堤防は、河川氾濫などの大規模

水害から住民の生活、財産、生命を守る重要な

社会インフラです。気候変動の影響により、大

規模水害が毎年のように発生する中、河川堤防

の強化は喫緊の社会的課題となっています。堤

防が決壊する要因は、堤防を越え、外側にあふ

れた水が法面を下から削り取って崩壊させる越

水や、勢いよく流れる川の水が堤防を河川側か

ら削る浸食、そして、川の水が堤防の土の中に

染み込み、強度が弱くなって法面が滑る浸透が

よく知られていますが、これに加え、堤防下の

地盤の弱い部分に、川の水がパイプ状の通り道

をつくり、堤防を沈下させるパイピングという

現象も最近言われています。 

 河川堤防は、基礎地盤が複雑で地質構造が把

握しにくく、複雑な土質構造であることが特徴

的です。これまでは主にボーリング調査で確認

していましたが、パイピング現象が発生する可

能性まではなかなか解析できていませんでした。

しかし、物理探査技術を組み合わせた電気探査

が有効な方法であり、今年、愛媛県内で国がこ

の方法で調査を行っているとの報道がありまし

た。 

 先端技術の活用については費用対効果も考慮

しなければならないと思いますが、技術者不足

をカバーする契機となります。こうしたことを

踏まえ、土木施設の被災調査や河川堤防などの

定期点検における先端技術の活用について、土

木建築部長の見解を伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 頻発・激甚化する自然災害

や、今後、急速に進展する土木施設の老朽化、

さらには働き方改革の推進など、建設産業を取

り巻く様々な課題に対応する上で、調査、点検

業務への先端技術の活用は極めて有効と考えて

います。 

 例えば、昨年６月に土砂崩れのあった津久見

市小網代地区では、ドローンによる３次元測量

を活用し、規模の把握や工法の検討、設計を行

い、早期復旧につなげることができました。 

 また、定期点検では、高さの高い橋脚や沖合
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の防波堤をドローンで撮影し、その画像をＡＩ

解析することで、ひび割れなどの損傷の検出や

記録の自動化を試行しています。 

 さらに、トンネルでは、コンクリートの損傷

や背面の空洞等を自動で検出、記録する点検シ

ステムを施工し、作業の効率化に加え、交通規

制の期間短縮効果も確認しました。 

 議員御指摘の河川堤防の電気探査については、

研究段階から近年実証段階に移った先進的な取

組であり、興味深くその有効性等を注視してい

ます。 

 今後も建設産業が抱える様々な課題の解決に

向け、積極的に先端技術の活用に取り組んでい

きます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 これからどんどん技術は進むので、

パイピングなんかこの電気探査とかもぜひとも

活用を進めて頑張ってください。 

 では、再質問しますが、土木建築分野のＩＣ

Ｔ化、ＤＸの推進は近年急速に進んでいると思

います。土木事務所においても、ドローンの活

用が当たり前のように行われてきます。官が民

より進んでいるところがあれば、その分、民の

技術力向上に力を入れ、また既に様々な現場の

最前線で施工している業者の現場、経験的なノ

ウハウを官に提供する場があればよいのではな

いかと思い、質問しました。本県の技術力はし

っかりと担保されるよう、民間との連携を深め

てはどうかと考えますが、再度見解を伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 官民の連携強化について御

質問いただきました。 

 県ではこれまで建設業協会など関係する１１

団体との意見交換会を定期的に開催しながら、

官民双方が抱える技術的課題を共有し、解決策

を議論しています。 

 また、建設業界のＩＣＴ活用を促進するため、

３次元測量やＩＣＴ建設機械の操縦等に関する

セミナー、体験会等を令和２年度から開催して

います。さらに、測量設計コンサルタンツ協会

とも連携し、今年度から測量や設計に３次元デ

ータを活用するモデル事業の試行にも取り組ん

でいます。 

 本県の技術力向上に向け、今後も引き続き官

民の連携を深めながら、しっかりと取り組んで

いきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ぜひとも職員のレベルアップのため

に、民間と連携をよろしくお願いします。 

 では次に、広域交通ネットワークの充実につ

いて伺います。 

 一般質問でいろいろな道路網とか交通機関の

質問が出ますが、平成２８年４月に東九州自動

車道の北九州市から宮崎市までの全線が開通し、

九州の循環型高速道路ネットワークが形成され

ました。これを受けて、県では九州の東の玄関

口としての拠点化戦略を策定し、港湾や空港な

どの交通結節拠点の強化や、そのアクセス道路

の整備などを着実に進められてきました。その

成果の一つとして、県内の企業誘致件数の増加

が挙げられます。コロナ禍の反動もありました

が、昨年度の企業誘致と設備投資は過去最多の

６８件でした。正に広域交通ネットワークのス

トック効果の一面が発揮された結果だと思いま

す。 

 また、現在は、台湾半導体製造大手のＴＳＭ

Ｃの熊本県への進出を契機とした活発な民間主

導の投資などにより、シリコンアイランド九州

の発展に向けた動きが九州全域で顕在化してい

ます。今後は、これまで以上にサプライチェー

ンの強靱化などに資する広域交通ネットワーク

の整備が重要になることは想像に難くありませ

ん。加えて、大分港大在地区では、ＲＯＲＯ船

やコンテナ船取扱貨物量が増加するなど、物流

業界の２０２４年問題を背景にモーダルシフト

が進んでおり、今後も海上輸送ニーズは高まっ

ていくと思われます。これらのニーズの増大に

対応するためにも、港湾の機能強化も推進して

いく必要があると思います。 

 一方、コロナ禍の長期化により、本県の一大

産業である観光業界は極めて厳しい状況です。

おおいた旅割の対象拡大などもあり、一部で回

復の兆しが見え始めていますが、この動きを県

内全域で確かなものにするためにも、それぞれ
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の観光地の魅力をしっかり発信するとともに、

広域交通ネットワークを活用した周遊観光ルー

トを構築すべきと考えます。 

 このように物流の効率化や新たな観光需要の

創出など、ポストコロナを見据えた経済の再活

性化による大分県版地方創生を進めるためにも、

基盤となる広域交通ネットワークの整備が重要

です。しかしながら、県内の状況に目を向ける

と、東九州自動車道では暫定２車線区間が多く

残されており、中九州横断道路や中津日田道路

はまだまだ整備途上です。経済活動の再活性化

には物流や人流を支える広域交通ネットワーク

が不可欠であり、高規格道路の整備が喫緊の課

題ではないでしょうか。こうしたことを踏まえ、

今後、広域交通ネットワークの充実に向けてど

のように取り組んでいかれるのか、知事に伺い

ます。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 広域交通ネットワークの充実につい

て御質問いただきました。 

 大分県版地方創生を加速前進させていくため

には、広域交通ネットワークを担う高規格道路

と港湾を連結し、一体的な機能を発揮すること

が重要だと考えています。高規格道路では、縦

軸である東九州自動車道と横軸である中九州横

断道路や中津日田道路の整備が肝要です。 

 まず、東九州自動車道では、平成２８年４月

に北九州市から宮崎市まで開通し、物流の円滑

化や経済活動の活性化、広域的な周遊による観

光振興など、様々な面で開通効果が目に見えて

現れています。 

 しかしながら、暫定２車線区間が多く残され

ており、速達性、定時性の確保という課題があ

ることから、現在、県北、県南それぞれの区間

で４車線化を進めています。 

 次に、中九州横断道路はシリコンアイランド

九州のさらなる発展にも資する重要な路線です。

竹田阿蘇道路では、いよいよ今年から工事に着

手するので、これを契機に、より一層の進捗を

図っていきます。 

 また、未事業化区間の大分宮河内から犬飼間

についても、早期事業化に向けて計画段階評価

の加速化を熊本県と連携しながら、国に強く要

望しています。 

 さらに、中津日田道路についても、日田山国

道路のトンネル工事を本格化するなど、国の強

靱化５か年加速化対策も活用しながら、戦略的

に事業を推進します。 

 一方、港湾では高規格道路の整備により、九

州の東の玄関口として、物、人が集積するポテ

ンシャルが高まっており、機を逸することなく、

その需要をしっかりと取り込むことが肝要です。 

 このため、大分港では２隻同時に着岸できる

ＲＯＲＯ船ターミナルを整備するほか、コンテ

ナターミナルでは、ガントリークレーンの更新

や埠頭用地の拡張を進め、物流の拠点化を加速

します。別府港では、大阪航路フェリーの大型

化に合わせた港湾の改修や、にぎわい空間の創

出に向けた港の再編を進め、ポストコロナの旅

行需要を取り込むなど、人流の拠点化に取り組

んでいます。 

 また、中津港では、本年７月に５年ぶりとな

るクルーズ船が寄港し、深耶馬溪や日田市など

へのオプショナルツアーも設定されたと聞いて

います。今後の中津日田道路の整備により、滞

在時間の延長や訪問可能エリアの拡大が見込ま

れることから、観光面での活用も進めていきた

いと思います。 

 今後も九州の東の玄関口としての拠点性を高

める広域交通ネットワークの充実、強化に全力

で取り組んでいきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 広域交通ネットワークの重要性とい

うか、全県的にいろいろな取組をしていると思

います。ただ、県北地域は、多分、中津日田道

路がまだ時間が大変かかりますが、福岡市とそ

れができればかなり近くなるので、次は県北地

域への企業誘致について質問します。 

 県北の中津市では、ダイハツ九州の誘致など

もあり、中津港が国内海上輸送網の拠点となる

重要港湾として整備されました。また、大分、

福岡両県をまたぐ東九州道や中津日田道路など

の交通網が整備されて、まだ時間はかかります

が、広域での連携にもつながってくると期待さ
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れています。移住や誘致を進めるためにも、そ

の利便性について、さらなる情報発信も必要だ

と思います。 

 一方で、ポストコロナ社会へ向けてテレワー

クがどの程度定着するのかは見極めが必要かと

は思いますが、大企業でテレワークを進めるこ

とができる業種を中心に進んできた働き方改革

は、今後あらゆる業種、そして、企業の規模の

大小を問わず広がりを見せていくこととなり、

社会全体の価値観や消費行動の変化などととも

に、ワーケーションやサテライトオフィスなど

での働き方や休憩の取り方の変化が一層進んで

いくのではないかと考えます。 

 テレワークにより地方に働く場を提供できる

ワーケーションやサテライトオフィスなどの取

組は、地方にとっても第２の企業誘致とも言う

べき重要な取組です。本県の人口は減少傾向に

あり、生産年齢人口についても加速的に減少が

進むと考えられ、今後さらなる人手不足が見込

まれる状況であることから、地方への回帰志向

を好機と捉え、積極的に企業を誘致していくこ

とが必要です。 

 これまで県北地域では、恵まれた道路網、重

点港湾等を生かしながら、裾野が広い自動車産

業を中心に企業が集積しました。居住者にとっ

ても便利となった道路網の充実を生かし、今後、

その取組は継続することが大切ですが、一方で、

必ずしも場所を選ばないテレワークなどの取組

にも目を向けていくべきと考えます。 

 そこで、お尋ねします。 

 ウィズコロナ、ポストコロナ社会において、

県北地域への企業誘致について今後どのように

取り組んでいかれるのか、商工観光労働部長に

伺います。 

古手川副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 県北地域は、企業進出

や投資が好調で直近５年間の立地件数で見ると、

県全体の約４割を占めています。これはダイハ

ツ九州株式会社の進出を契機として、自動車関

連産業の集積が進んだ結果であると考えていま

す。今後も本県の重要な産業である自動車関連

産業の企業誘致を地道に進めていきます。 

 一方で、議員御指摘のとおり、場所を選ばな

いテレワークの浸透など多様化する働き方にも

目を向けていくことが大切であると考えていま

す。これまでテレワークを活用しながら、都市

部で働く社員の移住にもつなげる人の誘致に取

り組んでいます。 

 県と連携協定を結んでいる富士通株式会社の

事例で申すと、中津市を始め県内各地に１３人

の社員が移住されています。同様の事例を増や

し、人口の社会増のほかに、社員のスキルや知

見を地域課題の解決などにつなげてもらう新た

な効果にも期待しています。 

 また、福岡など都市部への若年女性の転出が

課題となる中で、女性も働きやすいオフィス系

企業の進出が県内でも近年増加しています。県

北地域においても、各市と連携しながら、サテ

ライトオフィスなどの環境整備をさらに進め、

オフィス系企業の誘致に一層力を入れていきま

す。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 県北は大分変わりますが、まだまだ

交通網も変わります。これは再度要望ですが、

中津高田線という海側の道路が福岡に２０年つ

ながれていないんですかね、あれを前からお願

いしているし、それもぜひ福岡と交渉して、ど

うか前に進めてほしいと思います。 

 それと、さきほど知事も言いましたが、中津

港、クルーズ船も来ました。来ましたが、機能

強化を中津港もぜひとも頑張ってしてほしいと

思います。これは要望です。よろしくお願いし

ます。 

 では、次は宇宙ビジネスですが、昨日の代表

質問でも大分空港、宇宙港、将来ビジョンとし

て知事の思いが伝わり、大分空港がアジア初の

宇宙港として整備されていますが、この際、宇

宙ビジネスについて、地元企業、地元人材が参

入できるように、地元のレベルアップが第一だ

と考えます。大分空港は、アジア初の水平型宇

宙港として航空ネットワークの拡充、ホーバー

クラフトの導入等の空港アクセスの充実、空港

機能の魅力アップなどの整備を進めています。

そのような中で、本年７月に、大分空港・宇宙
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港将来ビジョンが策定されました。アジアと宇

宙をつなぐ宇宙港の実現などを目指しています

が、アジアと宇宙をつなぐ宇宙港の実現はビジ

ネスにとっても、とてもチャンスです。多くの

県民も期待していますが、まだ具体的な姿が見

えていないためか、宇宙ビジネスに向けた産学

官の連携はまだまだのように感じています。 

 宇宙関連産業を担う人材の育成のために、国

東高校に２０２４年度から、宇宙に関するコー

スの新設もありますが、宇宙ビジネスに向けた

産学官の連携強化策が大事だと思います。種子

島と内之浦の２か所にロケットの発射場がある

鹿児島県では、県、大学、企業が参加して、鹿

児島県宇宙ビジネス創出推進研究会が６月に設

立されるとともに、鹿児島県宇宙ビジネス共創

支援事業補助金も新設されました。宇宙ビジネ

スはその裾野の広さから、多様なビジネスが展

開されています。宇宙港を契機として、県内に

宇宙ビジネスを集積させていくことにより、幅

広い企業を県内に誘致し、雇用機会の創出や県

内総生産の拡大などにつなげることも可能です。

また、挑戦的な取組も多いと考えられることか

ら、こうした取組を踏まえた産学官の連携強化

策が大事だと考えます。そのためにも時間を要

する人材の育成や産学官の連携に早期に着手す

ることが肝要だと考えますが、宇宙ビジネスに

向けた産学官の連携の強化にどのように取り組

んでいかれるのか、商工観光労働部長の見解を

伺います。 

古手川副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 宇宙港を核とした宇宙

ビジネスのエコシステムを構築していくために

は、産学官の連携が非常に重要であると考えて

います。既に県内では衛星データを活用する取

組を県内のＩＴ企業と大分大学などが連携して

実施するなど、宇宙に関連した産学連携の枠組

みが生まれています。 

 県としても、こうした産や学の取組を後押し

するだけでなく、県自らも主体的に関わり、産

学官の３者が連携した宇宙ビジネス創出に向け

た取組を始めています。 

 例えば、本年７月から開始した宇宙ビジネス

人材育成講座では、県内の大学や企業の方々の

意見も踏まえて講座の内容を決定し、それに沿

って県内のベンチャー企業の経営者を含む企業

関係者や大学生が、宇宙ビジネスの最先端で活

躍する講師陣から知識を習得し、ともにビジネ

スアイデアを磨いています。 

 また、将来の宇宙ビジネスを担う若者の教育

でも多様な連携が開始しています。県では国内

有数の宇宙関係の研究者を中高生向け教育プロ

グラムに招聘するなど、大学や研究機関との連

携を強化しています。さらに、国東高校では、

イギリスで宇宙港の取組を進めるコーンウォー

ル州の学校と国際的な連携を開始しています。 

 今後とも県内における宇宙関連企業や人材を

育成し、宇宙ビジネス創出につなげていけるよ

う、県として産学官連携の取組を積極的に進め

ていきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 県としてそういうセミナーをやって

いるのは知っているのですが、やはりそういう

ある程度研究会的な組織というか、その代わり

の組織をつくらないと、ビジネス、チャレンジ

ができないと思うんですよ。私はたまたまもの

づくり次郎として中津で伝統工芸を作っていま

すが、この宇宙ビジネスは、伝統的なものでは

なくて、ものすごくレベルが高いと思います。

競争もすごく厳しい、そういう中で、絶対今回

は地元人材と地元の企業に、とにかくそれに乗

るように県としては組織づくりをしてほしいと

思います。 

 次の再質問ですが、知事の提案理由説明の中

でも工科短大の来年度、学科の改編という説明

がありましたが、工科短期大学のレベルを上げ

て、先端技術者を養成するために情報科等の増

設や、やはり前から言っていた４年生大学への

移行を検討してはどうかと考えますが、この見

解を伺います。 

古手川副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 高度な専門的知識と技

術や技能を備えた優秀な人材の育成が正に工科

短期大学校の使命であると考えています。もの

づくり現場での即戦力となる人材の育成につい
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ては、企業から高く評価されています。これま

でもデジタル技術の進展でしたり、県内の産業

構造の変化を踏まえ、カリキュラムの見直しや

機器の整備などによるレベルアップに随時取り

組んできたところです。 

 さらに、来年度からはものづくりの現場でＩ

ｏＴやビッグデータ、加えてＡＩなどの先端技

術を活用できる人材の育成を目指し、電気エネ

ルギー制御科の新設を決定しています。 

 議員御指摘の文部科学省所管の４年生大学の

移行については、教員の確保に加え、施設や設

備などの多くの課題があるものと承知していま

す。今後とも県内企業が必要とする優秀な技能、

技術人材の育成にしっかり取り組んでいきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ぜひとも地元の人材と企業、こうい

うところがレベルアップするように、この宇宙

ビジネスを利用して頑張ってほしいと思います。 

 では、農業政策についてです。 

 本県農業をめぐるデータには厳しい数字が出

ています。本県の農業経営体の減少率は２０１

５年比で九州で一番大きく６５歳以上の農業従

事者割合も本県が最も高くなっています。さら

に、農業経営体のうちデータを活用した農業を

行っている割合も１２．３％と九州で最も低く、

九州各県における農業産出額の推移においても、

本県はマイナスの状況となっており、データ上

は大変厳しい数字が出ています。こうした中、

本県でも農業総合戦略会議を立ち上げ、もうか

る農業への構造改革を進めてきているとは思い

ますが、データからもうかる農業に転じること

が不可欠だと思います。 

 そこで、まず農業の担い手及び労働力確保に

ついて質問します。 

 農業の担い手の減少が止まりません。農林水

産省の２０２０年農林業センサスによると、基

幹的農業従事者数は５年前に比べて、２２．４

％、約４０万人減少し、年齢は６５歳以上が約

７割を占める高齢化が止まりません。本県でも

農業従事者が約３割減少、６５歳以上が７７．

３％を占めるなど同様の傾向です。団塊の世代

が全員７５歳以上となる２０２５年以降は減少

に拍車がかかることから、農業分野でも２０２

５年問題の対応が待ったなしです。県でも新規

就農者の確保はもとより、親元や第三者継承に

よる後継者確保の強化にも取り組んでいると聞

いていますが、取組を加速する必要があると考

えます。また、雇用労働力による労働力不足も

顕在化しています。本県でも大分県農業総合戦

略会議で農林水産業における労働力確保に向け、

農業に人材を呼び込む上で必要な雇用対策の強

化を目指し、品目、作業過程ごとの具体的な対

策を講じていると聞いています。負担となる作

業の軽減や労働力の外部化なども必要であると

考えます。こうしたことを踏まえ、農業の担い

手及び労働力確保についてどのように取り組ん

でいくのか、農林水産部長に伺います。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 本県農業の成長産業化を進

めるには、既存の経営体の規模拡大はもとより、

新しい人材を呼び込み、もうかる経営体へと育

成していくことや、経営資源の円滑な継承も重

要と考えています。このため、産地自らが具体

的な所得目標を定めた上で、担い手の確保、育

成策を明示した産地担い手ビジョンを１６市町

の５１産地で策定しています。これで取組を加

速しています。あわせて、スムーズな継承を推

進するため、認定農業者約３，８５０人の年齢

や後継者の有無等をリスト化し、経営継承がす

ぐに必要な約１５０の経営体の絞り込みをして

います。今後、資産情報等を収集し、市町村と

も情報を共有し、就農フェア等で活用していき

ます。 

 また、労働力確保については、例えば、豊肥

地区では外部労働力を活用した農作業受託によ

る白ねぎの規模拡大が進められており、今後、

この取組を他地域へと広げていきます。さらに、

こねぎではＡＩ技術等を取り入れた調製機を開

発し、調製作業の省力化による労働力不足の解

消を図ります。今後とも農業経営体及び労働力

確保対策に全力で取り組んでいきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 いろいろな取組対策の中で、担い手

確保をいかにするかは、最後はもうからないと
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続かないと思うので、ぜひともよろしくお願い

します。 

 では、農林水産物のブランド戦略について伺

います。 

 農林水産物の市場競争力強化に向けては、新

たな技術、品目の導入や品質向上などの不断の

取組はもとより、産地規模の拡大等を図ること

により、ブランドを確立させることが大切です。

本県では、かぼす、おおいた和牛、乾しいたけ、

関あじ、関さばなどの農林水産物と本県特有の

自然環境や経過、歴史、文化等を合わせ、様々

な付加価値を高めることによって「おおいた」

を総合的にイメージさせる地域ブランドとして、

Ｔｈｅ・おおいたブランドを掲げています。と

ころが、肉用牛１つを取ってみても、おおいた

和牛と豊後牛という２つのブランドがあります。

細かい定義分けがあるのは知っていますが、や

はり消費者にとっては分かりにくいと言わざる

を得ません。本日は歌舞伎俳優の方に、おおい

た和牛ＰＲ大使に就任していただいたようです

が、このような機会を利用して、今後、おおい

た和牛に一本化させたＰＲを進めていくべきだ

と考えます。大きな産地ではない本県が、多様

化、複雑化するマーケットニーズを的確に捉え、

産地間競争に打ち勝っていくためには、生産者

を中心にＪＡ及びＪＡグループ、行政、普及セ

ンター、試験研究機関等関係する諸団体が連携

し、一丸となって売り込みを行っていくことが

何より大切だと思います。 

 本県における農林水産物のブランド戦略とそ

れを一体となって進める体制づくりについてど

のように考えていくのか、農林水産部長に伺い

ます。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 農林水産物のブランド化に

向けては、県域での出荷体制整備によるロット

及び品質の確保と、拠点市場への集中的な出荷

により、市場シェアを高めていくことや、取扱

店舗の拡大による認知度向上が重要です。この

ため、品目ごとに新規取引先の開拓や量販店で

のフェアの開催といった販売促進などに取り組

んでいます。加えて、生産者、農業団体、行政

が一丸となり、農林水産物全体で売り込むこと

も大変重要です。そのため、関係団体で構成す

るＴｈｅ・おおいたブランド流通対策本部を組

織して取組を推進しています。 

 例えば、県外の大型量販店では、県産の肉、

魚、野菜、加工品を組み合わせた販売イベント

を開催し、Ｔｈｅ・おおいたブランドとして総

合的にＰＲを行っています。また、坐来大分で

の飲食店関係者への食材提案や、シェフ向けの

産地視察に取り組み、有名ホテルでの様々な県

産品による大分メニューフェアの実施につなが

りました。今後もこうした取組により、生産者、

農業団体と今まで以上に一丸となり、農林水産

物のブランド化を進めていきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 では、農業の生産性の向上について、

また質問しますが、７月末に日本経済新聞に掲

載された数字は衝撃的でした。耕地１ヘクター

ル当たりの農業産出額を都道府県別に産出し、

２００５年から２０２０年にかけての増減率を

調べたものですが、九州・沖縄各県の多くがプ

ラスとなっている中、本県はマイナス１．４％

と、この１５年間で耕地収益性が減少し、そし

て、１ヘクタール当たりの産出額は２２０万円

と８県の中では最下位でした。上位県では、カ

ット野菜向け野菜の増産や国際認証の取得など

により、付加価値を増しているとの内容でした。

もちろん、この数字だけで判断できるものでは

ありませんが、面積当たりの農業産出額が大き

い稼ぐ農地への転換が進んでいないことを示し

ていると考えます。担い手が減り、耕作放棄地

も広がる農業を再活性化するには、収益性を高

める努力が欠かせません。今回、担い手確保や

ブランド戦略についても質問しましたが、いず

れも根底に流れるのはもうかる農業へと変革す

べきだとの考えからです。もちろん、県でも農

業非常事態宣言を受け、様々な取組を進めてい

ることと思いますが、ブランド戦略を持って売

ればもうかる農業に結び付きます。そうなれば、

担い手も集まってきます。こうしたことを踏ま

え、農業の生産性向上のためにどのように取り

組んでいかれるのか、農林水産部長に伺います。 
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古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 農業の生産性を示す生産農

業所得額について、本県は全国平均を上回って

います。これの数字は最下位が４７位は富山県、

下部では秋田県とか新潟県ということで、米ど

ころが下位を占めていますが、よりもうかる農

業の実現に向けては、水田畑地化を強力に進め、

マーケットニーズの高い品目の導入と、その効

率的な生産に取り組んでいます。現在、マーケ

ットニーズの高い白ねぎやピーマンなどを短期

集中県域支援品目として重点支援することで、

おおいたの顔となる園芸品目の産地拡大を目指

しています。生産の効率化のためには、産地全

体の技術向上が重要であり、営農指導員の資質

向上や専任化、篤農家への指導委嘱など農協の

指導体制の強化を支援しています。 

 さらに、今後、必須となるスマート技術につ

いて、生産者、大学、企業等と広く連携して、

普及、実装を推進しており、現場への導入件数

は着実に増加しています。 

 また、効率的かつ持続可能な生産には土づく

りも重要です。このため、高品質な対比を県域

流通させ、生産者が適時適量に利用できるよう、

ＪＡグループを主軸とした耕畜連携の体制を強

力に後押しします。 

 こうした対策を進め、さらなる生産性の向上

を目指していきます。 

古手川副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 さきほど農業の問題について、担い

手労働の確保、あるいはブランドとか生産性と、

一番根底はもうからないと続かないということ。

いろいろ地域ブランドの戦略を確認したら、や

はり地方自治体は積極的に関わるということ、

あるいは消費者の認知を向上させるとか、そう

いうこともやらなきゃいけないし、小売りや外

食産業の取扱とかをもっとそれに入れ込んで拡

大するとか、あるいは地域内の生産者が加工業

者や金融とか流通業も含めた異業種が共同する

ような組織づくりも大事だということも確認で

きました。いろいろとある面で、気持ちは分か

るのですが、そういう異業種とも連携するとか、

あるいはもっとそれを外食産業と手を組んで発

信するとか、そういう組織づくりをぜひして、

やはり農業が、１次産業が一番根底、大事な産

業なので、大分県としては成長できるように、

ぜひとも知事も頑張ってほしいと思います。 

 知事もたまには福沢諭吉せんべいを食べて頑

張ってください。どうもありがとうございまし

た。（拍手） 

古手川副議長 以上で今吉次郎君の質問及び答

弁は終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

古手川副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 以上をもって本日の議事日程は

終わりました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時５０分 散会 
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令和４年第３回大分県議会定例会会議録（第４号） 

 

令和４年９月１５日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第４号 

            令和４年９月１５日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邉 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

古手川副議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日の議事は、お手元に配布の

議事日程第４号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

古手川副議長 日程第１、第７０号議案から第

９８号議案までを一括議題とし、これより一般

質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。太田正美君。 

  〔太田議員登壇〕（拍手） 

太田議員 皆さんおはようございます。７番、

自由民主党、太田正美です。 

 ９月１１日日曜日に３年ぶりの大分県県民ス

ポーツ大会が開かれました。私も久しぶりに選

手として水泳競技に出ました。大会役員ではな
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く、選手で出ました。これまで水泳をすること

で、自分の健康寿命、また、現役で仕事がやれ

る基本になっていると思います。人によっては

年寄りの冷や水と言われる方もいますが、可能

な限り続けていきたいと考えています。 

 それでは、質問に入ります。 

 商工行政をめぐる諸課題について、旅の高付

加価値化について。 

 コロナ禍で最も大きな打撃を受けたと言って

いいのが観光業界です。５月、６月の宿泊客数

は前年比で約２倍と、ようやく回復の兆しが見

えてきたものの、コロナ前にはまだ及ばない状

態です。 

 そのような中、令和６年春のデスティネーシ

ョンキャンペーンの開催決定は久しぶりの明る

い話題となりました。過去にも大きな経済効果

をもたらした国内最大級の観光キャンペーンが

再び本県に戻ってくることになります。観光業

界、さらには経済界、行政が一丸となり、その

効果を最大限に引き出せるよう取り組んでいか

なければなりません。 

 県では、今回のデスティネーションキャンペ

ーンのポイントとして、大分・福岡連携による

新たな旅の提案、ポストコロナを見据えた新た

なステージへの挑戦、地域への愛着を育むおも

てなしの実現の三つを挙げています。 

 九州最大の人口を誇り、九州の玄関口でもあ

る福岡との連携では、どのような相乗効果が生

まれるのか期待が膨らみます。また、本県の魅

力の一つでもあるおもてなしの力を改めて確認

し、発揮する絶好の機会にもなります。 

 中でも、ポストコロナを見据えた新たなステ

ージへの挑戦は最も重要なポイントです。新た

なステージには様々な意味があると思いますが、

その一つは、コロナ前から言われていた旅の高

付加価値化ではないかと思います。難題ではあ

りますが、コロナ禍の苦境の中にあっても反転

攻勢に備え、積み重ねてきた取組の成果を発揮

していきたいところです。 

 昨年度予算化した観光産業リバイバル推進事

業では、食、観光消費、二次交通、インバウン

ドをテーマに、地域が一体となって観光の課題

解決を図る取組が展開されています。同じく宿

泊施設受入環境整備緊急支援事業では、多くの

宿泊事業者が今後の誘客に向け、施設改修を含

めた受入環境の整備を行ってきたところです。 

 様々な取組が生まれ、観光業界の地力アップ

につながっているのではないかと期待するとこ

ろです。 

 旅の高付加価値化は、来訪者の満足だけでは

なく、観光事業者の収益増にもなります。こう

したことを踏まえ、さらなる旅の高付加価値化

に向け、どのように取り組んでいくのか、知事

に伺います。 

 以降、対面席で行います。 

  〔太田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの太田正美君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 太田正美議員には、先日の県民スポ

ーツ大会で水泳選手として御出場されたという

ことであり、主催者として御出場に心から敬意

を表し、また、感謝申します。順位は問いませ

ん。 

 ただいま、旅の高付加価値化について御質問

いただきました。 

 観光産業は、宿泊や飲食、物販、交通など関

連産業の裾野が広く、その復興は県経済の浮揚

に重要な役割を果たしています。そのために県

では、旅行需要喚起策として、九州や隣県に対

象を拡大した新しいおおいた旅割に加え、コロ

ナに対応した食事処の個室化やワーケーション

向け通信環境整備等に取り組む宿泊事業者を支

援してきました。 

 こうした取組もあり、県内宿泊客数は今年に

入り７か月連続で前年同月を上回っていますが、

コロナ禍前の水準にはまだ回復しておらず、本

県観光業の復興に向け、取組のさらなる上積み

が必要であると認識しています。 

 コロナ禍を受け、密を避けた個人や少人数旅

行の増加、キャンプやグランピングなどアウト

ドア活動の人気の高まりといった旅行ニーズの

変化が見られます。こうした新たなニーズに的

確に対応し、観光消費額を増加させるためにも、
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旅の高付加価値化に取り組むことが重要です。

御指摘のとおりです。 

 県内の宿泊施設は、事業者の努力により、７

月の民間調査会社の都道府県魅力度ランキング

において、魅力的な宿泊施設部門で第１位を獲

得するなど全国的に高い評価を得ています。そ

うした魅力的な宿泊施設に本県ならではの観光

コンテンツ等が組み合わさることで、観光客の

満足度を一層高め、滞在日数の延長やリピート

頻度を高めることができ、地元での消費額の増

加につながるものと考えます。 

 県内には世界に誇る自然が多くあり、自然体

験型観光資源に事欠くことはありません。例え

ば、九州の屋根に位置する久住高原には、大自

然を２４時間満喫できるグランピング施設があ

ります。広大な景色や満天の星空を独り占めで

きると人気を博しており、こうした自然体験型

コンテンツをしっかりと発信していきます。 

 また、宇宙港やホーバークラフトなど、唯一

無二の素材を生かした観光コンテンツの開発に

向け、観光事業者を対象に宇宙港をキーワード

とした観光ビジネスの検討講座を開催します。 

 さらに、大分空港を起点としたＭａａＳ実証

実験を行うなど、デジタルを活用したストレス

フリーな移動環境整備にも取り組みます。 

 加えて、おもてなし人材の育成も大切です。

現在検討を進めている本県独自のアウトドアガ

イド認証制度では、安全確保や自然環境の解説

はもちろん、心に残る特別なサービスを提供で

きるガイドを育成します。 

 まずは、来年５月１０日にデスティネーショ

ンキャンペーンの前哨戦として、全国の旅行会

社等を招いた宣伝販売促進会議を開催し、本県

ならではの取組をアピールします。 

 おんせん県おおいたを旅する感動を多くの観

光客に味わってもらえるように、関係者一丸と

なって引き続き努力していきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 デスティネーションキャンペーンの

ような大規模キャンペーンの実施から旅行会社

等の商談会の開催、また、情報誌の発行、ホー

ムページやＳＮＳなどのインターネットを通じ

た情報発信まで、観光客の誘客手段には様々な

ものがあります。 

 中でも、デジタル技術が進化し、社会に広く

浸透する状況下では、誘客においてもデジタル

の占めるウェイトが明らかに大きくなっている

と思われます。その代表とも言えるのがデジタ

ルマーケティングです。単にホームページなど

で情報を発信するだけにとどまらず、インター

ネットなどから得られる属性等の様々なデータ

を活用し、より効果的に情報発信や広告を行う

手法が自治体にも広がっています。 

 本県においても、従来型の手法に加え、イン

ターネットを通じた情報発信を行ってきたとこ

ろであり、各種の調査なども含めれば多くのビ

ッグデータが蓄積されています。コロナ後はま

すますデジタル化が加速し、その比重が増して

いくものと考えます。 

 デジタルマーケティングを活用した誘客対策

の現状と今後の取組について、観光局長に伺い

ます。 

古手川副議長 秋月観光局長。 

秋月観光局長 本県では、これまでもＳＮＳ等

を活用した情報発信や調査分析等に取り組んで

きました。特にコロナ禍での旅割を活用した誘

客活動においては、その中断や対象エリアの変

更にも迅速に対応することができ、デジタルの

優位性を改めて認識したところです。 

 今年度は、観光客の消費動向調査などから得

られた興味や関心度合いを踏まえ、年齢層や来

県回数等に応じてターゲットを設定し、各ター

ゲットに訴求力のあるコンテンツや媒体、配信

頻度等を工夫したデジタルマーケティングを本

格的に展開します。 

 例えば、若い世代には、ＳＮＳで見栄えの良

い四季折々の絶景やおしゃれなカフェ、インパ

クトのあるアバター体験などをインスタグラム

等で配信予定です。また、リピート率の高いシ

ニア世代には、フグやカキなど旬を迎える食材

を各地の特色ある温泉とともにユーチューブな

どで配信します。ターゲットの反応を踏まえ、

配信内容等を柔軟に見直すことで、旅行意欲を

高め、オンライン予約サイトに誘導し、大分へ
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の旅につなげていきます。 

 また、旅行者の反応などから得られたデータ

を基に、よりターゲットに魅力的なプロモーシ

ョンを企画するなど、戦略的なデジタルマーケ

ティングを進めていきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 今、ほとんどが国内の旅行者なんで

すが、一方で、円安が進んだ中で、インバウン

ドのお客さんには日本の旅行商品がすごく魅力

的なんですよね。国内は非常に物価高で大変な

んですが、逆に外国人旅行者にとっては円安の

影響ですごく魅力的な旅行商品がいっぱいでき

ていると思うので、そういう意味でも積極的な

インバウンドに対する働きかけ、また、外国の

旅行業者に対する接点をもう少し厚めにお願い

したいと思いますが、その辺はどうお考えでし

ょうか。 

古手川副議長 秋月観光局長。 

秋月観光局長 言われるとおり、インバウンド

がこれまでずっと受入れが整わなかった中で、

徐々に水際対策が緩和されています。６月１０

日からは２万人を受け入れ、さらに５万人で、

先々にはもっと広がるだろうと言われています。 

 ただ一方で、ＰＣＲ検査の問題であったり、

ツアーの中で添乗員が付かないといけないとか、

そういった問題もありましたが、徐々にそこも

緩和されています。 

 私どもとしても、国に対してさらなる緩和を

お願いしていますが、議員の言うとおり、県自

身のＰＲもとても大事です。現在、大分県では、

各地域戦略国に戦略パートナーを設置しており、

渡航ができない中にあっても、しっかりとそれ

ぞれの国の旅行会社に対してアプローチしてい

ます。今年はまた、留学生に協力していただい

て、ネイティブ目線での情報発信なども取り組

むようにしているので、しっかりとインバウン

ドを取り込めるように観光事業者の皆さんと一

緒になって努力していきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 ぜひ積極的な取組をよろしくお願い

します。 

 コロナ融資後の対応について伺います。 

 民間調査会社の調べによると、新型コロナウ

イルスの企業活動への影響が継続している企業

は７３．７％に達し、また、今年７月単月の売

上高がコロナ禍前の２０１９年７月の売上高を

下回った企業は５４．３％あったとのことで、

多くの企業が依然とし、コロナ禍前までの状況

に回復できていないようです。 

 加えて、コロナ禍に追い打ちをかけるように

原材料高が加速し、先行きの不透明感が漂って

います。また、熊本・大分地震や豪雨災害で被

災した地域などでは残債も抱えており、先行き

が見通せない状況にあります。 

 そのような中で、コロナ対応の無利子、無担

保融資を借り入れた多くの企業が据置期間満了

による元本償還を今後本格的に始める時期にな

りますが、コロナにより経営が弱っている中で

原材料高が追い打ちをかけ、さらに元本償還と

なると、経営が立ち行かなくなる懸念がありま

す。 

 また、県内の本年上期の倒産の状況を見ると、

件数は前年同期と同数で、負債総額は減少して

いる状況であり、県制度資金などの無利子、無

担保や低利での融資などにより急場をしのぐこ

とができているような状況にあると考えられま

す。一方で、本年２月には負債総額１０億円を

超える宿泊業者の倒産が発生し、報道によれば、

７月に発生した３件の倒産は全てコロナ関係倒

産であり、今後、コロナ禍の影響を受けた企業

経営の悪化による倒産はこれから顕在化してい

くのではないかと思います。 

 もちろん、中小企業側でも体質改善していか

なければならないことは分かっているものの、

外的環境から必ずしも進んでいない中小企業も

多いと思われます。 

 こうした状況の中で、今後、金融対策を始め

とする何らかの対策を講じる必要があると考え

ますが、コロナ関連融資による支援策の今後に

ついて、商工観光労働部長の見解を伺います。 

古手川副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 県内では、コロナ関連

倒産が令和２年５月から本年７月末までの２年

３か月で２９件発生しています。コロナ禍の影



第３回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 89 - 

響の長期化による今後の動向などを引き続き注

視していきます。 

 倒産は、地域経済や雇用に大きな影響をもた

らします。そのため、厳しい経営環境にある企

業の事業継続に向けた支援策を講じていくこと

が引き続き重要であると考えています。 

 これまで無利子、無担保融資などで企業の資

金繰りを支援してきました。コロナ禍が長引く

中、無利子融資の据置期間や無利子期間の終了

などによる負担金返済や利子支払の開始は企業

にとって重荷となるおそれがあります。 

 このため、最長５年間、元金返済なしで繰り

返し借換え可能な短期資金や、借換えで緩やか

な返済が可能な長期資金を昨年度に創設しまし

た。また、金融機関や信用保証協会に対し返済

期間や据置期間の延長も含め、柔軟な対応の継

続を繰り返し要請してきたところです。金融機

関などは、条件変更などの相談にほぼ全て対応

していただいていると承知しています。 

 また、コロナ後を見据え、金融機関の継続的

な伴走支援による生産性向上などを図る低利資

金を創設し、企業の経営改善も促進しています。 

 さらに、物価高騰に伴う原価率上昇に悩む企

業向けの低利資金制度も今議会に提案していま

す。今後とも中小企業などのニーズを踏まえ、

事業継続、発展のための資金繰り支援を行って

いきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 １２月になると、どうしても資金繰

りが苦しくなる中小企業者が出てくると思いま

す。その辺、きめ細かな対応をどうぞよろしく

お願いします。 

 次に、福祉、医療をめぐる諸課題について質

問します。 

 医師の働き方改革について。 

 本県において、新型コロナウイルスの感染が

初めて確認されてから２年半が経ちました。こ

の間、次々と変異株が発生し、収束にはまだま

だ時間がかかる状況です。 

 感染収束の特効薬がない中、県では、県民に

対して基本的な感染対策の徹底を呼びかけると

ともに、ワクチン接種を推進し、感染拡大防止、

重症化予防に努められており、また、感染状況

に応じて入院病床や宿泊療養施設の確保に奔走

していただいています。今夏のように感染拡大

局面においても、大きな混乱なく医療提供体制

が維持できているのは、知事を始め、執行部の

御尽力によるものと深く敬意を表する次第です。 

 もちろん、こうした取組は、医師を始めとし

た医療従事者の献身的な対応に支えられている

ことは申すまでもありません。昼夜を問わず検

査や診療、ワクチン接種などに従事し、長時間

の勤務をいとわず、県民の生命と健康を守る姿

勢には頭の下がる思いです。県民の皆さんも新

型コロナを経験して、改めて医療従事者のあり

がたさを再認識していると思います。 

 こうした中、令和６年４月から時間外労働を

原則年９６０時間までとする上限規制が医師に

対しても適用されることとなり、特例として、

一定の条件に合致する場合は年１，８６０時間

まで認められますが、その特例も令和１７年度

末までに解消しなければなりません。 

 こうした医師の働き方改革が推進される背景

には、他職種と比較しても突出した長時間労働

の実態があります。医師は、昼夜を問わず患者

への対応が求められるほか、日進月歩の医療技

術への対応や、きめ細かな患者対応といったニ

ーズの高まりにより長時間労働に拍車がかかっ

ています。 

 このように、これまでの医療提供体制は医師

の長時間労働により何とか支えられてきたと言

っても過言ではないわけですが、不規則な勤務

時間に長時間労働が加わることで、医師自身の

健康を損なうおそれも指摘されています。 

 医療の質、安全の確保の観点からも、医師の

長時間勤務の是正に向け、医師の働き方改革を

確実に進めていく必要があると考えます。県と

して、医師の働き方改革にどのように取り組ん

でいくのか、知事に伺います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 コロナ禍において、医療関係者の昼

夜を分かたぬ御尽力には私も頭が下がる思いで

す。 

 さて、平成３１年４月に施行された働き方改
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革関連法では、多くの業種で時間外労働の上限

規制が直ちに適用されましたが、医師について

は、御指摘のとおり、長時間労働の実態や働き

方の特殊性から令和６年３月末までの５年間猶

予が与えられています。 

 少子高齢化の進展により、医療需要が今後ま

すます複雑多様化していくことが考えられるわ

けであり、医師の働き方改革は労働時間の短縮

のみならず、安心で質の高い医療との両立が重

要と考えます。そのため、県では次の三つの取

組を進めています。 

 一つは、やはり何といっても医師の確保対策

です。 

 医師不足により特定の医師が過重労働になら

ないように、自治医科大学に加え、大分大学医

学部の地域枠制度などにより地域勤務医師の拡

充に努めています。順調に養成が進み、今年度

は昨年度から１４人増となる４９人の医師が地

域で診療に当たっています。また、診療科ごと

の医師の不足状況にも目を配っており、小児科

や産婦人科に加え、今年度からは救急科も研修

資金の貸与対象としたところです。 

 二つは、医療機関の勤務環境改善への支援で

す。 

 県が設置している医療勤務環境改善支援セン

ターでは、労働時間とみなされる業務範囲の明

確化や勤務間インターバルの確保などについて

アドバイザーが助言を行っており、昨年度は１

１５件の相談に対応しています。 

 また、女性医師の増加を受け、出産や育児な

どライフステージに応じた働きやすい職場づく

りを推進するために、産休・育休明けの円滑な

職場復帰に向けた支援プログラムを作成したり、

短時間正規雇用制度の導入を支援しています。 

 三つは、タスクシフトの促進です。 

 医師の勤務時間を短縮するためには、医師で

なくても行うことのできる業務を他の職種へ移

管することも有効です。 

 県立看護科学大学では、特定の医療行為を行

えるナース・プラクティショナーを養成してお

り、現在、３５人が県内の医療機関等で勤務し

ています。また、昨年度からは特に医師の時間

外勤務が多い三つの救急病院を対象に、看護師

や救急救命士などへのタスクシフトの取組も支

援しています。 

 安全で質の高い医療サービスを将来にわたり

提供していくためにも、医師が心身ともに健康

で、そのポテンシャルを十分に発揮できるよう

に、医師の働き方改革をこれからもしっかり進

めていきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 よく分かりました。よろしくお願い

します。 

 次に、社会福祉施設等における物価高騰の影

響について。 

 原油等の燃料価格の高騰は、様々な分野に影

響を及ぼしています。物価高騰相当額はサービ

スの値段に上乗せするのが原則ですが、例えば、

社会福祉施設等では国が決定する公定価格によ

りサービスを提供していることから、自由に価

格に上乗せすることが困難です。 

 幼児教育・保育施設や高齢者施設、障がい者

福祉施設、児童養護施設などの社会福祉施設は

規模の小さい事業所が多く、電気代等の高騰が

経営を圧迫しているのが現状です。 

 本来ならば、実情を反映して国が公定価格を

上げるのが筋ですが、国は臨時改定の動きを見

せていないため、急場をしのぐための緊急対策

が必要です。 

 県では、そのような状況下でも安定的に社会

福祉サービス等を提供するため、今定例会にお

いて緊急的に電気代高騰分を一部補助する補正

予算を提案していますが、実際には対象施設数

が多いこともあり、実際の支援には煩雑な手続

が必要になるのではないかと懸念しています。 

 そこで、お尋ねします。社会福祉施設等にお

ける物価高騰の影響について、どのように分析

し、逼迫する事業者に速やかに支援が波及する

よう、どのように取り組まれていくのか伺いま

す。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 今般の物価高騰による社会

福祉施設等への影響を把握するため、この７月

に抽出調査を実施しました。回答のあった施設
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の今年４月から６月の電気代は、昨年同時期と

比べ、平均で約２割高くなっており、これは国

の消費者物価指数の伸び率と同程度でした。 

 電気は、利用者へのサービス提供等に欠かせ

ないものであり、運営費に占める割合が高い電

気代の高騰が長期化することは、施設等の安定

運営に甚大な影響を及ぼすおそれがあります。

このため、負担軽減を図る緊急支援策を本定例

会に提案したところです。 

 一方で、１万１千か所を超える施設に対し、

一日も早く支援を届けるためには、手続の簡素

化とあわせ、電子申請の活用が有効です。申請

に必要な添付書類は、電気代が確認できる画像

データのみとし、それをスマートフォンやパソ

コンから送信していただくことで、申請者の負

担軽減と審査事務や支給事務の迅速化を図りた

いと考えています。 

 また、今後も見据えると、電気使用量を抑え

る省エネ設備の導入も効果があるため、今回、

その支援制度もあわせて創設し、しっかり後押

ししていきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 物価高騰はいろいろな面でも影響が

出ているので、いち早い対応をよろしくお願い

します。 

 次に、歯科健診の受診についてお尋ねします。 

 骨太の方針２０２２では、全ての国民に歯科

健診を義務付ける生涯を通じた歯科健診、いわ

ゆる国民皆歯科健診の具体的な検討が盛り込ま

れました。直ちに実施するわけではありません

が、健診の対象や頻度を拡大して歯周病などを

早期に発見し、他の病気の誘発を抑えることで

医療費全体を削減する狙いもあるとされていま

す。 

 現在、歯科健診の受診義務は、１歳半と３歳

の子ども、小中学校に通う児童生徒の学校健診

などに限られ、大学生や社会人は対象外となっ

ています。歯科疾患の多くは自覚症状を伴わず、

ある程度進行した状態で歯科受診に至るのが実

情であり、歯を失い、食生活に支障を来してし

まう例も少なくありません。 

 本県の調査によると、２０歳以上で定期歯科

健診を受けている人は２６．５％にとどまり、

４０から５０代で歯周病予防に有効な歯間ブラ

シなどの使用者は４７．５％と半数に届かない

状況にあります。 

 本県でも平成２５年に歯と口腔の健康づくり

推進条例を施行し、平成２８年には当初目標の

８０歳で２０本以上の５０％超えを達成したん

ですが、歯周病罹患者の割合は増加しています。

近年、歯の健康維持が全身の健康にも影響を及

ぼすことが分かってきており、歯周病の発生や

進行を防ぐには定期的な健診が効果的です。 

 成人に対する健診の場として、県内で歯周病

検診を実施している市町村の割合は平成３０年

で６６．７％であり、九州内では熊本と並んで

４番目に高い状況です。しかしながら、全国的

には８０％以上が過半であり、本県でも全市町

村での早期実施が望まれます。 

 そこで、お尋ねします。健康寿命のさらなる

延伸のためにも歯科健診、とりわけ歯周病検診

の受診の促進が不可欠と考えますが、福祉保健

部長の見解を伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 歯科疾患の中でも、特に歯

周病は自覚症状がほとんどないまま進行し、よ

くかまずに早食いになることで肥満や糖尿病の

リスクを高めます。さらには誤嚥性肺炎や脳梗

塞等の全身疾患を引き起こす要因にもなるため、

日頃の口腔ケアと定期的な歯周病検診が重要で

す。 

 こうしたことから、歯周病検診を行う市町村

は徐々に増加しており、さきほどの平成３０年

６６％から今年度は全市町村で実施されていま

す。 

 各市町村では、４０歳などの節目となる年齢

の方に無料クーポンを配布し、受診を促してい

ますが、残念ながら、受診率は伸び悩んでいま

す。その理由としては、必要性を感じないとか、

時間がないといったことが挙げられています。 

 そこで、必要性の理解を深めるため、歯科医

師会と連携して公開講座や街頭キャンペーンな

どの普及啓発を行っています。 

 さらに、時間がない働く世代に対しては、健
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康経営事業所への出前講座等を通じて口腔ケア

指導を行うとともに、歯周病リスクの理解を促

しています。こうした取組を進め、歯周病検診

の受診率の向上を図っていきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 よく分かりました。よろしくお願い

します。 

 次に、がん検診の受診について伺います。 

 コロナの影響はいろいろなところに波及して

います。４０年近く日本人の死因のトップを占

めるがんについては定期的な検診が不可欠です

が、コロナによる受診控えなどで検診を受ける

人が減少し、コロナ前の水準に戻っていないよ

うです。 

 具体的には、県地域保健支援センターでは、

コロナ前の令和元年に比べ、令和２年で受診者

が２５％減少、昨年は少し回復したものの、ま

だ２０％弱下回っており、依然として低い水準

であるとのことです。 

 がんの罹患率には年によって大きな変動はな

いと考えられることから、このままでは通常な

ら見付かっていた初期のがんが多数見逃された

可能性があり、また今後、進行がんの患者の急

増も懸念されます。県でも受診率の向上に努め

ているようですが、県民受診率はいまだ５０％

に達しておらず、実施主体である市町村と共に

早急な対策が求められます。 

 他県では、未受診者に受診を促す個別の通知

を送ったり、検診を休日や夜間に実施するなど

工夫を凝らしていると聞いています。こうした

ことを踏まえ、がん検診の受診控えに対し、市

町村共々どのようにその受診率向上に取り組ん

でいかれるのか、福祉保健部長に伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 がん検診受診率の向上は重

要な課題であり、市町村ではこれまでも乳幼児

健診におけるチラシの配布や、地域の健康推進

員等の活用による検診の周知などに取り組んで

きました。 

 また、受診者の利便性を高める取組として、

多くの市町村で特定健診との同時実施や夜間休

日検診を行っています。 

 さらに、子育て世代に対する無料の託児付き

検診やスタッフ全員が女性のレディース検診を

実施している事例もあり、安心して受診できる

機会の提供に各市町村が創意工夫を凝らしてい

ます。 

 コロナ禍をきっかけに、密を避けるための予

約制の導入やＷｅｂによる申込みを可能とする

など、忙しい働く世代でも受診しやすい環境づ

くりも進んでいます。 

 こうした中、先週、県と市町村の意見交換会

を開催し、乳幼児健診と同時に行う子宮がん検

診など、県外の先進的な取組事例を情報共有し

たところです。今後とも市町村や関係機関との

連携を強化し、がんの早期発見に向け、検診を

受診しやすい環境づくりを進めていきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 コロナの影響により、がん治療にお

いて、例えば、手術が先送りされているなどの

事例があるのではないかと心配するんですが、

県内の医療機関の現状や課題についてはどう認

識されているのか伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 そこのところは、医療現場

が大変逼迫しているということで私どもも心配

しており、新型コロナの入院患者受入病院に対

して毎月聞き取りを行っています。その中には、

今、議員御指摘のとおり手術を延期していると

いうケースもあります。ただ、それは延期して

も構わないような軽い症例で、がんで至急手術

を要するようなものへの影響はないとのことで

す。 

 病床使用率も、ここに来てやっと５０％を切

って少し落ち着いていますが、ピーク時には医

療機関同士が連携して、例えば、救急患者の受

入れを役割分担をあらかじめ決めてスムーズに

行うといったようないろんな工夫を凝らしてい

ることも伺っています。 

 県としても、こういった手術等が円滑に行わ

れるように、コロナと一般療養の両立ができる

ようにしっかりと取り組んでいきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 よろしくお願いします。 
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 次に、災害への備えについて、火山防災対策

について伺います。 

 本県には、鶴見岳・伽藍岳、九重山、由布岳

の三つの活火山があります。このうち、別府市

と由布市にまたがる鶴見岳・伽藍岳においては、

７月８日５時１０分に火山性地震が多発してい

るとして、噴火警戒レベル１の活火山であるこ

とに留意から県内で初となるレベル２、火口周

辺規制への引上げが気象庁から発表されました。

幸いにも７月９日以降、揺れは観測されておら

ず、７月２７日にはレベル１に引き下げられま

したが、火山災害は風水害や地震など他の自然

災害と比べると発生頻度が低いことから住民の

関心は高くないように感じています。 

 しかし、身近に活火山があり、噴火等が発生

すれば甚大な被害が生じることをしっかりと認

識しておく必要があります。平成３年の長崎県

雲仙岳の噴火では、火砕流により行方不明者を

含む４３人が犠牲になりました。また、記憶に

新しい長野県、岐阜県にまたがる御嶽山の平成

２６年の噴火では、噴石等により行方不明者を

含め６３人もの方が犠牲になりました。 

 こうした被災事例がある中で、火山災害や警

戒レベルの引上げを経験している自治体では、

山の日等の各種イベントや動画配信などで住民

への啓発活動が行われています。 

 本県においては、今後３０年以内の発生確率

が７０から８０％とされる南海トラフ地震等の

地震・津波対策や、毎年のように発生している

風水害の対策については、様々な媒体により啓

発活動を実施しています。 

 火山対策についても、住民への啓発活動を強

化し、防災意識を高める必要があると考えます

が、これまでの取組と今後の方針について防災

局長にお尋ねします。 

古手川副議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 ７月に鶴見岳・伽藍岳で噴火警

戒レベル２への引上げが発表されましたが、関

係機関との連携や地元住民の御理解等により、

特に大きな問題は発生しなかったと認識してい

ます。 

 本県の三つの活火山のうち、常時観測火山に

位置付けられている鶴見岳・伽藍岳と九重山で

は、平成２６年以降に火山防災協議会を設置し、

対策を講じてきたところです。 

 具体的な取組としては、避難計画の策定を始

め、火山ハザードマップの作成や登山口情報看

板の設置等を行っています。加えて、避難の基

本となる火山防災訓練についても、九重山では

昨年度に実施済み、鶴見岳・伽藍岳でも今年度

に実施予定です。 

 一方、議員御指摘のとおり、本県の火山災害

に対する県民の関心度は高いとは言えず、啓発

活動の強化が必要であると考えています。 

 火山活動が活発な地域では、火山との共生等

をテーマにしたシンポジウムの開催や子ども向

けの体験教育プログラム等を実施しています。

今後はこれらを参考にしながら、火山防災への

理解醸成に努めていきます。あわせて、不測の

事態に備え、火山災害警戒区域内の避難促進施

設の指定等にも引き続き取り組んでいきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 私は由布岳の麓に住んでいます。由

布岳に登山する方がこの秋多いのですが、ほと

んどの方がヘルメットをかぶらないで、普通の

帽子で登山している状況です。だけども、実際

噴火等がいつ起こるか分からない状況において

は、日頃からヘルメットをかぶって登山すると

か、そういう広報活動も非常に重要なのではな

いかと思いますが、その辺の取組についてはど

のようにお考えでしょうか。 

古手川副議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 今、議員から御指摘がありまし

たが、他県でも、火山活動が活発な地域におい

てはそういったところが非常に住民の方々に周

知されているので、今後、ＣＧ等の検討も視野

に入れながら啓発活動を強化していきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 由布岳みたいな急峻な山では、一方

で落石が結構あるんですよね。上に登っている

方が踏み外したり、滑落とかも起こっているし、

火山だけではなく、日頃の事故防止としても、

非常にヘルメットは重要なのではないかと思っ

ているので、取組をよろしくお願いします。 
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 次に、洪水ハザードマップ作成の支援と活用

について伺います。 

 近年、地球温暖化による気候変動などにより、

１時間当たりの降水量が５０ミリから１００ミ

リを超えるという激しい雨が１．４倍に増加す

るなど、異常気象と言われる極端な気象現象の

発生が頻発化し、洪水や土砂崩壊による自然災

害が激甚化しています。 

 頻発化、激甚化している水害や土砂災害から

県民の命と暮らしを守り、本県の経済社会活動

を将来にわたって持続的に発展させるためには、

河川改修やダムの整備、砂防・治山ダム等によ

る土砂災害対策などのハード対策と、地域住民

一人一人の防災意識を高め、洪水時の迅速かつ

的確な水防活動及び警戒、避難を行うソフト対

策の両面から取り組むことが必要です。 

 そのような中、平成２７年に水防法が改正さ

れ、洪水に係る浸水想定区域について、これま

での１００年から２００年に１度の雨量の想定

から千年に１度の想定し得る最大規模の洪水に

係る区域に拡充して公表されることになりまし

た。 

 本県でも、洪水により相当な被害を生ずるお

それのある一部の河川については、最大規模の

降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる区域を洪水浸水想定区域として新たに指定

し、これを基に該当する市町が災害時の対応や

避難場所の位置等の情報を具体的に記載した洪

水ハザードマップを作成したところです。一方

で、まだまだ住民に対し周知が不足しているな

どの課題もあると聞いています。改めて住民に

周知し、活用してもらうことが大変重要です。 

 また、中小河川において多くの浸水被害が発

生したことにより、昨年、水防法が改正され、

洪水ハザードマップの作成対象が中小河川にま

で拡大され、今後取組を進めると聞いています。

これが整備されることで、市町村長による避難

指示等の発令や住民等の主体的な避難が円滑に

行われるなど、その効果が期待されます。この

早期作成には、県からの技術的な支援等が不可

欠であると考えます。 

 そこで、お尋ねします。各市町における早期

作成に向けた支援と、既に作成済みのハザード

マップのさらなる周知、活用に向けた取組につ

いて土木建築部長に伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 大規模な洪水被害を防止、

軽減するためには、河川整備とあわせて、住民

が早期に自らリスクを察知し、主体的に避難で

きるよう行政が浸水範囲や避難場所など必要な

情報をあらかじめ提供しておくことが重要です。

そのため、令和３年までに水位周知河川など８

４河川の洪水ハザードマップを作成しました。 

 こうした中、近年、多くの浸水被害が中小河

川でも発生している状況を踏まえ、県では、作

成対象をまず優先度の高い２５５河川に拡大し、

ハザードマップ作成の基礎となる浸水想定区域

図を作成しています。今後、順次、各市町村へ

成果を提供した上で、ハザードマップ作成費用

も助成していきます。 

 加えて、作成にあたっては避難場所の選定、

避難経路の設定や見直し等の考え方について助

言を適宜行うなど、早期作成へ向けた技術的な

支援もあわせて行っていきます。 

 また、ハザードマップの周知活用も重要な課

題です。今後も防災局や市町村等と連携し、マ

イ・タイムラインの普及促進を図る中で、ハザ

ードマップを活用しながら、防災教育や避難訓

練を実施することによって住民一人一人の確実

な避難行動につなげていきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 ハザードマップが、１００年、２０

０年に１度の雨が千年に１度に変わったという

ことは見たら分かるんですが、実際、感覚的に

どう違うのかは、住民がなかなか認識しづらい

部分もあります。特に最近の線状降水帯が発生

した状況においては、いきなりそれが起こって

くるということで、そういうソフト面の認識、

防災意識の高まりを、自分の住んでいるところ

はどういう状況にあるのかをしっかり住民に知

らせる必要があるのではないかと思うので、そ

の辺の徹底もよろしくお願いします。 

 次に、公金納付のキャッシュレス対応につい

て伺います。 



第３回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 95 - 

 今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、私

たちの生活様式に大きな変化をもたらしました。

非対面、非接触が日常の様々なシーンで浸透し、

一部のコンビニエンスストアなどでは精算時に

店員が現金に触る場面がなくなっています。こ

のような状況も追い風となり、国内ではキャッ

シュレス化が急速に進んでいます。 

 キャッシュレスのメリットは、現金の準備や

持ち歩き、財布からの出し入れが不要になるだ

けではありません。家庭ではポイントの還元も

受けられるし、企業でも現金を管理するための

コストの軽減や現金出納の電子化による経理作

業の効率化など、経営の合理化につなげること

もできます。さらには、今後インバウンドが再

開すれば、受入地域がその恩恵を享受すること

が見込まれますが、そのためにはキャッシュレ

スに対応した店舗を増やしていくことが重要で

す。 

 経済産業省が今年６月に公表した我が国の２

０２１年のキャッシュレス決済比率は、対前年

比プラス２．８ポイントの３２．５％となりま

した。ここ数年、堅調に上昇しており、国は２

０２５年までに４割程度、将来的には世界最高

水準の８割まで上昇させることを目標にキャッ

シュレス決済を推進していくとのことです。 

 このような中、今年の通常国会において、情

報通信技術を利用する方法による国の歳入等の

納付に関する法律、いわゆるキャッシュレス法

が成立しました。５月に公布され、１１月に施

行されます。今後、国に納付する行政手続の手

数料などをクレジットカード、電子マネーなど

のキャッシュレスで支払えるように順次対象を

拡大していく方針です。行政のキャッシュレス

対応により、民間のキャッシュレスの一層の拡

大へ拍車がかかると考えます。 

 本県では、２月に大分県キャッシュレス実施

計画が公表されました。計画では、６年度まで

に県への公金納付のキャッシュレス対応に取り

組むこととしていますが、ただ単にキャッシュ

レスに対応した機材等を入れるだけでなく、県

民の利便性の向上と行政の効率化にしっかりと

つながる取組にしなければなりません。今後の

取組について総務部長に伺います。 

古手川副議長 若林総務部長。 

若林総務部長 民間の分野で様々な決済サービ

スが普及している中、県では、６年度までに公

金納付のキャッシュレス対応の完了を目指し、

取組を進めています。今年度は県庁舎の本館、

新館、また、佐伯総合庁舎等の納付窓口でキャ

ッシュレス対応を開始しました。 

 取組を進めるにあたっては、まず、県民の利

便性の向上が重要と考えています。電子申請に

おいても、支払までオンラインで完結できるよ

うにするとともに、納付窓口においてはクレジ

ットカードのみでなく、電子マネーやコード決

済など様々な決済手段に対応していきます。 

 また、窓口に端末を置くだけでなく、県の業

務の効率化にもつながるよう、あわせてＰＯＳ

レジを導入しています。手書きの領収書からレ

シートに切り替える、また、現金出納簿を電子

化する、自動釣銭機を導入することなどにより、

現金管理の効率化も図っています。今後は、同

一庁舎内の納付窓口の集約や窓口業務の委託な

ども含め、取組を進めていきます。 

 引き続き様々な工夫をしながら、キャッシュ

レス対応に効果的に取り組んでいきます。 

古手川副議長 太田正美君。 

太田議員 私のところも宿泊業を営んでおり、

以前はほぼ現金で、チェックアウトが終わると、

その現金を数えるのに非常に時間と労力を費や

していましたが、今、そういう意味ではほとん

ど現金がありません。ほとんどカードか、ペイ

ペイとか、いつの間にかそういう時代に変更に

なっているのが現状なので、やはりそういうと

ころを──ただ、高齢者がなかなかその波に乗

れていけない現状もあると思うので、その辺の

取組もあわせて検討していただきたいとお願い

し、私の一般質問を終わります。今日はありが

とうございました。（拍手） 

古手川副議長 以上で太田正美君の質問及び答

弁は終わりました。小嶋秀行君。 

  〔小嶋議員登壇〕（拍手） 

小嶋議員 ３０番、県民クラブの小嶋秀行です。

早速、一般質問を分割方式で行います。知事始
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め、執行部の皆さん、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 初めに、宇宙港化する地域の今後の広域的ま

ちづくりについてお聞きします。 

 ７月２６日の報道によると、アメリカのシエ

ラ・スペース社のジョン・ロス副社長が県庁を

訪れ、２０２６年にも大分空港を宇宙ステーシ

ョンと地球を結ぶ無人往還機の帰還先とする計

画があり、将来的な有人機利用も視野に入れて

いるとのことでした。打ち上げ拠点と考えられ

る種子島との距離が近いことも今回の判断につ

ながったようです。 

 既に、ヴァージン・オービット社が１年に複

数回、宇宙港として大分空港を利用することが

見込まれており、この新たな利用が固まれば、

名実ともに大分空港が宇宙港として国際的に不

可欠な位置付けになるものと思います。 

 思いがけないと言えると思いますが、二つの

会社が大分空港を宇宙港として活用するとなれ

ば、どれだけの空港の使用頻度となるのかはま

だ不明ながらも、業者による利活用が頻繁にな

るに従い、大分県、大分空港がさらに注目され

ることが期待されます。 

 その上、とりわけ空港が立地する国東市や、

大分から空港までの動線上にある別府市や日出

町、杵築市などにもさらに明るさが増すことに

なるし、内外から訪れる多国籍のお客様も増加

し、注目が集まることとなりますが、この点、

宇宙港化する地域にふさわしい、将来に向けた

広域的まちづくりがどのように進められるかに

ついても関心が高まるのではないかと予測しま

す。 

 私は、宇宙港の実現により、産業創造、観光

・文化振興、研究・教育振興が期待でき、ビジ

ネス関連の産業の集積はもとより、打ち上げに

伴って欧米などから訪日する事業家や投資家、

エンジニアらが長期滞在する需要への対応や、

進学や宇宙関連産業への就職を想定した人材育

成の拠点づくりなど、宇宙港を核とし、これか

らの可能性は大きく広がっていくものと思いま

す。 

 こうしたことを踏まえ、県としてどのように

産業を集積させ、にぎわいを創出し、広域的な

まちづくりを進めていくのか、宇宙港を核とし

た振興策について知事の御見解を伺います。 

 また、このまちづくりに欠かせないのが、ア

クセスの改善です。既に、ホーバークラフトの

運航は目前ですが、大分空港・宇宙港将来ビジ

ョン（素案）における２０５０年度の乗降客数

目標である約３２０万人を達成するためには、

鉄道の建設も必要ではないかと思います。採算

性も考慮が必要と考えますが、将来に向けて、

上下分離方式で杵築駅から少なくとも空港まで

の間の線路建設を検討してはいかがかと考えま

すが、企画振興部長の御見解をお聞かせくださ

い。 

 以下、対面席から質問します。 

  〔小嶋議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの小嶋秀行君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 小嶋秀行議員から宇宙港に関する御

質問をいただきました。 

 まず、宇宙港を核とした振興策について、私

からお答えします。 

 宇宙港については、現在、ヴァージン・オー

ビット社に加え、シエラ・スペース社及び兼松

株式会社とのアジア初となる水平型宇宙港実現

に向けた取組を最優先に進めています。 

 県では、今、宇宙港の夢を大きく広げるため、

県民の声もお聞きして、大分空港・宇宙港将来

ビジョンを策定中であり、三つの方向性で、宇

宙港を核とした振興策を進めています。 

 一つは、宇宙関連産業の創出・集積です。県

内企業が開発した衛星測位技術を活用したごみ

収集を効率化させるシステムが関東の自治体で

採用されるなど、衛星データの活用事例が増え

てきました。宇宙ビジネスは、衛星製造や、宇

宙エンタメ、通信など、産業の裾野も広いこと

から、引き続き、県内企業の参入支援や創業、

企業誘致に取り組みます。また、将来的には、

バイオ・素材分野等において、宇宙ステーショ

ンが研究開発や製造の拠点となることも期待さ

れています。宇宙の拠点と地球とをつなぐ宇宙
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港周辺において、関連産業の集積や活性化が進

んでいくのではないかと考えています。 

 二つは、新たな観光需要の創出です。打ち上

げ時には多くの観覧客が大分空港を訪れること

が考えられますが、空港のみにとどまることな

く県内を周遊できるよう、観光資源の磨き上げ

を進めます。また、衛星会社など、関係者の長

期滞在や、海外富裕層の来県も想定されます。

この点は、先日、提携する米国企業２社の幹部

が来県した際に、県内の宿泊施設や神社仏閣、

現代アート作品などを体験され、受入環境に対

して高い評価をいただいたところです。 

 三つは、教育・研究の振興にも夢が広がりま

す。超小型人工衛星の研究開発を行う東京大学

の教授と連携し、この夏、模擬人工衛星の実験

教室を開催するなど、ＳＴＥＡＭ教育やものづ

くり教育の取組を始めています。また、令和６

年度に宇宙コースが新設予定の国東高校では既

に、英国で宇宙港計画を進めているコーンウォ

ール州との交流を行っています。今後も、国内

外の宇宙関係の研究者、技術者と、研究・教育

分野での連携を進めます。 

 こうした方向性を持って振興策を進める上で、

グローバル化の視点を持つことが大変重要だと

思います。宇宙ビジネスは国を超えて展開され

ることから、地域が外国籍の企業や技術者など

を受け入れられるよう、言語対応など、ビジネ

ス環境の整備を進めることが必要です。また、

既に交流が進む英国の宇宙港との連携など、国

際的なネットワークの構築も大切です。このよ

うにして、本県がアジアにおける宇宙ビジネス

の中核拠点として認められるよう、引き続き取

組を進めていきます。 

 もう一つ、宇宙港へのアクセスについて御質

問いただきました。この点については、担当の

部長からお答えします。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 宇宙港へのアクセスについ

てお答えします。 

 宇宙港となる大分空港の利便性を高めるため

には、多様なルートでアクセスできることが重

要です。 

 その中で、議員御提案の空港最寄り駅である

ＪＲ杵築駅から大分空港への鉄道路線の建設も、

将来的な選択肢の一つであると考えています。 

 具体的な空港アクセスとして鉄道の導入を考

えるにあたっては、事業継続に必要な採算性を

確保するための一定程度の安定的な利用者ニー

ズが前提となります。 

 そのためにも、国際線を含めた新規路線の誘

致等による航空ネットワークの拡充や、宇宙港

の実現、ホーバークラフト導入による新たな空

港利用需要の創出などにより、まずは空港利用

者数の増加を図っていきます。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 振興策について、ありがとうござい

ました。我々、素人からいろいろ、ああであろ

うこうであろうと申すよりも、やっぱり行政の

企画部門のこれからの検討が、どういうものを

目指してこれを進めていくのかという観点から

は非常に重要であると考えます。そういう意味

では、今、知事からお答えいただいた３点、こ

れはビジョンの中にも含まれている内容かもし

れませんが、このような３点を中心に進めてい

ただくことがこれから先の空港の発展には大き

いものがあろうかと考えます。 

 ただ、さきほど言ったように、アクセスの関

係については、まず１点伺いたいのは、いわゆ

るビジョンの中で、３２０万人を２０５０年度

には目指したいと書かれています。途中では２

５０万人という話ももちろんあるし、これまで

は２００万人をちょっと超えたぐらいが実績だ

ったと思いますが、３２０万人を目指すことに

なると、やはりホーバーフェリーでは、あるい

はバスだけでは、あるいは自家用車だけでは、

私は賄い切れない可能性が出てくると考えます。 

 そういう意味では、今回、選択肢の一つと言

っていただきましたが、これは積極的に今後検

討していただいて、そして、私が言いたいのは、

鉄道は上下分離方式と言いましたが、架線を引

かずに、ディーゼル機関車を最初は通行させま

すが、将来的には水素エネルギーを活用した軌

道を造っていくようなことも展望としては持て

るのではないかと思いますが、まず３２０万人
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の背景、考え方、それから、そういう鉄道を造

る上において、エネルギーの問題については水

素を活用するという選択肢もいかがなものかに

ついてお尋ねします。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 ２０５０年の３２０万人の

目標数値については、ターゲットとすべき路線

を国内線、国際線でそれぞれ見定めて、その路

線ごとに乗降客数を積み上げて試算した積み上

げ方式で算出したものです。まずは、やっぱり

私どもとしては、１０年後の２６０万人を確実

に達成していくために全力で取り組んでいきた

いと考えていて、そうした中で、さらにその上

の目標、今、３２０万人を掲げていますが、ま

たそこも見えてくるのかなと。そうした取組の

中で、乗降客数の増加に合わせた形で、アクセ

スをどうしていくのかを考えていきます。 

 今、もう一つお尋ねにあった、いろんな交通

モードに技術革新は、今後起こるんだろうなと

思っています。そういったことにもしっかり注

視しながら、視野を広く検討していきます。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 ありがとうございました。これから

先、進んでいく上においては、まだまだ検討課

題も生まれてくると思っているし、私自身とし

ては、アクセスの改善をもっともっとしていか

ない限りは、目標に掲げている数字を達成でき

ないことになってしまう可能性があるので、こ

の辺に注視して、ぜひ今後積極的な検討をいた

だければと考えています。よろしくお願いしま

す。 

 続いて、豊予海峡ルートについて伺います。 

 本件は、かなり長い間、論議が行われており、

既に本県及び愛媛県等を中心に豊予海峡ルート

推進協議会を発足し、２年交代で大分、愛媛が

事務局を担う形で、昨年は、国に対し、大分県、

愛媛県ほか、広島県、山口県など近隣５県と各

県商工会議所連合会、四国、九州経済連合会な

どと共同して要望活動が行われています。 

 以前は調査費を計上して具体的な調査事業な

どが行われていたと記憶しますが、近年は大が

かりな調査や推進に関する予算計上はほとんど

ない状態が続いているのが実際のところです。 

 一方、大分市では現在、様々な観点から研究

や調査が進められており、最近では、令和４年

３月に豊予海峡ルート推進に関する論集を発行

し、数多くの有識者による推進のための見解な

どが示されています。特に、この論集では、日

本の将来の一翼を担うであろう日本青年会議所

においても、将来の本県を描く上で重要なプロ

ジェクトと位置付けて、積極的な発言をされて

いるし、大学教授始め、多くの有識者の積極的

な意見が盛りだくさん掲載されています。 

 私は、これまでの３０年の日本の経済や社会

を失われた３０年とやゆする風潮がある中で、

これから先の３０年をどのように描くかが問わ

れていると考えます。かつてあった、単に公共

事業に偏重した予算の在り方という観点ではな

く、将来世代に渡すこの国を、第二国土軸構想

をベースに、その姿をどう描くかという観点か

ら、見解を伺いたいと考えた次第です。 

 そこで、お尋ねします。例年の予算計上をや

めるべきだという意見もある中、県として、豊

予海峡ルートについて、どのような対応を実際

に取られているのでしょうか。豊予海峡ルート

の現状と課題について、知事の御見解をお聞か

せください。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 御質問の豊予海峡ルートは、四国や

関西との人・物の流れの促進による本県経済の

発展や災害時におけるリダンダンシーの確保の

面において、重要であると考えています。 

 そこで、県では、九州の東の玄関口としての

拠点化戦略において、豊予海峡ルートを含む太

平洋新国土軸構想を、本県の将来の発展を支え

る交通体系の一つと位置付けています。 

 本県としては、夢のあるプロジェクトとして

掲げた灯を消すことなく、関係県等で構成する

推進協議会等を通じて、国に対し、引き続きそ

の必要性を訴えていきます。 

 国の国土形成計画においても、海峡部等を連

絡するプロジェクトについては、長期的な視点

から取り組むと明記されています。 

 ただし、豊予海峡をつなぐ橋梁やトンネルの
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建設は、技術的、経済的観点から、近い将来で

の実現は困難であり、まずは充実したフェリー

航路により海峡間の人と物の流れを増やして、

交流の軸を太くすることが重要です。 

 そのため、船内のレストラン等で利用できる

クーポンの配布など、フェリー事業者による利

用促進のための企画商品の造成等に対する支援

や、豊予海峡を挟んでの関係団体間交流の支援

等に取り組んでいます。 

 このように、まずはフェリーを活用して豊予

海峡間の人・物の流れを活発化させ、交流をさ

らに促進する好循環を生み出せるよう、引き続

き取組を推進していきます。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 ありがとうございました。私が一番

気になっていることは、大分市主体で考えると

いうことではないにしても、大分市が毎年１千

万円ほど計上して、ほぼ５、６千万円から７、

８千万円ぐらいの予算で研究なさっているとい

う話を聞きます。 

 さきほど言った論集の発表の中には、今、知

事がお答えした技術的に困難であるというとこ

ろについても、可能性は全くないことはないと、

Ｂ／Ｃ（ビーバイシー）もいいんだという話ま

で既にいろんなセミナーなどでは進められてい

ます。そういう意味からすると、可能性が全く

ないわけではないなとは我々も感じるところで

す。 

 ただ、私がこの話をしようと思った背景には、

これまで四全総だとか五全総だとか、いろいろ

国の形成計画の協議をされてきて、そして、か

ねてからその形成計画の中には一極集中を止め

ようということが大きな狙いにあるという話で、

それが今は第七次まで形成計画が来ていると認

識しています。その中にも、一極集中はやめま

しょうねという話が掲載されているわけですが、

そういう観点に立つと、やはり今後、県として

も、ある意味では積極的に研究を進めていく必

要があるのではないかと私自身としては考え、

今日の質問に至ったところです。 

 今後また、長い期間かかる話だと思うので、

その折々に議論したいと考えているので、どう

ぞよろしくお願いします。何かありましたら。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 せっかくの御質問ですから、県と市

の関係を御心配のようですが、県としては、む

しろ豊予海峡の問題については随分前から研究

を進めていました。いろんなことについて、研

究はだいぶ進んできていると思います。 

 ただ、その後、どうやって海峡からの交流を

盛り上げていくかについては、まだまだこれか

らの課題があるというところで、我々が先行し

て進めていた研究は一段落したので、そっちは

それで置いておくとして、これから交流を進め

ていくためのいろんな方策について市が研究し

ていただいていると、これはこれで結構なこと

ではないかと思っています。 

 機が至れば、両方の成果を合わせながら前に

進めていくことになってくるのではないかなと

考えています。時間的にも、それから内容的に

も、協議しながらやっていると考えていただき

たいと思います。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 ありがとうございました。私も愛媛

県に伺って、関係部門とお話ししましたが、今

の大分県とほぼ同じ認識でした。 

 ただ、平成４年には大分県も第二国土軸構想

推進のシンポジウムを開いたり一生懸命やって

おられたので、そういうノウハウ、いろんな蓄

積があるでしょうから、それらをぜひ今後有効

に使っていただいて、国との協議などについて

も積極的に進めていく必要があるのではないか

という思いを持っているので、どうぞよろしく

お願いします。 

 それでは次に、ネット、あるいはメディア・

リテラシー教育と呼ばれるものについてです。 

 様々な情報が氾濫する中で、これからを生き

る青少年には、必要な情報を取捨選択できる能

力を身に付けることが求められています。わけ

ても教育分野や消費者分野における対策は重要

な課題です。 

 現在、高等学校では、令和４年度から必修化

された情報Ⅰという教科で、教育分野を含む社

会一般の情報化について広範な教えを行ってい
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ます。そこで、この情報Ⅰの教科書を発行する

主な出版会社５社の内容を調べましたが、出版

会社ごとにその内容は異なり、どの教科書を採

用して授業に使うかによっては、情報化社会へ

の理解の深まりに差異があるようにも感じまし

た。 

 もとより、教科書のみでネット・リテラシー

だけを教えているわけではないことは十分承知

の上ですが、子どもたちを取り巻く情報化社会

の変化、発展の中で、各種情報に対する正常な

アクセスや判断力、発信力を培うためには、よ

りリアルな学び、視聴も含めて、必要ではない

かと思います。 

 小中学校を含むネット利用の低年齢化の中で、

ネット・リテラシー教育にどのように取り組ま

れているのか、現状と課題を含めて、基本的な

考え方をお聞かせください。 

 また、リアルな学びに関し、群馬県では、ネ

ットによるいじめに関する動画を編集、制作し

て、生徒がその動画の視聴に基づいて共に学び

合う機会が設けられています。実際をイメージ

しやすい動画の活用は、児童生徒に限らず、高

齢者層も含めた幅広い世代にも有効です。 

 特に、ネット・リテラシーの学びは、持続的、

計画的、体系的なものでなければならないと考

えます。本県でもリアルな学びのため、動画を

活用してはどうかと思いますが、この点、教育

長の見解をお聞きします。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ２点についてお答えします。 

 まず、ネット・リテラシー教育についてです。 

 ネット利用の低年齢化や情報化が進む中、ネ

ット・リテラシーを含む情報モラル教育は、ま

すます重要になっています。 

 各学校では、学習指導要領に基づいて、小、

中、高を通じ、児童生徒の発達段階に合わせて、

各教科はもとより、特別活動や生徒指導等にお

いて情報モラル教育を行っています。 

 例えば、小中学校では、道徳科で情報に関す

るマナーや規範について、社会科や技術・家庭

科では、情報流出等のインターネットの特性に

ついて指導しています。 

 このほか、学校からの要望に応じて、情報モ

ラル出前授業を実施しています。昨年度は５９

校で、保護者を含め約９千人が参加しています。

今年度は９５校に拡大し取り組んでいます。 

 一方、ネットを介したトラブルは、依然発生

しているため、子どものためのネットあんしん

センターを開設し、児童生徒、保護者の相談に

対応しています。 

 また、家庭でのルールづくり等を啓発する講

演会を行うなど、未然防止も図っています。 

 今後とも情報化社会をたくましく生きる力を

育むため、教員研修の教科はもとより、ＧＩＧ

Ａスクール構想の推進とあわせて、情報モラル

教育の充実に努めていきます。 

 それから、次は、動画の活用についてお答え

します。 

 令和２年度に大分県内でインターネットやＳ

ＮＳなどで誹謗中傷が行われた、いわゆるネッ

トいじめの件数は２６９件で、いじめの全認知

件数に占める割合は２.１％となっています。 

 インターネット、ＳＮＳ上でのいじめは、匿

名性が高く外部から見えにくい、早期発見、早

期対応が難しいなどの課題があります。児童生

徒に対する情報モラル教育の取組が重要だと考

えています。 

 情報モラル教育の必要性は、学習指導要領に

も記載されており、県教育委員会では、専門家

によるネットトラブル講演会やスクールロイヤ

ーによるいじめ予防事業などの取組も行ってい

ます。 

 また、小中高校別に児童生徒向けの動画教材

や指導案を作成しており、学校現場でも活用さ

れています。さらに、文部科学省が制作した児

童生徒向けの動画教材も、県教育委員会のホー

ムページを通じて閲覧できるようにしていて、

こちらも活用されています。 

 今後、児童生徒及び教員のタブレットにこれ

ら動画のアイコンを表示して、よりアクセスし

やすい環境を整えたいと考えています。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 いろいろ方法がというか、様々やり

方はあろうかと思います。教育委員会として、
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そこまで随分、セミナーを開いたりだとかいう

ことで進められていることについては、改めて

認識しました。 

 それで、私は実は群馬県へ行ってきて、群馬

県のネット・リテラシーの一端のそういういじ

めの問題の動画について見ました。県としては

初めてのやり方だと言われていましたが、授業

でそれを共に見ながら、共に考えることが必要

ではないかと言われていました。そういう話を

聞いてきて、なるほどなということでありまし

た。 

 今の教育長の答弁では、ホームページで見る

ことはできるということであったように今受け

止めましたが、授業の中でそういうことをきち

っと使って、お互いが考え合うということ。そ

れで、リアルに、こんなことってあるよねと子

どもが感じるような状況をつくって、学び深め

ることが重要ではないかなと私は考え、今日こ

ういう提案をしたので、ぜひその点については

御理解いただきたいし、問題は、さきほど話が

あったように、令和２年度の２６９件、２.１

％とはいえ、このネット上でのいじめなどの相

談件数が低減していくことが大事だと思うので、

その点、集中的な取組をぜひお願いしたいと要

望します。よろしくお願いします。 

 それでは次に、アーバンスポーツの環境整備

と人材育成についてお聞きします。 

 本件については、さきの東京２０２０オリン

ピック以降、日本各地で本格的に注目を浴びて

おり、県議会では、大友議員を始め、これまで

に何度も一般質問が行われています。その論議

を踏まえて、少し踏み込んだ点についてお尋ね

と提案もしたいと思い、あえて質問項目に挙げ

ました。 

 昨年の第３回定例会の論議では、アーバンス

ポーツを「する」スポーツとして施設情報の発

信に努めるとともに、関係団体等とも連携し、

その振興を推進していくと、県から前向きな答

弁がありました。 

 私は、この答弁を高く評価した上で、県が３

か所のスケートボード練習場の情報をホームペ

ージに掲載したということだったので、早速、

その練習場を調査してみました。 

 まず、日田市が設置する大原公園スケートボ

ード場は、本格的な練習場として整備されてい

ました。 

 次に、大分市のＴ－Ｗａｖｅは、田ノ浦海水

浴場の国道を挟んだ反対側にあり、太陽光発電

施設の中で平坦な場所に、いろんな設置型の起

伏、変化をフレキシブルにセットできる練習場

で、雨天時やナイターに対応していました。 

 最後の大分スポーツ公園アーバンスポーツエ

リアは、昭和電工ドーム大分の東駐車場の一部

を、スケートボード、ＢＭＸ、インラインスケ

ートの練習場としてエリアを区切っていますが、

特に構造物は設置されていません。 

 東京２０２０大会で正式な競技として実施さ

れた競技種目だけに、これから潜在的なものを

含め、競技人口が増加傾向にあると考えられる

中で、本格的な練習場の確保はとても重要と思

いますが、大原公園スケートボード場を除いて、

本格的な練習場というには少々難がある感じで

した。 

 提案ですが、例えば、大分市中心部において

は、高架化後の鉄道残存敷を活用した公園が整

備されつつあります。そういったアクセスのよ

い場所に、気軽にアーバンスポーツに触れられ

る環境があればいいなと思います。 

 そこで、お尋ねします。アーバンスポーツの

練習環境の整備及び、本格的かつ正式な競技会

場の設置に関する基本的考え方について企画振

興部長に伺います。あわせて、アーバンスポー

ツのそれぞれの競技ごとの指導者の育成と、競

技人口の拡大についてお聞かせください。よろ

しくお願いします。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 アーバンスポーツは、新し

いスポーツであることから、競技上の安全性確

保や周囲へのマナーアップに加え、認知度を高

めていくことが重要であると考えています。 

 県では、今年度、安全にスケートボードを体

験し、マナーを学べる場として、市町村と連携

し、県内９か所で出張型のスケートボード体験

スクールを開催しています。 
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 また、来月には、日本最大級のキッズ向けス

ケートボードコンテストも大分市のパークプレ

イス大分にて本県で初めて開催します。 

 練習環境の整備や本格的な競技会場の設置、

また、指導者の育成については、こうした体験

スクール等での実績のほか、競技人口の状況や

競技自体の盛り上がりなどを踏まえて、考えて

いくものと思っています。 

 県としては、市町村と連携して、こうした様

々な取組を通じて、まずはアーバンスポーツの

認知度向上を図るとともに、競技人口の拡大な

どにもつなげていきたいと考えています。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 ９か所の体験場所、あるいはパーク

プレイスの関係については、私も十分情報をキ

ャッチしていませんでしたが、今、競技人口の

数あるいは盛り上がりがどうかということが話

にありましたが、この競技人口そのものについ

ては、今どのような把握がされていますか、そ

の辺について伺います。 

 私が、今回この質問をしようと思った一つの

理由に、散歩で大分の駅南辺りを回っていると、

子どもたちが５、６人集まってスケートボード

をやっていますが、散歩する人が来るとずっと

よけて遠慮しがちに、僕らがいなくなると大胆

に滑ったりとかいうことをしている姿をよく見

かけていて、やっぱり練習場がないんだなとい

うことで、こういうところですると危ないなと

ずっと感じています。であるならば、練習場を

しっかり確保してあげる、それから、練習した

上では正式な競技場を確保してあげることが必

要ではないかと思いが募ってきたのが一つの大

きな理由です。 

 そうであれば、そうであるだけに、しっかり

とした指導者もつくっていくことは、これは県

の仕事かどうかは、様々考え方はあろうかと思

いますが、やっぱり初期の段階といえば、指導

者を県主導で育成していくことも必要ではない

かと思います。さきほど指導者の育成について

は触れていただけなかったので、その点につい

ても改めて伺います。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 まず、競技人口をどう把握

しているかについては、正確なデータは持って

いませんが、やはり今、議員御指摘のとおり、

私どもも、スケートボードを持って親子で近く

の公園というのは見かけるようになったかなと

は感じています。 

 今、私ども、このスケートボード協会とよく

連携して、いろんな競技人口の普及などについ

て、どういう形で進めていったらいいか競技協

会と連携を取っているので、そうした中で、指

導者の育成などについても話をしてみたいと思

っています。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 それがいいと思います。というのは、

やっぱり協会の皆さんと十分連携を取って、今

後の課題が何なのかをはっきりさせていくこと

は正しいことだと思います。 

 東京２０２０オリンピックであれだけ注目を

浴びた競技ですから、今後、大分県内からも選

手が派遣できるような、そういう思いも持つ必

要があるのかなという気がしているわけで、そ

ういう意味では、指導者がどれくらいの規模で

大分県内に存在するのか、私は存じ上げません

が、指導者をしっかりと育成していただいて、

安全に、なおかつマナーをしっかり守って、こ

ういうアーバンスポーツを楽しむ青少年の育成

にしっかり取り組んでいただきたいと考えてい

るので、その点、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは最後に、本年６月から気象庁が開始

した、線状降水帯発生予測の活用についてお聞

きします。 

 今のところ、予測確率は２５％程度と言われ

ていますが、この気象庁の取組が次第に確率、

精度を上げて発表されるように大いに期待しま

す。 

 ７月から８月には、東北地方等で大変な大雨

の状況が報道されていましたが、これから九州

北部地域でも台風も近づいているということで、

大雨が予想される折には線状降水帯発生予測に

沿った防災対策が取れるという意味では、非常

に重要な取組と思います。 

 もとより、この線状降水帯の発生予測は、６
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時間前を建前にしていますが、その理由は、高

齢者等の逃げ遅れによる被害の減少対策に第一

義が置かれています。特に、ここ最近の大雨被

害では、大がかりな降雨は比較的深夜帯に多く

発生しており、先日も一夜が明けてみれば、大

規模な範囲で床上浸水が発生していて、助けを

求める住民が多くいたとの報道がありました。 

 このように明るいうちならまだしも、避難が

極めて困難な夜間、深夜の大量降雨になる前に

避難を誘導するという観点から、線状降水帯発

生予測の取組は今後欠かせないと思います。 

 こうした大雨による災害等への対応は市町村

が主体となりますが、県には、県庁に防災局が

設置され、全県の情報を把握しています。また、

振興局の局長は、それぞれの地域に居住し、２

４時間体制で災害に備えています。 

 振興局のほかに、教育事務所、土木事務所と

関連機関もあり、線状降水帯発生予測を活用し、

住民避難を始め、学校の休校判断や、道路の通

行止め等の判断を早めに行うなど、これらの地

方機関や市町村との密な連携によるリアルで本

格的な避難対策を講じることが求められます。 

 そこで、線状降水帯発生予測をどのように今

後活用する体制が取られているのか、防災局長

に具体的に伺います。 

古手川副議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 線状降水帯による短時間の記録

的な大雨で、過去には逃げ遅れによる人的被害

が発生しており、本県の風水害対策において喫

緊の課題となっています。 

 こうした中、本年６月から運用が開始された

線状降水帯発生予測は、現時点で精度は高くな

いものの、極めて重要な情報であると認識して

います。 

 また、本県を含む九州北部地方では、全国初

の発生予測となった７月１５日以降、これまで

に計３回発表されています。その際の対応とし

て、防災局では大分地方気象台と連携し、県や

市町村等の関係機関を対象に速やかに説明会を

開催するなど、防災気象情報や防災体制等の情

報を共有しました。 

 加えて、大雨等の警報発表前であっても、県

防災センターや振興局に災害対策連絡室を設置

し、市町村に対して明るい時間帯に避難情報を

発令するよう呼びかけました。 

 市町村においても早めに自主避難所を開設し、

高齢者等の早期避難を促してきました。 

 今後とも線状降水帯発生予測の空振りを恐れ

ることなく積極的に活用し、関係機関との連携

も強化しながら、豪雨災害による人的被害ゼロ

を目指します。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 大量の降雨がこれまであって被害が

多かった地域、特に大分県内でいえば、西部地

域とか、県南地域もそうですが、西部地域は今

まで非常に多くの災害に見舞われています。 

 今回こうやって気象台が、線状降水帯が６時

間先に発生する可能性がありますよと発表して、

外れる場合ももちろんあるのですが、その外れ

のときにどういう状態であるかを、雨の降り方、

それから低気圧の進路がどうだとか、角度も含

めて、そういう精細、正味なデータをしっかり

受け取るためには、判断する人が現場にいなけ

ればならないと感じるわけで、県庁の防災局の

あのモニターの上では、なかなか詳細は把握で

きないであろうと思うし、振興局の中で、しっ

かりとそういう状況を把握して、雨の降り方を

身に感じながら、これは早めの段取りを市町村

と協議するためには、かねて言ってきたように、

判断する専門家が欠かせないのではないかなと

私は思っています。 

 かねて言っていますが、そういう専門家とい

う観点からいえば、気象台から情報が出される

ので、大体しっかり把握できていると言われて

きてはいますが、現実に現場で把握する、現場

で感知するという観点からいえば、現場に気象

予報士というような知見があって、そこでこれ

はどういう動きなんだとしっかりと把握できて、

知事が協議できる、そういう環境を整える必要

があるのではないかと考えています。 

 せっかく気象台が、線状降水帯が出るかもし

れないよと言ったときに、いつ出るんだろうと

聞くのは、そこにいる気象予報士に具体的なこ

とを聞くことができる環境づくり、これが今求
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められていると、私はこのように考えています。

その点、気象予報士の採用、あるいは雇用につ

いては、非常に人事上の問題もいろいろあるだ

ろうと思いますが、季節的なそういう人たちの

活用を私は検討すべきではないかなと思ってい

ますが、その点、いかがお考えでしょうか。 

古手川副議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 平成３０年３月に気象庁から報

道発表がありましたが、大雨や台風など、豪雨

となる可能性がある場合には、気象庁防災対応

支援チーム──ＪＥＴＴという形で気象庁職員

が県の防災センターへ派遣されることとなって

います。 

 今年度も台風が何度か近づいてきましたが、

その際も、それはＪＥＴＴとしてはありません

が、気象庁の気象台の職員が県の防災センター

に来て、Ｗｅｂ会議等で市町村と情報が共有で

きるようになっています。 

 また、平成３０年の中津市耶馬溪で山崩れが

発生した際のように、災害発生時には必要に応

じて、さきほど言ったＪＥＴＴといった気象庁

の職員を現場へ派遣していただいて、そちらで

現在の気象状況とか、避難にあたっての危険度

とか、そういったものを国土交通省のＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ──こちら緊急災害対策派遣隊とい

いますが、そちらの一員となって一緒に活動す

るような形が既に整えられています。 

古手川副議長 小嶋秀行君。 

小嶋議員 ありがとうございました。恐らくそ

ういうことはあるだろうと私も思っていたし、

実際にそういう話を聞いたことはありました。

ただ、そういう状況であるが、あえて私がさき

ほど言ったように、現場で雨の状況を感じられ

る状況がないと、気象庁から気象予報士が防災

局に派遣されたと、それでＷｅｂでやることも

無駄ではありませんが、やっぱり雨の降り方は

現場に行かないと分からないということが言え

るだろうと私は思います。 

 なお、これから気象庁は、今後１０年を目標

に、現在の地方ごとの予報ではなく都道府県や

市町村単位などの対象範囲を絞り込む形で線状

降水帯の発生を予測できるように今研究されて

いるし、今後そういうふうに進めていこうと、

１０年先ではありますが、そういうことにしよ

うとしているようですから、そうなれば少しは

改善されるのかなと思います。明け方に大雨が

降ることはこれまで数多くあったので、高齢者

の避難については早めに対応していくことが必

要だと思うので、現場で状況が分かる人を配置

するのが必要だということも、実は名古屋大学

の坪木教授、気象学の方がこう言われています。

予報情報は、災害の警戒レベルにひもついてお

らず、住民は避難行動の判断が難しい。災害の

危険性や避難の必要性がどれほど高いかを自治

体が情報発信する必要があると指摘しています。

地域特性を理解した気象台や気象予報士らが自

治体に対応方法を助言するシステムをつくるの

が効果的ではないかと話したと言われています。 

 私はこのことが一つの背景になって言ってい

ますが、今後、本当につぶさに状況が把握でき

る状況をつくっていただいて、被害者ゼロを目

指していただきたいと考えているので、ぜひ今

後もまた議論しますが、進んで検討いただけれ

ばと考えます。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

古手川副議長 以上で小嶋秀行君の質問及び答

弁は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５３分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

御手洗議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。森誠一君。 

  〔森議員登壇〕（拍手） 

森議員 皆さんこんにちは。１０番、自由民主

党の森誠一です。今回も一般質問の機会をいた

だいたこと、先輩、同僚議員の皆様に感謝しま

す。 

 また、本日も議場に傍聴にわざわざお越しく

ださいました。ありがとうございます。本日は

大分県酪農業協同組合の関係の方、組合長ほか

来てくださっています。本当にありがとうござ

います。 



第３回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 105 - 

 それでは、知事を始め、執行部の皆さんよろ

しくお願いします。 

 まず、芸術文化の振興について伺います。 

 芸術文化は私たちに喜びや感動を与え、豊か

な人間性や創造性を育むものです。我が国にお

いては、その重要性から、平成１３年に文化芸

術振興基本法が施行されました。本県において

も、平成１６年に大分県文化振興条例を制定、

翌年に大分県文化振興基本方針が策定されまし

た。 

 平成２９年の基本法の改正では、新たに文化

芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、

国際交流、福祉、教育、産業、その他の各関連

分野でも文化芸術の活用が盛り込まれ、翌平成

３０年には障害者による文化芸術活動の推進に

関する法律が施行されるなど、芸術文化を取り

巻く環境変化に対応してきた経過がうかがえま

す。 

 本県では、短期戦略として、平成２８年に策

定された大分県文化創造戦略を３年ごとに見直

しており、来年度からが３期目の戦略となると

のことで、現在、新たな戦略の準備が行われて

いるとお聞きしています。２期戦略では、カル

チャーツーリズム推進により、国内外から人を

呼び込む魅力的な地域づくりの促進と、地域振

興の担い手となる人材育成、活用を図るとされ、

四つの重点戦略が策定されています。ただし、

コロナ禍にあって、戦略の実現には非常に御苦

労があったでしょうし、実現困難な施策もある

ことと思います。一方で、今回の経験を踏まえ、

ウィズコロナに向けた新たな課題や施策が議論

されていると思います。 

 「創造県おおいた」を掲げ、芸術文化の創造

性を活用して様々な行政課題に対応する取組を

推進している本県において、県立美術館や県立

総合文化センターなど芸術文化ゾーンでの取組、

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭、ラグビ

ーワールドカップ、そして、昨年の東京２０２

０オリンピック・パラリンピック大会、本年の

東アジア文化都市事業への取組など、これまで

の経験を踏まえ、今後、芸術文化振興施策をど

のように展開していこうとしているのか、知事

の見解を伺います。 

 また、次期文化創造戦略策定にあたって、具

体的にどのような方向性を考えられているのか、

あわせて伺います。 

 続いて、大分県ゆかりの芸術文化を生かした

取組について伺います。 

 ８月６日の大分合同新聞に、「東京で見つけ

た「大分」八重洲の由来、麒麟の像、国会議事

堂の設計者」という記事が掲載されました。東

京駅のある八重洲は、臼杵に漂着したオランダ

船リーフデ号の乗組員であるヤン・ヨーステン

さんに由来すること、国会議事堂の設計者は国

東市出身の吉武東里先生であることなどです。 

 そして、今回、私がクローズアップしたいの

が、豊後大野市出身で彫塑家、渡辺長男先生で

す。東洋のロダンと呼ばれた朝倉文夫先生の実

の兄であり、旧渡辺家は現在の朝倉文夫記念館

の近くにありました。 

 新聞やテレビでも最近取り上げられ、渡辺長

男先生や朝倉文夫先生の作品は東京だけでなく

全国各地に展示されています。今日、皆様のお

手元にもその資料をお配りしています。特に、

日本の道路の起点である日本橋の獅子と麒麟の

像は、渡辺先生の作品として秀逸であると評価

されています。 

 残念ながら、これらの郷土の方々の作品が東

京など多くの場所で皆さんに親しまれているこ

とを大分県の皆さんが御存じないことが現実で、

寂しいところです。 

 ＯＰＡＭでは一定のサイクルで収蔵品の展示、

コレクション展を開催していただいています。

福田平八郎先生や高山辰雄先生を始めとする郷

土の芸術家の作品も定期的に紹介されています。

２年前のアジア彫刻展の際に、朝倉文夫記念館

で開催された渡辺長男、朝倉文夫、大塚辰夫の

三兄弟展は非常に価値のある作品展であったと

思います。また、渡辺長男先生単独の作品展は

２２年前の２０００年に東京都多摩市の旧多摩

聖蹟記念館で行われています。渡辺長男先生を

始め、芸術文化振興における大分県出身の芸術

家とその作品ゆかりの都市との交流など、ＯＰ

ＡＭを飛び出し、ゆかりの地を結び付けた企画
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なども期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、大分県ゆかりの芸術

文化をいかした今後の取組について、企画振興

部長の見解を伺います。 

 あとは対面席から行います。 

  〔森議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの森誠一君の質問に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 森誠一議員から、芸術文化の振興に

ついて御質問いただきました。 

 芸術文化は暮らしに心の豊かさや喜びをもた

らし、創造性を育む上でも大変大事です。本県

では、文化の香り高いふるさと大分の創造に向

けて、様々な施策を展開しています。 

 そうした中、新型コロナの感染拡大により、

本県でも芸術文化公演や伝統文化行事が中止、

延期を迫られるなど、大きな影響を受けました。

今なおその影響は続いていますが、このコロナ

禍の中で、芸術文化は、私たちに安らぎや勇気、

明日への希望を与えてくれるものであり、改め

てその重要性を認識しています。 

 我々の生活にとって大事な役割を果たしてい

る芸術文化の振興については、次の三つの取組

が重要だと考えます。 

 一つは、芸術文化による地域の元気づくりで

す。 

 豊後大野の大分アジア彫刻展を始め、別府の

混浴温泉世界、国東・豊後高田の現代アートの

取組は、地域の魅力発信にとどまらず、そこで

暮らす人々の誇りにもつながっています。カル

チャーツーリズムなどを通じ、芸術文化による

地域磨きに継続して取り組み、再来年のＪＲデ

スティネーションキャンペーンにもつなげてい

きます。 

 二つは、次代を担う人材の育成です。 

 今年、大分県では、東アジア文化都市事業に

取り組んでおり、音楽や美術、伝統文化、生活

文化など、様々なジャンルで県内各地の幅広い

世代の皆さんが参加して、文化を楽しんでいた

だいています。こうした本県の特色ある文化を

次の世代にしっかりと引き継いでいけるように、

活動を発表する場づくりや、子どもたちが芸術

文化に触れて、参加できる機会を設けていくこ

とも大事なことだと考えています。 

 三つは、障がい者の芸術文化活動の推進です。 

 昨年、本県で行われた東京２０２０聖火フェ

スティバルでは、特別支援学校の生徒と障がい

のある作家とがコラボした手形アート作品に取

り組みました。おおいた障がい者芸術文化支援

センターと連携しながら、こうした障がい者の

個性と能力を発表、鑑賞する場をさらに充実し

ていきます。 

 以上のことも踏まえ、現在、第３期となる戦

略の策定を進めています。文化振興県民会議で

は、若い世代の担い手育成や文化活動をコーデ

ィネートする人材の必要性、あるいは芸術文化

の産業への活用など、様々な立場から多くの御

意見をいただいています。また、ポストコロナ

を見据えた芸術文化の振興や、デジタル技術の

進展への対応、芸術文化を通じた国際交流の推

進などにも今後取り組んでいかなければならな

いと考えています。 

 県民会議を始め、いろんな方と議論を重ねて、

戦略を練り上げて、「創造県おおいた」の実現

につなげていきます。 

 もう一つ、大分県ゆかりの芸術文化を活用し

た取組について、大変興味深い御質問をいただ

きました。これは残念ながら部長から答えます。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 大分県ゆかりの芸術文化を

いかした取組についてお答えします。 

 県立美術館では、本県出身作家の作品を中心

に、南画や日本画、洋画、彫刻、工芸など、約

５千点の作品を所蔵しています。本県が輩出し

た我が国彫刻界草創期を代表する偉大な彫刻家

である渡辺長男先生の作品も２４点所蔵してい

ます。 

 これらの所蔵品の魅力を紹介するため、年６

回程度、様々なテーマでコレクション展を開催

しており、渡辺長男先生の作品についても、

「虎」や「子育観音」などを展示してきていま

す。 

 県立美術館では、世田谷美術館と共同企画し
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た高山辰雄展など、県出身作家とゆかりのある

県内外の美術館との間で作品の相互貸出しを行

っており、幅広く鑑賞者に楽しんでいただいて

います。 

 今後も他の機関とも連携を強化し、魅力的な

展覧会を企画しながら、大分の伝統や文化、県

ゆかりの美術作品を県内外に広く発信し、認知

度の向上にも努めていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。戦略の策定

にあたって、三つポイントがあると。その中で、

人材育成にさきほど知事も触れていただきまし

た。正に芸術文化の人材育成を担う大分県の最

高学府である大分芸術文化短期大学。この創設

を具申したのが朝倉文夫先生でした。そういっ

た御縁もあって、今回、この地図に朝倉先生、

渡辺長男先生の作品を中心にプロットして写真

を掲載したのと、裏面には東京にある朝倉先生

や渡辺先生の作品、また、右側には東京以外の

県外にあるもの、また、右下には大分県内にあ

る作品を私なりにまとめてみたところです。ぜ

ひまたこれからブラッシュアップ、アップデー

トしていけたらなと思うのと、なかなかこうい

った資料がなく、自分なりに作らせていただい

たので、東京に行く際とかには皆さんにも御活

用いただければありがたいなと思うし、正に野

外美術館というか、大分の偉人の功績が残って

いることが非常に誇らしいことだと考えていま

す。 

 先日は練馬区の美術館で、朝倉文夫先生の長

女である朝倉摂先生の生誕１００年祭が開催さ

れました。来月からまたアジア彫刻展が行われ

るのですが、朝倉文夫先生の生誕１４０年が来

年となっています。カルチャーツーリズムを素

材として渡辺先生、朝倉先生の作品を取り上げ

ても、とても面白い企画が出てきそうですし、

これはＳＮＳなどで多くの皆さんを巻き込んだ

イベントの可能性があるかと思います。 

 また、渡辺先生、朝倉先生のコレクションの

収集も今後、大分県の重要なミッションになる

と思います。ぜひともこれらに前向きに取り組

んでいただきたいと思いますが、見解を伺えれ

ばと思います。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 県立美術館においては、生

誕などの節目となる展覧会について、これまで

も糸園和三郎先生の生誕１１０年や、岩澤重夫

先生の没後１０年など、その機会を捉えて開催

してきています。 

 今、話があった朝倉文夫先生の生誕１４０年

も大変貴重な機会です。情報発信だとか、いろ

んな企画は今後考えられるのではないかと思い

ます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。ぜひとも大

分のこういった財産をいかした取組を今後も続

けていただきたいし、特に渡辺長男先生につい

てはこれまでの歴史の中で余りクローズアップ

されなかったところがありますが、作品は本当

に秀逸なものです。重要文化財である日本橋の

麒麟と獅子の像が渡辺長男先生の作品というこ

とをもっともっとアピールしていけたらいいの

ではないかと思うので、今後とも情報発信をよ

ろしくお願いします。 

 それでは次に、畜産振興に関する課題につい

て伺います。 

 まず冒頭ですが、知事におかれては酪農家の

窮状に御配慮いただき、６月補正に引き続いて、

今回、緊急支援策を議会に提案していただいて

います。この場をお借りして感謝します。 

 畜産業を構成する主な蓄種は肉用牛、乳用牛、

養豚、養鶏、そして、養蜂などです。産出額か

ら畜産業を見ていくと、九州の農業産出額は全

国の１９％の１兆７千億円で、そのうち畜産業

は４７％の約８千億円です。大分県においては、

農業産出額１，２００億円のうち、３６％の４

３０億円を占めています。お手元の資料の数字

を今読み上げています。 

 品目別に見ていくと、肉用牛が１１７億円、

豚が１０５億円、生乳が７９億円、ブロイラー

が６２億円、鶏卵が３８億円などとなっていま

す。 

 農業戦略会議においても、耕蓄連携事業や担

い手対策が議論され、具体的な施策がスピード
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感を持って進められています。 

 主な品目を見ていきます。肉用牛においては、

１０月の全国和牛能力共進会が目前となりまし

た。本県も力を入れていただいており、上位入

賞により、さらに大分県のブランド和牛が飛躍

することを関係者と共に願っています。一方で、

現在、ロシアのウクライナ侵攻や円安など様々

な要因により飼料価格が高騰するとともに、毎

月行われている子牛市場の平均価格も下落して

おり、生産現場では先行き不安の声が上がって

います。 

 養豚においては、クラスター事業など生産拡

大施策の成果として、ここ数年８０億円台で推

移していた産出額が、令和２年に前年から２２

億円増の１０５億円となり、農業産出額におけ

る３番目の１００億円品目となりました。 

 酪農においては、高齢化などにより飼養戸数

や搾乳頭数の減少が続いている中、乳価に対し

て生産原価が大きく上回っており、生産すれば

するほど赤字が拡大するという深刻な状況にな

っています。酪農は他の蓄種に比べ輸入粗飼料

への依存度が高く、経営安定制度などもない中

で、国際情勢による影響が直撃しています。 

 さきほど数字でも示したとおり、大分県の農

業産出額の４番目は生乳の７９億円であり、現

在の状況が続くのであれば、現在、８０数戸の

酪農家の中には廃業を考えざるを得ない状況に

ある生産者がおられると聞いています。本県と

して酪農という産業をどう守っていくのか、そ

のような重要な局面にあると考えています。 

 もちろん、産地間競争や生産者の高齢化、消

費志向の変化など様々な要因もありますが、農

林水産業による創出額２，６５０億円の達成を

目指し、畜産部分からも挑戦と努力が報われる

農林水産業の実現を目指していくべきと考えま

す。 

 こうしたことを踏まえ、本県の農業産出額を

牽引する畜産業の振興施策についてどのように

取り組んでいくのか、知事の見解を伺います。 

 続いて、獣医師の確保について伺います。 

 畜産振興における獣医師の関わりは非常に重

要であるのは言うまでもありません。県におい

ても、農林水産部では畜産振興、畜産研究部、

農業大学校や家畜保健衛生分野で、生活環境部

では食品・生活衛生、動物愛護分野で獣医師が

活躍してくださっています。しかしながら、こ

のような畜産振興を担う公務員獣医師や、牛や

豚などの地域の家畜の健康を守る産業獣医師の

不足が非常に深刻となっています。 

 獣医師養成を担う獣医学部は６年制で、設置

している大学は国立大学１０校、公立大学１校、

私立大学６校の計１７大学で、１年当たりの卒

業生は約千人です。うち８割が獣医師資格を取

得するとのことです。獣医師資格を取得した獣

医師のうち、４割は小動物診療で、国家公務員、

地方公務員が２割強、その他、民間企業や産業

獣医師として活躍しています。 

 獣医学部自体が医学部と同レベルの偏差値に

なっており、狭き門で合格が難しいことや小動

物診療を希望する方が多いことなど、公務員獣

医師の人材の確保が難しい現状があります。 

 公務員獣医師不足は処遇にも課題があります。

医師と同じ６年制大学卒でありながら、その俸

給制度が大きく異なること。本来、動物の命を

育む意識を持って学んだ技術を、ＢＳＥや鳥イ

ンフルエンザなどの疾病対策において、殺処分

時には最前線で活動しなければならないことな

ど、精神的にも大きなプレッシャーがあります。 

 再任用制度など、いろいろ工夫しながら人材

確保に努められている状況は十分承知していま

すが、処遇改善やリクルートを含め、しっかり

と取り組んでいかなければ、現場が立ち行きま

せん。 

 本県として公務員獣医師確保にどのように取

り組んでいくのか、総務部長に伺います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 まず私から、畜産振興についてお答

えします。 

 畜産業は県農業を牽引する基幹的な産業であ

り、議員御指摘のとおりです。県としても、さ

らなる飛躍に向けて、強力に後押ししていかな

ければならないと思っています。そのため、生

産基盤の強化と流通、販売の取組を確実に進め

ていきます。 
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 まず、生産基盤の強化では、高齢化が進む肉

用牛において、キャトルステーションの整備に

より、労働力不足の解消と、空きスペースを利

用した増頭を図っていきます。 

 また、新規就農希望者に対し、初期投資軽減

のための事業支援や継承情報の共有を行って、

就農しやすい環境をつくっていきます。 

 一方で、不安定な社会情勢を背景に、飼料費

が高騰しており、短期、長期的な取組が必要と

なっています。 

 まず、短期的には、セーフティーネットであ

る配合飼料安定基金の生産者積立金の一部支援

に加え、特に経営状況の厳しい酪農経営におい

ては、輸入粗飼料の高騰に対して、粗飼料費の

一部助成を本議会で提案しています。 

 長期的には、自給飼料の増産によって、酪農

の輸入粗飼料依存度を低下させることが重要で

す。このため、飼料用トウモロコシや牧草の収

穫を担うコントラクターの育成を図るなど、耕

蓄連携による粗飼料供給体制づくりを進めてい

きます。 

 加えて、肉用牛や養豚、養鶏などにも利用可

能な飼料用米の供給に向けて、県内流通の体制

整備を図っていきます。 

 これからはデジタル化も必須です。分娩・疾

病情報等を電子化し、分析情報とＩＣＴ機器の

連携を行うことで、肉用牛繁殖成績の向上や事

故率低減につなげて、収益向上を図っていきま

す。 

 次に、流通、販売の取組では、国内外の需要

の変化を捉え、ブランド力の強化と消費拡大を

積極的に進めていきます。 

 おおいた和牛では、間もなく開催される全共

で日本一を目指して、それを契機とした国内Ｐ

Ｒのさらなる強化を図っていきます。 

 また輸出は、景気回復で需要が伸びているア

メリカに向けて、畜産公社の機能を充実し、拡

大に努めていきます。 

 県産豚肉「米の恵み」は、ブランド統一と規

模拡大をあわせて推進し、畜産公社出荷頭数は

平成２９年度の９万２千頭から令和３年度は１

１万２千頭に拡大しました。今後も県内でのＰ

Ｒ強化による販路拡大を推し進めていきます。 

 牛乳については、生乳の需要減退が大きな課

題であることから、消費拡大や食育活動を引き

続き支援していきます。 

 議員御指摘のとおり、畜産業こそ挑戦と努力

が報われる産業であることから、さらなる成長

に向けて、関係団体と一丸となって生産者所得

の向上につなげていきます。森議員にもぜひよ

ろしく御支援のほどお願いします。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 獣医師の確保についてお答えし

ます。 

 家畜防疫対策や公衆衛生など、獣医師の役割

はますます重要になっており、県ではこれまで

様々な獣医師確保対策を講じてきました。 

 処遇面で申すと、初任給の引上げに加え、初

任給調整手当の支給年数を１５年から２０年に

延長するなど、これは他県に遜色のない水準と

考えています。 

 また、大学への個別訪問やインターンシップ

の受入れに加え、県での一定年数勤務等により

返還免除となる修学資金を高校生の段階から周

知し、積極的な活用を進めています。 

 さらに、採用選考の受験者数を増やす観点か

ら、年４回試験を実施しているほか、資格保有

者には、その要望に合わせ個別に受験日を調整

するなど、柔軟な対応も図っています。 

 こうした結果、動物病院等で勤務している獣

医師が受験しやすくなり、昨年度も本県での人

材の確保につながったこともありました。 

 今後とも卒業生による出身大学へのきめ細か

なリクルートや動画等を活用した公務員獣医師

の魅力発信など、その確保に向けた取組を粘り

強く行っていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。知事からも

畜産業に対するエールと力強いお言葉をいただ

きました。私自身も大分県畜産協会長としてし

っかりと努めていきます。共によろしくお願い

します。 

 全ての畜産業が今、飼料高、燃油高などの様

々な影響を受けており、国や関係機関に繰り返
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し現在の窮状を訴えています。今こそ全ての国

民の食、すなわち命を育む産業を守っていくた

めの政策が必要だと思います。 

 さきほどもいろんな政策を知事からも聞きま

したが、食料安全保障の観点から畜産業をいか

に守っていくかが大切です。改めてその視点か

らの見解を伺います。 

 また、特に酪農において、生乳の消費拡大の

機運醸成、これはぜひとも県庁からの発信もお

願いしたいし、県庁の皆さんにもぜひ消費拡大

に努めていただきたいと思いますが、知事、い

かがでしょうか。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 私から、畜産と食料安全保障の関係

についてお答えします。 

 畜産は、もちろん肉や卵や牛乳など国民生活

に欠かせない食品の安定供給以外にも、その堆

肥が多くを輸入に頼る窒素、リンの貴重な供給

源となっており、輸入に過度に依存しない食料

安全保障の観点から、非常に重要な産業だと考

えています。 

 こういった点から、県内各地でバランスよく

畜産経営が営まれていることは本県農業の強み

であり、この基盤を維持、発展させるため、本

年は６月、９月補正で自給飼料増産や堆肥高品

質化等に対する思い切った支援策を打ち出して

きました。 

 今後もキャトルステーションの活用や事業継

承、デジタル化の推進などの生産基盤の強化等、

ブランド力の向上や輸出の拡大、さらには全共

への取組の強化など、流通対策、これをあわせ

行うことにより、畜産業の振興を図っていきま

す。 

 酪農については部長からお答えします。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 私から、生乳の消費拡大の

造成についてお答えします。 

 県においても、これまでの農林水産祭等の各

種イベントを通じ、県産牛乳のＰＲを行ってき

ました。 

 加えて、昨年末、牛乳や乳製品の需要の減少

があり、そのときに知事と生産者の方々が一緒

になって、「毎日飲もう、さらにもう一杯の牛

乳を」とＰＲしました。県庁においてもそのと

きに販売して、大体牛乳が約６，２００本ぐら

い、それから、バターは約１２０本ぐらい売上

げがありました。 

 今後ともこうした県によるＰＲを引き続き積

極的に行っていきます。それから、生産者の方

々が自らＰＲを行うことも多くあると思うので、

それについても幅広く支援を行っていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。今の乳価だ

と、今年は冬を越せるだろうかと、本当に生産

現場は非常に今大変な状況になっています。ぜ

ひとも、酪農だけではないんですが、今の状況

に応じた政策を引き続き共に考えて実践する必

要があるかなと思うので、よろしくお願いしま

す。 

 獣医師確保について、さきほど答弁いただき

ましたが、大分県庁内において生活環境部、そ

して農林水産部、それぞれの部局で獣医師が活

躍されていますが、今の獣医師の充足状況とか

課題などがあればお聞かせください。お願いし

ます。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 生活環境部の現在の獣医師

の状況です。全部で４６人の公衆衛生の獣医師

がいます。そのうち再任用職員が３人、非常勤

の会計年度職員が９人、そういう状況です。 

 課題ですが、議員御指摘のように、新規採用

職員がなかなか採れないのが大きな課題で、そ

の原因としては、やはり公衆衛生獣医師の認知

が余り広がっていないのが一番大きな問題だと

考えています。 

 それで、獣医師系大学の学生からも意見を聞

きましたが、一つは、公務員獣医師の仕事内容

が余りよく分からないという状況、それからも

う一つは、獣医学教育の中で、やはり行政の意

義とか、あるいは魅力、そういったものが余り

ＰＲされていない状況があると聞いています。 

 それから、もう一つの課題がもしあるとすれ

ば、新採の職員がいないので年齢構成がどうし

ても高くなるということで、偏りが出てくる状
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況があると思います。 

 対応については、さきほど総務部長から言い

ましたが、広報を一生懸命やっています。生活

環境部においては、動物愛護センターの職員が

実際に働いている場面を動画にして、それを公

開したり、あるいは大学に対するリクルート活

動をやっているような状況です。それから、年

齢の偏りにより技術の承継の問題が出てきます

が、それについては、経験豊かな職員のＯＢを

しっかり配置してＯＪＴをやるといったような

ことを努めてやっている状況です。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 私から、農林水産部の状況

についてお答えします。 

 農林水産部の獣医師については、今７０人い

ます。そのうち、再任用職員が３人と、再雇用

職員等が８人です。年齢構成でいくと５０歳以

上が約４割で、新規職員の確保について全力で

今取り組んでいます。 

 採用にあたっては、さきほど生活環境部長か

らも話がありましたが、公務員獣医師の魅力が

分かりづらいことと、やっぱり給与面の待遇が

よい職場を学生は選ぶことを大学や学生から意

見をいただいています。 

 そういった中で、農林水産部としては修学資

金の制度を充実させているので、そういった内

容を具体的に載せた募集ポスターを作成して、

それを今年新たに大学とか県内の高等学校に掲

示しています。 

 また、今年から高等学校にも出向いて、修学

資金の話とか公務員獣医師の役割等について具

体的に説明しています。今後も引き続き獣医師

の確保について取組を幅広く行っていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。獣医師の仕

事は非常に大切な仕事だし、県にとっても重要

な職種であると思います。大学へのリクルート

を含めて、積極的な動きが必要だと思うので、

今後ともこの件については私もテーマとして取

り組んでいくので、よろしくお願いします。 

 それでは次に、ものづくり産業について伺い

ます。 

 ものづくり産業の人材育成について、本県は

製造業が県内総生産の内訳で最大となる約２４

％を占め、製造品出荷額は九州２位、様々な業

種の製造業が県内各地に立地するものづくり県

です。 

 その製造業を取り巻く環境が大きく変わって

います。米中対立やコロナパンデミック、ロシ

アのウクライナ侵攻は、国境を越えて複雑に絡

み合うサプライチェーンのリスクというグロー

バル化の負の側面を世界に突き付けました。実

際、半導体に代表される供給不足により、工場

稼働の停止や製品の納期の大幅遅延などの事態

が頻発しています。 

 そうした中、県では今年４月にものづくり未

来会議おおいたを立ち上げ、本県の基幹産業で

ある半導体、自動車、コンビナートの三つの企

業群について、２０３０年、２０５０年を見据

えた議論を開始しました。 

 会議では、人材育成やカーボンニュートラル、

ＳＤＧｓへの対応が議論の中心になるようです

が、特に人材育成について考えることは次のよ

うな観点から大変有意義であると思います。 

 まず、熊本県に世界最大の半導体ファウンド

リ企業ＴＳＭＣが立地したことにより、半導体

人材の不足が顕在化していることがあります。

九州では国と各県が連携し、九州半導体人材育

成等コンソーシアムを立ち上げ、人材育成に着

手しましたが、人材をめぐる競争が激化するこ

とは必定です。 

 また、製造業に限定した話ではありませんが、

ＩＴ人材、デジタル人材の不足が大きな課題と

も言われています。国の調査では、ＩＴ企業な

どで働くＩＴ人材が２０３０年には最大７９万

人不足、ユーザー企業も含めたデジタル人材は

既に２３０万人不足しているという報告もあり、

これを埋めることは容易ではありません。 

 ものづくり未来会議では、半導体、自動車、

コンビナートの企業関係者がメンバーとなって

おり、それぞれの企業会等でも連動した議論が

行われると聞いています。こうした厳しい環境

の中で、大分のものづくり産業はどういう人材

を求めようとしており、そのニーズに対し、県
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としてどのような対応が必要と考えているので

しょうか。具体策の検討はこれからだと思いま

すが、考えられる方向性について知事に伺いま

す。 

 続いて、サプライチェーンの強靱化について

伺います。 

 様々な社会情勢変化の影響は、ものづくり産

業のサプライチェーン全体に広がっています。

２０２１年に行われた強靱なサプライチェーン

の構築に向けた事業者における今後の取組につ

いての調査によると、約半分の企業が調達先の

分散を挙げ、また、国内生産体制の強化、標準

化、共有化、共通化の推進の割合が増加してい

ます。世界的な半導体不足などにより生産活動

が影響を受ける中で、国内のサプライチェーン

の強化に対し、経営資源を投下しようとする動

きが広がっています。 

 九州半導体人材育成等コンソーシアムにおい

ても、本年度、企業取引の課題の分析や、ユー

ザーのニーズ整理、物流、インフラの実態整理

が行われています。そして、来年度以降は大手

と地場企業など国内企業間の事業のマッチング

や、設計などの九州への新規立地誘致などに取

り組むとしています。 

 今回提案されている補正予算案においても、

半導体関連企業等の誘致によるさらなる投資を

呼び込むため、必要な用水の確保に関する調査

のための予算２，３００万円が計上されていま

す。本県への投資を呼び込むため、県内のサプ

ライチェーンの強靱化についてどのような取組

を行っていくのか、商工観光労働部長に伺いま

す。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 初めに私から、ものづくり産業の人

材育成についてお答えします。 

 本県のものづくり産業は、半導体、自動車、

コンビナート等、多様かつ重層的な構造を有し

ており、その産業バランスは我が国のものづく

り産業の縮図と言ってもいいと思います。この

産業を支えているのは、正に人材です。 

 労働力確保がますます難しくなる中で、デジ

タル化や脱炭素化といった大きな変化に対応す

るためには、成長を生み出す人づくりが重要で

す。 

 このため、本年４月にものづくり未来会議お

おいたを立ち上げ、企業会代表や有識者と共に

２０３０年、２０５０年を見据えた産業のあり

たい姿に思いをめぐらせ、それを実現するため

の人材育成等について議論しています。 

 幸い、ものづくり産業には多様な人材が集ま

って、それぞれが大事な役割を果たしています。

その中で、今後の企業、産業の発展のために不

可欠な人材像を想定すると、やはり喫緊の課題

であるＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）やＧＸ（グリーントランスフォーメーショ

ン）等の新たな分野に挑戦する企画、開発を担

う人材が挙げられます。 

 短期的に即効性が高い対策は、社員の学び直

しです。各企業会が抱えている人材に共通する

課題を洗い出して、その解決に向けた実践的な

セミナーや、共同研究による技術交流の充実を

図るリスキリングを支援していきます。それが

一つです。 

 中長期的には、大学や高専における若い人材

の育成が不可欠です。これが二つです。 

 さきの全国知事会議で取りまとめた政府要望

を受けて、国はデジタルやグリーン分野等の専

門人材育成の機能強化を図る大学等の支援制度

を来年度概算要求に盛り込んでいます。 

 大学でも、普通、教員の増員等については、

スクラップ・アンド・ビルドということですが、

それではこういう喫緊の課題に大学が応えられ

ないということで、純増でいいではないかと、

純増ででも認めてくれという要求を出しており、

そういうものを踏まえて、大学でも人材育成の

強化をしてもらおうということです。 

 県では、半導体分野の企業が社員を講師とし

て大学等に派遣し、半導体産業の魅力の発信や

企業の優れた技術を紹介する講義の実施など、

できる取組から進めていきます。先生も企業か

らお借りしようということです。 

 また、県立工科短期大学校では、来年度の学

科改編で、製造ラインへのＩｏＴ導入等に対応

できる人材を育成していきます。 
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 未来会議では、県内高校生へのＳＴＥＡＭ教

育の推進状況についても報告があり、子どもた

ちの今後の成長が楽しみです。 

 また、多様な人材が活躍できる環境づくりに

取り組むことの重要性についても、様々な意見

をいただいています。ＳＤＧｓやグローバルの

視点を取り込んだ企業経営や、女性が自ら望む

形で活躍できるようなジェンダー平等の実現、

オープンで流動的なキャリアの在り方等は、企

業会と共に、さらに考えていきたいテーマです。 

 今後も未来会議で人材育成について議論を深

めていき、年度末をめどに取りまとめて、本県

のものづくり産業の持続的な発展を支える人材

の育成につなげていきます。 

御手洗議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 サプライチェーンの強

靱化についてお答えします。 

 ものづくり産業は、半導体などの部素材供給

不足などにより、大きな影響を受けています。

サプライチェーンの強靱化は、ビジネス上、そ

して、経済安全保障上もますます重要な課題と

なってきているものと認識しています。 

 このため、例えば、半導体産業では、台湾企

業との商談会や展示会への出展などによる国内

外の取引拡大を支援してきました。九州半導体

人材育成等コンソーシアムにおいては、県内企

業がワーキンググループの座長となるなど、企

業間の取引強化や国内交流促進を通じたサプラ

イチェーン強靱化の議論を開始しており、調査

事業にも着手しています。 

 また、自動車産業においては、カーメーカー

などの部品の現地調達に向けた商談会への出展

などを支援してきました。大分県産業創造機構

には、ＥＶなどの電動化分野に参入を図る企業

への相談窓口を開設しており、国が設置した九

州拠点との連携を深め、きめ細やかに対応して

いきます。 

 サプライチェーンの強靱化にあたっては、企

業誘致の環境を整えておくことも非常に重要で

あると考えています。このため、関連産業のさ

らなる呼び込みに備え、用水の安定的な確保に

向けた調査の補正予算を提出しています。 

 引き続き、ものづくり産業の集積の強みをい

かし、県内サプライチェーンの強靱化に取り組

んでいきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。知事が言わ

れたように、ものづくり人材、人材育成と、ま

た、サプライチェーンの強靱化、これはセット

で行っていくことが非常に重要だと思います。 

 その中で、熊本と大分を結ぶ中九州横断道路、

ＴＳＭＣは正に沿線の５分ぐらいのところに立

地することになります。現在、急ピッチで工場

建設が行われており、熊本県は周辺道路の渋滞

を予想し、そのための道路整備計画にも取り組

んでおられるということです。 

 中九州横断道路はシリコンアイランド九州の

重要な横軸であり、今後、半導体関連企業等の

進出も期待され、人材育成、用水調査などと並

行し、中九州横断道路沿線における工業団地の

造成も視野に議論を進めていくべきだと考えま

すが、見解を伺います。 

御手洗議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 中九州横断道路の整備

は、半導体関連を始め、県内に投資を呼び込む

好機と捉えています。道路周辺の既存の用地に

加え、例えば、廃校であったり、工場跡地であ

ったり、そのような土地の利活用も含めた適地

の確保などを各市に提案しています。 

 本年度、県としては補助上限額を引き上げる

など支援を手厚くしたので、正にそういった制

度も活用していただきながら、市町村と共に用

地のさらなる確保や整備に努めます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 関連企業誘致にあたり、県の力も借り

ながら市町村と一体となってやることが必要で

あり、スピード感も必要だと思います。 

 昨日から台湾で半導体分野の国際展示会が行

われており、今朝のテレビにも出ましたが、熊

本県は熊本県のブースをきちんと持って対応し

ているという話もありました。こういった積極

的な取組をぜひ大分県も今後も続けていただけ

ればと思っているので、よろしくお願いします。 

 時間がないので次に移ります。 
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 土木技術者の確保と育成について伺います。 

 土木技術とは自然環境や社会環境を開発、整

備するために必要とされる全ての技術であり、

いにしえより受け継がれ、我が国の発展を支え

てきました。頻発する災害や国土強靱化に対応

するために非常に重要な技術です。 

 しかしながら近年、土木技術者不足が深刻と

なっています。自治体においても、一部は通年

採用が行われていますが、応募者が少ないとい

うことです。また、測量設計コンサルタントや

土木建設事業者においても、土木技術者の高齢

化や新規の技術者が採用できていないことで、

施工管理が限られた技術者に集中し、オーバー

ワークになってしまうなど、事態は深刻です。 

 これらのことは、これまでの議会においても

多くの議論が行われてきましたが、土木技術人

材の不足の状況について、本県としてどのよう

に課題を認識し、その対策を講じようとしてい

るのか、土木建築部長の見解を伺います。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 産学官で構成するおおいた

建設人材共育ネットワークが令和３年度に実施

したアンケートでは、事業者の約９割が技術者

不足と回答しています。少子高齢化が進展する

中、建設産業に求められる役割を果たしていく

ためには、生産性向上を図りつつ人材確保に取

り組んでいく必要があると考えています。 

 人材確保には、給与、休暇、希望の新たな３

Ｋの実現が重要です。このため、県では設計労

務単価の引上げや週休２日工事の普及を始め、

ＩＣＴ機器の導入、女性が活躍する場の拡大等

に取り組んでおり、業界が進める就労環境改善

を支援しています。 

 この変わりつつある建設産業の実態とその魅

力を、体験講座やＳＮＳ、動画配信等により、

若者を中心に県内外へ強く訴えています。 

 こうした中、来年４月、大分大学理工学部に

土木の専門科目を履修するコースが設置される

こととなりました。県内の土木技術者確保につ

ながることを期待しており、人材育成に向け、

大分大学との連携を深めていきます。 

 今後も産学官一体となって、土木技術者の確

保にしっかりと取り組んでいきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 新たに大分大学でのコースの設置とい

うのは非常に明るいニュースだと考えています。 

 再質問ですが、現在、県庁において、一般土

木と農業土木の技術者がこれまでもいらっしゃ

るんですが、今は総合土木という状況ですが、

現在の充足状況と今後の採用方針について、総

務部長、教えてください。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 過去３か年にわたる充足状況で

すが、４月１日時点で見ると、令和２年度は一

般土木、農業土木とも欠員はありませんでした。

令和３年度は一般土木で３人の欠員、農業土木

では欠員はありませんでした。令和４年度で申

すと、一般土木で１人、農業土木で２人の欠員

という状況になっています。 

 対応ですが、やはり人材確保を進めていくこ

とが必要かと考えています。受験者を確保して

いくという観点から、大学、又は高校でのリク

ルート活動のほか、採用試験の日程の前倒しや

社会人採用試験の導入にも取り組んでいます。 

 引き続き公務員として働くことの魅力発信な

ど、リクルートに努めていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 県庁においても、また、いろんな業態

においても、技術者不足が深刻だということな

ので、次の項目で高校における土木教育につい

て伺います。 

 県内において土木系学校を設置している高校

は、中津東、大分工業、鶴崎工業、日田林高及

び国東高校で、土木系コースを設置しているの

が佐伯豊南高校となっています。また、三重総

合高校においては２年生から総合選択制科目の

測量を履修でき、普通科、メディア科学科、生

物環境科、それぞれから希望する生徒が、１学

年当たり１０人程度が学んでいます。 

 国東高校においては環境土木科が設置されて

３年が経過し、来春に１期生が卒業となります。

先日、木付議員と高校へ行き、状況を伺いまし

た。学科設置以来、自治体や業界から注目され

ています。 
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 環境土木科の進学や就職について伺ったとこ

ろ、１５人の３年生に対して、９月１日時点で

求人が１５０社以上から来ているということで

した。内訳を見ると、ゼネコンなどの建設系、

測量コンサル系などです。また、３年間学んだ

技術を生かすことのできる国家公務員、地方公

務員、測量専門学校を目指し受験に備えている

生徒もいるとのことです。 

 残念ながら、国東高校の３学年とも定員を満

たしている状況ではありませんし、これは学科

としての実績、立地や認知度などいくつかの要

因があるかと思います。ただし、社会的な要請

が大きいことは明らかです。 

 社会的ニーズが高く、地域で必要とされ、活

躍する土木人材の育成に、教育委員会として積

極的に取り組んでいくべきだと考えます。アン

ケート調査等でニーズ把握等もしていると聞い

ていますが、土木技術者の育成について教育長

の見解を伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 土木系人材の育成については、業

界の人材不足や災害対策の観点からも必要性は

十分認識しています。そのためにも、まずは県

内に設置している土木系学科、コースの定員確

保が重要な課題だと受け止めています。 

 現在、それぞれの土木系学科、コースにおい

ては、中学生の体験入学はもとより、中学校の

教員を対象とした進路説明会を開催するなど情

報発信に努めていますが、広報活動をさらに充

実させて、より一層の理解促進に努める必要が

あると考えています。 

 各高校では、県内企業の協力の下、ドローン

操作を体験するなど専門性を高めるとともに、

県内建設業に対する理解促進に努めています。 

 しかしながら、昨年度建設業への就職が内定

した６９人のうち、県内就職者は４４人にとど

まっています。そのため、今後は関係機関との

連携をさらに強めて、県内企業、県内就職に対

する理解をより一層深める取組を行っていきま

す。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 特に県南地区において要望が強いのが、

三重総合高校にぜひコースを設置してほしい、

これは川野文敏豊後大野市長を中心に、教育長

のところにも先日伺って、１０人でもいいから

土木系コースを設置していただけないだろうか

とお願いしたところです。 

 さきほど話したように、２年生、３年生、今

１８人が測量科目を選択しているし、専門の先

生による授業が行われていると聞いています。

総合選択制の三重総合高校なので、その仕組み

をいかして、すぐにコース設置が難しいのであ

れば、学びを深めるため、例えば、オンライン

授業を活用するとか、大分工業から実習の先生

を招聘して指導を受けるとか、そういった生徒

の学びをサポートする仕組みができないのか、

それについて伺います。 

御手洗議長 執行部に申します。再質問に対し

ての答弁は簡潔にしてください。岡本教育長。 

岡本教育長 測量の授業を選択している生徒の

希望や学校の考えを聞きながら、御提案があっ

たＩＣＴ等を活用した専門性向上、あるいは資

格取得の支援などについて検討します。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。特にこの人

材育成については、建設業界とか土地改良事業

団体連合会が毎年知事を始め、皆さんに要望し

ています。また前向きに捉えていただいて、仕

組みづくりをお願いします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 豊後大野市における道路整備について伺いま

す。 

 豊後大野市における道路整備に関しては、以

前からいろんな場面でお願いしています。現在、

三重新殿線バイパスを始めとする道路改良事業

を着々と進めていただいています。しかしなが

ら、管内の整備率はいまだ７０％に届いておら

ず、県平均を大きく下回っています。 

 その中で今回は、最も重要な路線である三重

新殿線バイパス整備における課題について伺い

ます。さきほどの農業の裏面に資料を示してい

ます。 

 大野川を渡河する橋梁の橋脚工事など、未開

通区間である牟礼前田工区の供用に向け着々と
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工事が進んでいます。全線開通のめどが立って

きたところで、今後、大きな課題であるのが三

重の商業集積地の国道３２６号赤嶺地区におけ

る接続の改善です。秋葉内田工区の整備が進ん

だことで、内山観音付近の──これは宇目側か

ら来たところですが、交差点からスムーズに三

重新殿線バイパスに入れるようになり、交通量

も増加してきました。しかしながら、赤嶺高架

橋南交差点が立体交差になっていないことと、

複雑な形状により、今も県民の皆様からたくさ

んの抜本的対策に関する御意見をいただいてい

ます。 

 全線供用に向け、以前から懸案である赤嶺高

架橋南交差点の立体交差整備なしにはスムーズ

な交通体系が確保されると言えないと考えてい

ます。事業の進捗を含め、土木建築部長の見解

を伺います。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 全長約１０キロメートルの

三重新殿線バイパスは、市中心部と中九州横断

道路千歳インターチェンジのアクセス改善を目

的として整備を進めており、これまで約７キロ

メートルが開通しています。 

 残る牟礼前田工区約３キロメートルは、三重

町側から順次整備を進め、昨年度から大野川を

渡河する延長２２６メートルの橋梁の下部工に

着手し、来年度には上部工の発注を予定してい

ます。まずは、この牟礼前田工区の整備に全力

で取り組み、全区間の早期供用を図っていきま

す。 

 議員御指摘の赤嶺高架橋南交差点付近の約６

００メートルは、立体交差として計画していま

すが、立体化には新たに三つの橋梁が必要とな

るなど多額の事業費を要するため、全区間の開

通を優先し、暫定系で供用しています。 

 本年３月の秋葉内田工区の供用に伴い、当該

交差点の交通量が増加傾向にあるため、利用者

の声を伺いながら、より円滑な通行確保に向け

て即効性のある対策を検討します。 

 立体化については、今後の交通状況を見定め

ながら、事業化に必要な整備効果の検証を進め

ていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございます。この高架橋南

交差点ですが、信号も長いし、カラー舗装もさ

れていますが、例えば、下りてきて右折する方

とかがどこに行っていいか分からなくて危なか

ったという話も聞いています。抜本的な対策と

しては立体交差整備が必要だと思います。 

 この交差点は部長も行かれたと思いますが、

課題があると思います。再度そのことについて

伺います。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 当該交差点については、平

成２５年８月に供用しています。その後、平成

２８年に、今、議員から御指摘があったカラー

舗装とかポストコーン、あるいは右折レーンを

新たに設置して安全対策を講じています。 

 今回、新たな工区の開通により交通量がまた

増加しているので、まずは利用者への聞き取り

や現地調査を改めて行った上で、交差点付近の

現時点における問題点を改めて検証していきま

す。それを踏まえ、例えば、路面標示の追加や

道路標識の改善など、必要な対策を講じていき

ます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。ぜひとも改

善できるように前向きに検討をお願いします。 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 ネットワーク・コミュニティ維持に向けた取

組について伺います。 

 県はこれまでネットワーク・コミュニティを

地域政策の柱として推進しており、県内各地域

で地域振興協議会を設立され、小学校区や中学

校区の単位で自治会連携のネットワークの構築

により、住み慣れた地域で暮らし、ネットワー

クの中でお互いが助け合える仕組みづくりが行

われています。 

 一方で、高齢化する地域の状況には歯止めが

かからず、ネットワーク・コミュニティの維持

が難しくなっている地域の話も聞いています。

それぞれにおける共通した課題は、子どもや若

い世代がその地域に暮らしていないということ

です。地域の拠点施設の整備、改修や伝統文化
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の継承などの事業メニューを活用することで、

地域活力の維持に一定の効果はあると思います。

しかしながら、次の世代につなぐ施策について

はどうでしょうか。空き家活用などは移住政策

としては一定の効果があると考えますが、地域

にルーツのある若い世代が、地域に暮らしたい、

定住したいというときに、そのニーズに対応で

きているのでしょうか。 

 例えば、近年、同居を望まない若い世代が増

加している中で、しかしながら、自分が生まれ

た中学校区に住み続けたいので、一定期間市営

住宅などで暮らすが、その後、家賃を払うくら

いであれば、自分の家を建てたいというニーズ

があります。 

 しかし、農村地域には宅地がなく、農地から

転用手続を取らなければならないことや、上水、

下水の整備などハードルが様々あり、結局、市

街地の宅地に建設する方が多いということです。

地域に定住したいというニーズに社会として、

政策として応えられていない実態があるのでは

ないでしょうか。 

 地域で生まれ、地域に住みたいという思いを

実現することのできる定住政策は、いわゆる近

居と言われる、近過ぎず遠からずの住宅政策が

効果的であるし、そのための宅地造成など市街

地でない地域の過疎対策として必要であると考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、子どもや若い世代の

近居の促進を含め、ネットワーク・コミュニテ

ィの維持に向け、今後どのように取り組んでい

くのか、企画振興部長の見解を伺います。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 ネットワーク・コミュニテ

ィは、住み慣れた地域に住み続けたいという住

民の思いをかなえるため、小規模集落を対象に、

一つの集落の機能を複数の集落で補い合う取組

です。 

 県では、地域活動の拠点整備や集落支援の専

門家派遣などにより、組織の立ち上げや運営を

支援しており、高齢者サロンや有償ボランティ

アの家事支援など、ネットワーク・コミュニテ

ィに取り組む集落が県内各地に広がっています。 

 集落維持のためには、ネットワーク・コミュ

ニティの取組とあわせ、地域の担い手の定住も

大切です。このため県では、子育て世帯の家屋

改修支援などにより、三世代同居や近居のニー

ズに応えています。 

 また、今年度から空き家バンクの充実など、

空き家対策を強化しています。昨年度の空き家

バンクの実績では、４７３件の成約のうち、６

割が県民の利用となっています。空き家の有効

活用も図りながら、地域の担い手の定住をサポ

ートしていきます。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。定住政策と

いうことでテーマを捉えたんですが、先日、土

木建築部から資料をいただき、各市町村の住宅

着工件数のデータを見て、年ごとの住宅着工戸

数について私も分析してみました。 

 人口に対してどれだけの住宅着工戸数がある

のかや、各市においてどれぐらいの新規の住宅

が建設されているのかを調べていくと、まだ全

ては分析できていないんですが、それぞれの市

町村の人口動態との関連が見えてくるようにな

りました。そういった意味で、新規の住宅着工

については各市とも確実にあるんですが、私は

それがどこに建てられているかが課題ではない

かなと思います。 

 それまで市営住宅とかで、割と便利な水回り

や、トイレ、バスなどが備わったところに住ん

でいた方が、今言われたように、空き家を改修

してということになると、またそこで十分な環

境が整わないという場合もあるんではないかと

考えています。 

 そういった意味で、ネットワーク・コミュニ

ティのこれまでの取組に合わせて、やはりソフ

ト事業だけでなくて、しっかりとしたそういっ

た担い手を定住させる仕組みづくり、それはや

はり宅地造成等を積極的に市町村等と働きかけ

ていくことが周辺部ほど大切だと私は考えてい

るのですが、その点について見解を伺います。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 宅地造成については、費用

対効果とか、特定個人の財産形成に対する公平、
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公正性など、いろんな課題があると思っていま

す。それぞれの市町村で住宅政策等を考える中

で、県として応援できるものがあれば当然応援

する。基本的にはそういう考え方ではないかと

思っています。 

御手洗議長 森誠一君。 

森議員 最後に、ネットワーク・コミュニティ

の事業に取り組んでいる集落では、やはり高齢

化が進んで先細りの状況になっているところが

多い。今年３月に策定されている地域コミュニ

ティ組織に係る施策ガイドブックを拝見したの

ですが、どこも悩みは次の支援員がいないこと。

高齢化が進んでいることが多くのネットワーク

・コミュニティでの課題となっているようです。

ここにやはり抜本的な対策を打つ必要があるの

ではないか、私はそれが住宅政策ではないかと

考えているので、また今後も議論していきます。

（拍手） 

御手洗議長 以上で森誠一君の質問及び答弁は

終わりました。末宗秀雄君。 

  〔末宗議員登壇〕（拍手） 

末宗議員 皆さんこんにちは。昼の食事もした

後で、だいぶ眠たい気持ちも分かるので、ごゆ

っくり休む人は休んでください。また、傍聴に

来ていただき、手を振ってくれてありがとうご

ざいます。しっかり頑張ります。 

 今年は何といっても、世界が新型コロナウイ

ルスでパンデミックの真っただ中、２月２４日

にロシアが突如ウクライナに侵略し、世界が震

撼する戦争が勃発しました。プーチン大統領に

よる身勝手な侵略戦争ではありますが、一刻も

早く終わらせなければなりません。 

 歴史の中で、ナポレオンは英雄、プーチンは

大極悪人という違いについて、いろいろ考えさ

せられるところがあります。また、「虎は死し

て皮をとどめ人は死して名を残す」という日本

のことわざがあります。正にウクライナの今現

在の実情、また、行動がそれを表しており、ウ

クライナ国民に対して心から尊敬する次第です。 

 さて、国内では９月２７日、安倍元総理の国

葬ということで、今、世論が二分されている状

況ではありますが、ちょうどそれと一緒になっ

て、エリザベス女王の国葬、夕べから今朝見て

いると非常に厳粛に行われて、また、国家が本

当に国葬に向けて、一体感というのがおうかが

いできます。そして、日本の天皇もエリザベス

女王の国葬には出席するわけですが、そこで問

題なのは、イギリスの国葬には天皇陛下が行っ

て、日本の国葬には天皇陛下は出席しないので

はないかと今言われています。それから見たら、

そういう国葬は必要ないのではないかと私は思

っています。 

 国葬というのは、日本では天皇陛下、そして、

天皇を務めた上皇たちがおられますが、その人

たちに限っておけばこういう議論も行われず、

そういう事件があっても平和裏に進んでいくの

ではないかと。天皇だけで十分ではないかと日

本国民は納得するのではないかと私は思ってい

ます。 

 褒めることが私は余り好きではないので、よ

くオリンピックのレガシーとか、ラグビーでワ

ールドカップのレガシーとか言われますが、安

倍元総理の負のレガシーをよく思い起こします。

とにかく忖度政治、要するにうそつき官僚をつ

くって、うそつき役人が出世する、そういう構

図が日本に出来上がりました。正に公務員に対

する国民の信頼が大きく失墜しました。これは

今後何十年も取り返しのつかない失敗ではなか

ったかと思っています。特に広瀬知事を私は眺

めているので、広瀬知事は高級官僚として通産

省の中で務めました。恐らくその頃と今の忖度

政治、随分違うのではないかと、そういう感想

を持って前段とします。 

 これから質問に入ります。 

 まず第１に、人口減少対策についてですが、

急速な少子高齢化と人口減少の進行は、社会保

障制度や活動、社会生活などに大きな影響を及

ぼすことから、国・地方にとっても地方創生が

大きな課題となっています。 

 大分県人口ビジョンでは、このまま何もしな

ければ２１００年には４５万８千人と、人口減

少がさらに進行するものと推計しています。一

方で、県民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望

の実現など自然増を図り、あわせて若者の流入、
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定着など社会増を促進することで、２１００年

でも９０万から１００万人程度の人口を維持で

きるとされています。そのため、自然増、社会

増の取組により人口減少に歯止めをかけていく

ことが重要です。 

 こうした中、６月１日時点の人口推計見通し

によれば、令和４年１０月１日の人口は１１０

万６千人で、前年に比べ７，７４９人減少する

と推計されています。内訳として、自然減が８，

１０６人、社会増が３５７人とのことですが、

目標を下回り、依然として人口減少状態が続い

ています。 

 もともと昭和３０年代後半からの高度経済成

長に伴い、若者を中心に農山漁村などの地方の

人口が都市部へ流出した結果、地方では過度の

人口減少により地域社会の基礎的な生活条件の

確保にも支障を来すなど、いわゆる過疎問題が

生じていました。これに昨今の急速な少子高齢

化が追い打ちをかけ、人口減少に歯止めがかか

っていません。 

 本県では、住み慣れた地域で元気に暮らせる

よう、そして、地方に人をつくり人を育て、仕

事をつくり仕事を呼び、人と仕事の好循環で地

域を活性化しようと様々な施策を推進してきま

したが、特に過疎化が進む地方部においては、

なかなか人口増に向けては効果が出ていないよ

うに感じます。 

 そのような中、令和２年国勢調査では豊後高

田市、中津市、別府市、日出町の４市町が転入

超過となっており、特に豊後高田市と中津市は

２０代以降の年齢区分で転入超過が多くなって

います。両市とも企業誘致に成功していること

に加え、豊後高田市では子育て支援策や移住政

策が充実していることがその要因ではないかと

聞いています。このように思い切った施策を打

ち出すことが人口減少の歯止めへとつながって

いくのではないでしょうか。 

 折しもコロナ禍により私たちの社会生活に大

きな影響を与え、価値観の変化により地方回帰

の傾向も強まってきています。こうした流れも

しっかりと捉えていくことが大切です。 

 そこで伺います。過疎化が進む地方部にも波

及するよう、思い切った人口増に向けた施策を

展開していく必要があると考えますが、知事の

考えをお聞きします。 

  〔末宗議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの末宗秀雄君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 末宗秀雄議員から御質問いただきま

した。初めに前段の独白がありました。謹んで

承りました。 

 御質問は、人口減少対策についてでした。 

 県では、急速に進む人口減少に正面から向き

合って、自然増、社会増の両面から全力で対策

を講じてきました。 

 自然増対策では、出会いから結婚、妊娠・出

産、子育てに至るまで、切れ目のない支援が大

切です。出会い応援では、サポートセンターの

開設以来、１２５組のカップルが誕生していま

す。国に先んじて開始した不妊治療助成は、保

険適用外の先進医療に対し助成するなど、さら

なる充実を図っています。加えて、保育料の減

免や子育てほっとクーポンの配布など県独自の

対策を次々と打ち出し、子育て世帯の負担軽減

に努めてきたところです。 

 健康寿命の延伸も重要です。全国一の参加率

を誇る高齢者の通いの場や、２千を超える健康

経営事業所での健康づくりが功を奏し、全国順

位は男性１位、女性４位に躍進しました。 

 社会増対策では、特に県内各地での魅力ある

仕事づくりや移住促進が重要です。地域の隅々

まで仕事を生み出す農林水産業は、主要園芸品

目への重点支援等により成長産業化を図るとと

もに、担い手確保の取組を強化し、昨年度の新

規就業者は県外からも含め、過去最多の４６９

人となりました。 

 地域経済を支える商工業では、中小・小規模

事業者の生産性向上やＤＸを支援するとともに、

企業の国内回帰の流れを捉え、昨年度は過去最

多の企業誘致が実現しました。さらに、ドロー

ンやアバターなど先端技術を活用した新産業の

創出や、成長著しい宇宙産業にも果敢に挑戦し

ています。 
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 移住施策も好調です。コロナ禍での地方回帰

の流れを追い風とし、転職なき移住や移住希望

者へのＩＴ技術の取得支援等を進めた結果、昨

年度の移住者数は過去最多の１，４１６人とな

りました。 

 こうした取組の成果とあわせ、水際対策の緩

和による外国人材の流入等によって、本年１０

月の社会動態は、平成１９年以来１５年ぶりに

転入超過となる見込みです。 

 社会動態の成果が見えてきた一方で、自然動

態はコロナ禍での婚姻数減少等により本年の出

生数は過去最低を更新する見込みとなるなど、

苦戦が続いています。もとより、人口ビジョン

では息の長い取組を通じた自然増を目指してい

るところであり、引き続き粘り強く取り組んで

いきます。 

 平成２７年に設置したまち・ひと・しごと創

生本部会議では、市町村長と知恵を出し合いな

がら多くの議論を重ね、人口減少対策を進めて

きました。これからも市町村と連携しながら、

実績に新たな施策を積み上げ、難局を打破し、

人口減少に少しでも歯止めをかけていきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 人口減少に少しでも歯止めというこ

とですが、私が思うに１５０年以上前か、明治

維新以降、日本が富国強兵、殖産興業、それに

よって地方の次男以降、人口を都会の工場にと

にかく集めて、そして、地方の人口で日本の国

を興していくという興業、また、軍事も含めて

ですが、そういう時間が１５０年以上続いてき

ました。１５０年も経ったのだから、とにかく

少しずつの努力ではなくて、根本的に日本の計

画として改革しないと、地方の過疎化と人口減

少、正に風前のともしびという感じがします。

それを大分県、そしてまた、知事は九州知事会

の会長でもあるので、日本という国に強く働き

かけていただきたいという思いです。 

 そして、その方法としては、今まで人口減少

はソフト事業が多い。大分県でいえば企画振興

部を中心にして、何というか、ソフト事業です

ね。それを今から直接人口を増やすには、家と

か、地区や地域にハード対策として持っていか

ないと、その転換が非常に難しいのではないか

と思います。例えば、農村だったら土地は山ほ

ど空いている。その空いている土地に住宅団地

をいっぱい造って、そして、土地はただでやる

から、その代わり家だけは自分で建ててくれと

か、何か思い切ったやり方をしないと、過疎化

と人口減少が二つ重なっているから対応できな

いのではないかという気がしています。そこら

あたりで答弁をよろしくお願いします。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 今、２点御提案があったと思います。 

 一つは、人口集中から今度は思い切った人口

分散を図ったらどうだということですが、思い

返してみると、日本の人口が１億人を超えたの

は、人口が都市に集中して高度成長をなし遂げ

たあの頃だったと思います。そういう意味から

言うと、むしろ人を地方に分散させた方が人口

増につながるんだということが言えるかどうか

と。人はみんな集中したいんだが、それをいろ

んなことで無理して分散させることが人口増に

つながることなのかどうかは、もうちょっと検

証しないとというところがあります。人口増と

いう観点からだけだと、そういうところを検証

しなければならない。 

 それからもう一つは、地方が非常に疲弊して

いるから、地方にもっと人が住みつくように、

ハードだけではなくてソフトも含めて思い切っ

た対策をやる。これは大変に私も魅力的な施策

だなと思いますが、こっちも今、農業をやるな

らば、水産業をやるならば、あるいは地方で工

場を造るならば相当な応援をしますよというや

り方でだいぶ力を入れているつもりです。今、

都会に工場を造ることは、相当、土地にもお金

がかかるし、税金もかかるということで、分散

をやろうという動きがあるわけです。それはハ

ードもソフトも含めてです。国を挙げてやって

いますが、だからといって地方にみんなが喜ん

で来る兆しがあるかというと、これはなかなか

なくて、むしろ今度、コロナで東京、大阪には

危なくて住めないから、あんなところは人の住

むところではないというので、地方に戻ってく

ることが多くなってきているのかなという気も
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します。 

 そういう意味では、議員御提案の一極集中か

ら地方への分散、それから、ソフトを含めて政

策を打ち出すこと、どちらもそれが本当に効果

があるのかどうかについては、もうちょっと検

証してみないと分からないところがあるのでは

ないかなという気がします。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 知事が言うのもよく分かります。第

一、日本の適正人口がいくらか分からないんだ

から、本当に日本がどのくらいを目指していく

のか、目標も立てていないし、ただひたすら人

口減少を少なくしようというだけの目標で今や

っていますから、そこらあたりの検証もなかな

か難しいなとは思います。とにかく頑張る以外

ないので、よろしくお願いします。 

 それでは次に、コロナの関係ですが、新型コ

ロナウイルス感染症においては、やっと最近、

山を越えたように見受けられます。その中で、

オミクロン株ＢＡ．２系統からＢＡ．５系統等

の新たな変異株への置き換わりの影響等により、

多くの地域で過去最多の新規感染者数を記録す

るなど、全国的に急速に感染拡大しています。

このままでは社会全体が停止状態に陥ってしま

うことから、さらなる感染拡大を防止しながら、

社会経済活動との両立を図っていくとともに、

今後も新たな感染症が発生することを想定した

社会づくりを着実に進めていくことが重要です。 

 こうした中、国では、ＢＡ．５系統への置き

換わりを見据えた感染拡大への具体的な対応と

して、ワクチン接種のさらなる促進、メリハリ

のある感染対策、保健医療提供体制の確保に取

り組むとともに、新型コロナウイルスと併存し

つつ、平時への移行を慎重に進めていくとして

います。また、今月には内閣感染症危機管理統

括庁の設置など、次の感染症危機に備えるため

の対応の具体策が決定し、今後、法律案が国会

に提出される予定になっています。 

 私はかねてから、今回の感染症を２類相当と

しているのがネックとなっているのではないか

と思っています。 

 感染症法は感染症を１から５類、指定感染症、

新感染症などに分類し、講ずるべき措置を細か

く定めています。新型コロナは新型インフルエ

ンザ等感染症の分類で、２類相当の扱いとされ

ており、結核やジフテリアと同等で３類のコレ

ラより重い、２番目に厳重な対処が求められて

います。 

 ２類相当では、診療などにかかる費用が全額

公費負担となる一方で、診察を許される医療機

関が限られ、医療提供体制逼迫の一因になって

いるとされています。人の命を救うことは医者

の本分であって、全ての医療機関で本来診療を

行うべきです。 

 季節性のインフルエンザは５類の位置付けと

なり、一般外来で受診できるほか、流行の状況

は定点観測から推計され、全数報告の義務はあ

りません。コロナへの対応を一般の医療に少し

ずつ近づけ、医療現場の負担を軽減していく必

要があると考えます。 

 ただし、分類の見直しには問題もあります。

仮に季節性インフルエンザと同じ扱いとなれば、

外来窓口での３割負担が発生します。まだ治療

薬が十分でない中で公費負担にならなくなって

しまうと混乱が生じてしまいますから、無償に

すべきと考えます。また、検査体制や保健所機

能など整理すべき課題は多いと思われます。 

 もちろん国が決めるべきことですが、保健所

の逼迫など現場の実情が分かっているからこそ、

国に対して声を上げていくべきと考えます。こ

うしたことを踏まえ、コロナ対応の平時への移

行について知事の見解を伺います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 政府もだいぶ末宗議員の考えと近く

なってきたのではないかなと思います。 

 ２年半にも及ぶ新型コロナウイルスにより、

本県の社会経済は相当に傷んでいます。社会経

済活動の停滞が今後も長引くことになると、家

計の厳しさも増し、また、本県経済の大宗を占

める中小企業・小規模事業者の経営は耐えきれ

なくなるものと心配されます。感染対策に万全

を期すことはもちろんですが、社会経済の再活

性化も喫緊の課題です。 

 感染力が非常に強いＢＡ．５による第７波の



第３回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 122 - 

感染者は僅か２か月半で１０万人を超えていま

すが、ワクチン接種の進展もあって、重症者は

２０人余りにすぎず、重症化リスクは大きく低

下しています。 

 さらに、これまでの経験により、コロナに対

する感染防止策や感染後の療養等について、多

くの知見が蓄積されてきました。また、新たな

ワクチンや治療薬の開発、実用化が進むなど、

コロナへの対応力は格段に高まっています。そ

うしたこともあり、海外では感染対策の緩和が

主流となっています。我が国もそろそろ感染対

策と社会経済の再活性化の両立に向けた具体的

な行動に踏み出すべきではないかと考えます。

そのための感染症法上の見直しを含めた出口戦

略の提示については、かねてより九州地方知事

会としても国に対して要望してきたところです。 

 また、全国知事会でも必要十分な診療、検査

体制の構築や、医療、予防接種に係る公費負担

の在り方の検討を含め、感染症法上の取扱いの

見直しに向けたロードマップを早急に示すよう

に要望しています。 

 そうした中、先週、海外からの入国制限の緩

和や陽性者の療養期間の短縮などとあわせて、

全国一律での全数届出の見直しが決定されまし

た。これらは、オミクロン株の特性を踏まえた

平時への移行に向けたステップと考えますが、

届出対象外となる方のフォロー体制の確保や医

療費の公費負担の継続など、全ての感染者が安

心して療養できる環境整備が不可欠です。そこ

のところがまだ不明確というところもあります。 

 こうした観点に立って、医療関係者の意見も

伺いながら、平時への移行に向けた検討を進め

たいと考えています。国から提示された基本的

な内容を基にして、我々の心配、さきほど言っ

たように負担の問題や届出の問題について、ど

うやってフォローできるかということも手直し

しながら考えていきたいということです。 

 コロナとの共生に向けては、今後も様々な課

題を解決していく必要があります。そのために

は、国に対して主張すべきは主張しながら、地

方がそれぞれの地域の実情に応じて責任を持っ

て対応していくことが重要だと思っています。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 知事の今の答弁で、国に対して主張

すべきは主張すると。主張をこの前、全国知事

会でやったが、厚生労働省が一枚上手で、何か

問題をすり替えて、保健所の職員が忙しいのに

全数把握だけに絞って、２類と５類の話はしな

かった。しっかり主張すべきは主張していただ

きたいのでよろしくお願いします。 

 それともう一点、大分県は何年前だったか覚

えていませんが、保健所を随分廃止しました。

それで今回のようなパンデミックになって、保

健所を廃止したのがどういう影響を与えている

のか、ちょっと見解をお聞きします。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 平成２０年に保健所の体制

の見直しを行いました。そのときは地域医療圏

の見直しを行って、それに合わせた形で保健所

の体制を再編成したということです。 

 それまで１２だったと思いますが、保健所が

あったものを、県が６、大分市保健所と合わせ

て７という形だったと思いますが、そのときは

逆に集約化することで専門性の高い職員がそれ

ぞれの保健所に複数確保できて、個々の保健所

の体制としては強化されました。そのとき保健

師の数自体は大きく減っていなくて、管理部門

とか管理職の職員数を削減したということです。 

 それによって感染症に対する対応が脆弱にな

ったということではなくて、逆にそれぞれの保

健所の体制が強化されたことによって有効な手

が打てる体制ができたと私どもは考えています。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 答弁はよく分からなかったのだが、

まあいいや、次に行こう。 

 農政に行きます。国営かんがい排水事業につ

いて。 

 私の地元である宇佐市においては、国営かん

がい排水事業により築造された日出生ダムや日

指ダムを源に県営事業等により整備された水路

が張り巡らされ、水稲を中心とした農業が展開

されてきています。 

 こうした中、昨年１１月２６日、宇佐市を流

れる二つの水路、広瀬井路と平田井路が歴史的
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に価値のある施設として世界かんがい施設遺産

に県内で初めて登録認定されました。南一郎平

ら先人たちが力を注いできたかんがい事業や農

業水利施設の大切さが世界でも認められたこと

であり、大変喜ばしいことです。地元では早速、

地域振興に向けた組織を設立し、朝ドラの誘致

を始め、登録を生かした地域の活性化に取り組

んでいます。登録に御尽力された方々にこの場

を借りて敬意を表します。 

 農業の構造改革には、その基礎となる生産基

盤がしっかりと整備されていることが重要です

が、宇佐平野の水路は整備からかなりの年月が

経過しており、老朽化の進行に伴い、維持管理

に多大な労力が費やされているとともに、機能

低下による用水の安定供給が不安視されていま

す。 

 このような中、ダムや幹線水路等の基幹的農

業水利施設について再整備を検討するため、国

による国営かんがい排水事業の地区調査が進め

られていると聞いています。現在、国の調査が

具体的にどのように進んでいるか、そして、今

後の展望について農林水産部長に伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 駅館川地域は、昭和３３年

の大干ばつを契機に総合開発事業に着手し、ダ

ムなど基幹的農業水利施設や農地の大規模整備

を行い、県下最大の農業地域を形成してきまし

た。農業施設は整備から４０年以上が経過し、

老朽化が進行しており、将来を見据えた農業水

利システムの再構築に向け、県からの要望を踏

まえ、令和元年度より国が地区調査に取り組ん

でいます。 

 現在、県や市を中心に作成を進めている営農

計画を基に、今後、国が水利用計画や水利施設

整備計画の作成及び概算事業費、事業効果の算

定を行い、令和５年度をめどに取りまとめられ

る予定です。 

 営農計画では、日本有数の園芸団地育成や大

規模経営体による徹底した圃場の汎用化を行い、

麦、大豆を本作化することで、大型食品企業と

連携した産地を創出することなどといったこと

を盛り込む予定です。 

 地区調査が次の段階に進むには、営農計画の

実現に向けた調査の取りまとめが重要です。担

い手の多様な水需要に対応した農業水利システ

ムとなるように、国や市、地元としっかり協議、

調整を行っていきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 どうもありがとうございます。国、

県、市を挙げて、その計画を実現していただき

たいと思います。 

 ちょっと１点、令和５年に計画ができるとい

う話だが、何年ぐらいの計画でやる予定なのか。

それと、地元負担はいくらで検討しているのか。

その２点を伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 何年ぐらいの整備かという

のは、今、営農計画をつくっていますが、その

営農計画を基にして、どれだけの整備が必要な

のかということで事業の規模が決まってくると

思います。その事業の規模が決まらないと、な

かなかどのくらいという年限は今の段階では言

えないと思います。ただ、どちらにしても、せ

っかく大きな農地が広がっているところなので、

ここにはきちんとしたもうかる施設として整備

が行われるような形を整えていきます。 

 それから、地元負担については、国の集積を

行うことによって、集積率に応じて地元負担の

軽減という措置があります。促進事業ですが、

これについてもしっかりと今後協議していく中

で、国とも協議していきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 地元負担をなるべく軽減していただ

きたいと思っています。 

 次に入ります。 

 さきの世界かんがい施設遺産のように、国際

的な機関等による遺産等の登録制度は広範に及

んでいます。世界遺産はその最たるものであり、

県内を見ても、ジオパーク、エコパーク等の認

定が行われており、多くの地域がこれをいかし

た地域振興に取り組んでいます。このうち、今

回取り上げたいのは世界農業遺産についてです。 

 世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら

何世代にもわたり継承されてきた独自性のある
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伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって

育まれた文化などが相互に関連して一体となっ

た世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域

であり、国際連合食糧農業機関、ＦＡＯにより

認定されます。県内では、平成２５年５月に国

東半島宇佐地域がクヌギ林とため池がつなぐ国

東半島・宇佐の農林水産循環のシステムが評価

され、認定に至っています。 

 県では、農林水産部に世界農業遺産地域の振

興を図る組織を置き、各種振興策を取っている

のですが、県の事業評価等を見ると、認知度が

向上しない等苦戦が続いているようです。その

要因を考えると、例えば、世界遺産やジオパー

クであれば、その見どころがあり、それを目的

とした観光が成り立ちますが、農業システムが

評価された世界農業遺産には分かりやすい見ど

ころが存在せず、観光という面では大変難しい

課題があります。 

 このため、県においても地域の農産物のブラ

ンド価値を上げるべく、認定商品制度を設ける

などの取組を進めてはいますが、その効果はど

うなのでしょうか。今後もこの農業システムを

守り続ける農家の所得向上につながっているの

でしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、県として世界農業遺

産という世界的ブランド価値を付加し、活用し

て何を売り出していこうとしているのか、その

振興戦略について農林水産部長の見解をお聞き

します。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 世界農業遺産では、これま

で次世代への継承と地域の元気づくりの二つの

ビジョンを掲げ、様々な取組を行っています。 

 議員御指摘のとおり、システムを認証する世

界農業遺産は、分かりやすい観光名所には欠け

ています。その価値を広く伝えるという面では、

観光というよりも、むしろ地域産品の魅力を伝

えることが有効と考えています。本地域では、

正に地域を象徴する産品として、ＧＩ制度の登

録を受けている七島藺や、システムのコンセプ

トそのものである乾しいたけなどがあり、その

価値を伝える主役となっています。このため、

農家所得向上にもつながる取組として、世界農

業遺産地域ブランド認証品や応援商品などを活

用し、ブランド向上を促進しています。 

 成果として例えば、七島藺加工品がＮＨＫの

全国放送に取り上げられたり、乾しいたけでは

ＪＲ九州が運行するななつ星のコースにしいた

けほだ場の散策が組み込まれるなど手応えを得

られています。今後もブランド認証品を中心に、

特徴を前面に出しながら売り出していきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 部長の答弁を今聞いていて、真面目

な答弁だが、何か発想力がないなと思う。とに

かくそういう発想では、なかなか観光までを含

んでの振興は難しいのではないか。 

 例えば、僕は京都に１０回近く行ったことが

あるかな。京都で一番見どころといったら、皆

さん何が一番印象に残っているかなと思ったら、

僕が一番見どころで思ったのは、京都市から５

０分ぐらい山に登ったところに、川の中で食事

をする川床料理というのがある。夏場とか春か

らね。あれはなかなか、この中は涼しいのでい

いなと思いました。山と川だったら大分県も山

ほどあるからね、そういう発想が何かないか。

京都は寺院が山ほどあるが、僕が一番印象を持

ったのはその川床料理だった。とにかくいっと

き大分県中を眺めながら、発想を豊かにしてい

ただきたいと要望しておきます。 

 次に、ＤＸ問題。 

 現在、効率化や利便性等の観点から行政のＤ

Ｘが重要視されており、県でも積極的に取り組

んでいると思います。特にこのコロナ禍におい

て、Ｗｅｂサイトでの感染状況確認のほか、特

別定額給付金の申請やワクチン接種予約など住

民が行政と関わる機会が増えたこともあり、オ

ンラインで申請ができるなど、そのメリットを

享受された方も多いと思います。 

 しかし、物事には両面があり、ペーパーレス

や人との接触が不要なオンライン申請・予約へ

の期待が高まる一方で、高齢者を中心とした、

いわゆる情報弱者への配慮も忘れてはなりませ

ん。機器を持たない、あるいは操作方法が分か

らない方には使い勝手が悪く、かえって不便に
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なってしまいます。 

 一概にデジタルにすればいいというものでは

なく、紙を使った方が利便性の高いものはこれ

までどおりとするべきです。行政のＤＸを進め

るにあたっては、こうしたいわば光だけでなく、

影の部分にも十分配慮して進めるべきと考えま

す。 

 こうしたことを踏まえ、行政のＤＸを進める

にあたり、いわゆる情報弱者に対してどのよう

に支援していくのか、総務部長の見解を伺いま

す。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 県では、誰もがデジタル化の恩

恵を享受できるよう、また、スマートフォン等

に不慣れな方への配慮もしながら、行政のデジ

タル化を進めています。 

 行政手続の申請については、当面は紙で申請

を希望される場合には、それも当然受付を継続

することとしていますが、あわせて、将来デジ

タル社会が到来することも見据えて、不慣れな

方でも電子的な申請を安心して利用してもらえ

るよう取り組むことが重要と考えています。 

 具体的には、ホームページの申請手順の案内

をより分かりやすく充実していくほか、今年５

月からは電話窓口を設置し、利用者からの問合

せにも対応しています。こうした県民から改善

意見があった場合には、それを反映し、より使

いやすいシステム、仕組みに改良していくこと

が大事と考えています。 

 また、高齢者等を対象としたスマホ教室の開

催などを実施し、最終的には地域で気軽に電子

機器やサービスの利用方法を教え合う体制づく

りに結び付けていくことも重要と考えています。

国が実施するデジタル活用支援員に加え、県独

自の支援員も育成することにより、各市町村に

おける体制づくりに取り組んでいます。 

 こうした取組を通じて、県民誰もがデジタル

技術を活用し、よりよく暮らしていける環境づ

くりを進めていきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 今の時代の流れみたいな、模範答弁

みたいな感じもしたんだが、このＤＸ化、デジ

タル、今はやりのサイバー攻撃というのがある。

例えば、アノニマス、キルネット。キルネット

というのは、この前、日本政府に戦争を仕掛け

たとか言っているあの集団なんだろうが、恐ら

く総務部長が今言われたような程度の形では、

このサイバー攻撃は防げないのではないかと思

う。大分県の能力では、この世界的なサイバー

に全然追い付かない。 

 今、例えば、日本の国がサイバー攻撃から守

られているのは何かといったら、ファックスな

んですよ。こういうデジタルは、今言ったキル

ネットとかアノニマスにしたら非常にもろいと

言われている。例えば、中国だったら３万人ぐ

らいサイバーの専門の職員がいて頑張り、日本

は５４０人というから、もう守れないことは自

明の理だと思います。守れる形を取ってからこ

ういうＤＸをやらないと、恐ろしい損害を生じ

る可能性があると思います。そこらあたりの見

解を。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 サイバーセキュリティーについ

てでした。 

 議員御指摘のとおり、ＤＸの時代において、

サイバーセキュリティーへの備えは大変重要と

考えています。県でも、セキュリティーについ

てはポリシーを策定するとともに、何らかシス

テムのダウン等が生じた場合の復旧についての

ＩＣＴ－ＢＣＰ等も策定しています。 

 引き続き、国全体のサイバーセキュリティー

対策の強化等も動向を見据えながら、県におい

ても講ずべきサイバーセキュリティー対策につ

いてしっかりと取り組んでいきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 サイバー対策も取り組むのはいいん

だが、例えば、半日で復旧したならいいです。

まあ１週間経ってもいいです。それが６か月サ

イバー攻撃でダウンしたとか、結局良くならな

かったとか、そういう可能性があるわけです。

そこらあたりを本当に制度の中で組織立てて、

きちっと頭の中で、例えば、８か月ぐらいダウ

ンするようなときはどう持っていくとかいう対

策をあらかじめ講じておかないと、そういうＤ
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Ｘだ何だととぼけたことを言ってもだめですよ。 

 それと、私がこの質問をするとしたら、ある

課から提案があって、実は県の職員録とか、あ

れはペーパーレス化で活用できるものではあり

ません。もともと作って出さなければ、あんな

タブレットに入れて持ち歩いていて、一年中使

えるわけないです。スマホに入れればまだどの

くらいかいいが、そういうこともしなくて、要

するに紙が必要なのを紙に頼らないという形で

職員録を作ったが、やり直すというから僕は感

心しているんだが、そういうペーパーレスが必

ずしも万能ではないと思うが、そこらあたりを

ちょっと含んでお願いします。 

 次に、旧統一教会との問題……（「回答を」

と呼ぶ者あり）はい。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 ＤＸに関連してセキュリティーの御

心配をされていますが、そのとおりだと思いま

す。それから、いろんな国と比べると、ＤＸの

セキュリティーについては、日本の国自体、弱

いところもあると思います。もちろん、そこを

強化する動きもあるし、あわせて地方のＤＸも

セキュリティーを強化しようという動きもあり

ますが、これはいずれにしても、軍拡と同じよ

うに競争なのですから、万一のときにどうする

か。被害を最小限に食い止め、可及的速やかに

システムを回復する、そういうデータを盗まれ

ることを最小限に食い止める。それから、最大

限に早くするということを、言われるように危

機管理として考えておく。絶対はないのだから

万一のときにはどうするのだということを考え

ておくことが必要であり、そういう点を今から

行政のＤＸ導入にあたっても、民間には行政以

上に大きなシステムもあるわけですから、そう

いうものについてやっておかなければいけない

し、我々は行政としてそこのところはきちっと

考えていかなければならないと思っています。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 知事どうもありがとうございます。

本当に気合の入った回答が来ました。 

 それでは最後に、今話題の旧統一教会問題で

す。 

 まず、旧統一教会との間に、関連団体への後

援も含め、県としての関係性があるかないか、

簡潔にお願いします。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 こちらで平成２９年４月から令

和４年７月まで過去５年分を調査しましたが、

後援などを行った事実はありませんでした。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 実は、僕は平松知事のときだったか、

広瀬知事になってからか分からないが、日韓ト

ンネルの案内が僕に来たことがある。知事にも

恐らく行っていると思うが、知事については、

個人的に統一教会の問題について関わりはどん

な具合ですか。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 ありません。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 意外と言っていいか、何かよく分か

りませんが、関係ないんですね。分かりました。 

 それでは次に、霊感商法と高額寄附の消費相

談と被害防止についてお聞きします。 

 さて、旧統一教会は１９５４年、韓国で創立

され、日本では６４年に宗教法人の認証を受け

ています。８０年代以降は先祖の災いがあるな

どと称し、印鑑やつぼなどを売り付ける霊感商

法が社会問題になりました。全国霊感商法対策

弁護士連絡会によると、８７年から２０２１年

に連絡会などに寄せられた旧統一教会などによ

る被害件数は３万４，５００件、被害金額は約

１，２３７億円に上ると言われていますが、こ

れは氷山の一角と言われています。 

 こうした霊感商法や高額寄附と言われる法外

な金額の献金要求などの被害が後を絶たないこ

とを踏まえ、県民が被害を受けた場合を念頭に

体制を整え、被害者からの相談に応じることが

大切です。 

 本県でも、消費生活センターアイネスや市町

村消費生活相談窓口が設置されていることから、

たらい回しにすることなく、必要に応じて専門

家につなぐなど丁寧な対応が求められています。 

 そこで、お尋ねします。こうした霊感商法や

高額寄附の消費相談の現状と被害防止に向けた



第３回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 127 - 

取組について生活環境部長に伺います。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 霊感商法等の消費相談と被

害防止についてお答えします。 

 いわゆる霊感商法が統計上含まれる開運商法

の県内の相談件数は、昨年度までの過去５年間

で１７９件です。その相談内容については、財

布など開運グッズの購入に関するもの等が多く

なっています。 

 次に、寄附等に関する相談については、宗教

的な色合いのあるものは過去５年間で８件です。

これらのうち、例えば、１００万円以上で高額

という整理をさせてもらいますが、その寄附の

相談は４件です。 

 県や市町村の相談窓口では、苦情相談に対応

するほか、クーリングオフの助言や、消費者に

代わって事業者と交渉するなど解決に努めてい

ます。その上で、解決困難な相談については、

弁護士等の関係機関につないでいるという状況

です。 

 被害防止については、出前講座を通じて霊感

商法等が契約取消しの対象となり得ることを周

知してきたほか、市町村と連携し、地域の見守

りネットワークによる声かけ等を行ってきたと

ころです。 

 現在、国の検討会で霊感商法等の対策が議論

されており、国の動向を注視しながら、引き続

き市町村消費生活センター等と連携し、被害防

止等に向けた啓発をしっかり行っていきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 ありがとうございます。これは１７

９件とか８件とか４件と、初めて僕もこの質問

で聞いて、これを公表したのは本当に評価しま

す。なかなか難しい中でよくできたなと思いま

す。 

 それで、ちょっと僕が聞き忘れたのが１点あ

ります。被害者救済の件は、県はどう考えてい

ますか。 

 それともう一点は、国は七つも八つも省庁が

関係あるといって、特命大臣を作ったらどうか

という話があるんだが、県も今、旧統一教会の

問題は大変な問題だから、この際、早急な対策

として一人担当の部長あたりを作ってやってみ

るのも一つの考え方で、時機に適しているので

はないかと思っていますが、そこらあたりの見

解をお聞きします。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 救済と特命担当を置くべきでは

ないかということでした。 

 今回の問題については、特定の宗教団体に対

する自発的な行動について信教の自由等憲法で

保障されている価値であるといった面、他方、

そういった行動が家族とか周囲の方々にとって

大きな負担になっているといった声も寄せられ

ていますが、これは非常に難しい問題であると

認識しています。 

 救済等については、国においても霊感商法等

の法的な整理とか救済の問題について、今後、

法的な手当ても含め、現在、検討会や連絡会議

で議論が正になされているところと考えていま

す。その議論を十分に踏まえた上で、組織的な

対応を含め、引き続き動向をしっかり注視して

いきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 とにかく臨機応変に、時機に適して

対策を取ってください。 

 最後に警察本部長にお聞きしたいと思うんだ

が、また被害者の相談に対応するだけでなく、

霊感商法や不当勧誘行為等により法外な献金を

強いる事案での検挙も被害防止には欠かせませ

ん。霊感商法や違法な手段により高額寄附を強

いた事案の検挙の状況について、県警本部長に

伺います。よろしくお願いします。 

御手洗議長 松田警察本部長。 

松田警察本部長 いわゆる霊感商法については、

県警察において令和元年以降の検挙はありませ

んが、過去には平成２２年に印鑑の売買契約に

係る事案の検挙が２件あるものと承知していま

す。 

 また、違法な手段により高額な寄附を強いる

事案については、統計上、そのような区分がな

く、検挙の状況をお答えすることは困難です。 

 いずれにしても、県警察としては、刑事事件

として取り上げるべき事案があれば、法と証拠
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に基づき適切に対処していきます。 

御手洗議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 ２件とか何件かあるみたいなのだが、

警察本部長、法と正義、いくらか解釈の仕方も

あるし、いろいろ難しい面もあるんだろうが、

今、正に──私は、もともとこれは岸元総理か

らの話で今まで来ているんだから、戦後すぐな

らしようがないところもある。だが、途中でこ

れを違法な形ということで取り締まるようにき

ちっと整備しないといけなかったのが、それが

逆に腐れ縁になって今のような事態が生じてい

ると思っている。こういうときに、正に社会の

法と正義を実践してくれるのが警察ですよ。そ

こらあたりを踏まえて、今後、警察の権力をそ

ういうふうな形でよろしくお願いします。 

 これで一般質問を終了します。皆さんありが

とうございました。（拍手） 

御手洗議長 以上で末宗秀雄君の質問及び答弁

は終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日はこれをもって散会します。 

午後３時１０分 散会 
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令和４年第３回大分県議会定例会会議録（第５号） 

 

令和４年９月１６日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第５号 

            令和４年９月１６日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

日程第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     羽野 武男 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    藤田 正道     原田 孝司 

    小嶋 秀行     馬場  林 

    尾島 保彦     玉田 輝義 

    平岩 純子     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     河野 成司 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    荒金 信生     麻生 栄作 

    末宗 秀雄     小川 克己 

欠席議員 １名 

    浦野 英樹 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邉 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

御手洗議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。 

 まず、監査委員から地方自治法第２３５条の

２第３項の規定により、８月の例月出納検査の

結果について、文書をもって報告がありました。 

 なお、調書は朗読を省略します。 

 次に、第７３号議案職員の高齢者部分休業に

関する条例の制定について、第７４号議案職員

の定年等に関する条例等の一部改正等について、

第７５号議案職員の育児休業等に関する条例の

一部改正について及び第７６号議案職員の特殊

勤務手当支給条例の一部改正について、地方公
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務員法第５条第２項の規定により人事委員会の

意見を聴取した結果、適当と考える旨、文書を

もって回答がありました。 

 次に、教育委員会から地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２６条第１項の規定によ

り、教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価について、報告書の提出がありま

した。 

 なお、報告書はお手元に配布しています。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配布の議

事日程第５号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

御手洗議長 日程第１、第７０号議案から第９

８号議案までを一括議題とし、これより一般質

問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。吉竹悟君。 

  〔吉竹議員登壇〕（拍手） 

吉竹議員 おはようございます。３番、自由民

主党、吉竹悟です。 

 今回、質問の機会を与えていただきました自

由民主党全ての皆様に心より感謝、御礼を申し

ます。ありがとうございます。 

 答弁をいただく知事、そして、部長の皆様、

私の質問の後ろにいるたくさんの人々に寄り添

った、心温まる答弁をいただきたいと思うので、

どうかよろしくお願いします。 

 さて、季節はもうすっかり秋です。私ども竹

田市は農業の算出額トップとなっていますが、

この週末、あいにく稲刈りができない状況にな

っているし、運動会、体育祭も予定されていま

すが、今回の台風第１４号で全てがキャンセル、

中止になっているようにお聞きしています。何

とか被害のないことを心から念じ、一般質問に

入ります。どうかよろしくお願いします。 

 今回の一般質問は、四つの問題について質問

します。 

 まず最初に、今後の林業振興の展望について

質問します。 

 日本の森林は、国土面積３，７８０万ヘクタ

ールの３分の２に当たる２，５０５万ヘクター

ルあり、そのうち１，３４８万ヘクタール、約

５割が天然林、１，０２０ヘクタール、約４割

が人工林、残りが無立木地及び竹林となってい

ます。 

 森林資源を見てみると、人工林を中心に蓄積

量が毎年約７千万立方メートル増えており、現

在は約５４億立方メートルです。面積ベースで

考えれば、人工林の約半分は５０年生を超えた

主伐期を迎えています。資源を有効利用すると

同時に、今後の循環利用に向け、計画的に再造

林することが重要です。 

 本県の森林面積は約４５．３万ヘクタールで

県全体の面積の７１％を占めており、この森林

資源を活用し、木材の産出や質、量とも日本一

を誇る乾しいたけなどの生産も盛んで、中山間

地域の林業や木材産業の活性化に寄与していま

す。つまり農山村の振興に大きく貢献している

こととなります。 

 県民生活には、森林が持つ国土保全、水源の

涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防

止、生物多様性の保全、木材など林産物供給な

どの多面的機能が公益的な機能も発揮すること

で、安心・安全な日常を提供しています。 

 しかしながら、現在、林業を取り巻く環境は

決してよい状況にあるとは言えません。さきに

述べたように、主伐期を迎えた杉、ヒノキの人

工林は伐採を待っている状況ですが、一方では、

植栽１５年以下の若い人工林は非常に少ない状

況となっています。このため、主伐後の再造林、

植栽を着実に行わなければ、将来にわたり十分

な森林資源が確保されず、林業の経営環境は今

後ますます厳しくなると考えます。 

 こうした現状を踏まえ、県における今後の林

業振興の展望と、いよいよ１１月１２日、１３

日に開催される第４５回全国育樹祭への知事の

思いを伺います。 

 後段の質問は対面席で行います。よろしくお

願いします。 

  〔吉竹議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの吉竹悟君の質問に対す
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る答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 吉竹悟議員から林業振興の展望につ

いて御質問いただきました。 

 昭和３３年に本県で開催された第９回全国植

樹祭は、拡大造林を推進するきっかけとなり、

以来、先人たちのたゆまぬ努力により植え、育

てられてきた森林は、今や多くの資源を蓄えて

います。 

 この豊かな森林資源をフル活用し、再生して

いく循環利用の確立が、持続可能な林業経営を

行う上で誠に重要になってきました。このため、

新たな視点で次の二つに取り組んでいきます。 

 一つは、文字どおり、年輪を重ねた大径材の

伐採と活用です。県内の人工林は６０年生をピ

ークに大径材が多いことから、これらを積極的

に活用し、森林資源の偏りを解消していくこと

が必要です。 

 このため、大径材の伐採を見据えた路網の整

備や高性能林業機械の導入を進めるとともに、

製材加工に必要な機械等の整備を支援していき

ます。加えて、大径材製品の消費拡大に向けて、

大消費地である関東・東海地域等に拠点を設け、

販売力を強化していきます。 

 二つ目は、早生樹による着実な再造林です。

本県の再造林は、植栽本数を減らす疎植造林や

民間企業などからの支援により、令和３年には

再造林率が７４％となるなど、目標の８０％に

向けて堅調に推移しています。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、若い人

工林が非常に少ないことから、３０年後の森林

資源に不安が残ります。そのため、今後の再造

林では、伐期の大幅な短縮が見込まれるエリー

トツリーやコウヨウザンといった早生樹の導入

を進めていきます。 

 大径材を伐採し、資源の若返りを進めること

は、結果として森林による二酸化炭素吸収量を

増加させることから、本県が目指す脱炭素社会

の実現にも大いに役立つものと思います。 

 このような中、あと５７日と迫りましたが、

本県では２度目となる全国育樹祭を、皇族殿下

の御臨席を仰いで開催します。 

 今大会では、「伐って使い、植えて育てる」

をコンセプトとしており、高林齢化した大径材

を切って、そこに早生樹による再造林を行うな

どの新たな循環型の森林づくりをアピールして

いきます。 

 また、各行事において、多くの子どもたちに

活躍の場を設けるとともに、大会後の森林・林

業教育を充実させることで、未来の森林づくり

を担う人材を育成していきます。 

 このように、大分の豊かな森林とその恵みを

次代につなぐ大会にしていきたいと思っていま

す。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 知事、どうも答弁ありがとうござい

ました。育樹祭への思い、それから森林に対す

る思い、私も共通した思いがあります。何せ大

分県は７０％を超えて森林です。私ども竹田市

も同じように７割を超えた森林があるので、そ

れを活用する、そして、それが県民ないし国民

にその林業のありがたさ、林業がなくてはなら

ない、その森林がなくてはならないという気持

ちがどこかで伝わっていただきたいので、今回

の育樹祭の御成功を心から御祈念します。 

 続いて、２番目の質問に行きます。 

 林業の担い手確保についての質問を行います。 

 現在の山林の現状から見ると、将来的に水源

涵養機能の低下による災害の発生や獣害の多発

化といった不安があります。 

 林業従事者や一人親方、森林所有者などの高

齢化が進むと同時に担い手が不足している現状

では、林業が魅力的な産業として位置付けられ

ていないのではないでしょうか。とりわけ、林

業は危険性が高く労働環境も決してよい方では

なく、林業そのものの情報や就業に関する情報

も少ないようです。 

 山林を守り林業振興を図るためには、今現在、

活動している森林管理の作業員、新規就業者や

後継者、各種団体など林業に関わる人や団体の

支援や育成などが重要です。最近は林業を目指

す若い人も現れているし、就業や研修のための

支援もありますが、農業に比べると就業希望者

が少ないのが現状のようです。現在、林業者の
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事業体向けや後継者育成のための様々な補助事

業や制度がありますが、現状の課題を解決でき

ずにその効果が十分に発揮できていない面もあ

ると考えます。また、林業用の機械導入は多額

の費用が必要ですが、新規就業者や一人親方向

けの支援制度は少ないようです。 

 林業に関わる若い人材や後継者、森林を守る

人や団体の確保と育成、そして、魅力ある林業

の産業化が大切だと考えますが、林業の担い手

確保について今後どのような方策で進めていく

のか、農林水産部長の見解を伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 林業は、森林を守り次世代

に受け継ぐ魅力ある産業です。一方で、労働強

度や雇用環境の面で就業のミスマッチも生じて

います。このため、担い手の確保に向けては、

段階的に対策を講じていきます。 

 まず初めに、林業への就業を選択肢としても

らえるよう、ガイダンスや就業支援サイトでの

情報発信に加え、高校生などを対象とした職場

見学などを行います。 

 次に、就業を決意された方々には、給付金を

受けながら、必要な知識、技術を習得できるお

おいた林業アカデミーでの研修や作業体験研修

を実施していきます。さらに、雇用就業後は、

緑の雇用制度の活用や造林ＯＪＴ研修などフォ

ローアップを行い、着実な定着を図っていきま

す。 

 また、伐採や造林作業を独立で行う一人親方

に対しても、生産性向上や資格取得に向けた研

修を実施するとともに、蜂毒や振動病対策への

助成など、林業者として経営できるよう支援し

ていきます。 

 今後とも１６０万立方メートルの素材生産や

循環型林業を担う人材の確保、育成に向け、必

要な対策をしっかりと行っていきます。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 答弁ありがとうございます。思いは

さきほどから言うように共通しています。現状

は若干、その気持ちが林業者にとってまだ通じ

ていないものがあるので、ここで再質問します。 

 林業の現状を人という観点、視点から見てみ

ると、本来経営者であるべき山林所有者に不在

地主が増加し、あわせて、山に関わる林業従事

者や森林作業員の高齢化が進み、山を管理する

人も減少しています。そのことから慢性的な人

手不足となっています。 

 小規模事業体も含め、林業者や新規参入者に

とって補助事業や制度は現状を踏まえたものと

なっているのか、補助制度の要件は林業者にと

って取り組みやすいものとなっているのか、再

度お尋ねします。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 就業前から就業後のフォロ

ーアップまで段階的な支援を実施しており、取

り組みやすいものになっているとは認識してい

ます。事業体においても同様に、雇用管理の実

態や生産規模に応じ、段階的に支援を行ってい

ます。 

 また、やはりきめ細かな支援は大事になって

くると思うので、そこについては今、市町村に

対し、森林環境譲与税を活用した担い手確保対

策などを提案し、またアドバイスも行って、市

町村にもそういった支援を拡大していただくよ

うにお願いしている状況です。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 ありがとうございました。今、森林

環境譲与税の活用も話されましたが、さきの一

般質問の中にあったように、半分は返している、

使っていない状況があるので、本当の意味で活

用していただきたいと思うので、よろしくお願

いします。 

 そこで要望します。山から木材を効率よく出

すためには、作業道の大型化などが必要になり

ます。いろいろな主体や要件が絡み合って、な

かなか前に進まない事案もあるようです。ぜひ

林業家の視点に立って解決してもらいたいと思

います。どうかよろしくお願いします。 

 続いて、しいたけ振興について伺います。 

 先月、８月６日に佐伯市で、２０２２年全国

乾しいたけ振興大会ｉｎオーガニックシティさ

いきが開催されました。 

 大会の趣旨は、近年の地球温暖化の進行や異

常気象などが、しいたけの生産に大きなダメー
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ジを与えていること、高齢化や担い手不足から

生産量が減少していること、若い世代の乾しい

たけ離れが進んでいることから、生産者の意欲

を喚起するとともに、消費者に対して乾しいた

けの魅力を伝えることでした。 

 本県は乾しいたけの質、量ともに日本一を誇

っていますが、しいたけ生産の現状や消費の減

退と、菌床しいたけによる乾しいたけの流通量

が増加していることを踏まえ、今後は生産者の

収入を確保しつつ、原木乾しいたけ生産日本一

を維持していくのかが施策の課題と考えていま

す。特に、生産者の高齢化により原木伐採など

ができなくなり、生産者、植菌量、生産量が減

少しています。これは原木伐採からしいたけの

栽培までの工程が一戸の農家の一貫作業となっ

ていることもその要因となっています。生産の

減少から、伐期をはるかに過ぎ荒廃したクヌギ

林も年々増加しています。 

 県は、原木しいたけにこだわりを持って施設

機械整備や研修制度などの施策も充実し、安定

したしいたけ生産を進行しているが、生産者や

生産量の減少に歯止めをかけることは厳しい状

況のようです。今後は、原木伐採から、種駒打

ち、ほだ木運搬などの重労働となる部分の分業

化を考えていかなければならないと思っていま

す。分業においては、運送業や建設業などとの

連携も考えられます。 

 しいたけ栽培を一つの産業として捉え、現状

の課題を解消し、新規参入を目指す若者や後継

者、また、高齢化している生産者にとって魅力

のある産業化と栽培の継続が大切であると考え

ますが、しいたけの振興について今後どのよう

に進めていくのか、農林水産部長の見解を伺い

ます。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 しいたけの振興にあたって

は、生産体制の整備と担い手の確保、育成、消

費拡大を総合的に進めることが重要です。 

 生産体制の整備では、竹田市などの生産者グ

ループによる原木伐採、玉伐り、運搬の分業化

や、県椎茸農協のＡＩ選別機導入による省力化

の取組を支援しています。 

 担い手の確保、育成では、しいたけ版ファー

マーズスクールの設置や、新規参入者を対象と

した生産施設整備等の支援を行い、４年間で１

０９人の新規参入者を確保しています。 

 また、建設業など異業種からの新たな担い手

の確保も進めており、重機を活用した大規模経

営に取り組んだ結果、全国品評会で農林水産大

臣賞を受賞した事例もあります。 

 消費拡大では、県内観光施設と連携した食べ

る機会の創出や大消費地での商談会、有名料理

人を起用したＰＲなどを行っており、うまみだ

けの取扱店は昨年の３倍となる２２２か所まで

増加しています。 

 今後とも質、量ともに日本一の地位を維持で

きるよう、総合的に支援していきます。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 答弁ありがとうございます。今、部

長の答弁にあったように、ファーマーズスクー

ル、竹田市もその取組で若干は持ち直している

が、県全体でいえば減少傾向は歯止めがかかっ

ていないので、さらに支援をよろしくお願いし

ます。 

 次に、竹田市の治水対策について質問します。 

 昭和５７年７月２４日、大洪水をもたらした

梅雨末期の集中豪雨が竹田地方を襲い、７人の

尊い人命を奪うとともに、家屋の全半壊、道路、

鉄道の流失、稲葉川、玉来川の氾濫などにより、

未曽有の大惨事をもたらしました。 

 まず、県では災害復旧事業に取り組み、その

後、再度災害防止のため、昭和５９年から玉来

川、昭和６０年から稲葉川で河川改修事業に取

り組まれました。 

 その僅か８年後の平成２年７月２日には、こ

れを上回るかつてない豪雨が再び竹田地方を襲

い、家屋の流失、全半壊、道路、鉄道の流失な

ど市民生活に大被害を与えるとともに、尊い５

人の人命を奪いました。 

 この大水害を契機に、市街地上流に稲葉ダム、

玉来ダムを建設する竹田水害緊急治水ダム建設

事業が平成３年度に事業採択され、河川改修と

ダム建設を組み合わせた治水対策を行うことに

なりました。その後、河川改修については平成



第３回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 134 - 

１２年度に概成し、稲葉ダムについては平成２

２年度に完成しました。 

 一方、玉来ダムについては、事業を本格化し

ようとした平成２１年からダム検証作業が始ま

り、約２年間を要しました。平成２４年７月１

２日に、九州北部豪雨により、浸水家屋２１７

戸、２人の人命を奪うなど大災害を受けました。

特にダムができていない玉来川流域では、国道、

鉄道の寸断や家屋浸水など甚大な被害があった

ことは残念でなりません。 

 被災後、竹田水害緊急治水ダム建設促進委員

会が中心となって、住民の安全・安心のために

一日も早く玉来ダムを完成させると掲げ、市民

１万１千人の署名を集めるなど、被災を受けた

下流域、ダムを建設する上流域の住民が手を取

り合って取り組んできました。また、知事を筆

頭とした関係者の御尽力により、工事は着実に

進んでおり、改めて感謝します。 

 こうした中、今年２月、玉来ダム早期完成を

求め尽力してきた竹田水害緊急治水ダム建設促

進委員会の前会長の丹統司さんが亡くなられま

した。最後に現場を訪れた昨年８月の堤体完成

式典では、全体像が見えてうれしいと涙を浮か

べていたのが印象的でした。 

 昨今は、線状降水帯の発生など記録的豪雨が

頻発する気候変動によって、これまで経験した

ことのない異常気象が発生すると言われていま

す。 

 竹田市における過去３度の大水害を踏まえ、

これまでのダム事業を始めとする治水対策の経

過と、いよいよ完成を迎えるにあたっての知事

の思いをお聞かせください。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 竹田市の治水対策について御質問い

ただきました。 

 竹田市民悲願の玉来ダムですが、工事も大詰

めを迎え、いよいよ竣工式を１１月７日に執り

行う旨、こうして発表できるまでになりました。

苦難の歴史を乗り越えた今、万感の思いです。 

 振り返ると、昭和５７年、平成２年の集中豪

雨により、合わせて１２人もの尊い人命が奪わ

れ、鉄道や国道などあらゆるライフラインが寸

断し、未曽有の被害を受けました。 

 たび重なる災害を受けて、県では平成３年か

ら稲葉ダムの建設に着手し、２０年間に及ぶ事

業期間を経て、２２年にこの稲葉ダムが完成し

ました。 

 次はいよいよ玉来ダムだというところで、時

の政府の検証作業により２年間の事業中断を余

儀なくされたところです。ようやく再開した矢

先に、平成２４年九州北部豪雨の襲来です。こ

の間、既に完成していた稲葉ダムの下流域では、

被害が最小限に食い止められた一方で、玉来川

流域では三たび甚大な被害を受け、落胆する被

災者の姿を目の当たりにしました。 

 県土を守る立場にある者としてじくじたる思

いで、何としても玉来ダムを早期に完成させな

ければならないと強く決意したところです。 

 まず、計画にあたっては、ダムは治水効果が

大きい反面、地形改変など自然への負荷も大き

いことから、自然環境に配慮して、ふだんは水

をためない流水型を採用することとしました。 

 事業進捗を左右する用地取得は、地元関係者

の御協力のお陰で、僅か１年で約９割の面積を

契約していただきました。前例のないスピード

で工事の準備が大変進捗しました。 

 工事に備えた調査設計では、阿蘇のたび重な

る噴火活動による、全国まれに見る複雑な地質

に対し、綿密な検討を行ったところです。 

 こうして２９年に着工しますが、いざ施工に

なると、亀裂が多い岩盤への止水対策など、新

たな技術的課題が露見したため、職員をダム技

術センターへ派遣するとともに、国土交通省に

は一貫して大変丁寧な御指導をいただいたとこ

ろです。 

 このように多くの方々に御協力いただいて、

技術の粋を集めてダム建設に取り組んだ結果、

昨年、本体コンクリート打設が完了し、先月、

主要工事を終えて、現在、ダムの安全性を確認

するため、試験湛水を行っています。 

 完成を迎える今、整備促進に多大な御尽力を

いただいた、今は亡き和田至誠元県議会議長や

丹統司前建設促進委員会会長のお二人に思いを

はせると、さぞ喜んでおられることと思います。 
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 また、円滑な工事の進捗に御理解、御協力い

ただいた当県議会の皆様はもちろんですが、地

域の方々、あらゆる関係の皆様に心より感謝し

ます。 

 約３０年という長い年月を要しましたが、二

つのダムの完成により、ようやく竹田市民に安

全・安心が届けられるとともに、地域振興にも

寄与するものと期待しています。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 答弁ありがとうございました。私も

万感の思いですし、和田至誠先生、そして丹統

司さん、そして知事の話にあったように、僅か

１年で９割の方々の賛同を得た。つまり、竹田

市において治水対策は喫緊の課題だったという

ことがそこで証明されているし、知事の答弁に

あった１１月７日、竣工式をやっていただける

ということで大変ありがたく、心から感謝しま

す。 

 次の質問に入ります。 

 畜産振興についてです。耕畜連携による堆肥

の活用について質問します。 

 ロシアによるウクライナ侵攻後、原材料価格

高騰、肥料価格高騰、飼料価格高騰、そして、

社会経済を取り巻くほとんどの生活必需品価格

の高騰と生活環境において厳しさを増す状況で

す。 

 特に農業生産物は買手市場という中で、生産

者は自らの生産物に対して自らが値段をつける

ことがなかなかできません。反面、生産に必要

な資材や肥料、飼料など、どんどん値段が上昇

しています。こうした厳しい環境の中、国や県

において飼料価格上昇分の補填等の経営支援が

行われており、大変ありがたく感じていますが、

もう一つ大事な観点が、影響の長期化も懸念さ

れる中でも継続できるかです。その経営体質の

転換が必要だと考えています。 

 そういった意味で、今非常に注目されている

のが堆肥の活用です。堆肥は、肥料価格高騰の

影響を受けにくい生産体制づくりが鍵となるが、

地域によるばらつきが大きく、供給側である畜

産農家と使用側である耕種農家との、いわゆる

耕畜連携の体制構築が困難で、これまでなかな

か活用が進んできませんでした。 

 県では６月補正で耕畜連携堆肥活用推進事業

を予算化し、県域での堆肥の流通体制を構築す

る予定であると聞いています。そのためには、

これまで実現できなかった理由や課題を丁寧に

ひもとき、解決策を構築していく必要がありま

す。 

 そこで、耕畜連携による堆肥活用の課題と今

後の取組について、農林水産部長の見解を伺い

ます。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 長年の課題である耕畜連携

の取組を進めるためには、供給側、活用側の課

題を並行して解決する必要があります。 

 まず、供給側の課題として、高品質堆肥の安

定生産と、堆肥供給力の地域ごとのばらつきを

解消することが挙げられます。このため、ペレ

ット製造機など、高品質化機器の整備を支援す

るとともに、堆肥の成分を分析します。これに

よって品質の確保に努めていきます。あわせて、

産地ストックヤードの整備や、運搬、散布を請

け負うコントラクターの育成を進め、県域での

供給体制を構築していきます。 

 活用側は、これらの堆肥をいかに効率的に使

用し、経営を強化できるかが課題です。本年度

は、ねぎや麦で堆肥活用モデルの大規模な実証

を行っており、その有効性を示すことで、さら

なる活用促進を図っていきます。その上で、需

給バランスについて責任を持って調整すること

が重要です。このため、ＪＡグループ等による

耕畜連携広域マッチングチームを立ち上げ、県

下全体での需給体制を整えました。 

 こうした取組を不退転の覚悟で進め、県域で

の耕畜連携体制を確立していきます。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 答弁いただきありがとうございます。

需要と供給のバランスが非常に重要だというこ

とで、なかなか旗を揚げても実際に本当のバラ

ンスが取れていないのが現状です。そこにさら

に踏み込んで呼びかけをしながら、今非常に肥

料、飼料は高騰しているので、何とか安価でで

きるような体制づくりをしていただきたいと思
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うので、よろしくお願いします。 

 続いて、人工授精師の免許取得について伺い

ます。 

 肉用牛繁殖経営において、所得の基礎となる

子牛を安定的に出荷するためにも、繁殖成績の

向上は経営の核となります。そうしたことから、

畜産農家にとって人工授精は重要な工程です。

母親牛の発情期にタイミングよく授精させるこ

とは、計画的な分娩には欠かせない作業です。

そのタイミングは決まった時間に始まるもので

はありません。時間帯もまちまちです。人工授

精師を雇うことがたやすくできるわけではあり

ません。規模拡大が大幅に進んだ地域では人工

授精師の不足により、繁殖適期に人工授精がで

きないなどの問題が発生していると聞いていま

す。また中には、自ら人工授精業務を行うこと

を希望している生産者も多くいると聞いていま

す。 

 現在、年に１回、畜産研究部において人工授

精師の講習会が行われていますが、希望する方

が何年待ってもできない状況になっています。

受入れの人数を増やすことや回数を増やすこと

ができれば、希望する方々がタイムリーに受講

できるのではないかと思うし、授精適期に人工

授精ができるようになることで、県内における

繁殖成績の向上につながるのではないかと考え

ています。ぜひとも前向きに検討していただき

たいと思いますが、農林水産部長の見解を伺い

ます。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 繁殖農家の所得の向上には、

雌牛の分娩間隔を短縮して、子牛を効率よく生

産することが重要です。このため、雌牛の発情

適期に種付けを行うことが大切であり、この業

務を行うのが人工授精師です。 

 人工授精師の免許取得については、学科と実

習を受講した上で修業試験に合格する必要があ

ります。講習会は、受講者の希望を踏まえて、

農閑期の１１月に開講して、１２月に閉講する

ように調整して、畜産研究部において年１回開

催しています。 

 近年、農業大学校生の受講希望者の増加に加

え、規模拡大に伴い、所有する雌牛に授精を行

うため、免許取得を目指す生産者も増えたこと

から、定員１５人の枠を超えて、生産者の受講

枠が不足する状況が生じています。 

 このため対策として、令和３年度から農業大

学校生については、自校で講習会を受ける体制

に改めるとともに、畜産研究部の指導体制を強

化したことから、定員を１８人に増員し、全て

を生産者の受講枠に割り振っています。 

 県としても、今後とも人工授精師の確保、育

成を図るとともに、畜産農家の繁殖成績並びに

所得の向上に努めていきます。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 答弁ありがとうございます。恐らく

今の答弁で、免許を受講する期待を持っていた

方がいます。今回これを取り上げたことを、そ

ういう方々にお知らせしていて、その答弁がど

うなのか皆さん興味を持っておられます。受講

の機会、人数が増えたことで、さらに皆さんが

畜産経営に対する希望、夢を持てるのではない

かと思っています。どうもありがとうございま

す。 

 続いての質問に行きます。 

 障がい者をめぐる諸課題について。 

 まず最初に、発達障がい児の早期発見、早期

支援について伺います。 

 発達障害者支援法では、発達障がいとは、自

閉症、アスペルガー症候群、その他広汎性発達

障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他こ

れに類する脳機能の障害であって、その症状が

通常低年齢において発現するものとされていま

す。生まれつきの脳機能の障がいであり、コミ

ュニケーションや想像力を働かせることが苦手

であるといった特徴があります。 

 また、同法第３条では、国及び地方公共団体

の責務として、発達障がいの早期発見及び発達

支援のための必要な措置を講じるものとされて

います。発達障がいは早期に療育や支援を開始

することにより、そうしない場合よりもはるか

にその後の社会生活の困り感が違うと言われて

います。つまり、いかに早く気付いてあげるこ

とができるか、そして、いかに早く適切な支援
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ができるかが重要な鍵となるわけです。 

 本県でも早期発見、早期支援に力を入れてき

ていると聞いていますが、健診のときだけでは

なく、日常の幼児教育や保育の中でいち早くそ

の特性に気付き、専門家につなげていくこと、

そして、早期に児童発達支援事業所などの療育

機関による発達支援に結び付けていくことが肝

要です。加えて、小学校へと進む中で適切な連

携を取れるかも忘れてはなりません。幼児教育

や保育の現場から小学校へ適切な報告がなされ

ていることが重要になっていきます。 

 こうしたことを踏まえ、発達障がい児につい

て本県での早期発見、早期支援の現状と幼児教

育や保育から小学校への連携についてどのよう

に取り組まれているのか、福祉保健部長に伺い

ます。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 発達障がい児の早期発見、

早期支援についてお答えします。 

 おおむね５歳になると、通常は相手の気持ち

を理解して行動できるようになるため、発達障

がいの特性に気付きやすくなると言われていま

す。 

 そのため県では、市町村が行う５歳児健診等

に専門医を派遣し、見極めが難しい軽度の発達

障がいの早期発見に努めています。 

 また、早期支援としては、専門的な相談にワ

ンストップで対応する子どもの発達支援コンシ

ェルジュを６圏域の児童発達支援センターに配

置し、関係機関との支援調整を行っています。 

 加えて、保育所等での集団生活の現場では、

本県独自に養成した約７００人の保育コーディ

ネーターが、発達障がい児の早期発見と必要な

支援につなげています。 

 さらに昨年度からは、国の無償化の対象外で

ある３歳までの障がい児に対し、児童発達支援

サービスの利用者負担を県独自に全額助成し、

早期の療育支援を下支えしています。 

 小学校との連携については、健診情報等を記

録した相談支援ファイルを活用して、情報共有

を図るとともに、発達支援コンシェルジュや保

育コーディネーターとの協働による切れ目ない

支援も行っています。 

 今後とも関係機関との緊密な連携の下、発達

障がい児が伸び伸びと育つことのできる環境づ

くりに力を入れていきます。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 答弁ありがとうございます。１点、

今、幼稚園、保育園、それから小学校へとつな

げていくときに、個々のいろんな内容がありま

すよね。もちろん個人情報等々いろいろあるん

でしょうが、それが本当に的確に小学校側につ

ながっているのかといったら、実はそうではな

い部分もあるということが、私もそれを調査し

ているので知っています。 

 ここで詳しい内容を言うべきではないと思っ

ていますが、そういうことを本当にきめ細やか

なつなぎ、そして、さきほど言ったように早期

発見することが、その子どもたちのための支援

になるので、１点だけ要望します。 

 発達障がいの診断を受けていないものの、発

達が気になる子どもへの対応も大切です。本年

度から切れ目ない支援に向け、就学前後を通じ

た支援体制づくりを進めていくと聞いています

が、ぜひとも教育、福祉などの関係機関が連携

し、しっかりと体制の構築を進めてもらいたい

と強く要望しておきます。 

 続いて、発達障がい児の通級指導について伺

います。 

 平成２３年度に実施された文部科学省の全国

調査では、公立の小中学校の通常学級に在籍す

る児童生徒のうち、発達障がいの可能性のある

児童生徒の割合は全体の６．５％と推計されて

います。つまり、３０人学級であれば、そのう

ちの２人は発達障がいの可能性があるというこ

とです。今や身近であるこうした児童生徒への

支援が大切であると考えています。 

 特に最近は、障がいに合わせて個別に指導す

る必要性への理解が広まったこともあり、通常

学級に在籍しながら、週に１、２回、障がいに

応じた特別な指導を受ける通級指導が増えてお

り、本県でも現在５９教室、約４７０人の児童

生徒が学んでいます。 

 しかしながら、教師は発達障がいの専門的な
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立場ではありません。また、多くの児童生徒を

指導していかねばなりません。そういうことか

ら、一人一人に多くの時間を割いていくことは

現場ではなかなかできないのが現状です。 

 そのような中、先日、発達障がい児をサポー

トする作業療法士（ＯＴ）とお話しする機会が

ありました。作業療法士であれば、その専門的

知識をいかして、その現場で行動観察して適切

な指導の方向性を見出していくことができると

のことであり、特別支援学校や特別支援学級だ

けではなく、通級指導教室や通常学級において

も、作業療法士の視点が入ることで、生徒の学

習や生活環境はよくなっていくと考えています

とのことでした。 

 現在でも発達障がいの訓練を専門機関で行う

際には、作業療法や理学療法など必要な専門家

が携わっていますが、なかなか通常の教育現場

までには入っていないのが現状です。 

 本県の障がい者計画では、多様な障がいへの

対応として、外部人材の活用による幼稚園、小

中学校、高等学校における障がいのある幼児、

児童生徒への対応の強化を掲げており、理学療

法、作業療法等の専門家等とのネットワーク構

築により、各分野における専門性の高い外部人

材を活用した授業研究会の実施など効果的な専

門性向上を目指すこととしています。 

 また、本年度から小中学校通級指導教室充実

事業として、通級における指導システムの構築

と担当教員の専門性の向上を図る事業がスター

トしています。 

 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システムの構築に向け、外部人材等と連携しな

がら、増加する発達障がい児への教育を充実さ

せていくことが必要であると考えます。こうし

たことを踏まえ、発達障がい児への通級指導の

充実に向け、外部人材との連携を含め、今後ど

のように取り組んでいかれるのか、教育長の見

解を伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 県教育委員会では、発達障がいの

ある子どもを担当する教員を支援するため、特

別支援学校教員による巡回相談、個別の指導計

画推進教員の派遣、医師などの専門家による個

別相談会を実施しています。このうち個別相談

会には、全７地域中４地域で作業療法士に参画

いただいています。 

 加えて、大分県発達障がい者支援センターが

養成した支援専門員が学校を訪問指導する制度

もありますが、その支援専門員の中にも作業療

法士等の療育関係者がいます。 

 さらに、就学中も療育機関等で継続して支援

を受けている子どもについては、その担任が療

育の様子を見学し、学校での指導にいかすなど、

連携した取組を進めているケースも見られます。 

 通級による指導の充実に向けて、今年度から

小中学校通級指導教室充実事業を開始し、モデ

ル校で自立活動の指導や校内体制の充実を図っ

ています。 

 今後は、モデル校でのノウハウを各学校に広

めるとともに、巡回相談や個別相談会などの活

用を十分に促し、発達障がいのある児童生徒の

通級による指導のさらなる充実を進めていきま

す。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 ぜひともよろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問に入ります。 

 公務部門の合理的配慮について伺います。 

 県庁においても、障がい者雇用率日本一の旗

振り役として、隗より始めよの精神で既に多く

の障がいのある方が雇用されていると思います

が、障がいも外見上把握し得るものから、心疾

患、肝疾患のように臓器に障がいのある方や、

知的、精神の障がいのある方まで多岐にわたり、

その態様に応じて職務に従事されていると思い

ます。こうした方々が安心して職務を遂行する

ためには合理的配慮が必要となります。 

 合理的配慮の提供については、平成２５年の

障害者雇用促進法改正によってその提供が事業

主に義務付けられたもので、働きやすいハード

面の環境整備はもとより、職務従事者誰もが円

滑に職務を執行することができる人的環境の形

成も必要であると考えます。 

 特にハード面の整備は、古い庁舎ではなかな

か難しいと思います。職員の皆さんの意識付け
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により対応しやすくなることもあると思います。

一方で、前回の定例県議会の総務企画常任委員

会においても報告があった別府庁舎の再編統合

では、ハード面での合理的配慮を実践する好機

です。合理的配慮を踏まえ、整備がなされ、障

がい者にとって魅力のある職場となることを期

待しています。 

 適材適所の人材配置と合理的配慮の行き届い

た職場環境が整備されるべきだと考えているの

で、そのことが障がいの有無に関わらず優秀な

人材を確保することにつながると思います。県

において公務部門の合理的配慮をどのように確

保するのか、総務部長に伺います。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 県では、障がいのある職員一人

一人が、その特性や個性に応じて能力を有効に

発揮できるよう、大分県障がい者活躍推進計画

を策定し、取り組んでいます。 

 例えば、知事部局では、車椅子利用者に合わ

せた机の配置や聴覚障がい者に対して会話を即

時に文字化できるアプリを導入したほか、障が

いのある職員のための時差通勤などを行ってい

ます。 

 また、令和元年度の職員採用選考から、障が

いの区分にかかわらない募集をしているが、精

神障がい等への理解を促進するため、周囲の職

員に対する研修も実施しています。 

 今年度からは、職場定着支援の観点から、障

がいのある職員が働く上で、自分の特徴や希望

する配慮などを就労パスポートといった形で整

理し、職場と情報共有しています。 

 さらに、人事課に職場支援員を配置して、本

人及び職場への定期的な相談を行うことにより、

本人の能力をいかせるような仕事の切り出し方、

その他のアドバイス等を行っています。 

 引き続きこのような取組を通じ、合理的配慮

が行き届き、誰もが働きやすい魅力ある職場環

境づくりに努めていきます。 

御手洗議長 吉竹悟君。 

吉竹議員 以上です。ありがとうございました。

（拍手） 

御手洗議長 以上で吉竹悟君の質問及び答弁は

終わりました。守永信幸君。 

  〔守永議員登壇〕（拍手） 

守永議員 ２７番、県民クラブの守永信幸です。

一般質問の機会を与えてくださった先輩議員、

同僚議員の皆様に心から感謝します。 

 台風第１４号が勢力を強めながら近づいてい

ます。予報では、予報円の中心をたどると、１

９日の朝３時に長崎市を経由し、強い勢力を保

ったまま長崎市周辺を経由して福岡県を横断す

るような経路で予測されていますが、ぜひとも

大きな被害とならないように、常に最新の情報

を基に、大分県に接近する前後も含めて注意喚

起をいただいておきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 では、早速、質問に入ります。知事を始め、

執行部の皆様には前向きな答弁をお願いします。 

 最初に、コロナ禍における健康寿命日本一へ

の取組についてお尋ねします。 

 本年第１回定例会の代表質問で健康寿命につ

いて質問しました。広瀬知事は健康寿命の延伸

について、３年に１度の調査であり、毎年の評

価が困難なことや、主観的な指標が用いられ、

市町村ごとの結果も分からないため、取り組む

べき課題の分析、評価が難しいことを課題とし、

健康寿命のさらなる延伸に向け、お達者度、有

所見率、健診受診率、生活習慣と健康行動等に

関する、合計１２からなる客観的な指標を新た

に設け、市町村ごとに、それぞれの強み、弱み

を明確にして、対策を講じていくと答弁されま

した。 

 このような中、２０２０年から流行した新型

コロナウイルス感染症は、私たちの日常を大き

く変え、健康づくりに向けた取組の状況にも変

化をもたらしたと感じています。 

 コロナ禍で私も毎日体温を測って出かけるよ

うになりました。３７度のときは不安にもなる

のですが、しばらくして測り直すと３７度未満

となって、それを確認してほっとする状況です。

このほかにも、帰宅時の手洗いの徹底や食生活

の見直しなど、多くの方がこうした新しい生活

習慣と、高い健康意識を身に付けたのではない

かと感じています。 
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 厚生労働省の定点報告によると、２０２１年

のインフルエンザ患者報告数は、全国で１，０

７１件で、コロナ前の２０１９年と比べると９

９％の減少となっています。全世代を通じて感

染予防が徹底され、インフルエンザの流行を抑

制したことがうかがえます。 

 一方で、気になる点もあります。 

 例えば、特定健診の受診率についてです。４

０から７４歳を対象に実施される特定健診、い

わゆるメタボ健診について、厚生労働省の発表

によると、受診率は２００８年度の制度創設時

に３８．９％からスタートし、２０１９年度ま

では毎年右肩上がりに上昇し、５５．６％にま

で達しました。しかし、２０２０年度に初めて

減少に転じ、５３．４％と前年度比２．２ポイ

ントの減少となっています。減少率は、特に６

５歳以上の層で大きくなっており、新型コロナ

の重症化リスクが高いと言われる世代が、外出

等による感染リスクを恐れて、受診率が低下し

たものと見られています。 

 厚生労働省の公表数値では、まだ都道府県別

の状況は分かりませんので、大分県内の特定健

診受診率について、国民健康保険中央会の速報

値を引用しますが、県内の２０２０年度の特定

健診受診率は３５．４％で、前年度から５．１

ポイントの減となっています。国民健康保険中

央会の集計値は、保険者種別や市町村国保の方

だけを対象としたものですが、これらのデータ

を参考にすると、県内全体の受診率も同様に低

下していると考えられます。 

 また、コロナ禍における外出自粛の長期化等

により、高齢者を中心に筋力の低下や、それを

きっかけとした老年症候群の一つであるフレイ

ルの進行も気になるところです。 

 このように、新型コロナの流行により、健康

への関心が高まった面もある一方、これまで順

調であった健康行動、つまり健康づくりの取組

にブレーキがかかっている面もあるのではない

でしょうか。 

 コロナ禍により醸成された県民の健康意識を

ばねにするとともに、特定健診受診率の向上や

フレイル対策に取り組むなど、状況の変化や悪

化等をしっかりと把握し、それらに対し軌道修

正を加えながら、男女ともに健康寿命日本一の

目標実現に向けて取組を加速させることが重要

であると考えますが、知事の考えをお聞かせく

ださい。 

 この後は対面席から質問します。 

  〔守永議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの守永信幸君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 守永信幸議員には、近づきつつある

台風について御心配いただきました。 

 今年は本当に台風が多くて驚いていますが、

特に今度は、秋のちょうど連休、観光関係の事

業者にとっては書き入れ時であり、その辺でも

被害が大きいわけですが、加えて、台風による

被害が実際に起こったら大変ですから、十分に

気をつけてもらいたいと思っています。 

 コロナ禍における健康寿命日本一に向けた取

組について御心配いただきました。 

 新型コロナウイルス感染症と向き合いながら

日常生活を送る中で、私たちの健康に対する意

識は大きく変化しています。 

 昨年１２月に公表された男性の健康寿命日本

一達成の朗報は、そうした県民の皆さんの健康

への関心をさらに高めてくれました。 

 これを追い風に、県民向け健康アプリおおい

た歩得（あるとっく）のダウンロード数も、目

標を上回って、７万４千件を超えるなど、多く

の方に活用していただいています。 

 また、今年から開始した、議員が御指摘され

た客観的補助指標の活用についても、指標ごと

に市町村の強みや弱みが一目で分かるように見

える化したこともあり、早速、新たな動きが出

始めています。 

 例えば、由布市ではプロジェクトチームを編

成し、我が町の健康上の強みや弱みを広報誌に

毎月連載して住民に伝えるなど、市を挙げての

取組につながっています。こうした好事例を横

展開できるように、今年度新たに設置した健康

寿命延伸アクション部会において、市町村間の

情報共有を進めています。 
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 一方、２年半に及ぶコロナ禍がもたらしてい

る不安要素にも的確に対応していかなければな

りません。 

 中でも、御指摘の高齢者の特定健診受診率の

低下については、外出自粛による受診控えに加

え、健診自体の中止なども影響していると考え

られました。そこで、県医師会と連携し、身近

な医療機関において、コロナ禍前と同様に特定

健診を実施していただくよう働きかけを行い、

高齢者の方々が安心して受診できる機会を確保

しました。あわせて、受診者同士の距離の確保、

受診時間の分散など、密の回避策等を盛り込ん

だ感染防止対策チェックリストを健診機関に配

布し、感染リスクの低減にも努めています。こ

れらの取組により、令和３年度の特定健診受診

率は、高齢者層を含めて、全ての年齢層で上昇

に転じています。 

 コロナ禍で用心して家に閉じ籠もりがちな高

齢者のフレイル対策も重要な課題です。 

 日本一の参加率を誇る、通いの場の確保に向

けては、ウィズコロナ仕様として、オンライン

による開催方法の紹介や支援員の派遣等を通じ、

活動の継続を支援しています。加えて、日頃か

ら高齢者が自身の運動、口腔機能や栄養状態等

を的確に確認できるフレイルチェックシートを

分かりやすく改訂し、積極的な活用を促してい

ます。 

 今後とも、コロナ禍に的確に対処しながら、

男女ともに健康寿命日本一を目指して、県民総

ぐるみで取り組んでいきます。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。高齢者の様

々な対策、特にフレイル対策も含めてチェック

リストを作っていく、また、健康寿命について、

市報等を通じていろんな人に知ってもらう、意

識してもらう機会ができるのは大変よいことだ

と思うので、ぜひ県としても積極的に進めてい

ただければと思います。 

 また、新型コロナ禍で医療機関が様々な影響

を受けたわけですが、子ども医療費助成事業費

の執行額にコロナ以降減少が見られます。イン

フルエンザが流行しなかったことによる面だけ

でなく、新型コロナへの感染を恐れて病院の受

診を控える実態とあわせて、子どもたちの健康

状態がどのようになっているかが気がかりです。 

 将来ある子どもたちの現在の健康状態はどの

ようになっているのか、現状分析が必要ではな

いかと考えます。子どもたちの健康状態の把握

やその分析の必要性について、福祉保健部長に

再質問します。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 子どもたちの健康状況に関

わるデータとして、子どもの感染症の発生状況

を分析したところ、インフルエンザと同様に、

プール熱とか、夏風邪の一種であるヘルパンギ

ーナ、こういったものはマスクの着用や手洗い

の徹底等のお陰で、この２年間、コロナ禍の間、

流行が抑えられています。 

 一方、同じ感染症の中でも、ＲＳウイルスと

か手足口病、これも子どもに多い感染症ですが、

これは令和２年度は少なかったんですが、３年

度になって流行しました。長期間罹患していな

いことから免疫力が低下することで、その反動

で流行が大きくなるという可能性もあるので、

これからインフルエンザの流行期を迎えるにあ

たり、決して油断することなく、感染動向をし

っかりと注視していきたいと考えています。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。医療機関に

足が遠のくことによって様々な病気に気付かな

いことがあっては大変なので、そういったこと

を常に県民の皆さんに注意喚起を促す、そして、

今のような情報についてもできるだけ広く発信

することでお互いの注意が深まるんではないか

と思うので、取り組んでいただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 次に、女性の活躍推進についてお尋ねします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界中

の人々、とりわけ、女性の生活に大きな影響を

及ぼしています。日本では、女性の就業者数は

大幅に減少し、雇用や生活面で大変厳しい状況

にあります。また、ＤＶの相談件数や女性の自

殺者数も増加しており、新型コロナウイルス感

染症の拡大は、日本の男女共同参画の遅れを改
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めて顕在化させたところです。 

 スイスの非営利団体、世界経済フォーラムが

発表した２０２２年のジェンダー・ギャップ指

数において、日本は１４６か国中１１６位で男

女共同参画の現状は、諸外国に比べて立ち遅れ

ていると言わざるを得ません。特に政治分野と

経済分野における値が低くなっています。 

 また、内閣府の調査でも、男女の地位は平等

になっていると思うかと聞いところ、社会全体

で見た場合には、平等と答えた人の割合は２１．

２％にすぎない状況となっています。各国もジ

ェンダー平等に向けた努力を加速している中で、

日本もスピード感を持って取組を進めていく必

要があります。 

 この数十年間で、女性を取り巻く環境は急速

に変わりました。人生１００年時代を迎えよう

とする現代、男性が働き、女性が家庭を守ると

いうかつての家族像は、もはや過去のものとな

っており、女性の人生と家族の姿は多様化して

います。こうした社会の変容も念頭に置きなが

ら、社会のあらゆる分野において、女性と男性

が共に意思決定に参加すること、また、多様性

を受け入れる社会をつくり、多くの国民がこの

社会は平等であると感じられるような社会の変

革が必要です。 

 本年６月に閣議決定された女性版骨太の方針

２０２２では、女性活躍推進法に基づき、労働

者３０１人以上を常時雇用する事業主を対象に、

男女間の賃金格差について開示の義務化を行い、

女性の処遇改善につなげることとしています。 

 県では、男女共同参画社会を実現するため、

昨年３月に第５次おおいた男女共同参画プラン

を策定し、基本目標として、男女共同参画に向

けた意識改革、女性の活躍の推進、男女が安心

できる生活の確保といった三つを掲げ、各種施

策に取り組むこととしています。９９％が中小

企業である本県においては、経済団体と連携し

て積極的に女性活躍推進に取り組んできたとこ

ろですが、女性の登用や継続就労には、まだま

だ課題があると思います。 

 女性の活躍をより一層推進していくことこそ

が大分県版地方創生実現の大きな鍵になると考

えます。女性が活躍できる社会の実現に向け、

どのように取り組んでいくのか知事の見解を伺

います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 女性の活躍推進について心配をいた

だきました。 

 今年度で１９回目となった内閣府の女性のチ

ャレンジ賞では、これまでに県内８団体、個人

が受賞し、特にこの５年間は県関係者が連続受

賞しています。また、農業分野では、昨年度、

県内の新規就農者２８０人のうち女性は７８人

と４年連続で過去最多を更新するなど、女性が

自信とやりがいを持って働き、様々な分野で活

躍する場が次第に増えてきています。 

 こうした成果の一方で、県内企業の管理職に

占める女性の割合は１３．１％、男性の育児休

業取得率も９．６％にとどまるなど、男女共同

参画社会の実現には、まだまだ道半ばです。 

 また、新たな課題として、新型コロナ感染拡

大の影響により、飲食・宿泊業等を始め、女性

の就業者が多いサービス業の雇用情勢が悪化す

る事態も起きています。 

 こうした状況を踏まえ、県では女性が輝くお

おいたアクションプラン２０２２に基づき、経

済界と連携して三つの視点で取組を強化してい

ます。 

 一つは、働きたい女性への支援です。女性向

け合同企業説明会や職場体験において、新たに

配置した就職アドバイザーが伴走型で丁寧にサ

ポートします。また、私立学校の女子生徒に理

工系分野を深く知ってもらうためのバスツアー

を企画し、ものづくり企業の職場体験会などを

３回にわたって実施しました。参加者からは、

理工系分野への興味が沸いた、企業の雰囲気を

肌で感じ、将来を決める機会になったなどと好

評でした。これが働きたい女性への支援です。 

 二つは、働いている女性への支援です。建設

産業での活躍の場を拡大するため、経営者向け

のセミナーを実施するほか、ドローン操縦や施

工管理などのスキルアップ講座を開催していま

す。 

 また、女性の継続就労や管理職登用に向けて
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障壁となっているのが、男性だから、女性だか

らといった無意識の思い込み、アンコンシャス

・バイアスです。今年度は企業と共に深堀りし

た事例をＳＮＳで発信し、まずは多くの人に気

付いてもらうよう努めます。 

 三つは、仕事と家庭を両立できる環境づくり

です。女性の活躍には男性の家事参画や働き方

改革も不可欠です。一昨日公表された男性の家

事・育児力に関する民間調査では、本県が全国

４位と高い評価を得ました。家事の達成感を夫

婦やパートナーで共有することの大切さや、少

しの工夫で楽しく楽にできることなどを、家事

シェアアップやセミナーを通して、引き続き周

知していきます。また、男性の育休取得の促進

やテレワークの導入等、働き方改革もしっかり

進めていきます。 

 こうした取組をたゆまず進め、性別にかかわ

らず個性と能力を十分に発揮し、誰もが活躍で

きる大分県をつくってもらいたいと思っていま

す。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。大分県が男

性の家事・育児力が全国４位になっているのは

私も初めて知りました。その４位に私はひょっ

として貢献していないんではないかなと不安に

なるんですが、私自身も含めて、また、様々な

職場環境を改善することによって女性が働きや

すい職場環境と働くことを助長できる、また、

様々なワーク・ライフ・バランスの取れる環境

というのを、磨きを含めてつくっていただける

ように取り組んでいただければと思います。 

 次の質問に入りますが、次に、地域の小児医

療体制について尋ねます。 

 医療は、県民生活に欠かすことのできないも

のであり、誰もがどこに住んでいても必要な医

療を受けられる環境をつくっていくことが重要

です。 

 ２０２０年時点の大分県と全国の人口１０万

人当たりの医師数を１２ある診療科目別に比べ

てみると、眼科、産婦人科、皮膚科、耳鼻咽喉

科、救急科の医師数は全国水準より少ないもの

の、小児科を含む七つの診療科目が全国水準を

上回っている状況であることが分かりました。 

 全国水準を上回っていることは好ましいこと

ですが、それで県内の医師数が充足していると

断じることはできません。 

 例えば、小児科について、全国平均が１４．

３人に対して、大分県では１５．１人、全国比

プラス０．８人という状況ですが、全国的に小

児科医の不足が問題視されていることを踏まえ

れば、本県において、小児科医が十分であると

は言えません。 

 また、この小児医療については、医療計画上

で、特に政策的に医療の確保が必要であるとさ

れていますが、小児科の医師数は、全体の医師

数に比べ伸び率が低いという課題もあるわけで

す。 

 医師の偏在には地域ごとの特殊性も影響する

とは思いますが、県民の皆様に医療面で安心し

ていただくには、県内で必要な医師数を具体的

に把握し、計画的に医師の確保に取り組むこと

が重要であると考えます。 

 昨年３月にまとめられた第７次大分県医療計

画の中間見直しでは、小児医療については、地

域の実情に応じて各種事業を活用して初期、二

次の小児救急医療体制が整備されているものの、

小児科医師の不足や地域偏在から、十分な小児

救急医療体制が整備できていない地域もあると

記述されており、地域間格差があることがうか

がえます。さらに、同計画の中では、現在の小

児救急医療体制が開業小児科医師や病院に勤務

する小児科医師の献身的な就労実態により支え

られており、小児医療を安定的、継続的に提供

するためには、病院小児科医師の勤務環境を早

急に改善する必要があるともうたわれています。 

 そこで、小児救急医療体制の充実や勤務環境

改善を含む小児科医の確保対策に、県としてど

のように取り組んでいかれるのか、また、その

取組の状況について、福祉保健部長に伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 小児医療体制の充実を図る

ためには、小児科医の確保が何よりも重要です。 

 これまで、自治医大や地域枠、研修資金等の

制度を活用して、５５人の小児科医が誕生して
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おり、今年度もさらに１１人が研修中で、小児

科医の確保は着実に進んでいると考えています。 

 また、質の向上に向けて、地域の中核病院に

派遣される若手小児科医を、大分大学の専任指

導医が支援する体制も構築しています。 

 確保した小児科医の県内定着には勤務環境の

改善も重要であり、県が設置している医療勤務

環境改善支援センターが、時間外労働の縮減に

向けた相談等に応じています。 

 加えて、小児科医の４割近くが女性であるこ

とから、育児との両立に向けて、短時間正規雇

用制度の普及にも力を入れており、今年度は新

たに南部医療圏の病院が導入されたところです。 

 こうした取組もあって、唯一未整備であった

西部医療圏の２次小児救急医療体制も昨年度か

ら整備されるなど、小児救急の地域間格差は改

善されてきています。 

 県民の皆さんが安心して子育てできる環境づ

くりに向けて、引き続き小児科医の確保と小児

医療体制の充実に努めていきます。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。自治医大と

地域枠、そういった取組によって５５人確保し

たという話でしたが、何年間で５５人確保でき

たのかは後で教えていただきたいと思います。 

 今１１人が研修中ということですが、毎年何

人ずつ確保できているか分かればイメージがし

やすいと思うので、それを教えていただければ

と思います。 

 ４割が女性ということだけでなく、やはり小

児科医を目指す方が少ないから小児科医の確保

がなかなか難しかったということだろうと思い

ますが、なぜ小児科医が医師を目指す方々の中

で避けられてきたのか、その辺の分析はできて

いるんでしょうか。その辺に対してどのような

対策を講じているのか教えていただければと思

います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 小児科医の確保がなかなか

難しいことについての分析については、現場の

声を聞いてみると、やはり小児科医は２４時間

勤務を迫られると。子どもが熱を出したら、何

時であっても小児科の病院に電話をかけて子ど

もを連れていくと、そういう親御さんの気持ち

もよく分かるわけで、小児科医としてはそれに

対してきちんと対応するという義務があるので、

他の診療科でも同様に、産科とか救急科とかそ

ういったところも同じように２４時間対応が発

生するわけですが、そうしたところをカバーす

るために、学生さんがなるべくそういった診療

科を目指していただくように、さきほど言った

研修資金を特別に設けて育成に努めています。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。それぞれの

診療科目ごとにその医師が確保できない課題が

あると思うので、そういったことを把握した上

での取組と、あわせて、大分県の各地域ごとに、

どういう地域でどういう診療科目の医師が足り

ていない、そういった地域特性も踏まえながら

対策を講じていただければと思います。 

 もう一点質問なんですが、本県の産科におけ

る医師の不足も心配しています。医療圏では周

産期医療体制として大分市、由布市、別府市、

中津市に二次施設、三次施設となる周産期母子

医療センター等があるわけですが、一次施設で

ある身近な産科の病院が地元にない状況で、果

たして安心して子どもを妊娠、出産できるので

しょうか、考えをお聞かせください。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 産科については、少子化の

進展に伴い非常に経営が厳しい状況であり、県

内八つの市町村で分娩施設がないという状況に

あります。 

 最近では、昨年１０月、豊後大野市で唯一の

産科である病院が分娩の取扱いを廃止したとい

うことで、県としても大変心配しましたが、こ

れまでのところ妊婦からの不安の声は聞かれて

いません。 

 これを調べてみると、交通利便性が向上して、

豊後大野市の妊婦さんの多くが、もともと大分

市の産科で分娩している方が増えていたという

こと、それから、豊後大野市が保育士や助産師

による戸別訪問等を通じ、安心して出産に臨め

るようなきめ細かな対応を取っていると、そう
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いったことも安心確保の要因ではないかと考え

られます。 

 そうは言っても、産科についても地域偏在の

解消に向け、さきほどの小児科と同様に、地域

枠や研修資金制度等を活用して産科医の確保に

努めていきたいと考えています。 

 それから、さきほど御質問のあった件ですが、

小児科医が年間に何人ほど育成されているかと

いうことですが、小児科医、この地域枠につい

ては、年間１３人ずつ枠を設けていて、その中

でなるべく小児科に進むように誘導に努めてい

るということです。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。医療制度の

整備は県民としても大変重要なことなので、こ

れからもよろしくお願いします。 

 では、次の質問に移りますが、県職員の職場

環境についてお尋ねします。 

 地方分権の推進により、様々な事務や権限が

地方自治体に移譲されるとともに、住民ニーズ

の多様化ともあいまって、地方自治体はこれま

で以上に自立性の高い行政主体となること、ま

た、地域間競争に勝ち抜くために、政策立案と

実行能力が求められています。そして、こうし

た情勢の中、高度なサービスを提供するために

は、優秀な人材を採用し、職員一人一人が高い

モチベーションを持って、生き生きと働くこと

が何よりも重要であると考えています。 

 本定例会の代表質問で、木田議員から本県の

将来を担う県職員の確保について質問がありま

した。優秀な職員を確保するためには、国や他

の自治体との人材獲得競争を勝ち抜くことが必

要です。競争を勝ち抜く重要な要素の一つには、

給与面があげられると考えますが、大卒の初任

給を見ると、大分県は１８万８，７００円であ

る一方、お隣の福岡県については２０万１千円

程度と紹介されており、一見すると見劣りして

しまっている状況です。 

 また、新採用職員のモチベーションの維持に

ついて、職員の方から心配される声を聞きまし

た。コロナ関連業務が保健所等に勤務する職員

の大きな負担となっている状況は皆さんも御承

知のことと思います。感染者数が膨大であるた

め、超過勤務を余儀なくされる状況であること

に加え、新規採用職員が配置された職場では、

その育成に手を割く余力がない状況とのことで

した。若手職員は、研修や指導を通して、様々

なことを学び、吸収するべきですが、コロナの

対応に追われ、現場で十分な指導を受けられな

いために、日々の膨大な業務に疲弊し、仕事に

魅力を感じることができずに辞めていく人が出

てくるのではないかと危惧しています。 

 県民サービスの向上のためには、まずは県職

員を志す人を増やし、優秀な人材を確保してい

くこと、そして入庁後は、モチベーションを維

持したまま意欲的に働いてもらうことが何より

大切です。例えば、政策的な給与の引上げや、

配属先でのきめ細やかな人材育成など、働く上

でのやりがいと将来への展望を抱ける職場であ

ることが重要だと思いますが、働きやすい職場

づくりについて総務部長の見解を伺います。 

 次に、職員の定年年齢の引上げについて伺い

ます。 

 公務員の定年年齢の引上げが決定し、国家公

務員については２０２３年４月から定年の段階

的な引上げが開始されることになっています。

本県においても、今議会に、関連する条例の改

正案が上程されています。 

 改正後は、任期の終期が６５歳以降の３月末

日までとのことですが、あわせて、管理監督職

勤務上限年齢、役職定年というようですが、そ

の年齢を６０歳とすることとしています。つま

り、部・課長級の職員は、６０歳を超えた翌年

度は課長補佐級での任用になるということです。 

 これまでも、再任用や再雇用として新たな公

務職場で任用されたわけですから、同様の状態

で法的に整理されるということなのでしょうが、

定年という敷居を超えて継続して勤務するのと

定年年齢が引き上げられた中で勤務するのとで

は、気持ちの持ちようも違うのではないかと思

います。さらに、御本人だけでなく、周囲で一

緒に働く若い方々にしても、どのようなスタイ

ルで働くことになるのか戸惑うことも多いので

はないでしょうか。 
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 現行の再任用制度でも、再任用後に非管理職

となった職員とのコミュニケーションに課題が

あるとの声も聞こえますから、こうした課題の

解決に向けて、例えば、役職定年を迎えた職員

に対して、周囲との関わり方等に関する研修を

行う、また、若い職員に対して、定年の引上げ

や、役職定年の仕組をしっかりと理解してもら

うことなどが必要ではないでしょうか。 

 そこで、定年年齢の引上げにあたり、全ての

職員が働きがいを感じながら生き生きと、持続

的に活躍できる、居心地のよい職場環境を実現

するために、どのようなことに取り組まれるの

か、総務部長の考えを伺います。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 ２点お答えします。まず、働き

やすい職場づくりについてです。 

 生産年齢人口の減少により官民問わず人手不

足が顕著となっている中、優秀な人材を確保し

ていくためには、職員一人一人が健康で意欲を

持って働き続けることのできる職場づくりがこ

れまで以上に重要と考えています。 

 本年３月に大分県庁働き方改革基本方針を定

め、部局長、所属長が働き方改革の先頭に立ち、

業務改善やワーク・ライフ・バランスの推進な

ど、働きやすい職場づくりを進めています。 

 また、人材育成に際しては、新採用職員ごと

に職場の指導担当者や特別相談員等を割り当て、

相談・指導体制を整えるとともに、若手職員向

けに自身のキャリア形成について考える研修を

今年度から新たに実施しています。 

 給与についても御指摘がありましたが、本年

の採用試験申込者のアンケート結果を見ると、

志望理由では給与等の勤務条件は、アンケート

９項目あるうち８位であった一方、１位は郷土

愛、２位は仕事のやりがいといった結果が出て

います。 

 将来の大分県庁を支える優秀な人材を確保し、

育成していくため、県庁の働き方改革を推進し、

人を育て、人をいかす組織、働きやすい職場づ

くりを進めていきたいと考えています。 

 次に、定年年齢の引上げについてお答えしま

す。 

 定年の引上げは、これまでの再任用制度のよ

うに６０歳で退職し、一旦区切りをつけた後の

勤務とは異なり、培った知識、技能をいかして

６５歳まで継続任用となるものですが、高年齢

期の職員には大きな制度改正となると考えてい

ます。 

 また、中堅、若手の職員にとっても、自らの

定年年齢の見直しはもとより、役職定年制や定

年前再任用短時間勤務制の導入など、新たに６

０歳以降の職員が配置されるということで、職

場環境に変化が生じることとなります。 

 このため、全ての職員に対し、定年引上げ制

度の意義、役職定年制の仕組み、６０歳以降に

おける働き方の選択肢や給与の取扱い等につい

て、丁寧に説明していきたいと考えています。 

 特に、役職定年となり新たな業務に従事する

職員と、受け入れる側の職員との円滑なコミュ

ニケーションを図る観点から、各階層の研修に

おいて、それぞれの心構えや期待される役割等

について理解を促していきたいと考えています。 

 引き続き、職員が士気高く働き続けることが

できるよう、職員一人一人の制度理解の促進や、

これまでの知識、経験をいかした人事配置など、

様々な工夫を行いながら、活力のある職場環境

づくりに努力していきたいと考えています。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。再質問しま

すが、賃金水準の問題と職場環境の問題とがあ

るわけですが、働きやすい職場環境を整えるこ

とは大事なことだと思います。特にワーク・ラ

イフ・バランスの充実については、執行部から

も言葉としては出てくるわけですが、現実的に

働き方や職員の意識がそれほど大きく変化した

のかなというのが感じられない面もあるわけで

す。 

 自分自身が何のために働くのか、私生活の面

から見つめ直し、働く意欲をかき立てるために

ワーク・ライフ・バランスを整えることが大切

だと考えます。 

 先日、大分県地方自治研究センター主催の地

方自治研究集会の地方活性化分科会に参加する

機会がありました。その際に気が付かされたこ
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とですが、県職員が公務に追われ、夜遅くまで

働き帰宅する生活、そんな毎日の中で、自分が

暮らす地域のことになかなか関わることができ

ていないのが実態だと思います。それは民間企

業の方も同様です。 

 一方で、仕事では地域の活性化のために苦労

しながら、地域に人がいないと手をこまねいて

いると言うと言い過ぎかもしれませんが、活路

を見いだせずにいるわけです。 

 ワーク・ライフ・バランスの充実は、地域の

活性化のために自分自身の時間を少しだけ割く

ことができる環境をつくり出すことができると

いうことでもあります。その充実がそういう点

で必要なのだろうと思うのです。県が率先して

そのような環境をつくり出していただきたいと

思うし、そのためには、人員が不足している状

態ではとても実現できるものではありません。

充足された人員体制の整備に向けて取り組んで

いただきたいと思いますが、この点については

どのように思われるでしょうか。 

御手洗議長 若林総務部長。 

若林総務部長 ワーク・ライフ・バランスの充

実に取り組んでいますが、充実させていくため

には様々な取組が必要と考えています。 

 例えば、年次有給休暇の取得のしやすさなど、

客観的な目標も定めながら、その取得しやすい

職場環境づくりに取り組んでいます。 

 体制についても御指摘がありましたが、現在、

一般行政部門で見ると、人口１０万人当たりの

職員数は、本県と類似する中身でも、これは平

均的な体制は取れているのではないかと私ども

考えていますが、引き続きスクラップ・アンド

・ビルドなど業務の効率化もしっかり行ってい

く中で、特定の職員に業務が集中することのな

いように配慮しながら、業務実態に応じた定数

配分体制の構築に努めていきたいと考えていま

す。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。ある意味で

は、定年延長のこの期間が一つの体制を見直す

チャンスとなると思うので、ぜひしっかり検討

をお願いします。 

 本題に戻りますが、大分県の賃金水準が劣る

という状況であれば、地方で若い人を雇おうに

も賃金水準の高い地域に人が流れてしまい、そ

うでない地域では応募者が少なくなると考えら

れます。 

 基本的に公務員の賃金は、人事院や人事委員

会が民間の賃金実態を調査し、公務員賃金を民

間賃金に準拠させるために勧告を出します。し

かし、地方によっては、民間企業が公務員賃金

水準を参考に従業員賃金を決定している面もあ

るわけです。民間賃金水準の向上を図って、そ

れが公務員賃金の向上につながるというのが、

人事院や人事委員会から見ても理想だとは思い

ますが、地方における景気の好循環をつくり出

す施策を進めていくために考えるべき点がそこ

にあると思います。 

 職員賃金の在り方については、今後、労使で

議論を踏まえ、任命権者である広瀬知事が責任

を持って判断されることだし、県議会から口を

挟むべきものではないと心得ています。しかし、

大分県の大きな課題でもあるので、一言だけお

願いします。 

 それは、大分県に憧れ、大分県職員を目指す

若者が増えるように意識していただきたいとい

うこととあわせて、これまで大分県民のために

昼夜を分かたず努力を重ねてこられた職員がモ

チベーションを維持できるような賃金制度の運

用について、大分県内も工夫を凝らして組合と

の協議に臨んでいただきたいのです。 

 職員が県民や地域の課題に真剣に向き合い、

その課題をやり遂げた充実感ややりがい、生き

がいを感じられることは、県民にとってみれば

暮らしやすい大分県づくりに即結び付くことで

す。そんな職場環境の実現に向け、広瀬知事に

しっかりと采配を振るっていただきたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

 では、次の質問に移りますが、鉄道路線につ

いて尋ねます。 

 議場内の皆様には、お手元に資料として日豊

本線の小倉駅から宗太郎駅までの駅名と、杵築

駅の下り線側にある鉄橋の写真を印刷したもの

を用意しているので、参考にしていただきたい
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と思います。 

 日豊本線は小倉－大分間においては、立石－

中山香間、杵築－日出間を除いて複線化ができ

ていますが、大分駅以南は単線のままとなって

います。大分市も人口が減少に転じましたが、

大分市の大在・坂ノ市エリアは人口増となって

いるエリアです。大分市中心部に通勤する人も

多いと思われますが、鉄道等の利便性が向上す

れば、通勤手段として電車やバスを利用される

方が増加することが見込まれます。２０１３年

に行われた第２回大分都市圏パーソントリップ

調査の結果を基に策定された大分都市圏総合都

市交通計画でも、鉄道利用時の利便性がよくな

ることで、１日当たりの鉄道利用者が現行の９，

９００人から１万３，８００人に増加すると推

測しています。しかし、現状は大分駅以南が単

線であるため、ダイヤの編成に制約があり、著

しい利便性の向上も難しい状況にあります。 

 電車の本数を増やし、利用者の便利性を高め

れば、自家用車から電車への移行が進み、その

ことによって、渋滞が緩和され、バスの定時性

が保たれるようになるでしょうし、そうなれば、

バスの利用も増加が見込めると考えられます。

また、日豊本線などの鉄道を基軸として、バス

路線との連携による公共交通網を整備すること

は、自家用車利用によるＣＯ２の排出抑制につ

ながり、地球温暖化対策、ひいてはカーボンニ

ュートラル社会の実現に向けた施策としても重

要であると考えます。 

 公共交通をより多くの方々に利用していただ

くためには、その利便性を高めることが必要で

す。県も長期総合計画の中で以前から日豊本線

の複線化を掲げていますが、具体的にどのよう

に促進していくのか、企画振興部長の見解をお

聞かせください。 

 また、日豊本線は１８９７年に、豊州鉄道が

行橋－長洲駅間まで延長開業してから、大分県

下での鉄道の延伸が始まります。大分駅まで延

伸したのが１９１１年、さらに神原駅、現在の

直川駅ですが、そこまで延伸したのが１９２０

年、１９２３年に豊州本線と宮崎本線が結ばれ

日豊本線となったわけです。このように古い歴

史のある鉄道だけに、河川に架かる鉄橋などの

中には老朽化が進んでしまっているものもあり

ます。 

 例えば、小倉－大分駅間の中で、杵築駅から

日出駅までの８キロメートルはさきほども触れ

たとおり単線区間となっていますが、その単線

区間に八坂川を渡る鉄橋があります。万一、老

朽化によってこの鉄橋が通れなくなるようなト

ラブルが生じれば、大分－小倉－博多間の利便

性は大きく悪化してしまうし、状況によっては

大分県の経済活動に悪影響を及ぼすことも懸念

されます。 

 近年、豪雨災害や大規模な地震など、予測が

難しい自然災害が頻繁に発生しています。 

 基本的にこれらの施設については、ＪＲ九州

が維持管理しているのでしょうが、老朽化が懸

念されているインフラ施設を把握し、その整備

に努めることは、災害に強い本県の実現にもつ

ながります。万が一、老朽化によるトラブルが

危惧されているのであれば、早めに対応すべき

と考えます。 

 また、この問題は、新幹線の計画が具体化す

る前に対策しておかなければ、計画が具体化す

ると、先延ばしになりかねません。 

 実際にトラブルが起こってからでは遅いと考

えますが、日豊本線の老朽化対策について、県

としてどのようにお考えか、これも企画振興部

長にお尋ねします。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 まず、日豊本線の複線化に

ついてお答えします。 

 日豊本線は、沿線の方々の通勤、通学などの

日常生活に加え、観光や経済活動に伴う人流、

物流を支える重要な社会基盤です。 

 そのため、県及び沿線市町と商工団体等で構

成する日豊本線高速・複線化大分県期成同盟会

では、日豊本線の複線化や増便等について、Ｊ

Ｒ九州に毎年要望し、協議を行っています。 

 一方、全線複線化に向けては、さらなる需要

を喚起していくことが必要です。このため、期

成同盟会では、沿線市町のＰＲ動画をユーチュ

ーブや博多駅等の電子掲示板に掲載し、旅行需
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要の喚起を図る取組を行っています。 

 また、ＪＲ九州においても、３６ぷらす３等

のＤ＆Ｓ列車を活用した旅の魅力向上や、割引

切符の設定など、日豊本線の利用促進に向けた

各種施策を実施しています。 

 特に、単線区間の大分駅以南については、県

南の豊かな食材や自然を体験できる鉄道を利用

した旅行商品の企画などを行っています。 

 引き続きＪＲ九州や沿線市町と連携し、日豊

本線の複線化に向けた取組を進めていきます。 

 日豊本線の老朽化対策についてお答えします。 

 議員御指摘のとおり、鉄橋等の鉄道施設が一

たび被災すると、復旧に至るまで大変長い時間

を要し、沿線住民の方々の日常生活や観光、経

済活動に重大な支障を来します。 

 また、日豊本線は、東九州と日本全国を結ぶ

貨物ネットワークの一翼を担っているため、そ

の寸断は、全国の物流にも多大な影響を及ぼし

ます。 

 このため、日豊本線の老朽化対策は、当県の

みならず、九州各県が連携して取り組むべき課

題であると認識しています。 

 現在、県は、九州各県で構成する九州地域鉄

道整備促進協議会等を通じて、老朽化した鉄橋

の改修、改築等をＪＲ九州に要望しており、Ｊ

Ｒ九州は、河川改修等に合わせて施設の改修を

順次進めています。 

 また、国においても、ＪＲ河川橋梁対策検討

会が設置され、ＪＲ各社と鉄道のさらなる安全

・安定輸送の確保を図るための検討が行われて

います。 

 県としては、国の動きも注視しつつ、引き続

きＪＲ九州、九州各県、沿線自治体と緊密に連

携しながら日豊本線の老朽化対策に取り組んで

いきます。 

御手洗議長 守永信幸君。 

守永議員 ありがとうございます。交通施策に

ついては、特に鉄道に関しては、ＪＲ九州との

調整が非常に難しいのは分かるし、状況も踏ま

えながら、なるだけ続けていただければと思い

ます。 

 また、老朽化対策、また、中には新駅を造っ

てほしいという要望も上がっている状況もあり

ますから、そういうことを工夫しながら、県民

の皆さんが使いやすい環境をいかに実現してい

くかということで議論を深めていただき、ＪＲ

九州と進めていただきたいと思います。 

 ちなみに、この写真の一番下の橋脚の看板に

ついては、塗り替えた年月が書いてあります。

実はいつ架かったのかというのを知りたかった

んですが、このプレートはあったんですが、す

ぐに見えるところにはありませんでしたので、

ちょっといつ架かったのか分かりませんが、架

け替えられていないという状況、かなり古くな

っていると思うので、その点も含めて今後情報

を取っていただければと思います。よろしくお

願いします。 

 これで一般質問を終わります。（拍手） 

御手洗議長 以上で守永信幸君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５５分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

古手川副議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 一般質問及び質疑を続けます。小川克己君。 

  〔小川議員登壇〕（拍手） 

小川議員 まず、質問に入る前に、豪雨災害等

の復旧、復興に向けて、広瀬知事を始め、土木

建築部長、そして、農林水産部長などには、復

旧、復興に向けて大変な御尽力をいただいてい

ることに深く感謝し、お礼を申します。ありが

とうございます。まだ道半ばなので、引き続き

よろしくお願いします。 

 それから、今日は玖珠では農繁期の真っただ

中で、しかも台風第１４号が通過予測で、その

心配もされるところですが、遠路のところを傍

聴に来ていただいた皆さん方にお礼を申します。

ありがとうございます。 

 それでは、質問に入ります。 

 令和２年７月豪雨災害等への対応について、

３点伺います。 

 まず１点目は、災害対応の高度化と人材育成
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についてです。 

 令和２年７月豪雨災害では、私の地元、玖珠

郡２町もかつて経験したことのない甚大な被害

を受けました。 

 本県は、中央構造線断層帯が横断し、土砂災

害危険箇所が１万９，６４０か所あるなど、災

害の発生しやすい地理的条件を有しており、甚

大な被害をもたらす大規模災害が頻繁に発生し

ています。 

 県においては、これらの災害が発生するたび

に検証等を行い、対応の強化に努めていますが、

私は災害対応を考える上で重要なポイントは、

大きく二つあると考えます。 

 一つは、情報の収集、分析です。災害発生の

予測から発生後の現地の状況把握まで、情報の

質や量によって、応急活動や被害の拡大防止が

左右されると言っても過言ではありません。 

 気象庁では、頻発する線状降水帯による大雨

災害の被害軽減のため、本年６月からスーパー

コンピューター富岳も活用し、線状降水帯発生

予測を開始しました。現時点では、正確な予測

は難しく、必ずしも線状降水帯が発生するわけ

ではないとのことですが、災害発生の危険度が

急激に高まる場合に備えて、私たち一人一人が

心構えを一段高めることに、この予測の大きな

意味があると思います。 

 また、国土交通省が設置するＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥ、緊急災害派遣隊は、ドローンを使用して

被災状況の迅速な把握等に取り組むなど、様々

な機関が新技術の導入に取り組んでいます。 

 こうしたことから、本県においても、迅速か

つ確実に情報を収集し分析を行うために、ＡＩ

やドローンなど先端技術を活用し、災害対応を

高度化していく必要があると考えます。 

 もう一つは、人材育成です。県庁以外での業

務や過去の災害対応等で培った人脈や経験を持

つ人材は、関係機関との調整役を担う県におい

て、大変貴重な存在です。 

 県では、これまで国や被災自治体に多くの職

員を派遣していることから、これらの職員を積

極的に活用し、防災力の向上を図るべきだと考

えます。加えて、県の防災部門の職員や市町村

に情報連絡員として派遣される職員など、実際

の災害対応でしか培うことのできない経験等を

有する人材の育成にも継続して取り組むことが

必要です。 

 激甚化する豪雨災害や切迫する南海トラフ巨

大地震などの大規模災害に立ち向かうために必

要な災害対応の高度化と人材育成について、知

事の見解を伺います。 

 次に、２点目です。土木施設の復旧について

です。 

 令和２年７月豪雨では、玖珠川や野上川など、

多くの河川が氾濫し、また多数の道路や砂防施

設も甚大な被害を受けました。 

 被害が広域に及んだこともあり、復旧、復興

にあたっては、関係機関の皆さんは大変御苦労

されていることと思います。あれから２年が経

過した７月に発表された復旧・復興推進計画の

進捗状況では、道路８２．３％、河川６９．５

％と進んではきましたが、まだ道半ばです。今

年７月には九州北部に線状降水帯が複数発生し、

玖珠町及び日田市で記録的短時間大雨情報が発

表されるなど、大規模な災害がいつ発生しても

おかしくない状況の中、一日も早い復旧が待た

れます。 

 ついては、土木施設の今後の復旧の見通しに

ついて、土木建築部長に伺います。 

 次に、３点目です。農地・農業用施設の復旧

についてです。 

 農地・農業用施設の復旧の進捗が気がかりで

す。本年７月時点での進捗状況では、復旧率は

県全体で約５１％、玖珠郡に至っては約２７％

であり、進捗を非常に心配しています。玖珠郡

の住民を含め、いつになったら復旧するのか、

不安に感じている生産者もいます。今後の復旧

の加速に向けて、どのような工夫を行い、進捗

率を上げていくのか、また今後の復旧の見通し

はどうなのか、農林水産部長に伺います。 

 以上、３点よろしくお願いします。 

  〔小川議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの小川克己君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 
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広瀬知事 令和２年７月の豪雨災害については、

お地元、西部地域を中心に、本当に大きな被害

がありました。改めてお見舞い申し上げるとと

もに、ようやく復旧のめどが立ってきましたが、

改良復旧でもあり、抜本的に復旧を、施設を強

化しようということでやっているものですから、

時間がかかっており、御心配をおかけしていま

す。後ほどまた答弁します。 

 私には災害対応の高度化と人材育成について

御質問いただきました。 

 近年、全国各地で自然災害が頻発して激甚化

しています。今年も、３月に福島県沖を震源と

する震度６強の地震があり、また、８月には東

北・北陸地方等で記録的な大雨を観測し、それ

ぞれ甚大な被害が発生したところです。 

 県内でも、１月の日向灘地震や７月の線状降

水帯の発生など、自然の猛威は私たちの生活と

常に隣り合わせにあることを痛感したところで

す。 

 このため、県では、これまでに得た教訓、知

識をいかしながら、災害対応の高度化と人材育

成を図って、大規模災害等への即応力を強化す

ることが重要だと考えています。 

 まずは、先端技術を活用した災害対応の高度

化です。 

 現在、大分大学と世界有数のＩＴ企業である

ＳＡＰ、それから、地場のＩＴ企業のザイナス

が防災・減災のための情報活用プラットフォー

ムＥＤｉＳＯＮ（エジソン）の構築に取り組ん

でおり、県も全面的に協力しています。 

 具体的には、気象庁の雨量解析や、国・地方

の災害データなどを基に、ＡＩで１５時間先ま

での災害リスクを予測する機能を活用して、企

業が操業停止や再開を判断するためのモデル作

りに取り組んでいます。 

 また、ドローンによる被災状況等の映像を関

係機関と共有することで、早期の情報収集や迅

速、効率的な初動対応につなげています。 

 今後、これらの取組については、産学官で構

成する防災テック検討会において、さらなる活

用方法や仕組み作りを検討していきます。加え

て、超小型人工衛星の時代が到来する中、国内

外で機運の高まっている衛星データの活用につ

いても、次の一手として研究を進めていきます。 

 次に、防災分野における人材育成です。 

 県では、５年前から内閣府の防災部門に職員

を研修派遣しており、そこで得た知識やネット

ワークを防災行政にいかしています。 

 また、大規模災害発生時には、災害対応業務

に習熟した防災局ＯＢの職員を県の災害対策本

部に動員するとともに、市町村にもリエゾンを

派遣する体制を整えています。 

 今後、これらの実効性を確保するため、防災

に関する研修や訓練の充実を図っていきます。 

 次世代を担う若者や子どもたちの育成も大変

大事です。大学生や高校生との座談会など、若

い世代のアイデアをいかせる環境作りも積極的

に行っていきます。 

 防災・減災対策に終わりはありません。引き

続き、先端技術の活用による災害対応の高度化

と、実践力、対応力を備えた経験豊かな人材の

育成に取り組み、防災力の底上げを図っていき

たいと思っています。 

 あわせて、ただいま土木施設の復興状況、そ

れから、農地・農業用施設の復興状況について

御質問がありました。これについては担当部長

から答弁します。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 私から土木施設の復旧につ

いてお答えします。 

 令和２年７月豪雨では、県が管理する道路や

河川など公共土木施設で６４５か所、約２２９

億円と、平成２４年、２９年の被害額を大きく

上回る甚大な災害となりました。 

 特に現場条件の厳しい中山間地域に多くの被

害が集中したことから、入札参加エリアの拡大

や複数工事での技術者の兼務を認めるなど、弾

力的な運用も行い、現在、全箇所で工事着手済

みとなっています。 

 直近の８月末時点の進捗は、道路、河川など

全体で５０１か所、約７８％の復旧が完了した

ところです。 

 未完了箇所では、工事に先立ち、土砂が堆積

した区間の河床掘削を行うなど、暫定対策を講
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じた上で、暑い夏場の出水期間中も、施工業者

の献身的な努力と工夫により可能な限り工事を

継続し、鋭意進捗を図っています。 

 こうした取組により、改良復旧を行う一部の

箇所を除き、次期出水期までに全て完了させる

よう全力で工事を進めていきます。 

 改良復旧を行う玖珠川、野上川等については、

用地買収を行い、川幅を拡げる等の抜本的な対

策を行うため期間を要しますが、一日も早い復

旧、復興を目指していきます。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 私からは農地・農業用施設

の復旧についてお答えします。 

 令和２年７月豪雨では、玖珠郡、それから由

布市を中心に、５，８３４件に及ぶ農地・農業

用施設の甚大な被害が発生しました。 

 県では、発災直後から事業主体である市町へ

の人的支援や技術的支援を行うとともに、早期

の営農再開に向けて、県の普及指導員等による

仮畦畔設置等への支援を行い、現在、９３％の

農地で作付が可能となっています。 

 一方、小規模な農地が点在している箇所など

については、受注業者の技術者不足等の影響で

不調、不落が発生している状況です。このため、

工事発注時の地域要件の拡大や、県から市町へ

の発注支援の強化、さらには、他の工事との技

術者の兼務などに取り組み、積極的に進捗を図

ろうとしています。 

 また、玖珠町の戸畑地区では、河川の復旧工

事の完了に合わせて農地の復旧工事を行ってお

り、今年度中に完了する見込みです。さらに、

大規模な被害があった由布市の高津原地区にお

いては、高度な技術力が必要なため、県が受託

し復旧工事に取り組んでいます。 

 今後とも市町と連携を図り、早期発注を進め、

大規模復旧地区を除き、来年の作付けに間に合

うよう復旧に努めていきます。 

古手川副議長 小川克己君。 

小川議員 力強い回答をいただき、安心してい

るところです。 

 特に人材育成、あるいはまた高度化対応につ

いては、先端技術を駆使してやっていける、そ

れからまた、大分大学等々との産官学の連携等

をフルに活用して今後の災害対応に当たってい

ただけるということで、よろしくお願いします。 

 それから、土木建築部長からは、県内の災害

箇所、約３００億円を、これは中山間地域が主

体ということもありましたが、全力で今後取り

組んでいくという回答もいただきました。ぜひ

よろしくお願いします。 

 それから、農地・農業用施設の復旧について

は、特に戸畑の農地が数キロメートルにわたっ

て河川の護岸の決壊と同時に、水田に土砂が流

入したわけですが、これも今年度中に完成させ

て、来年度は作付けができるようにしていただ

けるということで大変安堵したところです。今

後ともよろしくお願いします。 

 次に、肉用牛の生産基盤強化について伺いま

す。 

 いよいよ来月には、和牛のオリンピックとも

言われる第１２回全国和牛能力共進会が鹿児島

県南霧島市などにおいて開催されます。５年に

１度開催されるこの大会での審査結果が、産地

のその後の販売力の向上に直結するため、飼料

高騰など非常に苦しい中ではありますが、県内

の肉用牛生産者や関係機関は一丸となって出品

対策に取り組んでこられました。ぜひとも本大

会で優秀な成績を収め、おおいた和牛のブラン

ド化を強力に推し進めていただきたいと思いま

す。 

 また、３年連続でおおいた和牛推し隊長に就

任された中村獅童さんですが、コロナ禍を乗り

越えて本年ようやく来県が実現し、ＰＲ活動を

充実させていると伺っています。こうした取組

を着実に積み重ねることにより、おおいた和牛

のさらなる認知度向上や需要の拡大が実現する

ことを期待しています。 

 一方、おおいた和牛の競争力強化を図る上で

重要となってくるのが生産基盤の強化です。本

県の肉用牛振興計画では、令和５年度までに繁

殖雌牛を２万頭、肥育牛を１万５，５００頭と

する増頭目標を掲げています。本年２月時点の

頭数は、それぞれ繁殖雌牛が１万７，７００頭、

肥育牛が１万４千頭であることから、さらなる



第３回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 153 - 

増頭が求められますが、県内の各産地では高齢

化に伴う廃業により飼養戸数は減少の一途をた

どっています。私の地元である玖珠郡は竹田市

とともに肉用牛の産地ですが、特に繁殖農家が

多く、玖珠町の繁殖農家戸数は２５年前と比べ

ると約５分の１にまで減少しています。また、

県全体で見ると、７０歳以上の繁殖農家戸数の

割合は約４５％、頭数で見ても約２５％程度に

も及んでおり、今後の生産基盤の脆弱化が懸念

されます。 

 今のところ、畜舎整備への支援等といった増

頭対策によって１戸当たりの規模拡大を図り、

繁殖雌牛の飼養頭数は何とか横ばいを続けてい

るものの、労働力不足や後継者の確保、育成と

いった課題が、さらなる規模拡大の阻害要因と

なり、今後の継続的な生産基盤の強化は困難な

状況となっています。 

 こうした中、今般、県西部におけるキャトル

ステーションの整備が進められることになって

いますが、繁殖農家で生まれた和牛子牛を預か

り、共同育成するこの施設が完成した際には、

作業外部化により各農家の労力が軽減されるだ

けでなく、牛舎の空きスペースをいかした飼養

頭数の純増も期待できます。 

 そこで伺います。おおいた和牛の競争力強化

に向け、キャトルステーションの整備も踏まえ

た生産基盤の強化について、どのように取組を

進めていかれるのか、知事の答弁をお願いしま

す。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 肉用牛の生産基盤強化について御質

問いただきました。 

 本県の肉用牛は、地域農業を牽引する核であ

り、県としても、増頭や規模拡大、本県のリー

ディングブランドであるおおいた和牛の流通拡

大など、各種施策を積極的に推進しています。 

 肉用牛のさらなる競争力強化のためには、議

員御指摘の生産基盤の強化はもちろんのこと、

ブランド力の向上も欠かせません。 

 そのため、全国トップレベルの肉用牛産地を

目標に、次の２点に重点的に取り組んでいます。 

 一つは、担い手の確保、育成と労働力不足へ

の対応による生産基盤の強化です。 

 肉用牛繁殖経営における７０歳以上の生産者

の割合は約４５％になっています。うち半数近

い農場については、後継者を有しており、今後

も継続した経営が期待されるが、その他の農場

では近い将来、離農により飼養頭数の減少が心

配されます。 

 そのような状況を踏まえ、親元就農者や新規

参入者を対象に、補助率をかさ上げして、積極

的な支援を行い、４年間で１６件が事業に取り

組み、計５２５頭の増頭が行われました。 

 今後も意欲ある生産者及び新規就農者に対す

る多様な支援策を継続して、担い手の確保、育

成を図っていきます。 

 また、玖珠町において県内２か所目となるキ

ャトルステーションの整備を令和６年度の運営

開始に向けて進めています。本施設は、労働力

不足の解消及び牛舎の空きスペースをいかした

繁殖雌牛の増頭を目的とするほか、学生や担い

手の技術習得の場として活用することも計画し

ており、地域産業の活性化につながることを目

指しています。 

 二つ目は、高付加価値化戦略としてのおおい

た和牛のブランド力の向上です。これによって

高付加価値化を進めていこうと思っています。 

 現在、中村獅童氏にお願いしているＰＲ大使

を活用したキャンペーンや取扱認定店等でのフ

ェアにより、認定店舗数は令和２年度の１７８

から、８月時点では２６８と大幅に拡大してい

ます。 

 また、大消費地における認知度についても、

平成３０年度の４％から令和３年度には１６．

３％へと着実に向上しています。令和５年度の

目標である３０％に向け、県内外の企業と連携

したプロモーションや、年間を通じた県外への

情報発信を強化していきたいと思います。 

 ブランド発信の最大の機会である第１２回全

国和牛能力共進会まで、残すところあと２０日

となりました。県内でも最終予選を終えて、大

会に向けた機運が高まっています。 

 前回大会では種牛の部で日本一を収めました。

今大会では生産者、関係団体が一丸となり、肉
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牛の部でも日本一を目指しており、これを契機

に、さらなるおおいた和牛の生産基盤、競争力

の強化につなげていきたいと思います。 

古手川副議長 小川克己君。 

小川議員 知事から、おおいた和牛をトップク

ラスに持っていきたいということで、ブランド

力の向上、それからまた、担い手の確保、ある

いはまた労働力不足等々についても様々な支援

策を講じていただけるということでした。 

 また、認知度が、言われるように、我々も豊

後牛という話を各地でするわけですが、宮崎牛

とか佐賀牛、鹿児島、こういったところは非常

に有名ですが、なかなか豊後牛の認知度がいま

いちなので、今後は１６．３％から３０％に引

き上げていく努力をされるということでした。 

 恐らく今、私の知り合いだけでも、新規に畜

産経営をやりたいということで就農した者もい

るし、あるいはまた、後継者ができて、今日も

傍聴に来ていますが、畜産関係者の皆さん方も

おられます。 

 今、農業を取り巻く状況の中では、私は畜産

が一番もうかると言っては語弊があるかもしれ

ませんが、意欲が湧く種目の一つであると思っ

ているので、引き続きこの肉用牛の基盤確立に

向けてはよろしくお願いします。 

 次に、３番目に行きますが、児童福祉をめぐ

る諸課題について２点伺います。 

 １点目は、ヤングケアラーへの支援について

伺います。 

 ヤングケアラーは、本来、大人が担うと想定

されている家事や家族の世話などを日常的に行

っているため、やりたいことができていないな

ど、子ども自身の権利が守られていないと思わ

れる子どもであり、年齢や成長の度合いに見合

わない重い責任や負担を負うことで、本人の育

ちや教育に影響があるといった課題が指摘され

ています。 

 本県では、昨年、県内の実態調査を行ったほ

か、本年４月にはヤングケアラー相談窓口を設

置するなど、支援に向けた取組を本格化させて

いると認識しています。しかしながら、そのヤ

ングケアラー相談窓口では、現時点でも相談件

数はごく僅かと伺っています。やはり子どもに

とって相談することのハードルは想像以上に高

く、自らＳＯＳを発するのは難しいのだろうと

思われます。また、そもそも家事や家族の世話

は当たり前のことや、自分が我慢すればいいこ

とだと思っていて、人に助けを求めたり相談す

るという発想が全くない可能性もあります。 

 国がまとめた多機関・多職種連携によるヤン

グケアラー支援マニュアルでは、必要に応じて、

福祉、介護、医療、教育などといった様々な分

野が連携し、アウトリーチを行うことが、潜在

化しがちなヤングケアラーへの支援において重

要としています。 

 ここでいうアウトリーチは、制度や窓口を設

けて相談者が来るのを待つのではなく、必要と

していそうな人に積極的に届けることを意味し

ていると思います。支援を必要としているヤン

グケアラーを発見するために、まずは、常に子

どもに接している学校現場のほか、同居する家

族に接する機会の多い高齢者、障がい者、生活

困窮者などに対応する専門職など、多くの周囲

の大人が、ヤングケアラーがいるかもしれない

と常日頃から意識し、早期発見、早期支援につ

なぐことが重要だと考えます。 

 そこで、こうしたヤングケアラーへの支援に

ついて、どのように取り組んでいかれるのか伺

います。 

 次に、２点目は、児童養護施設退所者、ケア

リーバー等への支援について伺います。 

 児童福祉法第２条では、全て国民は、児童が

良好な環境において生まれ、その意見が尊重さ

れ、その最善の利益が優先して考慮され、心身

ともに健やかに育成されるよう努めなければな

らないと、児童育成に係る国民の義務について

規定しています。 

 その児童福祉法の趣旨にのっとり、令和２年

３月に策定された大分県社会的養育推進計画は、

親元を離れて暮らさざるを得ない子どもに対し

て、生活の場から自立に至るまでを、家庭養育

優先原則の下、一体的かつ全体的な視点を持っ

て着実に取り組んでいくことを目的としたもの

です。 
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 これまで県では、当該計画に基づいて里親委

託を強力に推進するとともに、児童養護施設等

の小規模化や地域分散化、高機能化等を計画的

に進めてこられました。本県の令和２年度の里

親委託率は３４．９％で全国第６位となるなど、

家庭に代わる養育、いわゆる代替養育の環境は、

より家庭的なものへと変化しており、子どもを

権利の主体として捉えた取組が着実に進んでい

ることを表しています。 

 一方、社会的養育にある子どもの側から見れ

ば、施設や里親での暮らしが権利を守られたも

のであると同時に、施設等を離れた後の日々が

支えられ、見通しを持った人生を主体的に構想

できることが重要です。 

 国が令和３年４月に公表した児童養護施設等

への入所措置や里親委託等が解除された者の実

態把握に関する全国調査、いわゆるケアリーバ

ーの実態調査では、現在困っていることや不安

なことはとの問いに対して、生活費や学費のこ

とが最も多い３３．６％、次いで将来のことが

３１．５％、仕事のことも２６．６％となって

います。彼らケアリーバーの多くは困ったとき

に頼れる家族がおらず、生活や就労に関して不

安を抱えているものと思われます。奨学金や貸

付金等の支援策につなげることはもちろんです

が、例えば、大学生や新社会人が新生活の悩み

を保護者に相談するように、困り事を気軽に相

談できる誰かが必要であると考えます。 

 そこで、本県における児童養護施設退所者等、

いわゆるケアリーバーへの支援の現状について、

福祉保健部長に伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 ２点お答えします。１点目

は、ヤングケアラーへの支援についてです。 

 昨年、県内約８万人の児童生徒を対象に行っ

た実態調査では、支援を必要とするヤングケア

ラーが千人程度存在すると推計される一方で、

ヤングケアラーという言葉自体を知らないとい

った回答が７割に上りました。 

 そこで、現在、相談体制の整備とあわせ、児

童生徒への相談先カードの配布等による周知啓

発や、周囲の気付きを促すための教員などの関

係者向けの研修を実施しています。 

 そうした中、先月開催したフォーラムには、

１０代から８０代に及ぶ様々な年代や職種の方

が約１７０人参加し、この問題に対する関心の

高まりを実感したところです。 

 講師からは、子どもだけを見るのではなく、

家族丸ごとの支援が必要であるとか、何げない

会話からの気付きが重要といった、今後に向け

示唆に富んだ教示をいただきました。 

 ヤングケアラーへの取組は、学校はもとより、

事業所や医療機関、子ども食堂等の様々な関係

機関が連携し、子どもや家族の気持ちに寄り添

いながら、プッシュ型、伴走型で支援すること

が重要です。 

 今後も周囲の大人が早めに気付き、本人のみ

ならず家族全体への包括的な支援が届けられる

よう、体制の充実を図っていきます。 

 ２点目は、児童養護施設退所者、いわゆるケ

アリーバー等への支援についてです。 

 昨年国が実施した調査では、本県のケアリー

バーのうち、施設や里親とのつながりが途絶え

た方が約半数に上っています。 

 こうした社会的養育経験者の多くは、虐待体

験等の影響から、生活スキルやコミュニケーシ

ョンスキルに困りを抱えており、トラブルに巻

き込まれても自ら相談できず、時間の経過とと

もに問題が深刻化していくケースも少なくあり

ません。 

 そのため、退所者等の支援を担う児童アフタ

ーケアセンターおおいたでは、退所後の生活設

計や困ったときの相談先等を本人と直接話し合

い、一人一人の支援計画を策定し、継続的にサ

ポートする体制を整備しています。 

 また、積極的に家庭訪問や行政手続等の同行

支援も行うなど、プッシュ型の丁寧な支援に努

めており、令和３年度の対応実績は、前年度の

４２人１０６回から１８２人７２９回へと大幅

に増加しています。 

 さらに今年度は、当事者同士が気軽に集い、

語り合える場を新たに設けるなど、ピアサポー

トを充実させることにしています。 

 今後ともセンターと連携しながら、ケアリー
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バーが抱える困りに対して、早期に適切な支援

が行えるように努めていきます。 

古手川副議長 小川克己君。 

小川議員 ありがとうございました。プッシュ

型の支援を今後、継続的に努めていくというこ

とで、私も今後、他人事ではなくて、里親も含

めて、私の身の回りからそのような受入体制の

加速もしていきたいと思っています。 

 大分県は、広瀬知事のリーダーシップの下で、

子育て満足度日本一に向け様々な取組を進めて

いますが、こういったヤングケアラーやケアリ

ーバーなど、言わばなかなか目の行き届きにく

い、でも、とても困っておられる、そういう子

どもたちにもぜひしっかり目を向けていただき、

全ての子どもが誰一人取り残されることのない

大分県を築いていってもらいたいと思います。

よろしくお願いします。 

 次に行きます。商工行政をめぐる諸課題につ

いて、２点伺います。 

 １番目は、水素の地産地消に向けた取組につ

いてです。 

 カーボンニュートラルの達成に向けた次世代

エネルギーとして、今、水素が注目されていま

す。水素は、使用しても二酸化炭素を排出せず、

水はもちろん、石炭やガスなど、多様な資源か

ら作ることができるという大きな利点がありま

す。 

 化石燃料から作られた水素はグレー水素、グ

レー水素の製造工程で排出される二酸化炭素を

回収、貯蔵した水素はブルー水素、そして、本

県の強みである再生可能エネルギーを活用して

作られた水素はグリーン水素と呼ばれています

が、私の地元である九重町では、大手企業２社

により、豊富な地熱やバイオマスを活用したグ

リーン水素製造の実証事業が進んでいます。 

 昨年７月から実施されているのは、地熱発電

による電力を活用して水を電気分解し、水素を

製造する実証事業です。再生可能エネルギーに

よる水電解により、二酸化炭素を排出せずに、

安定的に水素を製造することができます。 

 また、今年８月からは、地熱とバイオマスと

を組み合わせ水素を製造する実証事業も実施さ

れています。木質チップに含まれる炭素に水蒸

気を反応させることで水素を製造する新しい技

術ですが、二酸化炭素の排出削減と低コスト化

を図ることができると伺いました。製造方法は

異なるものの、いずれも地域の資源をいかしな

がら、グリーン水素を製造できるのではないか

と期待しています。 

 これらの九重町で製造された水素は、県内の

水素ステーションやオートポリスの自動車レー

スで活用されるなど、地産地消の取組も進んで

います。 

 政府が目指す２０５０年カーボンニュートラ

ルの達成に向けては、水素の製造から利活用ま

で、水素の地産地消に向けた取組を加速させて

いく必要があると考えます。県として水素の地

産地消に向けて今後どのように取り組んでいく

のか、商工観光労働部長に伺います。 

 次に２点目は、玖珠工業団地への企業誘致に

ついてです。 

 昨年度の企業誘致件数は、過去最多となる６

８件でした。地域別に見ると中部地域が２１件

と一番多く、次に北部地域が２０件です。西部

地域は２件で、いずれも日田市への進出と地域

的な偏りを感じています。 

 玖珠郡には、県営玖珠工業団地があります。

この玖珠工業団地は構想から整備まで２０年ほ

どかかりましたが、平成２９年に合板会社の進

出が決まったときには地域で大変喜んだところ

です。この会社は令和元年に操業を開始し、雇

用や地域の活性化に尽力いただいており、感謝

しています。 

 一方で、１区画がまだ未分譲であり、地域で

は次はまだかと期待の声が高まっています。昨

年度の好調な企業誘致の背景には、前年度、新

型コロナウイルスの影響により企業が投資を先

送りしていた案件が動き出したことによるもの

と伺っていますが、製造業、特に半導体分野に

ついては、今後も旺盛な投資が見込まれると思

います。 

 特に、自動車のＥＶ化の流れの中で、半導体

関連産業は活況を呈しており、その中で隣の熊

本県で大型投資が行われるなど、九州では勢い
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があると思います。 

 こうした動きを受け、県においては、市町村

向けの補助金を拡充するなど大規模工業用地の

整備を促進しようとしていますが、まずは今あ

る玖珠工業団地をしっかり売ることで、後に続

く市町村も出てくるのではないかと考えます。 

 そこで、お尋ねします。１区画が大きく、大

規模投資に適した県内でも貴重な玖珠工業団地

への企業誘致の現状と、現状を踏まえ今後どの

ように取り組んでいかれるのか、商工観光労働

部長に伺います。 

古手川副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 まず、水素の地産地消

に向けた取組についてお答えします。 

 水素は国のエネルギー基本計画の中において

も、カーボンニュートラルの達成に向けて、必

要不可欠なエネルギーとして位置付けられてい

ます。 

 本県は、日本一の発電規模を誇る地熱などの

エネルギー資源に恵まれているほか、大分コン

ビナートは全国の副生水素発生量の１０％を占

めるなど、正に水素製造に優位な環境にあるも

のと認識しています。 

 水素の地産地消を実現するためには、供給だ

けでなく需要もバランスよく立ち上げていくこ

とが必要であると考えています。既に県内では、

水素の製造や利活用に向けた様々な取組が進展

しています。 

 議員御指摘の九重町での水素製造に関連して、

その次の段階ということで、現在、県エネルギ

ー産業企業会を中心に、水素の圧縮、運搬に関

する実証事業に着手しており、県内の水素ステ

ーションなどへの供給を予定しています。 

 また、同企業会では、水素を活用した海上か

ら停泊船舶への電力供給だったり、燃料電池式

港湾クレーンへの水素供給に向けて、参加企業

間でのマッチングも実施しています。 

 現在、県で開催しているものづくり未来会議

おおいたにおいても、副生水素の活用や、太陽

光発電の余剰電力などによる様々な形での水素

製造の可能性を議論しています。 

 引き続き、水素の地産地消を推進し、水素エ

ネルギーの産業化に取り組んでいきたいと考え

ています。 

 続いて、玖珠工業団地への企業誘致について

お答えします。 

 地域のバランスの取れた企業誘致に向けて、

県では中山間地域や離島へのＩＴ関連企業など

の誘致にも積極的に取り組んでいます。本年７

月には玖珠町に１件の進出が決定しています。 

 製造業の誘致では、旺盛な国内投資が期待さ

れる半導体企業などに対するアプローチを強化

していきたいと考えています。県内各所におけ

る水の確保に向けた調査費を今議会に提出して

います。 

 また、受皿となる大規模工業用地の整備につ

いては、整備費用の補助上限を引き上げ、市町

村に対し手厚く支援するとともに、団地開発を

担う開発業者への営業を強化しています。 

 現状、県内で即時入居可能な１０ヘクタール

程度の大規模工業用地は、玖珠工業団地の１区

画のみなので、県としても積極的に売り込み、

現地案内なども行っています。 

 引き続き、玖珠町や県外事務所との連携によ

り企業の投資動向をいち早くつかんで、玖珠工

業団地の魅力である農林業など地域の基幹産業

の特性などもメリットとして最大限ＰＲするこ

とで、誘致につなげていけるよう努めていきま

す。 

古手川副議長 小川克己君。 

小川議員 ありがとうございました。水素のク

リーンエネルギーを積極的に今後活用していた

だけるということで、重ねてよろしくお願いし

ます。 

 それから、玖珠工業団地については、御存じ

のとおり、未分譲の部分も広大な面積なのです

ね。したがって、複数社で分譲でもいいのでは

ないかと思っています。今、既に１社という話

がありましたが、引き続き地域に活力をもたら

すためにも工業団地の活用をぜひよろしくお願

いして、私の一般質問をこれで終わりたいと思

います。ありがとうございました。（拍手） 

古手川副議長 以上で小川克己君の質問及び答

弁は終わりました。麻生栄作君。 
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  〔麻生議員登壇〕（拍手） 

麻生議員 時の会・県民の声の麻生栄作です。

私も還暦を迎え、県議会初当選時の保守系無所

属一議員の原点に戻って、県民・地域の声を届

けていきます。この一瞬を大切に質問するので、

どうぞよろしくお願いします。 

 まず、県民の生活に対する意識等の変化につ

いて、知事に伺います。 

 最近、パンデミックや戦争の勃発が起因して

いるのか、世の中全体の大きな変化を感じるの

は私だけでしょうか。 

 県民の暮らし、生活について、特に食料やエ

ネルギーの脆弱性が明らかになったことから、

それらに対する意識や志向について、劇的な変

化に気付きます。しかも暮らしている地域や世

代によっても、その変化は多様であり、大きな

違いがあります。 

 大都市や地方拠点都市から田舎への移住も増

えています。生活水準の向上から生活の質の向

上を求めるといった若者の志向の変化も見受け

られます。 

 暮らしを豊かにする要素や今までにない視点

から選ばれる地域づくりをサポートすることが

地方自治体としても避けては通れなくなったよ

うに思います。 

 社会起業家であり、「まちづくり幻想－地域

再生はなぜこれほど失敗するのか－」の著者、

木下斉氏は、「田舎になくて都会にあるのは利

便性だけ。逆に言えば田舎には利便性以外の全

てが揃っている。」と言っています。 

 その全てがそろっているはずの大分県ですが、

過疎や人口減少、さらには格差拡大といった点

で、深刻かつ危機的事態が迫っているように感

じます。 

 今こそ既成概念にとらわれることなく、発想

の転換と県民の意識改革及び情熱によって、新

たな一歩を踏み出すときです。 

 このように、コロナ禍によって、あるいはロ

シア、ウクライナ戦争勃発によって、県民の暮

らし、生活に対する意識や志向の変化について、

動向把握のために統計数値などで把握していく

必要があると思います。まずは、そうした指標

で特に注目しているものがあればお示し願いま

す。その上で、科学的な手法ではなくとも、県

民と接し、こうした変化を肌で感じることもあ

ろうかと思います。そうした県民の意識、志向

の変化をどのように捉え、政策を議論し、施策

に反映させていこうとお考えなのか、お示し願

います。 

  〔麻生議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの麻生栄作君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 ただいま麻生栄作議員から、県民の

生活に対する意識等の変化についてどう感じて

いるかと、大変難しい御質問をいただきました。 

 私たちは今、大きな時代の変わり目にいます。

新型コロナ感染症によるパンデミックや米中対

立の常態化などにより、サプライチェーンが寸

断され、部品供給の途絶など、自動車関連産業

を始め、多くの業種に影響が生じました。 

 加えて、国連の常任理事国であるロシアによ

る思いがけないウクライナ侵略を契機に、エネ

ルギー、原材料価格が高騰するなど、国際情勢

に変化が見られ、県民生活や社会経済活動にダ

イレクトに影響を与えていると思います。 

 県民の皆さんも、平和の大切さや経済安全保

障の重要性を改めて認識するとともに、よりグ

ローバルな視点を持って物事を捉えるようにな

ったのではないかと思います。この点は本当に

最近の世の中の動きに応じて、もう一度県民の

皆さん、頭の中でよく考えておられるんではな

いかと思います。 

 時あたかも、世界では、日々拡大する膨大な

データをネットワーク化し、あらゆる分野で活

用するＤＸが急速に進んでいます。 

 これまで様々な統計指標を政策立案に活用し

てきましたが、私は、こうした時代の潮流の中

にあっては、特にビッグデータに注目していま

す。 

 例えば、新型コロナの流行に際しては、スマ

ートフォンの位置情報などを基に、人の流れや

感染の状況が瞬時に分析され、感染拡大防止に

活用されたところです。果たして成功したか失
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敗したかは、また議論があるところですが、そ

ういうところまで志向は来ているということで

す。 

 また、衛星データも今後の活用の期待が膨ら

む楽しみな分野です。世界では、衛星から得ら

れるデータを、防災、防衛はもとより、農林水

産分野や土木分野など、あらゆる分野で活用し

ています。県内でも、海洋浮遊ごみの効率的な

回収など、既に将来のビジネス展開を見据えた

チャレンジが始まっています。 

 こうしたデータを活用する一方で、県民の声

をくみ上げ、意識の変化を的確に捉えることも

大事です。 

 データのみによる政策立案では、データに現

れにくい県民の声を見過ごすことにもなりかね

ません。このため、職員には、現場をよく見て、

常に県民の声に耳を傾け、県民の心を心として

政策県庁の本領を発揮するよう促しています。 

 私も、データなどによって、大きな時代の流

れを読みながら、県政ふれあいトークや各種審

議会の場などを通じて、幅広く県民の皆さんの

声を伺い、多くのヒントをいただいています。 

 こうした現場での声を、新型コロナ感染者に

対する丁寧なフォローアップや、物価上昇に対

応した中小企業・小規模事業者の適切な価格転

嫁の促進など、県民の思いに寄り添った施策に

いかしていきます。 

古手川副議長 麻生栄作君。 

麻生議員 ありがとうございました。知事から

データの統計の重要性というか、新しい視点も

お示しいただきました。 

 私が今注目しているのは、県民の暮らしに関

わる統計数値、特に地域の暮らしを映す消費者

物価指数です。この中でも特に光熱水道及び食

料の費目の動向が気になります。また、それに

連動する可処分所得なども気がかりとなります。

日銀大分支店によると、大分市の消費者物価指

数の伸びは、全国に比べると抑えられていると

聞きます。 

 そこで、可処分所得について、本県の実態に

ついて調べてみました。お手元に資料を配布し

ていますが、総務省の２０１９年全国家計構造

調査の都道府県別全世帯平均年間可処分所得の

従来型算定は、お手元に配布の資料のとおり、

東京都の４９０万８千円に対し、地方でも富山

県が４９９万４千円、福井県も４９４万９千円

と東京都を上回っています。大分県は３８６万

５千円です。九州では福岡県がトップと思って

いたんですが、佐賀県がトップで４４８万１千

円、熊本県、福岡県、長崎県と続き、本県は５

位です。 

 都道府県別の可処分所得について、産業別就

業者割合などとの関係についても、配布資料の

裏面に添付してあるので御覧ください。 

 産業割合などと可処分所得の因果関係につい

ての要因分析によって、本県の強みを伸ばすこ

とも可能なはずです。 

 本県のその他世帯の女性世帯主の場合、全国

１３位と高い方で、全世帯及び無職世帯におい

て女性世帯主の場合、可処分所得が全国都道府

県で最下位となっています。その要因分析が、

女性活躍や女性から選ばれる地域づくりの参考

となるとも思われます。この点に関する見解が

あればお示しいただくとともに、このように大

分県民の暮らしや生活の豊かさを示す統計デー

タやその分析があれば、あわせてお示し願いま

す。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 この世帯可処分所得のデー

タは、一つの世帯全体の可処分所得となってい

ます。同一世帯で働いている人の数だとか、複

数世代の同居の状況など、これは各県まちまち

です。さきほど御指摘があった富山県、福井県

が高いのは、３世代同居というか、一つの世帯

でたくさんの方が住まわれているという特徴も

あるのかなと思っています。そういうことであ

り、各県の状況が同一ではない中での比べ方に

なっているので、これだけをもって他県との違

いを分析するのは困難です。 

 しかしながら、その他世帯の女性世帯主、こ

れは一番右端にありますが、この区分には、社

長とか会社役員などがここに含まれていますが、

これが全国で１３位と大分は高くなっています。

この要因については、別のデータでは、大分県
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は全企業に占める女性社長の割合が高いといっ

たデータもあります。そういったことが要因の

一つではないかと考えています。 

 また、県民の暮らしや生活の豊かさを示すデ

ータとしては、例えば、本県の通勤、通学時間

の短さは全国２位、休養、くつろぎなどの自由

に使える時間の長さは全国８位となっています。

こうしたものは大分県での暮らしやすさを他県

にアピールしていけるものと思っています。 

古手川副議長 麻生栄作君。 

麻生議員 ありがとうございました。問題は、

暮らしを豊かにするために、データをどう読み

解くかではないかなと思います。 

 ２０２１年、令和３年の消費者物価地域差指

数を見ると、全国平均を１００として、大分県

は住居が８４．４と低く、光熱水道が１０５．

０、教育が１０４．０と高いのが特徴でした。 

 可処分所得、九州トップの佐賀県は、住居が

８８．０、教育も９１．２と低く、光熱水道は

１１１．６と高いのが特徴ですが、食料も本県

より低い９９．１であり、食べ盛りのお子さん

を抱える子育て世代に優しい家計が想像できま

す。 

 実際にかかる出産費用と出産育児一時金との

差額や出産お祝い金、油布勝秀議員が第１子１

００万円、第２子２００万円、第３子３００万

円というような提案もしていましたが、そのよ

うなお祝い金とか、あるいはお祝い品の地域農

産物として提供するような、そういった支給、

これによって子育て世代の消費者物価指数を抑

え、その分の可処分所得を確保するなど、打つ

政策や施策が確実に子育て世代に届いているか

など、ＡＩを駆使して、消費者物価指数、１０

大費目指数のクラスター分析などによって、デ

ータで読み解くことも可能なはずです。 

 本県の可処分所得についても、金額にこだわ

る必要はないと思っています。それよりも、中

身を読み解くことが大事となります。 

 例えば、自給自足の暮らしが可能な大山町の

文産農場で働く高齢者の皆様の稼ぎは、東京で

の同じ金額の何倍もの価値があると思われます。

桃栗植えてハワイ旅行に行っていた皆様が、孫

やひ孫にお小遣いを渡して、ほほ笑んでいる姿

が目に浮かびます。 

 ぜひ豊かな暮らしとは何かについて、ＡＩも

活用の上、あらゆる角度、視点からデータを読

み解き、選ばれる地域づくりに全庁挙げて工夫

していかしていただくことを強く求めておきま

す。 

 それでは、次の項目に行きます。 

 次に、食と農業、農村の振興について知事に

伺います。 

 農林水産省は８月５日、２０２１年度の食料

自給率を発表、カロリーベースで３８％、生産

額ベースでは過去最低の６３％でした。ロシア

のウクライナ侵攻を機に世界で穀物価格が高騰

する中、日本の食料の海外依存と国内農業の荒

廃という二重のリスクを抱え、その懸念が高ま

っています。 

 昨年１１月に公表された２０２０年農林業セ

ンサスでは、直近５年間で、本県農業の担い手

の高齢化率は７２．８％から７７．３％と４．

５ポイントも上がり、農業経営体も２４．７％

減少して、２万を割り込みました。流通実態は

違うのでしょうが、いざというときには１１０

万人の県民の食を、２％にも満たない平均年齢

７０．１歳の農家の皆様に頑張って支えていた

だくことになります。構造改革が遅れ、危機的

状況に陥っているのみならず、この状況が続け

ば、農村社会、経済の崩壊につながりかねない

として、大分県農業非常事態宣言を発出したこ

とは周知のとおりです。 

 最近、ツイッターで知った東大の鈴木宣弘教

授の日々のつぶやきは、大変刺激的です。鈴木

教授は、「これまではお金を出せば食糧を輸入

できるという前提でいられたが、いくら払って

も買えない状況になりつつある。肥料原料など

も含め、真の意味での食料自給率の向上に今こ

そ本腰を入れるべきだ。」と警鐘を鳴らされて

います。 

 鈴木教授は、著書「農業消滅」によって、そ

の危機認識を伝え、農業従事者へ支援の必要性

を関係者のみならず、消費者にも、今だけ、金

だけ、自分だけの社会風潮からの脱却を訴え続
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けておられます。農林水産省でも仕事をされて

おり、当時の経済産業省と農林水産省との認識

の違いやあつれきについての記述もあります。 

 いつの時代でも、食は日々の暮らしの中で意

識せざるを得ない自分ごとでした。戦後は食料

難が続きましたが、経済と社会の発展によって、

生産者と消費者という言葉が使われるようにな

り、食の確保は徐々に他人ごとになっていきま

す。今問われているのは、食と農のつながりの

中身であり、自分ごととしてのつながりとも言

えます。その食と農のつながりをどう修正し、

再構築するのかの視点に立ち、多様な農業の担

い手を育て、食と農をつなぐ仕組みをつくるこ

とが重要です。持続可能な自分ごととしての食

卓の姿がイメージできるか、県民の皆さんと一

緒に考えていくことが鍵を握っているのではな

いでしょうか。 

 県農業・農村の疲弊と消滅の危機は深刻度を

増しており、一刻の猶予もありません。最近、

大分市竹中の市道脇で１人、佐伯市宇目の林道

そばで２人が相次いで白骨化遺体で見付かった

ことは御存じのとおりです。どんなに少なくて

も地域には人が住み、道路には人の往来や道路

管理者によるパトロールもあるはずなのですが、

安全・安心を掲げる本県の出来事とは信じられ

ません。鈴木教授の「農村消滅」の指摘が身近

に迫っています。 

 本県農業の現状を見ると、高齢化による担い

手不足、耕作放棄地の増加、集落消滅の危機が

拡大し、今頑張ってくれている農家がいつまで

耐えられるのかも分からない、そんな状況が続

いています。食料こそが県民の命の源です。そ

の生産を担う農業を余りにも軽視してきたので

はないでしょうか。鈴木教授によると、農政の

失敗が招く国家存亡の危機は、食と農を犠牲に

した貿易の自由化と言及されておられることは

御承知のとおりです。 

 水田畑地化やもうかる農業についても、本県

全ての地域で目指すべきものか、もうかるの定

義についても考えさせられます。 

 このような指摘や実態などを踏まえ、知事は

本県の農業、農村の現状についてどのように思

っておられるのか、まずは率直な感想をお聞か

せ願います。 

 また、これからの本県の政策の柱における農

業・農村政策の位置付け並びに優先順位につい

ても考えをお示し願います。 

 さらに、今年のウクライナ危機勃発後、農業

システム再生に向けた行動宣言及びおおいた農

林水産業活力創出プラン２０１５及び同アクシ

ョンプラン２０２２、あるいは大分県果樹農業

振興計画など農政に関する各プランについて、

この危機的な状況を踏まえ、緊急見直しが必要

不可欠と私は感じますが、見直しの必要性につ

いての考えもあわせてお示し願います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 農業・農村の振興について御心配い

ただきました。 

 農は国の基との言葉に表されるように、県内

各地で幅広く営まれている農業は、県民の食を

支え、地域に活力を生み出す重要な産業であり、

県勢発展にその振興は欠かせない一つだと思っ

ています。 

 一方、農業を取り巻く状況は、消費の多様化、

気候変動、国際情勢の急変など、年々複雑さを

増しており、変化に対応し発展する農業を目指

して、私は就任以来、県政の最重要課題の一つ

として農業の構造改革に取り組んできました。 

 この結果、近年では毎年２００人を超える方

々が新規に就農するとともに、力を入れてきた

園芸の産地化も着実に進み、ねぎの令和２年度

の産出額は７８億円と、いよいよ１００億円が

視野に入るところまでやってきました。 

 しかしながら、まだまだ解決すべき課題は多

く、県では、近年ようやく危機感を強くしてき

た農業団体と共に農業総合戦略会議を設置し、

さらなる改革に取り急ぎ取り組んでいます。 

 中でも、県内の多くの農村集落で見られる、

米に依存した生産・収益構造からの脱却は、何

としても実現しなければならない大きな課題で

す。米は、国家貿易という自由貿易内の例外と

されながら、その消費は、人口減少だけではな

くて、共働きや単身世帯の増加に伴う簡便化志

向など需要面の要因で減少し続け、価格も長期
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的に下落傾向にあります。昨今の国際情勢から、

米粉等を見直す動きもありますが、その消費量

は極めて限定的です。国際的に米が足りないと

いうので、米の粉も扱ったらどうかと考えてい

ますが、余り売れなかったです。 

 国産農産物は高値でも買い支えるべきといっ

た議論もありますが、本質的には国民の需要を

捉えるかどうかであって、米を作っていれば大

丈夫という時代への回帰は困難と言わざるを得

ません。 

 真に持続と成長が可能な農業実現のため、御

指摘の各種計画に水田の畑地化や、集落営農法

人の強化を掲げてきましたが、昨今の情勢を受

けても、その必要性は何ら変わらず、むしろ高

まっているものと考えています。 

 本県の先哲に、江戸時代の三大農学者に数え

られる大蔵永常がいます。永常は、グローバル

化とは無縁の江戸時代においても、農家が収益

を得るためには米だけに頼るのではなく、地域

の特産となる品目を振興すべきと考え、農業改

革の必要性を訴え続けました。 

 くしくも、今年の戦略会議の議論において中

山間地の担い手の皆さんから、経営があってこ

そ農地、地域を守れるのであって、園芸などで

収益を上げ、持続可能な経営を確立したいとい

う価値観をお聞きしました。 

 我々も、こうした現代の価値観にすら通ずる

先人の先見の明と高い志に負けないよう、強い

覚悟を持って農業の構造改革を進めて、後継者

が夢を持ち、活躍できる農業・農村づくりを進

めていきたいと確固たる信念を持ってやってい

きます。 

古手川副議長 麻生栄作君。 

麻生議員 確固たる信念で農業、農村をしっか

りと取り組んでいただけるということなので、

次に、中山間地域集落における集落営農組織・

法人について、３点に絞って聞いていきます。 

 まず初めに、私の生まれ故郷を始めとする山

奥の中山間地域の集落営農組織・法人の事業承

継について質問します。 

 本県でも戦略品目などの指定を受け、そのよ

うな産品によって経営規模拡大が進んでいるエ

リアの農業については、それなりの成果が現れ

ているように感じます。しかし、問題は、中山

間地域集落・農村です。有効な手が打てていな

いか届いていないように思います。 

 県では、令和３年度から農業の経営継承を推

進する取組を強化し、今年３月に大分県版の農

業者のための事業承継ブックを作成、活用を始

めています。 

 これですが、一方、全農では、６年前の２０

１７年１月から既に事業承継ブック親子版を発

行し、その活用を進めています。しかし、法人

化は進みつつあるものの、高齢化に歯止めはか

からず、世代交代は進んでいないとして、農業

の担い手に出向くＪＡ担当者ＴＡＣが、その翌

年、５年前の２０１８年３月からこの事業承継

ブック集落営農組織版を発行し、その活用、啓

発を進めてこられたことは周知のとおりです。

本県では、大分県集落営農推進本部を平成１７

年に設置し、具体的取組に着手しています。 

 本県の令和３年集落営農任意組織は３４６、

法人は２２２ありますが、機械の共同利用や基

幹作業の受託などを行う補完型集落営農の３タ

イプと集落全体で農業経営を行う集落一農場型

の計４タイプに分類されます。その４分類タイ

プ別の事業承継に関する課題ごとに、その有効

な緊急対策が求められています。 

 ２０２０年農林業センサスにおける県内農業

集落３，３１２を分母とする令和３年の集落営

農組織のカバー率は４４％、担い手不在集落数

が１，２４８となっていますが、実際の担い手

不足はさらに深刻と言えます。 

 そこで、新しく農業を始める雇用就農や新規

参入など、就農ルートの多様化に合わせ、限ら

れた経営資源、例えば、農地とか資金、農機具、

施設、作業場、倉庫や営農技術といった経営資

源や、住宅や生活情報といった生活資源に加え、

人間関係や、ここが大事ですが、地域からの信

用力の調達及び住み込み型や通い型、あるいは

宿泊施設準備型などのスタートラインに立てる

ような段階的かつ戦略的な集落営農組織・法人

の担い手づくりによる事業承継が早急に求めら

れています。 
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 広域営農システムを支える担い手の確保に向

け、集落営農組織・法人が抱えるタイプ別の事

業承継の課題とそれに対する有効な具体的な緊

急対策をお示し願います。 

 法人経営体の強化に向けた取組について２番

目に伺います。 

 都市に人口を集中させることが効率的な社会

の在り方として推進されてきましたが、コロナ

によって結果として、過密な都市部の暮らしは

人々をむしばむ脆弱性が明らかになってしまい

ました。都市への人口の集中という３密構造を

改め、地域を豊かにし、地域経済が観光や外需

に過度に依存しないで、地域の中で回る循環構

造を強化する必要があります。そして、その核

に、農林水産業、食料産業を柱に据えることが

大事です。 

 その中でも、集落消滅の深刻な危機にある地

域農業、農村の中心を担っている米農家の存続

が危ぶまれるような米価下落がさらに深刻さを

増しています。今ここで発想の転換が不可欠で

す。相対的貧困率が最悪な水準の１５．４％の

我が国、しかも本県の可処分所得の実態からし

ても、コロナ禍による収入減で一日一食に切り

詰めるようなひもじい思いをされている人々が

きっと増えている中、飼料、肥料も海外に依存

し、しかも農村も消滅の危機にある中、中山間

地域にとっては、さきほど知事から話がありま

したが、生産効率のいい飼料米とか飼料稲、Ｗ

ＣＳを含めて、米を減産している場合ではあり

ません。中山間地域においてですが、そこのと

ころの認識がちょっとまだ違うような気がして

います。 

 食料こそが命を守るわけであり、その鍵を握

るのが中山間地域の集落営農組織・法人です。

地域経済循環構造において、この集落営農組織

・法人をどのように位置付け、また、集落営農

を継続発展させていくためにどのように法人経

営体の強化に取り組んでいかれるのかお示し願

います。 

 ３点目に、みどりの食料システム戦略を踏ま

えた取組について聞きます。 

 農林水産省の使命は、命を支える食と安心し

て暮らせる環境を未来の子供たちに継承してい

くこととし、海外に依存している食料について、

持続可能な食料システムをつくるとして、みど

りの食料システム戦略策定に着手しています。 

 そこで、中山間地域集落における最後のとり

でである集落営農組織・法人において、みどり

の食料システム戦略策定を踏まえた取組を今後

どのように進めていくのか伺います。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 ３点質問いただきました。 

 まず、集落営農組織・法人の事業承継につい

てお答えします。 

 集落営農法人は、地域農業の中心的な役割を

担うとともに、営農を通じて耕地や水利の保全

等の役割も果たしており、その発展は中山間地

域農業の振興に欠かせません。 

 そのため県では、集落営農法人の事業承継も

進めていますが、いずれのタイプにおいても、

承継の前提となる法人の経営強化を急ぎ進める

必要があります。 

 経営強化には、園芸品目等を導入し、経営の

多角化を図ることが必要です。 

 これまでも園芸品目の導入支援や、効率的な

営農に向けた機械化、省力化等を支援してきま

したが、今後はこれをさらに強化し、大規模な

複合経営への転換を進めていきます。 

 また、戦略会議の議論の中で、集落の機能維

持という名目で、草刈りなどの過度な負担を強

いられており、これが経営面の足かせになって

いる実態も明らかになりました。 

 このため、区画が狭く非効率な農地について

は、粗放的な管理を前提に受入れを行うなどの

ルールづくりにも取り組みます。 

 今後も集落営農の高収益化と生産体制の効率

化を進め、スムーズな事業承継につなげていき

ます。 

 続いて、法人経営体の強化に向けた取組につ

いてです。 

 集落営農法人の持つ食料供給や集落維持の機

能は、法人自体の健全な運営が大前提であり、

収益力向上による集落営農法人の経営強化が欠

かせません。このためには、長引く需要の低下
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により、価格が低下し続ける米に依存した収益

構造からの脱却が必要です。 

 県内には、中山間地域にあっても、かんしょ

やスイートコーンなど、マーケットニーズに対

応した品目を導入することで、高い収益力を上

げている集落営農法人もあります。戦略会議の

議論の中でも、集落営農法人代表者、また経営

者の方から、米のみに頼っていてはだめで、経

営の多角化を進めるべきだといった意見をいた

だきました。また、人手などクリアしなければ

ならない課題は多いが、今後の経営発展には園

芸品目の導入などが必要だなどの意見もいただ

いたところです。 

 県では、引き続きこういった導入への課題を

解決しながら、前向きなチャレンジを積極的に

支援し、地域農業の中心的な役割を担う集落営

農法人の経営強化と、中山間地農業の振興を図

っていきます。 

 最後に、みどりの食料システム戦略を踏まえ

た取組についてお答えします。 

 みどりの食料システム戦略は、イノベーショ

ンにより生産性向上と持続性を両立するという

高い目標を掲げたものであり、その実現には革

新的な技術開発と各当事者の思い切った構造改

革が必要です。 

 国は本年７月に関連法を施行し、９月にその

実現に向けた基本方針を公表、それを受けて各

県において市町村と共同して基本計画を作成す

ることとなっています。 

 基本方針は、昨日公表されましたが、これに

掲げられる有機農業については、県内の集落営

農法人でも既に取組が進んでいます。また、堆

肥の積極的な活用と地域循環を目指した集落営

農法人が関わる耕畜連携の取組も始まっていま

す。 

 今後とも国の動向を注視するとともに、こう

いった前向きな取組について、しっかりと支援

していきます。 

古手川副議長 麻生栄作君。 

麻生議員 ありがとうございました。集落営農

法人の事業承継、これは本当に喫緊の課題であ

り、県で作っているこの事業承継ブックの最終

項、このＱＲコードを読み込むと、伊東悠太郎

さんと、県庁マンらしいんですが、ＭＣ－カボ

Ｃ－さんの動画が見れます。この動画は実に秀

逸であり、これを大いに活用していただいて、

農家の悩みと共通する部分がよく伝わってこよ

うかと思うので、大いに活用して取組をしてほ

しいと思います。 

 いろいろ準備はしていたんですが、なぜ集落

営農法人を質問したかというと、実は私自身が

所有している田畑についても、集落営農法人に

頑張って作っていただいていたんですが、もう

作れんぞと、どうにかしてほしいということで、

広域合併とか、由布市の中で９法人が一つにな

ってやっていますが、それでもなかなかうまく

いかない実態があります。 

 例えば、中山間地域だから、畑地化するにし

ても非常に問題があるわけです。畜産農家の方

にＷＣＳ、稲作として、飼料稲としてそのまま

梱包して持っていってもらうとか、そのときの

畜産コントラクターの位置付けとか、いろんな

部分はあるんですが、やっぱり最後は人が足り

ないんです。人が足りない、これをどうするか。

そこで考えなければならないのが、例えば、私

の田舎では、梨農家も含めて、あるいはニラ農

家とか、いろんな形で認定農業者で頑張ってお

られる方もたくさんいます。 

 そういったことについて、昨日答弁がありま

したが、産地を絞って、また、１５０の経営体

という話もあったんですが、認定農業者は自分

のところなんですね。集落営農法人の組織の構

成員にはなっていま3059が、それはそれ、法人、

地域を、集落を守っていく維持活動もあるもの

ですから、なかなかあれもこれも全部できない

ので、どうやって分けていくか。そして、今い

る集落の担い手だけでは足りないので、都市の

住民とか、都市と田舎の住民が価値交換しなが

らお互いに助け合っていくような交流を、価値

交換をどうやって具体化していくかが課題にな

ってこようかと思います。例えば、台風が来て

いるということで、梨が落果するのは大変だと

いったときに、出荷できなくなったときどうす

るかという部分を含めて、庄内梨のフローズン



第３回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 165 - 

とか今非常においしい新商品を開発して、梨ロ

ードには何と自動販売機を置いて、ひっきりな

しにお客さんが来るようなところもあるし、あ

るいはそういった販売店で、菜果野アグリさん

の契約社員が現地に出向いていって手伝ってい

るというようなこともあります。そういった人

たちが常に、周年を通じて農村集落営農をサポ

ートできるような、臨時雇用とかパートとかア

ルバイト、そういったものもひっくるめていか

にやっていくか、そういったことが事業承継の

鍵を握ってくるんではないかなと思っているの

で、もし農林水産部長、具体的なそういった部

分での事業承継についての考えについてあれば

お願いします。 

 それから、経営の強化の部分については、こ

の事業承継ブックの１２ページ、１３ページに

記載されている法人化にあたっての留意点の部

分があるんですが、こういった部分についての

課題、例えば、会計経理の負担増とか、規模が

小さい場合の利益がなくても７万円程度の法人

住民税がかかるとか、こういった問題、社会保

険加入等々についての課題について、いろんな

形で人的サポートを含めて、技術的なサポート

を含めて、今、人員を配置して、中小企業診断

士か何かを配置してサポートしてくれていると

伺っていますが、農繁期が終わって、収穫が終

わって、本当に短い期間で一気に集落営農組織

はやらないといけないものですから、そういっ

たことについても、もう瞬時で、今年の収穫の

後、来年の土作りの間までに方向性を出さない

といけない。そのことをお願いします。 

 私も農山漁村の振興交付金とか各種指定起債

事業の活用、畜産クラスター事業や畜産コント

ラクター、あるいは特定地域づくり事業の協同

組合制度を活用した組合との連携とかいろいろ

調べてみたんですが、なかなかうまくいきそう

にありません。だったらどうするかですので、

ぜひそういった、だったらこうしてみようよと

いうような具体的なアイデアを集落営農法人の

皆さんと共に作っていっていただくように、こ

れはお願いします。 

 そしてあわせて、集落営農法人組織の役員の

中に、やっぱり女性をもっと登用して、女性の

視点から参画いただくことも大事ではないか、

あるいは県庁職員の中でも、集落営農法人組織

の構成員がたくさんいると思います。そういっ

た方々にも参画していただいて、共に考えてい

くことも大事ではないかなと思います。そのこ

とをお願いします。 

 ただいまの件と、そして、営農の基本的な部

分で、収益を上げるという部分で、人道支援と

して子ども食堂とかフードバンク、こういった

ところと集落営農法人をマッチングして何かい

い手ができないかなという思いもあるので、こ

れは検討課題として意識していただければ幸い

です。まず、農林水産部長にただいまの点につ

いて伺います。 

古手川副議長 必要であれば質問のポイントを

もう一回確認した上での答弁でも結構です。佐

藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 ただいまの中で、一つは事

業承継をどうやっていくかということと、今後

担い手のところをどうやって確保していくかが

再質問の中心であったと思います。 

 まず一つは、事業承継についてですが、やは

り事業承継は、事業承継したいという集落の方

の気持ちもあると思いますが、そこに入りたい

という担い手となる人の気持ちもあると思いま

す。ということは、やはりその集落に入って自

分が活躍できる、もうかる集落があるというこ

とがないと、なかなか担い手もそこに入りたい

という気持ちにならないと思うので、やはり事

業承継にあたっては、その集落が、まずは自分

たちが経営をきちんと保って、少しでももうか

る形の経営基盤を整える努力をすることがまず

大事になってくると思っています。その上で、

担い手等について、県としても農業大学校の学

生とかとマッチングして、活躍できる場として

集落営農法人という組織、法人をそういった活

躍の場にしていきたいと考えています。 

 それから、担い手についての労働力不足とい

う話がありましたが、一つは、労働力の確保に

ついては、地域農業サポート機構等で労働力の

調整を行っています。それから、さきほど梨の
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話もありましたが、６次産業化に向けても、６

次産業化のプランナーという形での支援策も持

っているので、そういったことを活用していた

だければなと思います。 

 それから、全体として担い手が今後いないこ

とについての対策をどう考えるかということも

質問の中にあったと思いますが、今年、国でも

法改正があり、今までの人・農地プランについ

ては、今後法制化されて、地域計画ということ

で、法の計画ということで位置付けられていま

す。市町村、地域、それから、農業団体等が今

後の１０年後の地域の農業の姿について、現場

の農業者、それから、市町村等も含めて、その

在り方を考えた上で、目標地図を策定すること

になっています。そういった中でも、全体とし

ての地域の農業の在り方をみんなでしっかりと

検討していく必要があると思います。県として

もそこは一緒になって取組をします。 

古手川副議長 麻生栄作君。 

麻生議員 ありがとうございました。いずれに

しても、集落営農法人、御苦労していただいて

おり、山村をしっかり守ってこられた、例えば、

今回、私なぜこの質問をするかというときに、

２１世紀にまさかの戦争が勃発したわけですよ

ね。そんな中、私の祖父は赤紙召集で、百姓だ

ったものが３０歳を過ぎて現地に行ったと。そ

のとき、石垣の棚田をずっと築いて、それを守

ってきた方々が帰りたくても帰ってこれない、

そんな人たちの思いを考えたときに、やっぱり

この農村集落の在り方をもっと真剣に覚悟を持

って取り組まないといけないなと思って今回質

問しました。 

 時間がないので、最後になります。 

 公共交通をめぐる諸課題についてですが、ま

ず、地方創生に資する公共交通の在り方につい

て、いろんな課題があります。 

 今回、ＪＲ九州の初代社長であった石井幸孝

さんは、現職時代から２０５０年に全国の全て

の鉄道業が人口減少とＩＣＴ化によって赤字に

なり、コロナによって赤字化はさらに３０年早

まったと言っておられ、著書「人口減少と鉄道」

に根拠が詳しく記載されています。 

 また、元トヨタ副社長の栗岡完爾さんもモノ

の流れ、人の流れこそ、地域間の格差の元凶と

指摘されています。地方がいくら頑張っても、

この人やモノの流れの距離に関するコストの違

いは、このままではどうすることもできないと

思います。 

 だったらどうするかということで、今回、国

への要望についてですが、この国で暮らす人々

ではなく、訪日外国人旅行客限定の定額乗り放

題プランパス導入実績もある中、国への要望、

提言に鉄道や高速道路について、地方創生の視

点から距離料金制度の定額料金制度への抜本的

見直しを提言できないものかと考えるが、これ

についての見解を伺います。 

 また、東九州新幹線の整備についてですが、

今年７月２７日、貨物鉄道の強化に関する国土

交通省有識者検討会中間報告案は、新幹線ルー

トに貨物専用車両の導入の可能性を検討すると

明記され、今後、国交省、ＪＲ貨物、ＪＲ旅客

各社が貨物鉄道改革として物流機能強化につい

て協議を始めるとのことです。 

 そこで、新幹線物流の発想を取り入れた前提

条件の見直しについては、要望の選択肢とスケ

ジュールの見極め問題も含め、県行政としての

基本的な考え方として議論しておく必要があろ

うかと思います。 

 東九州新幹線の整備において、旅客と貨物の

混載新幹線物流導入を検討せざるを得ないと考

えるが、企画振興部長の見解を伺います。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 まず、地方創生に資する広

域交通の在り方についてお答えします。 

 産業振興や観光振興など、地方創生の各種取

組を力強く推進するためには、鉄道や高速道路

等の広域交通ネットワークを積極的に活用し、

人、モノの流れを一段と活性化させることが不

可欠です。 

 一方で、鉄道や高速道路の利用料金を利用距

離にかかわらず一律の料金とする定額料金制度

については、利用者間の負担の公平性等の課題

があると認識しています。 

 他方、一定期間、一定区間内の鉄道や高速道
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路等が定額で乗り放題となるサブスクリプショ

ンサービスについては、長期滞在型観光等の需

要創出に大いに寄与するものと期待しています。 

 現在、ＪＲ九州全線が乗り放題のぐるっと九

州切符、あるいはネクスコ西日本が管理する九

州内の高速道路が乗り放題のぎゅぎゅっと九州

まんきつドライブパスなど、様々な企画商品が

現在発売されています。県としては、先行事例

の効果を注視しつつ、各事業者の魅力的な商品

造成を支援し、広域交通ネットワークの活性化

を図っていきます。 

 次に、東九州新幹線の整備についてお答えし

ます。 

 旅客と貨物の混載新幹線物流については、既

にＪＲ各社において、既存車両の一部を活用し

た取組が始まっていると承知しています。 

 国においては、これをより本格的に展開する

べく、今後の鉄道物流の在り方に関する検討会

を設置し、新幹線による貨物輸送の拡大を課題

の一つとして掲げ、検討を始めたところです。 

 その実現にあたっては、車両の新規開発や安

全確保など解決すべき課題が山積しており、今

後、国やＪＲ各社と関係者による検討や必要な

調査に着手すると聞いています。県としても、

新幹線を活用した鉄道物流の推進は、地球温暖

化対策やカーボンニュートラルの実現、トラッ

クドライバー不足の解消に資するものと認識し

ています。 

 国等の動向を注視しながら、まずは東九州新

幹線の整備計画路線への格上げを目指し、引き

続き国への要望を行っていきます。 

古手川副議長 以上で麻生栄作君の質問及び答

弁は終わりました。（拍手） 

 次に、上程案に対する質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 共産党の堤です。議案に対する質疑を

行うので、よろしくお願いします。 

 まず、コロナウイルスの感染拡大防止対策に

ついてです。 

 大分県では、コロナウイルス感染症陽性患者

数が約１６万９千人、第７波で１０万５千人、

死者数は９月１５日までで３３１人に上ってい

ます。オミクロン株は軽症者が多いといっても、

罹患者が多くなれば死者の絶対数は増えていき

ます。無症状患者を含めた患者の早期発見と保

護が基本でなければなりません。 

 そこで、第７波が拡大した要因についてです

が、新自由主義によって社会保障制度の後退や

感染症対策を怠ってきた政治の責任が重大です。

パンデミックになる以前は、感染症対策の体制

を無駄で費用がかかるとして縮小してきました。

これはこれまでの保健所の整理統合による削減、

感染症病床の縮小・削減、医師・看護師等や感

染症対策研究の縮小・削減などに現れています。

このようなことが原因で感染拡大が収まらない

ということを自覚しているのか、答弁を求めま

す。 

 次に、無料のＰＣＲ検査についてです。 

 重症化を防ぐためには、感染者を早期発見し、

保護するなど検査体制の強化が必要です。 

 そこで、共産党県議団が実施した県政アンケ

ートでも、コロナ対策としてウイルス検出の科

学的な精度、正確性、検出限界の判断のための

ゴールドスタンダードと言われるＰＣＲ検査の

拡大を無料で実施すべきと６割の方が答えてい

ます。 

 世田谷区のようにプール方式を採用すれば、

コストや時間を抑制できます。このような方式

などを活用し一気に検査を拡大すべきではない

か、答弁を求めます。 

 次に、感染拡大に伴う死者数の増加です。 

 また、オミクロン株は軽症者が多いと言われ

ていますが、８月の全国の死者数は、１か月当

たりとしては過去最多となる約７，３００人を

記録しています。大分県でも第６波の１月から

６月までは８１人の死者数であったのが、第７

波の７月では２３人、８月で９１人と一挙に死

亡者数が増加しています。また、全国の死者数

の中には子どもの死亡も見られます。軽症者が

多いと安易に捉えてはいけない数字です。その

認識はあるか、答弁を求めます。 

 次に、感染症対策のための保健所職員の増員
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の問題です。 

 コロナウイルスに罹患した方に話を聞くと、

かかりつけ医に電話しても、発熱外来はいっぱ

いで受けられない、保健所に電話しても、ホー

ムページを見て病院に連絡してくれと言われる

だけ、不安な状況で過ごしたことを話していま

した。 

 県下の保健所職員が３年近くに及ぶコロナ感

染症拡大で心身ともに疲弊していることは理解

していますが、専門的な指示がなされないと、

患者は不安な中で過ごさなければなりません。 

 この間、保健所職員は若干名増員されていま

すが、それでも他部署や人材派遣会社等から人

員を配置しているのが実態で、パンデミックに

対応できない状況となっています。専門性と継

続した技術の習得のためには、応援という小手

先の対応ではなく、職員の増員や増設を思い切

って行い、今後来るであろう新たな感染症に対

応できる体制を講じる必要があると考えるが、

答弁を求めます。 

 以下、対面にて。 

  〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの堤栄三君の質疑に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 堤栄三議員から、新型コロナウイル

ス対応について厳しい御質問を承りました。ま

ず私から、新型コロナウイルス感染拡大防止に

ついてお答えします。 

 我が国の感染症対策は、患者の人権を尊重し、

隔離を目的とする入院を少なくする考え方に基

づき、実施されてきました。 

 この間、入院勧告が必要な結核など２類感染

症の患者数が減少してきたこともあり、感染症

病床は全国的に減少しています。 

 そうした中での極めて感染力の強い新型コロ

ナウイルス感染症への対応にあたり、私は、感

染者の重症化を防ぎ命を守ることを第一に、時

には国とも意見を闘わせながら、絶えず変化す

る状況に対処してきたところです。 

 まず、医療の提供が必要な感染者を確実に受

け入れることができる体制の確保です。 

 県内で初の感染者が確認された令和２年３月

には、八つの指定医療機関が確保している４０

床にすぎなかった入院病床数は、感染拡大に応

じて上積みを進め、現在では５３病院に御協力

いただいて、最大で５４５床を確保しています。 

 医療機関の従事者の確保や感染防止も重要で

す。県では、医療計画に基づき、地域の実情に

応じた医師及び看護師の確保を進めており、と

もに増加傾向にあります。 

 しかし、今回のコロナ禍では、医療機関にお

けるクラスターの発生や、医療従事者自身の自

宅待機等により、安定した医療提供が困難とな

るケースが生じています。そのため、県医師会

や看護協会の協力の下、感染管理認定看護師等

を派遣し、専門的知見を踏まえた感染管理を徹

底しています。 

 次に、地域における感染者と医療をつなぐ保

健所の体制強化です。 

 平成２０年の再編は、広域交通網の整備や市

町村合併等を踏まえ２次医療圏を６圏域に見直

した際、限りある公衆衛生人材の集中による機

能強化に向けて、適切に実行したものです。 

 コロナ禍においても十分期待に応えてくれて

いますが、その機能を維持するため、保健師等

の増員や会計年度任用職員の配置に加え、人材

派遣会社やＩＣＴの活用等による負担軽減も図

りながら、臨機に対応しています。 

 なお、国において、感染症の研究と対策を一

本化する日本版ＣＤＣ創設の動きも出ており、

今後、県の感染症対策にもいかすことができる

ものと期待しています。 

 私は、今回のような未曽有の危機に備えて、

平時から健康被害が最小限となるよう可能な限

り対策を講じた上で、有事には状況に応じて迅

速かつ的確に対応していくことが肝要だと考え

ています。 

 私からは以上ですが、その他の御質問につい

ては担当の部長からお答えします。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 私からは３点お答えします。 

 １点目、ＰＣＲ検査についてです。 

 新型コロナウイルスの対策において、検査体
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制の強化は何よりも重要と認識しています。 

 議員御提案のプール方式による検査は、陽性

率が高い現在の状況下では、再検査数が増加す

るため、むしろ効率的でないと言われており、

全国的にも簡易で迅速な抗原定性検査が多く用

いられています。 

 本県では、感染に不安を感じる無症状の方の

ために、県内８２か所に無料検査場を設置し、

その不安解消に努めています。加えて、先月、

若年の有症状者に対し、希望に応じて抗原検査

キットを無料配布し、自己検査の上、陽性登録

できる体制も整えました。また、先月末からは、

インターネットでも抗原検査キットが購入でき

るようになったところです。 

 なお、行政のＰＣＲ検査については、高齢者

施設等のハイリスク施設に重点化することで、

クラスターの早期探知を図っています。あわせ

て、高齢者入所施設における職員からの感染拡

大を防ぐため、職員の定期検査用に約１４万個

の抗原検査キットを配布しました。 

 こうした検査体制の拡充により、感染者を早

期に発見し、感染の拡大防止に努めていきます。 

 ２点目は、感染拡大に伴う死者数についてで

す。 

 第７波における県内の死亡者数は、昨日まで

に１６６人と高い水準にありますが、死亡率は

０．１５％で、第６波までの０．２８％から大

きく低下しています。 

 一方、死亡者の平均年齢は、第７波で８４．

２歳となっており、基礎疾患のある方がほとん

どとはいえ、死亡者の増加は深刻な問題であり、

高齢者の感染防止や重症化予防が喫緊の課題で

あると認識しています。このため、保健所では、

重症化リスクの高い高齢者等に対し、重点的に

健康観察や疫学調査を実施しています。 

 また、高齢者施設でのクラスターが多発した

ことから、先月中旬には、高齢者入所施設１，

１００か所余りに、全職員の定期検査用として

抗原検査キット約７万個を配布しました。一定

の効果が見られたことから、先週、同じ規模で

再度配布し、定期検査を継続しています。 

 重症化予防については、ワクチンの４回目接

種を急ぎ進めるとともに、ひとたび感染した場

合には、受診や入院の調整を迅速に行い、適切

な治療につなげていきたいと考えています。 

 ３点目は、保健所の体制についてです。 

 これまで県では、各保健所に保健師９人を恒

常的体制として増員するとともに、会計年度任

用職員を３０人増員したほか、人材派遣会社に

委託し、現時点で看護職２３人、事務職３６人

を追加しています。 

 また、保健師のＯＢや市町村保健師に加え、

本庁や近隣地方機関の職員など、全庁を挙げて

応援派遣し、感染状況に応じた機動的な体制を

確保してきたところです。 

 業務の効率化では、クラウドサービスを利用

して疫学調査票を電子化するとともに、スマホ

入力による健康観察の省力化を図りました。ま

た、検体や患者の移送、夜間電話対応等の業務

の外部委託や、ショートメールを活用した陽性

者への一斉連絡などにより、職員の負担軽減を

順次図ってきたところです。 

 こうした業務効率化によって捻出したマンパ

ワーを、高齢者等の重症化リスクの高い方の命

と健康を守る業務に重点的に振り向けています。 

 引き続き国におけるウィズコロナに向けた新

たな段階への移行の動きも見据えながら、感染

状況に応じた適切な保健所の体制を確保してい

きたいと考えています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 一つは、臨機応変にいろいろ対策等を

やってきた、医者の体制とかスタッフの体制と

か、そういうことで非常に臨機応変に対応して

きたと言われましたが、さきほどの保健所の関

係で、会計年度任用職員と、もう一つは人材派

遣会社ではなくて、やはり私はここは正規職員

を雇うべきだと思います。じゃないと、さきほ

ど質問しましたが、今後何が起きるか分からな

い。前は結核があったり、今はＣＯＶＩＤ－１

９とか、いろんな新たな感染症が出てくる危険

性もあるわけですね、地球温暖化の問題も含め

て。だから、そういうものに対応していくため

には、やはり保健所機能の体制強化、正にこれ

は正規の方々を増やして、そこで研究してもら
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って、常日頃のこういう感染症対策の技術を蓄

積していただいて、そういう方が次回に備える

という体制を取るべきだと思うが、それについ

て考えがあれば再度お聞かせください。 

 それと、死者数の関係で、確かに死亡率につ

いては、絶対数が増えていますから死亡率とし

ては下がるのは当たり前のことですが、ただ、

亡くなるのは事実です。数が多いのも事実。こ

れに対して、軽症者が多いことを発信するんで

はなくて、やっぱり危険なんだよと、こういう

ところをもっともっと情報提供すべきだと思う

んだが、そこら辺はどうなのかを再度伺います。 

 その２点を再度質問します。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 初めに、保健所の体制について私か

らお答えします。 

 さきほど私からも、それから、部長からも言

いましたが、保健所の体制強化については、限

りある公衆衛生の人材の集中による機能強化と

いうことであり、人を増やしていこうとか、体

制を整理しようということでは決してありませ

ん。できるだけいろんなことに対応できるよう

に機能を強化していこうということであり、今

度正にそういう事態が起こったわけですが、御

存じのように、保健所の職員、保健師はなかな

か今全体として不足しており、すぐにはなかな

か採用できないところもあるものですから、他

の方で対応できる分はぜひそこでお願いして、

何とか全体として機能が果たせるようにやった

ということです。 

 これからも体制についてはよく考えながら、

必要に応じて対応を考えていくということです。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 死亡者が増えているという

ことで、その対応ですが、今回、オミクロン株

の特徴として、以前のデルタ株のときは結構肺

炎症状が生じて、そういったものが体力を奪う

ようなケースがあったんですが、オミクロン株

については、肺炎症状ではなくて、コロナが発

症したことによって全体的に体力が低下した。

肺の呼吸器症状は余りないんですが、体力が低

下して、その方が持っている慢性心不全とか脳

梗塞とか、そういった基礎疾患が悪化して亡く

なったようなケースが多いということです。 

 さきほど言ったように、亡くなった方の平均

年齢は８２歳ということで、やはり高齢者の感

染拡大をいかに抑えていくかということが死亡

者を抑えていくための最大の課題ではないかと

思っています。 

 そのための対応策として、ワクチン接種は重

症化を予防する効果が明確になっているので、

今回、オミクロン株に対応する新しいワクチン

が開発されたので、今月末からその接種がスタ

ートします。高齢者で４回目を打っていない方

には、そういったものを積極的に接種していた

だくようなことをしっかりと訴えかけていくと

ともに、高齢者施設、あるいは病院に入所され

ている方に感染が拡大しないように、施設や病

院の感染管理対策をしっかりとしていただくと

いうことで、さきほど知事答弁にもあった感染

管理認定看護師の派遣とか、そういった指導を

強化していきたいと考えています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 今後、保健師の体制はぜひ強化をやっ

ていただきたいのと、また、ＰＣＲ検査もぜひ

全ての小中学校、やはり件数を増やす、抗原検

査を含めて件数を増やしていくことが大切だと

思うので、その点は強く要望します。 

 次に、物価高騰対策に入ります。 

 この問題については、具体的な景気対策を取

っていくべきではないかと思います。 

 まず一つには、消費税の減税とインボイス制

度の中止で景気回復を図るべきだと思います。 

 物価高騰対策としては、全ての県民が恩恵を

受けられる消費税の減税が一番効果的だと思い

ます。しかし、大分県は社会保障の充実のため

に、消費税率引下げは適切でないと、かたくな

に減税を拒否しています。では、２０２１年度

まで累計４４０兆円の消費税収がどのように社

会保障に使われたというのでしょうか。これほ

どまで社会保障制度が後退している現状から考

えると、必ずしも社会保障制度に使われてこな

かったのが事実です。こうした認識及び消費税

減税に景気回復の効果があるという認識はある
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のか、答弁を求めます。 

 また、インボイス制度について、大分市内の

建築業者は下請として一人親方を雇っているが、

インボイス制度の登録を言えない、元請と単価

の引上げの交渉をしようと思うが、どうなるか

不安、料飲業者は、接待交際費で経費にするか

ら領収証をと言われれば、課税事業者にならざ

るを得ない、これ以上とても負担できないと語

っていました。 

 県はインボイスについて、消費税の適正課税

を行うために必要、円滑な導入に取り組むと答

弁していますが、インボイスがなければ適正課

税ができないと認識しているのでしょうか。 

 また、来年３月末が登録期限ですが、今年７

月末でも対象事業者の７％しか登録されていな

いのが実態です。これで円滑な導入などできる

わけなく、混乱が広がるだけです。周知徹底す

ればするほど、内容を知れば知るほど、現場は

混乱します。現在の２段階の複数税率でも帳簿

方式の申告、納税で十分対応できています。イ

ンボイス制度導入は必要ありません。大分県と

してもこの立場に立つようにすべきと考えるが、

答弁を求めます。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 まず私から、消費税についてお答え

します。 

 コロナ禍が長期化する中で、ロシアによるウ

クライナ侵略や急激な為替変動などによる物価

高騰は、国民生活や社会経済活動に大きな影響

を及ぼしており、国・地方を挙げて、きめ細か

な対応策を講じています。 

 議員からは、物価高騰対策として、全ての県

民が恩恵を受けられる消費税の減税が一番効果

的であるとの御意見をいただきました。 

 しかしながら、消費税は、急速に進む少子高

齢化の中で、厳しい日本の財政状況に鑑み、財

政健全化への内外の信任を得て、世界に誇るべ

き社会保障制度を次の世代へ引き継ぐために必

要な財源であると認識しています。 

 消費税率の引上げによる増収分は、その全額

を社会保障財源に充てることとされており、幼

児教育・保育の無償化や医療・介護保険制度の

改革などに活用され、全世代を通じた社会保障

の充実につながっています。 

 社会保障制度については、年々増加する社会

保障費に対処するため、国において社会保障給

付の重点化や効率化が進められており、これま

でも必要な給付やサービスの質を維持しながら、

制度の見直しが図られてきました。その中で負

担が増えている部分もありますが、持続可能な

社会保障制度を次の世代に引き継ぐために、国

として必要な見直しを行ったものであると認識

しています。 

 持続可能な社会保障制度の確立とそのための

安定財源の確保、財政の健全化のためにも、こ

れ以上、将来世代に過重な借金を背負わせない

ためにも、消費税率の引下げについては慎重に

考えるべきではないかと思います。県としては、

コロナ禍で傷んだ社会経済の再活性化に向けて、

原油・物価高騰等に苦しむ生活者、中小企業者

等への支援や消費喚起のための対策を、国や関

係機関と連携しながら、引き続き講じていきた

いと考えています。 

古手川副議長 若林総務部長。 

若林総務部長 私からインボイス制度について

お答えします。 

 インボイス制度については、売手が買手に対

し正確な適用税率や消費税額等を伝える手段で

あり、複数税率の下、税制の公平性や透明性を

確保するために必要な制度であると考えていま

す。 

 また、インボイスにより、売手は納税に必要

な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除

される消費税額を支払うという対応関係が明確

となり、事業者にとって消費税を転嫁しやすく

なる面もあると考えています。 

 現行の区分記載請求書等保存方式においては、

売手側に区分記載請求書等の交付義務やその写

しの保存義務はなく、また買手側は、少額取引

等、一定の場合には、証拠書類の保存がなくて

も仕入税額控除が可能な制度となっています。 

 このため、仮に売手が軽減税率で申告したも

のを、買手が標準税率で税額控除したとしても、

適用税率や税額を明らかにする書類が保存され
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ていなければ、現行制度下では事後の確認が困

難な面があるとされています。 

 こうしたことからも、インボイス制度は、よ

り透明化や公平性が高まり、消費税の適正な課

税を確保するために必要な制度であると考えて

います。 

 今後とも県としては国や関係団体と連携しな

がら、その円滑な導入に取り組んでいきます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 価格転嫁の問題で、実際価格転嫁でき

ると思いますか。元下関係で、消費税がインボ

イスしないといけないからといって、その分、

価格に転嫁していいよと、それができないから、

さっきは元請の人に相談してみましょうという

話をしたわけでしょう。実際に部長、最近来ら

れたばかりだが、大分県でそういうインボイス

制度で価格転嫁できますよという事業者は１０

割いますか。調べていないでしょう。 

 だから、まず、そういう実態があるかどうか

をあなた自身が足を使って調べなければ、イン

ボイス制度がどれだけひどいかは、生の声を聞

けば分かりますよ。そういうことをまずやって

みてください。どうですか。 

古手川副議長 若林総務部長。 

若林総務部長 インボイスの導入にあたっては、

これまでも制度に関する理解が深まるよう、国

と連携しながら、県でも周知、広報に取り組ん

できました。 

 私は直接お聞きした機会はこれまでありませ

んが、様々な業者の方から不安とか相談が国な

ども含めてあることは承知しています。 

 引き続き国においても、中小事業者が不当な

取扱いを受けないような相談体制の強化とか取

引の実態把握等を行っており、県としてもそう

いった動向をしっかり把握しながら、引き続き

しっかりと連携していきたいと考えています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 価格転嫁は基本的に、実際６割、７割

ができないんですよ。僕たちは数年間そういう

話を聞いてきていますよ、実際にできないと。 

 だから、そういう生の声をやっぱりあなた自

身が現場に行って聞いてどうなのか、そういう

声を国に出していく。アンケート結果ではなく

て、そういうことはぜひやっていただきたいし、

不安な声を国に届けることは県としての責務で

もあるから、ぜひその点は要請しておきます。 

 時間がないから最後に行きます。 

 個人消費の引上げのための賃上げと家計応援

についてです。 

 ＧＤＰの約６割を占める個人消費の引上げを

するためにも、賃上げ等が絶対必要です。県議

団が行った県政アンケートでも、国保や介護、

医療の負担を軽くしてほしいという要望が７割

に及んでいます。こういうふうな小学校の給食

の無料化、中小業者や家計の負担が大きくなっ

ている家賃や電気、ガスなどの固定費等への助

成を行うことで、可処分所得が増えると思いま

すが、これについて基本的な考え方を伺います。 

古手川副議長 利光商工労働観光部長。 

利光商工観光労働部長 最低賃金の大幅な引上

げは、労働者の処遇改善や人材確保、加えて家

計負担の緩和などが期待されるところです。 

 一方で、中小企業や小規模事業者には負担と

なり、その雇用や事業継続への影響も懸念され

るところです。そのため、県としては、生産性

向上と賃金引上げをあわせて行う中小企業など

への支援、加えて下請取引の適正化推進など、

企業が賃金底上げに踏み出せる環境づくりに努

めています。今後も引き続き取り組んでいきま

す。 

 議員御提案の全国一律１，５００円とするこ

とについては、都市と地方における経済実態の

差や企業の賃金支払能力などについて十分考慮

が必要であると考えています。 

 また、可処分所得を増やす取組として、話が

あった国民健康保険税の均等割については、今

年度から未就学児について５割軽減制度が導入

されましたが、さらなる拡充について、国に要

望しています。 

 また、給食費の無償化については、臨時交付

金の活用を含め県内では３市で実施されていま

すが、他の市や町においては負担軽減策を講じ

ています。 

 足下の物価高騰に対し、国としては低所得世
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帯への給付金支給のほか、物価高騰を踏まえた

臨時交付金の拡充などの追加策を打ち出してい

ます。県としても引き続き必要な生活者、事業

者への支援策を検討し、実施に移していきます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 中小企業を支援しないと賃上げなんか

大変だといつも言うが、国としてそこにちゃん

と財源措置をすればいいわけでしょう。だって、

大企業には内部留保がこの８年間で１３０兆円

ため込まれたわけでしょう。残高だけで４８０

兆円。この一部をそういう賃上げのための中小

企業支援のために使う、税金として納めてもら

って。そういうことをすれば財源はできるじゃ

ない。それで中小企業を支援しながらやってい

く、これを強く求めて質疑を終わります。（拍

手） 

古手川副議長 以上で堤栄三君の質疑及び答弁

は終わりました。 

 これをもって一般質問及び質疑を終わります。 

 ただいま議題となっている各案のうち、第７

０号議案から第８３号議案まで及び今回受理し

た請願３件は、お手元に配布の付託表及び請願

文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しま

す。 

 なお、他の委員会にも関連のある案について

は、合い議をお願いします。 

―――――→…←――――― 

 

 

付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第 ７０ 号議案 令和４年度大分県一般会計補正予算（第２号） 総 務 企 画 

福祉保健生活環境 

商工観光労働企業 

農 林 水 産 

土 木 建 築 

文 教 警 察 

第 ７１ 号議案 令和４年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算

（第１号） 

土 木 建 築 

第 ７２ 号議案 令和４年度大分県工業用水道事業会計補正予算（第１

号） 

商工観光労働企業 

第 ７３ 号議案 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 総 務 企 画 

第 ７４ 号議案 職員の定年等に関する条例等の一部改正等について 総 務 企 画 

第 ７５ 号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ７６ 号議案 職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ７７ 号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ７８ 号議案 工事請負契約の締結について 農 林 水 産 

第 ７９ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ８０ 号議案 工事請負契約の変更について 土 木 建 築 

第 ８１ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ８２ 号議案 大分県建築基準法施行条例の一部改正について 土 木 建 築 

第 ８３ 号議案 損害賠償請求に関する和解をすることについて 文 教 警 察 

 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 特別委員会設置の件 

古手川副議長 日程第２、特別委員会設置の件

を議題とします。 
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―――――→…←――――― 

 特別委員会設置要求書 

 次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。 

記 

１、名称 

 決算特別委員会 

２、目的 

 令和３年度決算審査のため 

３、期間 

 令和４年９月１６日から令和４年１２月３１

 日まで 

４、付託する事件 

 第８４号議案から第９８号議案まで 

５、委員の数 

 ２１人 

 令和４年９月１６日 

発議者 大分県議会議員 井上 伸史 

 〃     〃    志村  学 

 〃     〃    吉竹  悟 

 〃     〃    清田 哲也 

 〃     〃    衛藤 博昭 

 〃     〃    井上 明夫 

 〃     〃    木付 親次 

 〃     〃    成迫 健児 

 〃     〃    木田  昇 

 〃     〃    羽野 武男 

 〃     〃    尾島 保彦 

 〃     〃    玉田 輝義 

 〃     〃    戸高 賢史 

大分県議会議長 御手洗吉生 殿 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 井上伸史君ほか１２人の諸君か

ら、お手元に配布のとおり特別委員会設置要求

書が提出されました。 

 お諮りします。要求書のとおり決算特別委員

会を設置し、第８４号議案から第９８号議案ま

でを付託の上、期間中、継続審査に付すること

にしたいと思います。これに異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

古手川副議長 異議なしと認めます。 

 よって、要求書のとおり決算特別委員会を設

置し、第８４号議案から第９８号議案までを付

託の上、期間中、継続審査に付することに決定

しました。 

―――――→…←――――― 

 決算特別委員会に付託した議案 

第８４号議案 令和３年度大分県病院事業会計

決算の認定について 

第８５号議案 令和３年度大分県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定につ

いて 

第８６号議案 令和３年度大分県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について 

第８７号議案 令和３年度大分県一般会計歳入

歳出決算の認定について 

第８８号議案 令和３年度大分県公債管理特別

会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第８９号議案 令和３年度大分県国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第９０号議案 令和３年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９１号議案 令和３年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９２号議案 令和３年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第９３号議案 令和３年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計歳入歳出決

算の認定について 

第９４号議案 令和３年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第９５号議案 令和３年度大分県県営林事業特

別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第９６号議案 令和３年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 
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第９７号議案 令和３年度大分県港湾施設整備

事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第９８号議案 令和３年度大分県用品調達特別

会計歳入歳出決算の認定につい

て 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 お諮りします。ただいま設置さ

れた決算特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第５条第１項の規定により、お手元

に配布の委員氏名表のとおり指名したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

古手川副議長 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した２１人の諸君を決

算特別委員に選任することに決定しました。 

 なお、決算特別委員会は委員長及び副委員長

互選のため、本日の本会議終了後、引き続き議

場において委員会を開催願います。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 以上をもって本日の議事日程は

終わりました。 

 お諮りします。２０日及び２１日は常任委員

会のため、２２日は常任委員会予備日及び議事

整理のため、それぞれ休会としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

古手川副議長 異議なしと認めます。 

 よって、２０日から２２日までは休会と決定

しました。 

 なお、１７日から１９日まで及び２３日から

２５日までは県の休日のため休会とします。 

 次会は、２６日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日はこれをもって散会します。

お疲れ様でした。 

午後３時２０分 散会 
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令和４年第３回大分県議会定例会会議録（第６号） 

 

令和４年９月２６日（月曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第６号 

令和４年９月２６日 

午前１０時開議 

第１ 第７０号議案から第８３号議案まで並び

に請願１９及び請願２１ 

（議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

採決） 

第２ 第９９号議案から第１０１号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第３ 議員提出第１６号議案から議員提出第２

１号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第４ 議員派遣の件 

第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第７０号議案から第８３号議案まで

並びに請願１９及び請願２１ 

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

日程第２ 第９９号議案から第１０１号議案ま

で 

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第３ 議員提出第１６号議案から議員提出

第２１号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第４ 議員派遣の件 

日程第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 公安委員長        岩本 光生 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 



第３回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 178 - 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 労働委員会事務局長    田邉 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

御手洗議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。 

 去る１６日に設置した決算特別委員会の委員

長に河野成司君が、副委員長に馬場林君が互選

されました。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配布の議

事日程第６号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第７０号議案から第８３号議案ま

で並びに請願１９及び請願２１ 

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

御手洗議長 日程第１、日程第１の各案件を一

括議題とし、これより各常任委員長の報告を求

めます。福祉保健生活環境委員長二ノ宮健治君。 

  〔二ノ宮議員登壇〕 

二ノ宮福祉保健生活環境委員長 皆さんおはよ

うございます。福祉保健生活環境委員会の審査

の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件、請願１件及び継続請願１件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第７０号議案令和４年度大分県一般会計補正予

算（第２号）のうち本委員会関係部分について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、請願２０物価高騰に見合う年金額引上

げを求める意見書の提出について及び継続請願

１６犬猫の殺処分における安楽死を求めること

については、さらに審査を要するので、いずれ

も別途議長宛て閉会中継続審査の申出をしまし

た。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

御手洗議長 商工観光労働企業委員長井上明夫

君。 

  〔井上（明）議員登壇〕 

井上（明）商工観光労働企業委員長 おはよう

ございます。商工観光労働企業委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る２０日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第７０号議案令和４年度大分県一般会計補正予

算（第２号）のうち本委員会関係部分について

及び第７２号議案令和４年度大分県工業用水道

事業会計補正予算（第１号）については原案の

とおり可決すべきものと、いずれも全会一致を

もって決定しました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

御手洗議長 農林水産委員長太田正美君。 

  〔太田議員登壇〕 

太田農林水産委員長 おはようございます。農

林水産委員長の太田正美です。農林水産委員会

の審査の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件及び継続請願１件です。 

 委員会は去る２０日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

７０号議案令和４年度大分県一般会計補正予算

（第２号）のうち本委員会関係部分及び第７８

号議案工事請負契約の締結については原案のと

おり可決すべきものと、いずれも全会一致をも

って決定しました。 

 次に、継続請願１２コロナ禍による米の需給

改善と米価下落の対策の意見書の提出について

は、さらに審査を要するので、別途、議長宛て
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閉会中継続審査の申出をしました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

御手洗議長 土木建築委員長清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕 

清田土木建築委員長 おはようございます。土

木建築委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案６件です。 

 委員会は去る２０日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

７０号議案令和４年度大分県一般会計補正予算

（第２号）のうち本委員会関係部分について、

第７１号議案令和４年度大分県港湾施設整備事

業特別会計補正予算（第１号）、第７９号議案

工事請負契約の締結について、第８０号議案工

事請負契約の変更について、第８１号議案工事

請負契約の締結について及び第８２号議案大分

県建築基準法施行条例の一部改正については原

案のとおり可決すべきものと、いずれも全会一

致をもって決定しました。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

御手洗議長 文教警察委員長阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕 

阿部（長）文教警察委員長 おはようございま

す。文教警察委員会の審査の経過と結果につい

て御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る２０日に開催し、教育長及び警

察本部長ほか関係者の出席説明を求め、慎重に

審査した結果、第７０号議案令和４年度大分県

一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会関

係部分について及び第８３号議案損害賠償請求

に関する和解をすることについては原案のとお

り可決すべきものと、いずれも全会一致をもっ

て決定しました。 

 なお、第８３号議案の損害賠償請求に関する

和解をすることについての審査では、委員から

主に、加害教諭に対する求償権の行使を求める

意見がありました。 

 被害者の救済、教育行政の信頼回復、そして

各種の教育改革にはまだ多くの課題が残ってい

ます。 

 今後も県民の理解を得ながら対応していくこ

とが重要であり、教育委員会に対し、今後二度

とこのようなことが起こらないよう再発防止を

徹底するとともに、加害教諭に対する求償権の

行使を求めます。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

御手洗議長 総務企画委員長今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕 

今吉総務企画委員長 おはようございます。総

務企画委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案６件及び請願２件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

７０号議案令和４年度大分県一般会計補正予算

（第２号）のうち本委員会関係部分、第７３号

議案職員の高齢者部分休業に関する条例の制定

について、第７４号議案職員の定年等に関する

条例等の一部改正等について、第７５号議案職

員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て、第７６号議案職員の特殊勤務手当支給条例

の一部改正について及び第７７号議案大分県使

用料及び手数料条例の一部改正については原案

のとおり可決すべきものと、いずれも全会一致

をもって決定しました。 

 また、請願１９消費税インボイス制度実施延

期を求める意見書の提出について及び請願２１

安倍晋三元首相の国葬を中止し、弔意の強制を

行わないことを求める意見書の提出については、

いずれも賛成少数をもって不採択とすべきもの

と決定しました。 

 なお、第７３号議案及び第７４号議案につい

ては福祉保健生活環境委員会、商工観光労働企

業委員会及び文教警察委員会に、第７７号議案

については土木建築委員会に合い議し、その結

果をも審査の参考にしました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

御手洗議長 以上で委員長の報告は終わりまし

た。 
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 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。共産党の堤です。

今回の議会に上程された各議案に対する討論を

行います。 

 まず、第７０号議案２０２２年度大分県一般

会計補正予算（第２号）議案に対して意見を付

して賛成討論とします。 

 今回の補正予算は、総額約９２億円で原油価

格高騰対策としての社会福祉施設等物価高騰対

策緊急支援事業に約１６億円、中小企業金融対

策費に約１１億円などが計上されています。物

価高騰は社会福祉施設関連だけではなく、質疑

でもただしましたが、一般家庭及び中小事業者

にも大きな影響が出ています。鳥取県では、生

活困窮世帯へのエアコンなどの光熱費について

市町村と協調した助成を実現しています。 

 また、中小企業金融対策も必要ですが、コロ

ナ感染拡大、ウクライナ侵略戦争、金融政策の

失敗による異常な円安による景気後退局面がこ

れほど長期にわたり、返済すら厳しい状況とな

っています。条件変更が可能であったとしても

返済しなければなりません。景気後退は正に政

権の失政によるものです。ぜひこのことを自覚

し、さらなる支援策を今後実施するよう国に求

めると同時に、県独自の助成策を講ずるよう求

めます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策として、

大分県に対し、共産党県議団はこれまで、ＰＣ

Ｒ検査の拡大、雇用、医療、エッセンシャルワ

ーカーへの支援、中小事業者への支援策強化と

拡充、農林水産業への抜本的な支援策の要望な

どを求めてきました。来年度予算は、安心して

大分県で暮らし、なりわいができる施策の拡充

を望みます。 

 しかし、今回の補正予算には、大企業誘致の

ための必要な用水の確保に関する調査経費２，

３００万円など、大企業優遇の施策も含まれて

います。さらに建設資材の価格高騰による大分

空港海上アクセス整備事業も含まれています。

反対するものではありませんが、コロナ禍で県

民が不安な中で、予算執行の優先順位としては

どうかなど疑問は残ります。そして、２０年間

にわたるホーバークラフトの事業継続の安定化

問題でも、企業が利潤追求のために安全対策を

後回しにすることのないようにしっかりと県と

して監視し、指導する責務があります。 

 以上の問題等をしっかりと改善、対応するこ

とを求めて賛成討論とします。 

 次に、第７１号議案２０２２年度大分県港湾

施設整備事業特別会計補正予算（第１号）及び

第７２号議案２０２２年度大分県工業用水道事

業会計補正予算（第１号）についてです。 

 港湾施設整備事業は港湾管理と重要港湾など

の港湾機能施設の整備を目的とした事業です。

工業用水道事業とあわせて、一部の大企業のた

めに県民の税金を投入することに反対します。 

 続いて、請願に対する賛成討論を行います。 

 請願１９消費税インボイス制度の実施延期を

求める請願です。いよいよ来年１０月に実施が

予定されている消費税のインボイス制度は、大

分県内で約３万３千者の免税事業者や民間企業

の調査によると、全国に約１，６７０万人いる

と言われるフリーランスに納税義務を広げます。

事業者の登録が始まっていますが、一部報道に

よると７月末時点でも対象事業者の７％しか登

録されていません。コロナ禍で苦しむ多くの国

民にさらに負担を強いる制度の導入は直ちにや

めるべきです。 

 年間の課税売上高が１千万円以下の業者は現

在、消費税の納税を免除されています。インボ

イス制度は、消費税を販売価格に転嫁すること

が困難な零細業者に課税業者になることを迫り

ます。廃業が増えかねません。 

 消費者に物やサービスを売った事業者は、客

から受け取った消費税から仕入れにかかった消

費税を差し引いて納税します。仕入税額控除の

仕組みです。今は帳簿、請求書等で行っている

この計算を、インボイスと呼ばれる請求書等で
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行って納税することが必要となります。インボ

イスには、発行者の氏名、社名、登録番号、取

引年月日、取引の内容、金額、適用された消費

税率と税額が記されます。インボイスは税務署

に申請し、登録した課税事業者しか発行できま

せん。 

 課税事業者が免税事業者から仕入れた場合、

現行では、消費税がかかっているとみなして控

除ができます。インボイス導入後、６年間の経

過措置終了後はインボイスのない仕入税額控除

は認められません。免税事業者からの仕入れに

かかった消費税を差し引くことができず、納税

額が膨らみます。これを避けるために免税事業

者との取引停止が増えるおそれがあります。 

 インボイスを発行するには課税事業者になる

しかありませんが、赤字経営でも身銭を切って

消費税を納めなければなりません。煩雑な納税

事務にも悩まされます。免税事業者のままでい

た場合、取引から排除されるほか、消費税の納

税額が増える取引先から値引きを強要されるこ

とが懸念されます。 

 個人タクシー業者は、免税事業者のままでい

れば、インボイスを必要とするビジネス客から

利用を避けられ、旅行会社から発注を打ち切ら

れかねないと訴えています。 

 シルバー人材センターで働く約７０万人の会

員にも影響が及びます。会員はセンターから業

務を委託される個人事業主です。インボイス導

入後、センターが消費税納税で仕入税額控除を

するには会員が発行したインボイスが必要です。

平均年収４０数万円の会員が課税業者になって

消費税を負担させられることになりかねません。

全会員が課税事業者になることは困難なため、

報酬から消費税分が引かれるようになる可能性

があります。 

 約９割が免税事業者の農家や、ウーバーイー

ツの配達員など単発で仕事を請け負うフリーラ

ンス、文化、芸術、イベント分野で働く人たち

も同じ影響を受けます。 

 全国商工団体連合会や様々な団体がインボイ

ス制度実施の中止を求めて運動し、日本商工会

議所は導入の延期、日本税理士会連合会は見直

しと実施の延期を要求しています。政府はこの

声に耳を傾けるべきです。インボイス制度の延

期、中止はもちろん、コロナ禍で納税困難な業

者には消費税を減税することこそ必要です。消

費税率を５％に引き下げ、不公平税制を正すこ

とが急務です。 

 本請願が求めているように、中小零細事業者

への過大な負担を求めるインボイス制度の実施

は当面延期すべきが事業者の声です。ぜひ本請

願を採択するように求めるものです。 

 討論の最後に、知事は明日行われる安倍元総

理の国葬に参加されるということですが、憲法

１４条の法の下の平等、さらには憲法１９条の

内心の自由に抵触する可能性があります。ゆえ

に国民の過半数以上は国葬に反対しています。

また、法律の規定のないものに税金を支出する

ことも問題があります。鳥取県では、知事や議

長の国葬への県費支出は地方自治法違反として

鳥取県弁護士会が住民監査請求を求めています。

このようなことから、知事として国葬に参加し

ないことを強く求めるものです。 

 以上、本議会に上程された議案のうち、継続

審査となった議案を除く１４本のうち、１２本

に賛成し、２本に反対、また請願１本について

の賛成討論を終わります。（拍手） 

御手洗議長 猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。請願２

１国葬中止を求める請願に対する賛成の討論を

行います。 

 岸田政権は、安倍晋三元首相の国葬を閣議決

定し、９月２７日に強行しようとしていますが、

これに反対です。 

 国葬の強行は、憲法１４条が規定する法の下

の平等に反するものだと考えます。なぜ安倍元

首相のみを特別扱いにして国葬を行うのか、岸

田首相は国民が納得できる説明を何一つしてい

ません。時の内閣や政権党の政治的思惑、打算

によって、特定の個人を国葬という特別扱いを

することになり、憲法が規定する平等原則と相

入れないことは明らかです。 

 また、国葬の強行は、憲法１９条が保障する
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思想及び良心の自由に反するものです。岸田首

相は、国葬は故人に対する敬意と弔意を国全体

として表す儀式だと述べています。我が国は、

国民主権の国であり、国全体とは国民全体とい

うことになり、憲法１９条に違反した弔意の強

制であることは明らかです。 

 現在、国葬の根拠と基準を定めた法律は存在

しません。法的根拠のない国葬を一片の閣議決

定によって強行することは、法治主義を破壊す

るものです。 

 儀式に直接かかる費用だけで約２．５億円、

これを含め１６．６億円も支出し、今後増える

可能性もあります。総額も示さず、国会での説

明も議決もなしに国民の血税を使うのは無法に

無法を重ねるものです。物価高、コロナ禍で苦

労している国民のためにしっかり税金は使うべ

きだと考えます。 

 国葬強行がもたらす政治的害悪は計り知れま

せん。それは、安倍元首相が行った憲法違反の

安保法制の強行を始めとする立憲主義破壊の暴

政の数々、憲法９条改定に向けた暴走、アベノ

ミクスなど貧困と格差を広げた経済政策、森友、

加計、桜を見る会などの数々の国政私物化疑惑

を国家として公認し、安倍政治への敬意を国民

に強要することになります。 

 さらに、今国民の強い怒りを広げている反社

会的カルト集団、統一教会と自民党との関係に

おいて、安倍元首相は最も深刻な癒着関係にあ

った政治家の一人です。国葬の強行は、この癒

着関係を免罪することになります。 

 どんな世論調査でも、国民の多数が国葬強行

に反対しているのは当然のことであり、国葬強

行こそが日本の民主主義を破壊することになり、

死者の最悪の政治的利用と言わなければなりま

せん。 

 日本共産党は、憲法違反の国葬の計画を直ち

に中止することを強く求め、請願２１への討論

とします。（拍手） 

御手洗議長 原田孝司君。 

  〔原田議員登壇〕 

原田議員 請願２１安倍晋三元首相の国葬を中

止し、弔意の強制を行わないことを求める意見

書の提出について、県民クラブを代表して採択

を求める立場で討論します。 

 まずもって、参院選の選挙応援中に安倍晋三

元総理が凶弾に倒れ亡くなられた事件は絶対に

許すことができない事件です。しかしながら、

今回の国葬の実施に関しては、県民クラブとし

て認められるものでないと考えています。 

 そもそも国葬は大日本帝国憲法下の勅令であ

る国葬令において定められていましたが、現日

本国憲法の施行に伴い、その後、１９４７年１

２月３１日限りで国葬令は失効し、以後、国葬

について規定する法律は制定されていません。

それは、国葬が国民主権や内心の自由などを保

障している日本国憲法になじまないと解釈され

ているからだと考えています。 

 今回、岸田内閣は、内閣府設置法に基づく国

の行事として閣議決定を行いました。過去に内

閣法制局長官が国葬の実施について三権の長の

了承が必要という見解を示したと言われていま

すが、今回、国権の最高機関たる国会の審議も

せず、法的根拠が曖昧なまま全費用を国の予算

で実施することは、立憲主義の観点からも問題

だと考えています。 

 また、国葬を行う理由として、長期にわたる

首相在任期間や歴史に残る業績等が挙げられて

います。しかし、アベノミクスを始め、これま

での政策や政治手法に対する国民の評価は様々

で、さきの事件以降、旧統一教会との関係も表

面化し、国葬に対する世論調査では、反対とす

る意見が賛成を上回っています。 

 政府は、国民に弔意を強制するものでないと

しながらも、地域によっては所管の学校に対し、

半旗掲揚などの形で弔意表明を求める教育委員

会があるなど、国の儀式として国葬を行うこと

が弔意の強制につながりかねない状況ともなっ

ています。 

 よって、我が国が民主主義法治国家である以

上、このような手続や多くの国民が反対する中

での国葬の強行は認められず、本請願は採択す

べきものであることを訴え、討論とします。

（拍手） 

御手洗議長 以上で通告による討論は終わりま
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した。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第７０号議案及び第７３号議案から第

８３号議案までについて採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決し

ました。 

 次に、第７１号議案及び第７２号議案につい

て、起立により採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決であります。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立多数であります。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、請願１９について、起立により採決し

ます。 

 本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。 

 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。 

 次に、請願２１について、起立により採決し

ます。 

 本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。 

 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第９９号議案から第１０１号議案

まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

御手洗議長 日程第２、第９９号議案から第１

０１号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第 ９９号議案 人事委員会委員の選任につい

て 

第１００号議案 教育委員会委員の任命につい

て 

第１０１号議案 土地利用審査会委員の任命に

ついて 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 提出者の説明を求めます。広瀬知

事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 ただいま上程された人事議案につい

て御説明します。 

 その前に、今月１９日に県内へ最接近した台

風第１４号に関して御報告します。 

 非常に強い勢力であったことから警戒を強め

ていたところですが、幸い大雨特別警報の発令

もなく、また、地域における防災への備えが奏

功し、被害は予想よりも小さく抑えられたと思

っています。それでも１１人が重軽傷を負い、

物的被害は住家等に浸水被害などが生じたほか、

各地の道路や農地、農業用施設なども様々に被

災していることから、引き続き迅速、着実な復

旧に向けた対応を鋭意進めていきます。 

 それでは、人事議案について御説明します。 

 第９９号議案人事委員会委員の選任について

は、和田久継氏の任期が１０月２２日で満了す

るため、同氏を再任することについて、第１０

０号議案教育委員会委員の任命については、高

橋幹雄氏の任期が１０月８日で満了するため、

同氏を再任することについて、第１０１号議案

土地利用審査会委員の任命については、同委員

の任期が１０月３１日で満了するため、木口優

子氏、足立高行氏、亀野辰三氏及び木上雄二氏

を再任し、栗屋しのぶ氏、橋本昌樹氏及び長紗

恵子氏を新たに任命することについて、それぞ

れ議会の同意をお願いするものです。 
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 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただくよう

お願いします。 

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 各案は、これに同意することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案はこれに同意することに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 議員提出第１６号議案から議員提

出第２１号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

御手洗議長 日程第３、議員提出第１６号議案

から第２１号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

議員提出第１６号議案 私学助成制度の堅持及

び拡充強化を求める意

見書 

議員提出第１７号議案 新型コロナウイルス感

染症特別利子補給事業

の延長等を求める意見

書 

議員提出第１８号議案 コロナ後遺症及び新型

コロナワクチン後遺症

への対応強化を求める

意見書 

議員提出第１９号議案 旧統一教会等による被

害の防止・救済を求め

る意見書 

議員提出第２０号議案 女性デジタル人材育成

を強力に推進するため

の支援を求める意見書 

議員提出第２１号議案 地方の農地の保全と活

用のための支援拡充を

求める意見書 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 順次、提出者の説明を求めます。

大友栄二君。 

  〔大友議員登壇〕 

大友議員 ただいま議題となった議員提出第１

６号議案、第１７号議案を一括して提案理由を

説明します。 

 まず、第１６号議案私学助成制度の堅持及び

拡充強化を求める意見書についてです。 

 私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校は、

独自の建学の精神に立脚して、新しい時代に対

応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に

大きな役割を果たしています。 

 急激な円安の進行を始めとして、経済情勢が

混乱し、また、少子高齢化がさらに進行してい

くといった状況下においても、我が国が国力を

維持し発展していくためには、将来を担う子ど

もたちを時代の状況変化に対応できる真のグロ

ーバル人材として育成することが重要となって

きます。 

 私立学校はいかなる状況下にあっても、それ

ぞれの学校が有為な人材の育成を通じて国や社

会の発展に寄与していくことを目指して、日々

教育活動を続けています。 

 私立学校が新しい教育への移行、教職員の資

質向上や学校のＩＣＴ環境の整備などを進めて

いくには、まずは学校経営を安定的に継続して

いくことが前提です。そのために経常費助成を

さらに拡充するとともに、これからの公教育の

共通基盤となるＩＣＴ等の教育環境の整備への

国公私立を問わない支援や授業料の支援が強く

求められています。 

 よって、国会及び政府に対し、現行の私学助
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成に係る国庫補助制度を堅持し、一層の充実や

私立学校におけるＩＣＴ環境の整備充実、生徒

保護者の経済的負担軽減のための就学支援金制

度の拡充強化について強く要望するものです。 

 次に、第１７号議案新型コロナウイルス感染

症特別利子補給事業の延長等を求める意見書に

ついてです。 

 我が国で初めて新型コロナウイルスの感染例

が確認されて２年半が経過し、その間、私たち

は７回の大きな感染拡大の波を経験しました。

特に第７波では、これまでにないスピードで新

規陽性者数が増加し、全国の１日の新規陽性者

の数が２０万人を超える日が続きました。 

 このように猛威を振るった第７波も、このと

ころ減少傾向ですが、長引くコロナ禍の影響を

受けて売上が減少し、業績悪化を来す事業者は

依然多い状況です。 

 このような事業者を支援する目的で政府系金

融機関により実施されている実質無利子融資は、

多くの事業者の経営を支え、経営の継続と働く

意欲をつなぎ止める非常に重要な事業ですが、

国はこの実質無利子融資を９月末で終了するこ

とを発表しました。 

 新型コロナウイルス感染症特別貸付は来年３

月末まで継続されるとのことであり、低利子で

の融資を受けることはできますが、実質無利子

での融資を受けられなくなることは、飲食業や

宿泊業などを始めとする全国の個人事業主や中

小企業にとっては、正に死活問題です。 

 よって、国会及び政府に対して、特別利子補

給事業のさらなる延長、又は同事業に代わる救

済措置を講ずるとともに、個人事業主や中小企

業の返済負担を軽減する措置を講ずるよう強く

要望するものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同いただくよ

うよろしくお願いします。 

御手洗議長 羽野武男君。 

  〔羽野議員登壇〕 

羽野議員 ただいま議題となった議員提出第１

８号、第１９号議案について一括して提案理由

を説明します。 

 まず、第１８号議案コロナ後遺症及び新型コ

ロナワクチン後遺症への対応強化を求める意見

書についてです。 

 新型コロナウイルス感染症から回復した後も、

長期にわたって疲労感、呼吸困難、筋力の低下、

記憶障害などのコロナ後遺症に苦しむ人か多い

ことが厚生労働省研究班の調査で分かってきま

した。コロナ後遺症によって活力が低下し、仕

事の能率が下がったと自覚する人もいます。 

 また、新型コロナワクチンの接種が進む一方

で、接種後の体調不良や歩行困難、関節痛など、

いわゆる新型コロナワクチン後遺症を訴える人

も少なくありません。 

 しかしながら、これらの後遺症は、発症の仕

組みも効果的な治療法も確立しておらず、後遺

症患者は今後さらに増える可能性がありますが、

今年６月時点で全国の自治体の４割が相談を寄

せられても医療機関を紹介していないとしてお

り、体制整備が課題となっています。 

 加えて、自治体が総合病院やクリニックなど

をつなぎ効率的に診察できるようにする仕組み

や、身体的、精神的ケアに加え、社会復帰を支

援する医療ソーシャルワーカーの充実が不可欠

だと訴える医療関係者もおり、これらの後遺症

への対策を強化する必要があることから、国会

及び政府に対し、後遺症に悩む人の相談体制の

整備や医療機関の拡充、後遺症の影響で仕事を

失ったり休業を余儀なくされたりする人に対す

る職場復帰や再就職支援など５項目について、

その施策の実施を求めるものです。 

 次に、第１９号議案旧統一教会等による被害

の防止・救済を求める意見書についてです。 

 旧統一教会は、その信者が、宗教団体である

ことや教義を隠して信者を勧誘し、多額の献金

を強要したり、印鑑やつぼなどを高額で売り付

けたりするなどの活動を行い、団体に対して献

金の返金などを命じる判決がされるなどの事案

を多数発生させています。全国霊感商法対策弁

護士連絡会によると、２０１０年以降の被害額

は約１３８億円にも上ると報告されています。 

 以上のことから、旧統一教会等による被害の
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防止と救済を実現するため、国会及び政府に対

して、現行法制度を最大限活用し弾力的な救済

を行うことや、相談窓口の強化に資する予算の

増額、被害者を旧統一教会と引き離すための支

援など、７項目についてその対策を講じるよう

求めるものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ

うよろしくお願いします。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

  〔戸高議員登壇〕 

戸高議員 ただいま議題となった議員提出第２

０号議案、第２１号議案について提案理由を説

明します。 

 まず、第２０号議案女性デジタル人材育成を

強力に推進するための支援を求める意見書につ

いてです。 

 女性デジタル人材育成については、女性の経

済的自立に向けて、また、女性人材の成長産業

への円滑な移動支援を図る観点から極めて重要

です。政府は本年４月、女性デジタル人材育成

プランを取りまとめ、就労に直結するデジタル

スキルの習得や、柔軟な働き方を促す就労環境

の整備の両面から支援し、女性のデジタル人材

育成の加速化を目指すこととしています。 

 我が国の国際競争力を高め、生産性を向上さ

せる上でも、本プランの着実な遂行と実現が日

本の発展に不可欠であり、デジタル化の進展は

都市部における人口の過密の偏在緩和や、感染

症等のリスク低減も図れるとし、大きな期待が

寄せられています。 

 よって、国会及び政府に対し、地方における

女性デジタル人材育成の強力な推進を図るため、

記載の五つの事項について実施するよう強く求

めるものです。 

 次に、第２１号議案地方の農地の保全と活用

のための支援拡充を求める意見書についてです。 

 １９６０年には約６００万ヘクタールあった

日本の農地は、宅地等への転用や荒廃農地の発

生等により、現在約４４０万ヘクタールと大幅

に減少し、従事者の高齢化や担い手不足などに

より、農地の減少は止められない状況にありま

す。耕作が放棄された農地は、数年で根抜きや

整地が必要な荒廃農地となり、やがて森林の様

相を呈するなど農地としての復元が困難となっ

ており、今この再生利用が困難な荒廃農地は約

２０万ヘクタールとなっています。 

 世界的な規模での感染症の蔓延や、異常気象

による作物の凶作、さらに不安定な国際情勢等

も踏まえ、不測の事態に備えた食料安全保障を

見据えて、荒廃農地の発生防止と解消は重要な

課題であります。この課題解決に向けた農地中

間管理機構による農地の集積、集約や民間企業

等の農業参入等を積極的に進めようとしていま

すが、この担い手の確保が困難な状況となって

います。 

 よって、国会及び政府に対し、荒廃農地の発

生防止と解消を図るため、国民が農地の保全と

活用のための活動に参入しやすい環境整備と予

算の拡充、さらには耕作放棄地を活用した国産

飼料の生産拡大の推進など、記載の五つの事項

について実施するよう求めるものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ

うよろしくお願いします。 

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入ります。発言の通告があり

ますので、これを許します。羽野武男君。 

  〔羽野議員登壇〕 

羽野議員 議員提出第２１号議案地方の農地の

保全と活用のための支援拡充を求める意見書に

ついて反対討論を行います。 
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 まず最初に、私ども県民クラブは、地方の農

地の保全と活用のための支援拡充を求めること

については、何も異議を挟むものではないこと

を申し上げておきます。 

 その上で申し上げます。本意見書案に記載の

要請項目３では、多面的機能支払交付金と農山

漁村振興交付金の最適土地利用対策について民

間企業等への適用範囲の拡大を求めていますが、

現行の制度は既に民間企業等の参入が可能とな

っており、意見書案で求めている民間企業等へ

の適用範囲の拡大の意図するところに不整合な

部分があるのではないでしょうか。 

 また、関係者に民間企業等が地域の活動団体

への参加を希望した場合について思いを尋ねた

ところ、喜んで受け入れられるのではないかと

いうことでした。 

 以上のような状況で、要請内容が不明確なま

までは本意見書案に賛成も反対もできないこと

から、本意見書案の提出には反対せざるを得な

いことを申し上げ、討論とします。 

御手洗議長 これをもって討論を終結し、これ

より採決に入ります。 

 まず、議員提出第１６号議案、第１７号議案

及び第２０号議案について採決します。 

 各案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第１８号議案について、起立

により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本案は否決されました。 

 次に、議員提出第１９号議案について、起立

により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本案は否決されました。 

 次に、議員提出第２１号議案について、起立

により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第４ 議員派遣の件 

御手洗議長 日程第４、議員派遣の件を議題と

します。 

―――――→…←――――― 

 議員派遣 

 その１ 

１ 目的 

   出前県議会「おんせん県議会ｉｎ佐伯市」

出席のため 

２ 場所 

   佐伯市 

３ 期間 

   令和４年９月２８日 

４ 派遣議員 

   吉竹悟、清田哲也、阿部長夫、太田正美、

   井上明夫、古手川正治、成迫健児、浦野

   英樹、二ノ宮健治、守永信幸、小嶋秀行、

    村哲彦、猿渡久子 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 お諮りします。会議規則第１２５

条第１項の規定により、お手元に配布のとおり

各議員を派遣したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布のとおり各議員を派遣

することに決定しました。 

 次に、お諮りします。ただいま可決された議

員派遣の内容について、今後変更を要するとき

は、その取扱いを議長に御一任願いたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 
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 よって、そのように決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

御手洗議長 日程第５、閉会中の継続審査及び

調査の件を議題とします。 

―――――→…←――――― 

 閉会中の継続審査事件 

福祉保健生活環境委員会 

 継続請願１６ 犬猫の殺処分における安楽死

を求めることについて 

 請願２０   物価高騰に見合う年金引上げ

を求める意見書の提出につい

て 

農林水産委員会 

 継続請願１２ コロナ禍による米の需給改善

と米価下落の対策の意見書の

提出について 

―――――→…←――――― 

 閉会中における常任委員会、議会運営委員会

 の継続調査事件 

総務企画委員会 

 １、職員の進退及び身分に関する事項につい

て 

 ２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について 

 ３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について 

 ４、条例の立案に関する事項について 

 ５、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について 

 ６、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて 

 ７、広報及び統計に関する事項について 

 ８、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて 

 ９、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて 

１０、他の委員会に属さない事項について 

福祉保健生活環境委員会 

 １、社会福祉に関する事項について 

 ２、保健衛生に関する事項について 

 ３、社会保障に関する事項について 

 ４、県民生活に関する事項について 

 ５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について 

 ６、男女共同参画、青少年及び学事に関する

事項について 

 ７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について 

 ８、県の病院事業に関する事項について 

商工観光労働企業委員会 

 １、商業に関する事項について 

 ２、工・鉱業に関する事項について 

 ３、観光に関する事項について 

 ４、労働に関する事項について 

 ５、情報化の推進に関する事項について 

 ６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について 

農林水産委員会 

 １、農業に関する事項について 

 ２、林業に関する事項について 

 ３、水産業に関する事項について 

土木建築委員会 

 １、道路及び河川に関する事項について 

 ２、都市計画に関する事項について 

 ３、住宅及び建築に関する事項について 

 ４、港湾その他土木に関する事項について 

文教警察委員会 

 １、市町村教育委員会の指導に関する事項に

ついて 

 ２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について 

 ３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について 

 ４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて 

 ５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について 

 ６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて 

 ７、文化財の保護に関する事項について 

 ８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて 

議会運営委員会 
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 １、議会の運営に関する事項について 

 ２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について 

 ３、議長の諮問に関する事項について 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 各常任委員長及び議会運営委員長

から、会議規則第７３条の規定により、お手元

に配布のとおり閉会中の継続審査及び調査の申

出がありました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査に付することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の

継続審査及び調査に付することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 以上をもって今期定例会に付議さ

れた諸案件は全て議了しました。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 これをもって令和４年第３回定例

会を閉会します。御苦労様でした。 

午前１０時５２分 閉会 
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１９ 令和４年９月７日 
大分市大津町一丁目１－２９ 
大分県商工団体連合会 
会長 木 村 鉄 男 

件 名 及 び 要 旨 
消費税インボイス制度実施延期を求める意見書の提出について 

 コロナ禍や物価高騰により中小事業者の経営困難が続く中、２０２３年１０月から適格請求

書等保存方式（インボイス制度）が実施されようとしている。 
 インボイス制度は、消費税の事業者免税点制度を実質的に廃止するものであり、消費税免税

業者を取引から排除しかねない。やむなくインボイス発行事業者登録をすると、消費税の申告

と納付が義務付けられ、税負担と事務負担の二重の負担を負うこととなる。 
 さらに、登録したインボイス発行事業者の個人情報が国税庁のサイトから一括ダウンロード

され、商用利用される懸念も広がっている。 
 多くの中小企業団体や税理士団体も凍結や延期、見直しを表明し、現状でのインボイス制度

実施に懸念の声を上げている。 
 新型コロナ危機を克服し、地域経済を活性化させていく上でも、地域に根ざして活動する中

小業者の存在は不可欠であり、中小零細な自営業者に多大な負担を強いる消費税インボイス制

度の実施は当面延期すべきである。 
 ついては、消費税インボイス制度実施延期を求める意見書を国に提出していただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
堤  栄 三 総務企画 不採択  
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

２０ 令和４年９月７日 
大分市下郡１６０２－１ 
全日本年金者組合大分県本部 
委員長 笠 村 伸 一 

件 名 及 び 要 旨 
物価高騰に見合う年金額引上げを求める意見書の提出について 

 総務省の発表によると、７月の消費者物価指数は前年同月比で２．６％上昇しており、４か

月連続で２％を超える状況となっている。パンや冷凍食品、生鮮食料品のほか、原油高により

電気、ガス代なども大幅に値上がりし、年金受給者に対する影響、被害はあまりにも重大であ

る。 
 相次ぐ物価の高騰にもかかわらず、政府は６月支給分から年金支給額を０．４％削減してい

る。年金削減は消費を冷やし、地域経済にも深刻な打撃となるため、年金削減ありきの仕組み

を改め、直ちに増額すべきである。 
 ついては、安心して暮らせる年金制度とするため、現行の年金改定ルールを見直し、年金改

定時は物価上昇率に基づき増額（改定）することを求める意見書を国に提出していただきた

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
堤  栄 三 福祉保健生活環境  継続審査 



第３回 大分県議会定例会会議録 請願 

- 193 - 

 

請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

２１ 令和４年９月９日 
大分市豊饒二丁目５番５３号 
赤とんぼの会 
代表世話人 宮 崎 優 子 

件 名 及 び 要 旨 
安倍晋三元首相の国葬を中止し、弔意の強制を行わないことを求める意見書の提出について 

 政府は、安倍晋三元首相の国葬を９月２７日に実施する閣議決定を行った。国葬は大日本帝

国憲法下で皇族と偉功のあった者に対して、国葬令に基づき実施されてきたものであるが、国

葬令は平等主義や基本的人権の保障に反するとして、日本国憲法の施行と同時に失効してい

る。 
 政府は、当該国葬を内閣府設置法に基づく所掌事務として形式的に実施するとしているが、

内閣府設置法は国や内閣の儀式、行事に内閣府が関わりうることを定めたものであり、国葬を

実施する法的根拠にならない。 
 また、国葬費用が国会の議論を経ることなく予備費で賄われることは、財政民主主義の精神

に反し、報道各社の世論調査でも反対意見が多いことが明らかである。加えて、国が全額費用

負担する国葬は、国民の内心の自由を侵害するおそれもある。 
 ついては、安倍晋三元首相の国葬について、次の事項を実施するよう国会及び政府に対して

意見書の提出を求める。 
 １ 安倍晋三元首相の国葬を行わないこと。 
 ２ いかなる場、いかなる形であれ国民に弔意を求めるなど事実上の弔意強制を一切行わな

いこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
高 橋  肇 
平 岩 純 子 

総務企画 不採択  
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１２ 令和３年９月８日 
大分市古ヶ鶴１－４－２６ 
大分県農民運動連合会 
会長 佐 藤 隆 信 

件 名 及 び 要 旨 
コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策の意見書の提出について 

 新型コロナウイルスの感染拡大による需要の消失から、２０２０年産米の過大な流通在庫が

生まれ、市場価格は大暴落した。２０２１年産米についても、政府が打ち出した３６万トンの

上乗せ減反と、感染拡大によるさらなる消費減少により、昨年以上の米価下落が危惧されてい

る。 
 加えて、国内消費量は３０年間で４分の３に減少しているが、ミニマムアクセス米は年間７

７万トン輸入されており、一切見直されていない。 
 また、コロナ禍の中、全国各地で取り組まれている食料支援では、米をはじめとする食料配

布が歓迎されている。 
 ついては、農業者の経営と地域経済を守るため、次の事項を実現するよう、国に意見書の提

出を求める。 
 １ コロナ禍の需要減少による過剰在庫を政府が緊急に買い入れ、米の需給環境を改善し、

米価下落に歯止めをかけること。 
 ２ 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困難者・学生などへの食料支援で活用す

ること。 
 ３ 国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）について、当面、国産米の需給

状況に応じた輸入数量調整を実施すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
猿 渡 久 子 
堤  栄 三 

農林水産  継続審査 
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１６ 令和４年６月１４日 
大分市大字一木１２１２番地の６０ 
おおいた動物との共生を考える会 
会長 土 井 篤 子 

件 名 及 び 要 旨 
犬猫の殺処分における安楽死を求めることについて 

 現在、動物の殺処分に関しては、各自治体がその方法を判断しているが、環境省からは、で

きる限り苦痛を与えない方法に努めることとされている。 
本県では、未だ大多数の犬猫は、二酸化炭素ガスで苦痛を与えられながら殺処分されてい

る。 
 ついては、犬猫の殺処分に関して、少しでも苦痛を与えぬよう、麻酔投与による安楽死とす

ることを要望する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
後 藤 慎太郎 福祉保健生活環境  継続審査 
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